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は じ め に
　河川財団では、河川の新たな調査研究課題のシーズ調査や啓発を目的として、国土交通省国

土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所より講師をお招きして「河川研究セミ

ナー」を開催しています。4回目となる平成27年度は、国土技術政策総合研究所のコーディネー

トにより、「河川の維持管理」をテーマに取り上げ、4回のセミナーを開催しました。

　河川の維持管理を巡っては、平成23年の河川砂防技術基準（維持管理編）の策定や平成25年

の河川法の改正を契機に、関連する通達やマニュアル等の整備が矢継ぎ早に進められ、河川の

点検が本格的に実施されるようになりました。一方、河川管理の現場では、点検が定着するに連

れて、その結果をどのように河川管理や危機管理に生かしていくのか、または点検を通じてど

のような情報が必要とされるのか、そのためにどのような点検であるべきなのか、といった、発

展的な課題に直面しているものと考えられます。本セミナーでは、その考え方に迫るべく、「計

測技術の活用による状態把握実務の展開」、「堤防の維持管理」、「河道の維持管理」、「これからの

河川管理」をテーマとして取り上げ、会場の皆さまとその方向性を探りました。

　本講演録は、講師のご了解を得て講演内容をとりまとめたものです。行政、研究者、民間の立

場から、河川の維持管理についての現状と課題、新たな状態把握技術等について幅広く触れら

れており、河川管理の実務に大変有意義なものとなっておりますので、実務に携わる皆様に参

考としていただければ幸いです。
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安原　それでは本日のとりまとめ役を務めさせてい

ただきます安原と申します。よろしくお願いします。

今年の河川研究セミナーは「河川の維持管理」を

テーマとして取り上げ、全４回を企画しております。

昨年は５回の開催とも国総研、土研の講師の方をお

迎えしましたが、今年は実務の側からの発表も織り

交ぜたセミナーになっております。

本日のテーマは「計測技術」を取り上げました。

河川の維持管理につきましては、PDCAサイクルが

動き出し、堤防、河川管理施設の点検が行われるよ

うになっております。ここでは目視点検が中心です

が、最近ではMMSとか、さまざまな計測技術を使っ

た状態把握の手法が行われております。そのような

技術が出てくる中で、今後の状態把握の全体像が一

体どのようになっていくのかということを新技術の

紹介の中で描き出そうということが本日のセミナー

の趣旨でございます。

ということで、ご講演いただく皆様方はその辺り

のさまざまな情報をお持ちの講師の方をお招きして

おります。

まず、前半に国土交通本省、それから国土技術政

策総合研究所から最新の行政動向や　技術開発の動

向について話題提供をしていただきます。その後は

私の方で流れを整理しながらご発表させていただ

き、問題提起をさせていただきます。その後、新技

術についてのご紹介をしていただきます。最後に、

発表者の皆様からの質疑応答の時間を設けます。

会場の皆様も進行にご協力をお願いいたします。

河 川 研 究 セ ミ ナ ー

計測技術の活用による状態把握実務の展開

第１回
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ればいけないことは何か、あるいはこの場所の変化

をどう捉えているか、そのようなモノを見る目、川

を見る目を持っている、そのような技術者の方々を

しっかりと「プロフェッショナル」と位置づけて河

川管理の場で活躍していただこうという、そのよう

な趣旨でつくっております。

そのような内容が、まさしくこの（３）にござい

ます「河道システムにおける施設管理」、そのよう

な河川全体を、この川でどこが気を付けなければい

けないのか、あるいは測量した結果、あるいは点検

をした結果、この変状はどのように解釈すればいい

のか、それをどう対処しなければならないのか、そ

のような、川を見る目を持っている方々をこのよう

な維持管理に関するプロフェッショナルとして、さ

まざまな場面で活躍していただく。

逆に、今度はそのような、その川で気を付けなけ

ればならない場所、気を付けるべき事象が明確に

なってくると、そこをしっかりと計測するような技

術が必要になってくるということで、この（４）の「技

術開発」の強化と積極活用ということが必要になる

のではないか。どうしても今までの私たちの維持管

理、巡視、点検、その他測量等も、河川をどちらか

● スライド1

河川維持管理における計測技術の今後の展開

時岡　国土交通省　水管理・国土保全局で維持管理

の担当をしております時岡と申します。よろしくお

願いします。

本日は安原さんから、キックオフなので行政側の

計測技術の取り組み、あるいはニーズを紹介してほ

しいと言われておりますので、そのような観点で少

し資料をご紹介させていただきます。

計測技術に入る前に、まず今、維持管理をどのよ

うに進めようとしているかということについて説明

させていただきます。こちらは平成25年に河川分科

会でまとめられた方針の内容を書いております。（ス

ライド１）これは私なりの解釈をさせていただきま

すが、（１）が、今後の維持管理を進める上での「管

理水準の持続的な確保」です。これは平成25年に河

川法が改正されまして、維持管理を明確に位置づけ

たとか、あるいは技術基準を作っていくというよう

な維持管理の標準化をしていくものでございます。

しかしながら、やはり維持管理は個々の河川によ

りまして状況が違いますし、経験に負う部分が非常

に多いということがございますので、やはりそれを

補うためには（２）の「管理技術を継承する人づくり、

仕組みづくり」ということでございます。それで会

場の皆様方も河川点検士、維持管理技術者の試験を

受けられる方もおられるかもしれませんが、まさし

くそのようにこれまで河川の経験豊富な方々を積極

的に維持管理の場面で活躍していただこうというも

のでございます。維持管理に関する業務でございま

すとか、調査、その他測量も含めまして、積極的に

さまざまな場面で活用しようと思っておりますが、

決してこれは「業務」というものではございません。

私たちが期待しているのは何かと申し上げますと、

これはその川を見るプロフェッショナルを求めてい

るということでございます。この川で気を付けなけ

国土交通省　水管理・国土保全局　河川環境課　河川保全企画室　企画専門官

時 岡 真 治
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る、となると、護岸が決壊した箇所の上流側の方も

危険だなということが、非常に分かりやすくなりま

す。そのような、今まで私どもが静止画でございま

すとか、陸上から見ていたところが、鳥の目で見れ

るというところは今後の河川管理で役立って行くの

であろうと思っております。

次に、左下にございますロボット開発です。これ

はもう政府を挙げてロボット技術というのを導入し

ていこうという形で取り組んでおります。今も水中

ロボットをやっておりますけれども、私の感想から

言いますと、ダムの方は割と効果があるなと思って

おりますが、なかなか河川の中での水中ロボットは、

多摩川で護岸根入れの洗掘とか川の中を見ています

が、これはあまり少し現場のニーズと一致していな

いのかなという感じがしております。やっぱり、流

れがある中ではなかなか難しい。やっぱり人が直接

潜った方がいい、と。

しかしながら今、私たちが管理している施設の中

では、例えば外郭放水路の立坑というのは今まで一

度も点検したことがございません。やはり人が行け

ない、見れないということがありまして、点検がで

きないようなところがある。そのような、人がどう

しても近づけなくて点検できないようなところがあ

りまして、これは河川だけでなくほかの揚水式の発

電とか、長い管路の垂直なところ、手すりとかもな

くて見れない、もう少しそのような現場のニーズを

把握しながらやっていけば、まだまだこのようなロ

ボット技術を使えるような場面があるのではないか

と思っております。

と言いますと均一に見ていました。そのようなこと

を定期的にやっていたわけですが、やはりこれから

それを効率的に、さらにそれを高度にやっていこう

とすると、やはりその川のポイントを捉えるという

見方が大事になってくる。それに伴う技術の開発が

必要になってくる。そのように捉えております。こ

れらを踏まえて戦略的にその川を管理していく、そ

のような仕組みづくりをしていく、これが今後、河

川の維持管理の中で進めていかなければならないも

のだと思っております。

今日はこの中の技術開発、特に「計測」に関して

ということでございます。こちらは分科会の中でも

出た今後の取り組みというものでございます。詳し

くはこの後の専門家の方々がご紹介をされますけれ

ども、後ほど私も触れます。１つは、空洞化の調査。

今現在、河川の巡視・点検と言うと、どうしても目

視が主体になっているということでございます。ど

うしても目視で見えないところを、どのように機器

等の計測器を活用していくかというのが１つ目で

ございます。（スライド２）

それで隣の「UAV」、これは新技術の活用でござ

います。やはりUAVを見ますと、やはりこれまでの

写真とか、そのようなものとは大きく違います。例

えば昨年も融雪出水等で東北の方で護岸が決壊しま

したけれども、これまでの陸上の写真と違って、

UAVで水面側から撮りますと、やはり水の流れが変

わっている、中州の発達によって水衝部になってい

● スライド2
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それで物理探査、これは堤防点検や調査とか、今

一番内容を含めて話題になっているところでござい

ますので、後ほどもこれは触れられると思います。

この空洞化調査ということでは、どのような場所

で使われているかということをご紹介させていただ

きます。これは昨年実際にやった事例でございます。

（スライド３）左側の写真は、去年、野洲川のとこ

ろで突然、高水敷が堤防法尻付近で陥没したという

事例です。それで左上の写真を見ますと、何か昔か

らあるような形になっていますが、これは突然この

ような矩形の穴が空いたということでございます。

ここは公園等で利用されておりました。かつて大蔵

海岸の事故等もございましたので、同じようなこと

があると河川管理の瑕疵にかかわるということがご

ざいまして、この一帯は面的に空洞化の探査をしま

したし、それを補足する上でポールとかを突き刺し

て緩みがないかを確認した事例でございます。それ

で、原因は何かと言うと、たまたま天保４年の地図

がありまして、その古地図を見ますと、過去は川か

ら引く水路が昔の堤防の下に木樋とか空いて抜いて

いた、そういうところが長い、長い時間、200年以

上の時間をかけて大きな陥没ができたんだろうと。

資料左下の写真の箇所を掘ってみますと、中からは

流木とかが多く出てきました。近くにはこのような

池のようなものがございますが、そのような長い期

間を経て変状するのは、やっぱり人の目ではなかな

か捉えられない。かつ空洞化が急激に起こる。この

ようなところでも空洞化の探査をしました。

右側の写真は桂川でございますが、これは除草等

をしている業者の方々がこのような小さな陥没を見

つけたと。やはり今、堤防の管理については非常に

私どもも少しセンシティブ、と言うとおかしいんで

すが、相当、管理の水準を上げております。このと

きもこのような小さな陥没でございますけれども、

周辺に同じようなものがないかということで、空洞

化探査で同じような緩みとかを探したということを

やっております。

それで、今後のニーズということでひとつご紹介

しますと、今年度から「点検結果の診断評価」とい

うことが始まります。（スライド４）これは何かと

言いますと、今まで点検ということをしておりまし

たが、その点検した結果、どのように判断して直す

のかというのは、多くは現場の方に任せてあったと

いうところでございます。やはりこれは川ごとに違

いますし、直す、直せないの判断というところも、

● スライド3 ● スライド4
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やはり急流河川と緩い河川では違うということがご

ざいます。しかしながら、やはりこれからは全国的

にどのような変状がどこで多いのか、どれぐらいの

期間で発生するのかということを、しっかり分析し

て評価していくためには一つの統一する物差しが必

要だということで、このような「a、b、c、d」の４

段階に分けて点検結果を評価するという形になって

おります。

それで今年度は護岸、堤防、樋門というところで

始まっていくわけです。詳細はまたいろいろ細分化

しておりますが、大きくこのような４段階がありま

す。その中で、どうしても目視では分からないもの

があるだろうと。そういうようなものを要監視段階

の中の１つのところで、詳細調査するものをこのよ

うな経過観察として挙げております。このような詳

細経過の中では、例えば護岸裏の空洞化でございま

すとか、例えば樋門もあるかもしれない。あるいは、

抜け上がりとかもあるかもしれない。やはり目視だ

けでは判断できないものは詳細調査をしましょうと

いうことにしております。このような中でもこのよ

うな目視では分からない部分、下にございますが、

不可視部分の調査とか、そういうところでも計測技

術が必要になってくるような部分もあるであろうと

考えているところでございます。

もうひとつ、「計測技術」ということでございま

すので、昨年、私どもで各現場に、「どういう計測

技術が欲しいのか」というアンケートをかけました。

これはさまざまな点検や、出水時の監視等をしてい

ますが、やはり人員もなかなか少ない中、こういう

技術があったらもっと助かるんじゃないかというこ

とで、現場のニーズを聞いたというものでございま

す。（スライド５、６）

それで、さまざまなニーズがありますが、１つ目

の項目では「①空洞化の確認」ということで、今、

現場がどのように感じているかと言いますと、やっ

ぱり今のレーダ探査では確認できる深度が浅い、も

う少し堤防の内部構造を見ようとするときにも、も

う少し深いところまで必要、表層よりもう少し深い

ところで知りたい、というのが１点目。

それで２点目は、特に護岸について、今は空洞化

等を見ております。どこかであったときに周辺の方

をハンマーとかで叩いて空洞化が起きていないかど

うかを見たりしております。それで中にはレーダ探

査も使っているところですけれども、やはりデコボ

コがあるところにはまだ少し乱れて適用ができな

い、凹凸があるような護岸裏も見れるようにならな

いのかというようなニーズでございます。

３点目に、先ほどの桂川でございますとか、他の

ところでも人が押したり引いたりするようなレーダ

探査をやりましたけれども、やっぱり少し探査範囲が

狭いのか、もう少し施工性と言いますか、作業性がい

い機械等はないものかというものがございました。

それで４点目は、これは東北の意見だと思います

けれども、やはり小口径の樋管とか、樋門というの

● スライド5 ● スライド6
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がまだ残っています。そういうところへ行きますと、

やはり樋門の空洞化と言われても連通試験をやりよ

うにも入れないとか、そういうようなところがござ

います。特に地震後のところでこのような緩みが生

じていないかということが心配になったときに、そ

のような小さい断面の樋門や樋管についてもそのよ

うな空洞化を見ることができるような機械がない

か、そのようなニーズもございました。

５点目も同じです。地震後に、舗装がないところ

は亀裂が分かりますが、舗装のあるところは舗装裏

で亀裂が生じているかも分からない。そのようなと

ころでは舗装裏を見る技術がないかというような

ニーズもございました。

続きまして「②堤体の変状の確認」、今、堤防の

点検ということを精力的にやっておりますが、やは

りもう少し効率よくできないかということで、こち

らについては後ほどモービルマッピングシステム、

「MMS」のことは触れさせていただきます。

それともう１つは、現場の方では表面の緩み、堤

体全体のすべりまでには影響はしないかもしれない

けど、やはり今の段階で降雨のときに表層のすべり

というのがけっこう生じます。それで実際の出水に

なりますと、それが表層のすべりなのか、深いすべ

りなのか、なかなか見分けるのが難しいというとこ

ろがございます。そのような現場の方では、やはり

表層のすべりも止めたいということで、表面の緩み、

そのような表面の緩みのようなものが分かるような

技術がないか。これも「リモートセンシング」と書

いてありますが、もっと広範囲に分かるものがない

のかなという意見がありました。

次に「③漏水等の確認」、これは現在、矢部川の

決壊等を踏まえて、出水時に漏水等の確認というの

を精力的に行っております。そのようなことに対し

て、やはり平常時、かなり地下水位が高いというか、

堤体が湿潤しているような堤防が把握できないか。

それで、現在でも、膿んでいる堤防には間隙水圧計

を入れているような堤防もございますが、やはりそ

ういうのは少ない。やはりそのような出水時に弱部

になるような場所を把握するような技術がないのか

ということです。

あとは漏水発生時に把握する技術とか、あるいは

噴砂痕とかそういうのを、なかなか堤内側の農地ま

で入って行ったり、民地の方まで調査して全てを把

握するのは難しい。そういうところを面的に把握す

る技術がないかというところも、現場のニーズとし

て上がっております。

それで「④点検結果整理の省力化」は、堤防の質

的整備というのをやっておりますけれども、そこを

絞り込むという技術をやっております。やはりボー

リングはピッチが粗いと。数k単位になってしまう

場合もあるということがございますので、それらの

間を補完するような簡易な技術がないか。これは今

年水管理・国土保全局の治水課の中で、簡易な調査

をしようということでいろいろな試行をして、今現

在も進めているところでございます。

それで最後、そのような巡視とか点検の結果を、

しっかりと履歴とかデータベース化、それをもう少

し簡易になるようなデータベース的な整理の仕方が

ないのか。昨年アンケートを取った結果、現場から

そのような技術の要望が出ました。これに関して今

現在、MMSで試行したり、技術開発公募ということ

を行っているところでございます。

その中の１つの事例としてMMS（移動計測車両シ

ステム Mobile Mapping System）」、こちらは多くの

方々がご存じの内容であろうと思いますし、後ほど

もっと詳しい説明がありますので、私の説明は省略

しまして、昨年度やった結果はどうだったか、とい
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うのを書いてあります。（スライド７、８）

それで平成26年度実施した結果、MMSの利点は何

かと言いますと、やはり経時的な変化が把握できる

ということです。やはり目視ですとどうしてもそう

いった変化が分からない。１年おきとか、年に２回

のところでは変化が捉えられない。しかしMMSであ

ればそういう経時的な変化が捉えられる。それと４

番目の測定データが残るということとは一緒でござ

いますが、見たデータの方が変化を捉えることがで

きる。

もう１つは、目で変化を捉えるのが難しい面的な

変化、緩みとか、範囲のはらみ出しとか、広域的に

起こっている変化というのを捉えやすい、とこのよ

うなメリットがございました。

まあ、いい点ばかりではなくて、現時点では難し

い面というのは、不可視なところでございますとか、

細かい変化とか、モグラ穴、と書いてあります。こ

れはどういうことかと言うと、どうしてもUAVとか

LPのように上空から撮っているわけではない。堤防

の天端から取りますと、斜めに出しますのでどうし

ても草の影響を受けてしまって、細かいものが取り

づらいなというのが昨年度の結果でした。

それを踏まえて、今年度はその全河川をこのよう

に試行してまいりますが、MMSのそういった特徴を

どのように活かしていくかというところで、１つは

今年度は的を絞ろうということにしています。（ス

ライド９、10）それで今年度の的の絞り方は、まず「①

樋門・樋管等河川構造物点検への活用検討」として、

樋門、樋管とか、構造物、先ほどあった抜け上がり

でございますとか、そのような構造物周辺のところ

の変化を捉えようというところでテーマを絞ってお

ります。

２つ目の「②軟弱地盤の堤防点検への活用検討」

は、やはり軟弱地盤とか、施工直後のように時間的

● スライド8

● スライド7

● スライド10

● スライド9
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さんに情報を段階的に出していくか。この先どう

なって、何が起こるかというのが非常に大事になっ

てまいります。そのような中では、やはりこのよう

なLPデータというもので堤防の高さを評価するのが

ひとつ、非常に有効であるということです。

それで私が皆さんにお願いをしたいのは何かと言

うと、やはりこのように細かいデータが取れるよう

になってきますと、私たちの水位の方も水位の観測

所だけで予測や把握をしていますけれども、やはり

こういうところが出水時に水位がどのように変化し

ていくか、そこまで予測するような、あわせてその

ような水理的な技術と一体となって計測したものを

合わせることができれば、非常に危機管理上も有効

になってくる。まさしくここのところが弱部であれ

ば、そのようなところは水防対策をやって、必要な

土のうなのか、新しい水防工法とか、そのようなこ

とを活用できるという形なので、やはり計測技術と、

水位の解析・予測技術を組み合わせることによって

維持管理、あるいは危機管理もレベルアップしてい

けるんだろうなと思っております。

次に、矢部川が基盤漏水で決壊しましたが、基盤

漏水で決壊する事例というのは少ないというような

状況でございますが、実際に毎年、各所で漏水その

ものは発生しております。水防団が水防活動をして

破堤を未然に食い止めているという状況でございま

すけれども、やはり水防団も高齢化しているという

問題がございまして、やはり漏水の監視、基盤漏水

● スライド11

な変化が生じているような堤防、そういうところに焦

点を当てて使っていこうという形で考えております。

それから、「③その他のMMSの活用」は後ほど触

れますが、やはり堤防の縦断形状を把握しようとい

うこととともに、データを取っておくということは

非常に今後の災害時の状況で、なぜこの堤防が被災

したのかというのを見るときに貴重なデータになる

だろうということです。特に東北地方整備局は全川

MMSで堤防の断面形状を記録したいということで、

各河川でMMSの特徴を生かして計測を進めている

という形でございます。

あとは最後に２つほど話題でございます。

まず、そのような計測技術ということで、これは

平成25年度の台風18号で、桂川の出水のときです。

（スライド11）実際に久我橋の下流の方で越水しま

したが、当時はどこから越水して、どこが溢れるか

というのが分からなかった。当時はあと何cmなら越

水が始まるのかというのを非常に心配していて、さ

まざまな検討をしたところです。これには結果が書

いております。（スライド12）これは何かと言うと、

●は200mピッチの横断測量結果のところを書いてい

ます。それで、この一番上の実線は何かと言うと、

これはLPから堤防の天端の高さを出したものです。

どこから溢れたかと言うと、一部こういう横断測量

の間になっている、このように低くなっているとこ

ろから溢れ始めたということでございます。

今段階で私たちのところでは、やはりどう市町村

● スライド12



11第１回　河川研究セミナー

を防ぐということも非常に大事なテーマとなってお

ります。（スライド13）

そのような中で、今の段階で私たちが出水時に

やっているのは何かと言うと、このグラフは河川の

距離表を書いておりまして、計画高水位のところが

青い線になっています。これは平均漏水勾配を赤い

○印で置いておりますが、どのような水位になった

ら平均漏水勾配が0.2になるかということをプロット

しておりまして、計画高水位に達するまでに平均漏

水勾配が0.2になるように達するところ、こういうと

ころが危険じゃないかという仮説を立てておりま

す。そういうところは今現在、河川の水位が上がっ

てくると現場の人、あるいは巡視の方々が現地を確

認しに行くということをやっております。（スライ

ド14）

こちらの方も一昨日森さんが行っておりました

が、このように人が見に行っているところも、もう

少しさまざまな堤防の研究が進んで、こういう危な

いところがもう少し絞り込めれば、そのような変状

のところに事前にセンサ等を設置することによっ

て、もう少し「点検はこのタイミングで行く」とい

うことがもっと明確になって、管理の水準も上がる

のではないかと、そのような話をしているところで

ございます。

このように計測技術のところが先ほどありました

ように、やはり今やっていることをただ置きかえる

と言うよりは、これから維持管理の何に重点を置い

て絞り込んでいくか、そのためにどういう計測技術

があればいいのかという点で絞り込んでいくこと

で、ニーズと技術開発の方向性がマッチして進めて

いければなという形で、今考えているところでござ

います。

私の持ち時間、ちょうど30分まででしたので、私

からの最初の話題提供は終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）

安原　ありがとうございました。非常に現場におい

て計測技術に対して高いニーズがあるということ

で、いろいろなことにチャレンジされているという

ことがよく分かったかと思います。

それでは続きまして最近の技術開発、あるいは研

究開発の動向ということで、国土技術総合研究所の

杉原研究官からご発表をお願いいたします。

● スライド13 ● スライド14
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杉原　先ほど自己紹介しました国総研の杉原と申し

ます。私は平成25年４月から今の役職についており

まして、それまではずっと行政にいたものですから、

研究所というのは今回初めてなんですけれども、そ

の後、いろいろな新しい技術開発の委員会の現場と

か、あるいは研究の場に立ち合わせていただいてお

りまして、そういうような経験をしたところを踏ま

えてちょっとご紹介をさせていただきたいなと思っ

ておりますので、少々お付き合いをよろしくお願い

します。

まず、つくばの方の河川構造物の管理の研究と言

うか、技術相談とかをする場合の体制について簡単

にご紹介させていただきたいと思います。ご存じの

とおり、河川構造物というのはいろいろな種類のも

のがございます。そういう中で、研究を行う研究室、

チームも多岐にわたっておりまして、機械設備もあ

れば、あるいは材料として鋼材とかコンクリート、

地形や地質の話もございます。さらに当然、水位の

話、あるいは構造物がどういう変状をするか、耐震

とかそういうのもございます。

そういう中で平成24年４月から「河川構造物管理

研究タスクフォース」という組織をつくば地区で設

置してございます。これは国総研と土研とそれぞれ

で関係する研究室やチームが連携して対応していく

ということでございます。それで一応、基本的なチー

ムはこうなんですが、課題に応じていろいろとそれ

以外の研究室にも声をかけながら、いろいろな現場

の課題に対応しているというような状況でございま

す。地方公共団体などからご相談をいただきますと、

こういう体制で対応させていただいているというこ

とでございます。（スライド１）

それで河川の管理ということでございますが、こ

れは皆さんご存じのとおり、河道、堤防等と堰、水

門等の機械ものとがあり、施設の特質に応じて管理

の仕方も違っているということでございます。です

が、やはり何と言っても河川の危機管理と言うか、

管理の一番重要なものは堤防の管理でございますの

で、その辺りのことを頭に置きながら少し今後の話

をしていきたいなと思ってございます。

堤防を除く河川構造物でもやはり土の上、地盤の

上に乗っかっている、あるいは流れの影響を受ける、

ということでございます。したがって、その挙動は

地盤、流れの影響を含めて解析すべきですが、全川

にわたって全て解析的に評価できるということでは

河川構造物の点検・診断技術に関する国総研の取組
国土技術政策総合研究所　河川研究部　河川構造物管理研究官

杉 原 直 樹

● スライド1 ● スライド2
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ございませんので、やはりどうしても状態を把握し

て、それを適切に状況判断していくということが今

後においても非常に重要なことになってくるのかな

というように私としては思っております。（スライ

ド２）

そういう中で、皆さんご存じのとおり、人手がだ

んだん減ってきている。あるいは、経験豊富な職員

の方々も減ってきている。あるいは、財政も厳しい

ということになりますと、より効率的で効果的な点

検、それと今まで経験でやってきたようなところの

判断、これをもっと的確に、合理的にやっていくと

いうことが必要になってくるんじゃないかなという

ことでございます。

そうしますと、今後必要になってくる技術としま

しては、やはり作業省力化のための新技術、先ほど

時岡企画専門官のお話がありましたように、ああい

う機械、ロボットですとか、あるいはいろいろなレー

ザー技術、画像解析技術、そういうものを使ってで

きるだけ効率的に状況を押さえていくという話、そ

れを解析していくという話。それと、あとはそうい

う得られたデータをできるだけ機械的にどんどん蓄

積していって、先輩の方々が持ってこられた今まで

の経験というものをそういうデータの中に蓄積して

いくと。そういうのをうまく解析していって今後の

点検の、例えば重点箇所はどこだろうかとか、ある

いはこの変状は本当に大丈夫なんだろうかとか、そ

ういう時の判断に使っていけるのではないかという

ことでございます。そういうところを今後しっかり

と詰めていくと言うか、固めていくことが必要かな

というように考えてございます。（スライド３）

これについては先ほどご紹介したタスクフォース

のメンバーでございます土研でやっていただいてい

る研究ということですけれども、いわゆる国交省水

管理・国土保全局で「河川砂防技術研究開発公募」

という制度がありまして、「堤防及び河川構造物の

総合的な点検・診断技術の実用化に関する研究開発」

という課題を設定して、それを土研さんを中心にし

て今研究していただいています。これについては河

川構造物としての機能低下につながる変状の発生メ

カニズムと進行過程を明確にしていきましょうとい

うことでございまして、要はそこに書いてございま

すように、「真に危険となる変状形態」、いわゆる致

命的な変状というのはどれなのか、それをまずしっ

かりと押さえることが必要ではないか、ということ

● スライド3 ● スライド4
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で、それをできるだけ明文化していこうという話と、

あとは、そういったものを把握していくのに物理探

査等の非破壊検査、なかなか内部構造が分からない

というのが大きな課題でございまして、そういうと

ころを使えるようにならないかということで研究を

開始すると。その成果として、点検箇所や要対策箇

所を適切に絞り込んで維持管理の合理化につなげる

ということをしていくということで、これは平成25

年度から３年間ということで研究をやっていただい

ているところでございます。（スライド４）

これは体制でございまして、これは３つの項目が

ございます。（スライド５）「構造物周辺の空洞化」

ということで、これは土研の土質・振動チームがメ

インです。あとは「コンクリート部材」は、昨年度

までの基礎素材チームで、「鋼材」が昨年度までの

新材料チームということで、それぞれ大学の先生で

すとか、あるいは物探学会等と連携しながら来年度

のとりまとめに向けて研究を進めてもらっていると

ころでございます。（スライド６）

まず構造物周辺の空洞化の話でございますが、

ちょっと中を簡単にご紹介させていただきますと、

空洞化に関してはこういう詳細点検のフローがござ

います。（スライド７）そういう中で一次診断の際

の「閾値はどうしていきますか」というところに活

かしていくというようなことで考えているというこ

とでございます。例えば、空洞化、抜け上がりの話

なんかをしますと、こういう遠心載荷試験装置で実

験してみたところ、（スライド８）下の方の土質が

粘土か砂質土かで表面上の抜け上がりがあっても実

は下の空洞化はできていなかったというようなこと

がどうもあるようでございまして、いろいろとそう

いう状況をいかに整理して評価していくかというこ

とが今後また課題になっていくかなということのよ

うに聞いております。

● スライド6

● スライド5 ● スライド7

● スライド8
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それとコンクリートの関係でいきますと、樋管の

函体のクラック、これをどう評価するかということ

なんですが、（スライド９）これについては書いて

ありますように、なぜそういうクラックが発生した

かをまずは考えて、それに応じて、同じようなクラッ

クであっても対策や考え方が違ってくるということ

でございます。その辺を整理していって、危ないも

のはどれかというのを見つけていくと。

あとは鋼矢板の方でございますが、（スライド10）

こちらは港湾等ではかなり研究がなされております

が、どうも淡水域、汽水域のこういう鋼部材の腐食

状況というのはこれまであまり明確には研究がされ

てこなかったところでございますので、とりあえず

こういう現場の状況などの知見を蓄積していって、

今のところグレードⅠ、Ⅱ、Ⅲと分ける整理をして

いると聞いております。まず目視点検ということで

判断ができる、通常の点検はまず目視点検からやり

ますので、そこで分かるような評価というものをし

ていくということでございます。

続きまして、点検の効率化ということでいきます

と、先ほど時岡専門官から話がありましたが、現在、

国土交通省は政府としてのIT国家創造宣言などを踏

まえて、いろいろロボット技術とかをどんどん使っ

ていきましょうということでございます。今、私の

知っている範囲で大きく３つぐらいの話がございま

す。（スライド11）次世代社会インフラ用ロボット

の開発・導入という話と、モニタリング技術の活用、

あるいはNETISを使った技術開発ということでござ

います。

社会インフラ用ロボットの開発・導入に関して言

いますと、ここに書いてありますように重点分野を

５つ設けております。（スライド12、13）それで河

川でいきますと、河川及びダムの水中観測と。いわ

ゆる、ダムの非常に深いところにあるゲートの変状

をいかに捉えるかという話。これはなかなか人が行

きにくいところなので、そのようなところでロボッ

トを使えないかという話と、あとは、ダムの底の土

砂の形状、これを把握できないかという話。それと、

ちょっと先ほどもお話をしましたが、河川の水中の

護岸、これなんかも例えば災害が起こったときに根

固めが洗われて、施設が壊れたときにいち早くそれ

を把握して何か手当てできないかというようなこと

もあって、そういうところを調べるというようなこ

とをやっております。

● スライド10

● スライド9

● スライド11
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昨年度は１回評価をしてございます。ダムに関す

る技術は宮ヶ瀬ダムで実証実験をされていて、河川

は多摩川でされております。それで宮ヶ瀬ダムで

やったときには、宮ヶ瀬ダムは非常に濁度が低い、

濁りの少ないきれいなダムでございますが、変状を

撮るのはカメラを使って撮るのがほとんどだったん

ですが、きれいに鮮明に撮れていたということでご

ざいまして、ある程度はそのまま使えるのかなとい

うような評価になっていたかと思います。

それと、河川の方は、やっぱりなかなか流れの中

でうまく捉えるというのは難しかったかなというと

ころでございますので、そこら辺がもうちょっと工

夫が要るかなという感じだったかと覚えております。

モニタリング技術でございますが、これにつきま

しては先ほどのロボットの話は点検ということで一

時的な話ですが、これはモニタリングで継続的に状

態を捉えていくということでございますが、これも

土木と言うか、建設関係分野でいきますと、橋梁分

野、のり面・斜面分野、河川堤防分野ということで、

河川堤防が入ってございます。（スライド14、15）

そちらについてはこういう堤体の外観を捉えるとい

う話。あるいは、出水時の漏水、侵食の変状を捉え

られないかという話と。あとは維持管理の高度・効

率化に係るモニタリングシステムということで、こ

れはそういう現象とは別に、もっと効率的に施設を

観測していくということができないかというような

点で、やはり技術を公募しましてやっておるという

ことでございます。

大体やっぱり形状を押さえるのはカメラを使って

やるんですけれども、例えば「テーマ①：堤体等の

外観の変状の把握に係るモニタリングシステムの現

場実証」ですが、これについては除草機械にカメラ、

あるいはレーザをつけて、草を刈りながら刈った後

を測っていくみたいな、そういうことの提案があっ

たりとかございまして、いろいろと現場状況に応じ

てそういう新しい技術が使えるようになっていけれ

ばいいのかなというように思っているところでござ

います。

あとは、NETISなんかも昨年度、一昨年度あたり

からこういうコンクリートのひび割れを遠方から見

るとか、あるいは新素材でものを接着していくよう

なこともいろいろ技術開発の公募をしているという

ことでございます。（スライド16）

さらに、河川維持管理のをデータを集めてデータ

ベースをつくって、それを蓄積、分析していくとい

● スライド13● スライド12
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うことで、こちらは今、各事務所でいろいろと現場

でタブレットを使って巡視・点検のデータを入れて、

それを整備局のサーバーに溜めていくという維持管

理データベースが動き始めたということでございま

す。（スライド17）こういうのがさらにだんだんと

データが蓄積されてくれば、いろいろな先ほど言い

ましたような分析とか評価に使っていけるのではな

いかと思います。

ただ、今のいろいろな技術が一般公募されていろ

いろ評価されているんですが、やはり現場のニーズ

とか状態を開発される方にもよく理解していただ

き、それを使っていく側としては、やはりどういう

目的で、どういう技術を使っていくのか、というこ

とをまず明確にしていくということが必要なのかな

というように思っております。そこを明確にするこ

とで、その技術に求められる精度や今までと違った

効率的な運用方法などが発想されるのではないか

と。新技術を活かすには、使う側が新技術を取り入

れる環境を整えていく必要もあるのかなと思ってご

ざいます。

先ほどのロボット技術の関係もいろいろと実証し

てみると、それは精査用の機械なのか、あるいは概

査用か、いわゆるざっくり何か変状を全体的に押さ

えて、このあたりが危ないよというのが分かって、

それを実際に見るのは潜水士さんが潜ってよく見る

と。ただし、場所を押さえるだけでもかなり効率的

になりますよというのか、あるいはもっと細かいク

ラックまで見るのかと。そこらあたりの目的と技術

というのをうまくマッチングさせるということが必

要なのかなと思っております。そういうような形で、

先ほど申し上げましたように、やはり効率的、効果

的に点検をしていくという話、そしてそれをしっか

りと診断していくということがやはりこれから非常

に重要になってくるのかなと思ってございますの

● スライド15 ● スライド17

● スライド16● スライド14
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で、いずれそういうような技術が進めばいいかなと

いうように思ってございます。

以上でございます。ありがとうございました。
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計測技術の活用による状態把握実務の展開（前半）
（公財）河川財団　河川総合研究所　戦略的維持管理研究所長

安 原 　 達

安原　ここからは、これまでご講演いただきました

内容から河川財団として流れを作りご説明をさせて

いただきたいと思いますが、まず、私の方でその導

入をさせていただきます。

今のご発表でさまざまな技術があり、試行がなさ

れているということがよくおわかりになったと思い

ます。しかしながら、最後の問題提起にもありまし

たように、本当にどれを使うのか、全て使うことが

できればそれは素晴らしいことでありますが、試行

であるからできるわけでありまして、その全てをや

るのは予算的に困難です。そうすると、「本当に必

要なものはどれなんだ」ということを考えていかな

ければならないということです。そうすると、遡り

ますと先ほどお話がありましたように、河川管理と

して何が知りたいのかということを明確にしない

と、その技術の有効性の判断はできないということ

でして、河川の維持管理というものは一体どういう

ものなのかということを整理しているわけでござい

ます。

こちらのセミナーの対象範囲ということで図を示

させていただきました。（スライド１）恐らく現場

では点検をしまして、または河川巡視をします。そ

れが「一次点検」と呼ばれたりするもので、何か危

ないぞということになったら詳細点検、詳細調査し

てより深く調べる、という過程になると思います。

本日は、「状態把握」としていますと、この分析・

評価の手前までが状態把握なのかもしれませんが、

その１つ手前の、点検とか河川巡視によって変状を

把握することにターゲットを絞ってやっていくとい

うことで考えております。

それで、今までは目視による点検、河川巡視によ

る目視の情報から何かが動き出していくというこう

いうサイクルだったわけですが、今までのご発表に

あったように目視点検以外のものを使って変状を把

握する、この辺りをどうすればいいのかということ

に絞って議論したいということでございます。

それで続いてPDCAサイクルについての問題提起

ということでございまして、砂防基準を読みますと、

ちゃんと点検をして始めなさい、とこのように書い

てあって、これは非常に大事なことだと思います。

（スライド２）しかし、点検に始まって点検に終わ

るということだと大事なことを見失ってしまうん

じゃないかという問題提起でありまして、では河川

の維持管理というのは何かと言うと、いろいろと突

き詰めていくと、維持管理と言うのは物が壊れる過

程にどう付き合うかということではないかと思いま

す。ただ、物の壊れ方と言うと、河川の場合には河

● スライド1
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道を「壊れ方」と言うと非常にアレルギー反応があ

るので、河道の場合には「望ましくない状態」とな

ります。時間が経っていくと、壊れるか、それから

望ましくない状態にどんどん進行していくというこ

とに対して、それをどのようにコントロールしてい

くのか。それでどういう状態を許容できるのか、で

きないのかということを考えてやっていく。それを

計画を立てて、この程度なら壊れてもいいよという

ことを計画に立てる。それで実際に運用してみると

壊れることもあるので、許容できない水準になった

ら元に戻していくということ。その元に戻すかどう

かのジャッジをするという、その過程が「状態把握」

になってくる。ということがPDCAサイクルなので

あって、点検して点検に終わるのではなく、物の壊

れ方をどのようにコントロールするかということが

PDCAサイクルの考え方として必要だ、ということ

を考えております。

そうしますと、その中心に据えられるのは、「で

はどの程度壊れているのか」、言いかえれば機能を

保持しなさいということであれば、「機能がどの程

度下がるのか」。その機能を中心にして、数字であ

らわしたり、表現したり、そういうことでPDCAサ

イクルを回していく必要があるのではないかと、こ

のように考えております。

それで河川の整備というのはまだ完成しておりま

せんので、橋梁とかトンネルのように全てを作って

供用しておりません。古く明治時代から少しずつ一

期改修、二期改修ということで少しずついろいろな

能力が上がってきて、流下能力を中心に能力アップ

してきたということで、堤防については今、質が高

められておりますが、それが時間を追うごとに、ま

たは洪水があるごとにどんどん下がっていくわけで

すが、これを下げないようにするということが維持

管理の中で大事になってくる。（スライド３）

それで河川の場合に特徴的なのは、非常に長い時

間スケールで機能が下がるようなものがあるとか、

河道の場合には下がるばかりではなく上がったりす

る場合もある。それは構造物もそうかもしれません

が、砂州のつき方とか、水当たりの位置が変わるこ

とによって、水当たりが新たに起きるところは「機

能が下がる」と言うように表現されるでしょうし、

水当たりが防がれたところは「機能が上がる」と評

価されるかもしれないというようなことで、非常に

これは単調に下がるというような捉え方がなかなか

できないということがひとつの難しさで、それを如

何に表現して、これが下がらない、または許容する

範囲に収まるようにしていくのかということが維持

管理ではないかと、このように思います。

そうすると、どこまで壊れることを許容するのか

ということを目標の中に整理するということがたぶ

ん出てくるんだろうと思っておりまして、維持管理

計画の中にはその構造物がどういう外力に対してど

こまで壊れることを許容するのか、または維持管理

の中で死守していくのか、ということを宣言してい

● スライド2 ● スライド3
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く、それを実務の中で維持・補修をしていくという

ことになるんだろうと思います。これは設計のとき

に、どこまで壊れることを考えて設計するか、とい

うそういう分類法での区分です。（スライド４）「終

局限界」とか、「使用限界」とか、「修復限界」とい

うのがありまして、安全性にかかわるようなところ、

絶対にそれは防ぐというようなことは終局限界にな

るでしょうし、利用者の安全を確保したり、取水機

能を確保したりするというのは使用限界というよう

に説明されますし、あまり放っておくと非常に大規

模な改修が必要になる、軽微な改修で改修したいと

いうことになりますと、そのような修復限界を保つ

というようなことになったりして、それぞれ今まで

やってきた維持管理というものがどういう許容でき

る状態というものを考えて維持管理しているのかと

いうことがこれで説明できるようになるというキー

ワードでございます。当然ながら、今日は安全性に

ついての議論をしているということでございます。

それで今後の状態把握をどう考えるかということ

でございますが、幾つか河川管理の特殊性を踏まえ

てデザインしていく必要があるということでござい

ます。（スライド５）

１つは、河道と土堤、またはコンクリート構造物、

そういうものが要素となって、それぞれが個別に

なっておりまして、逆に、個別の議論になってしま

うところを一つのシステムとして捉えるということ

が非常に大事だと。これはこれまでの答申等でも言

われていることでありまして、それは実際にどうい

うことかということを明らかにする必要があると。

あとは、河道等の常に状態が変化するもの、先ほ

ど言いましたように「上昇する」とかそういうこと

を前提とするということが、普通のコンクリート構

造物と違うということ。

あともう１つは、自然公物としての管理責任の範

囲を踏まえるというふうに考えておりまして、それ

は例えば越水による被害というのは、たぶん管理者

は責任を取る範疇の外側になると思います。そのほ

かに基盤漏水とかそういうことはどこまで管理者の

責任になるのかというような話もあるかと思いま

す。そういうことで、全てを維持管理で対応できる

かと言うと、そうではないのではないか、というこ

とを踏まえたデザインをしていく必要がある。

あとは情報が非常に限られているということなの

で、不確かな情報の中で判断するということを分

かってもらうということが大事だと思います。それ

● スライド4 ● スライド5
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を表したのがこの図でございます。（スライド６）

河川の場合には、江戸時代とか古くから使っている

構造物もありますので、そもそも今の仕様に合わな

い構造物がたくさんあるわけですし、その構造が全

く分からないものがあったりもします。そういう中

で変状を把握して、目視で把握できる部分とできな

い部分、または把握そのものができないような部分

もあるわけです。この灰色の部分はもう目視でも無

理ですし、たぶん今後の計測技術でそれが明らかに

するものなんでしょうが、そういう灰色の部分がど

うしても残るということでしょうし、その管理対象

となっているものだけを見るんじゃなくて、堤防の

下に座っている地盤とか、それがどういう環境に置

かれているのかというようなことによって全然パ

フォーマンスが変わってくると。実際に洪水のとき

にもたなければなりませんが、その外力というのは

非常に複雑なので、やってみないと分からないけれ

ども、その中で管理しなければいけない。なおかつ、

外力とか基盤材料というものについては、作ったも

のではないし、予測もできないということなので、

まさに自然公物としての特徴を表しているような、

外力はもう我々の想定を超えるようなものもある

と。このような要素の中で維持管理をしているとい

うことでありますので、できることは全てではなく

て、限定的であるということを考えていく必要があ

るのではないかと思っております。そういったこと

を前提としてものを考えておりまして、今日のご発

表はまずこの後、永矢さんからその中心となる考え

方をご説明いただきたいと思います。（スライド７）

まず、大事なことは、そういうことで我々が維持

管理の中で対象としなければならない範囲をちゃん

と明確にしてあげないといけないと思います。いろ

いろなメカニズムがあるんでしょうが、維持管理の

中で最低限対象にするものを明確にして、最低限こ

ういうことをやろうという基準をつくってやらない

と現場も困るだろうということで、維持管理実務で

対応しうる範囲を明確にするということも含めて、

実務で対象とするメカニズムを明確にするというこ

とで、後ほどFT図の話をさせていただきます。

それから、機能を中心に考えていくんですが、堤

防の壊れ方と護岸の壊れ方と、それから河道の変化

の仕方というのは、それぞれ同じように望ましくな

い状態を定義しても、どういうときに変化するのか

とか、時間スケールとかも全く異なりますので、そ

ういう機能低下の進行特性とか、または先ほど言い

● スライド6 ● スライド7
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ましたように、構造物ごとにどういう基準で更新し

ていくのかとか、そういうことを一つ一つ分けて考

えていくと。可能な限り予防保全をするというよう

なものもあるでしょうし、ある程度壊れても許容さ

れるものであったら、様子を見ながらとか、壊れて

から対応すればいいということを、一つ一つ特性を

踏まえて整理していく必要があるんじゃないかと

思っております。

そういう機能低下の進行特性を踏まえた状態把握

が必要だということでございますが、具体的に言い

ますと全てのものを毎年、洪水前と洪水後に点検し

て、それが果たして有効なのかどうかというような

ことにもつながる話でございます。それは機能低下

の進行特性に応じて、大事なタイミングでやる、と

いうことに重点を置いていく必要があると。また、

カバーしきれないものまで見る必要はないんじゃな

いかということで、そういうことがこれでデザイン

されているということであります。

あともう１つは、目標を明確にするために機能を

表現できる方法が求められると考えております。

それでは詳しい説明については永矢さんにつない

でいきたいと思います。それでは、よろしくお願い

します。
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FT図を用いた河川の機能低下による変状把握手法
―河道を事例として―

（株）建設技術研究所　東京本社河川部　次長

永 矢 貴 之

永矢　建設技術研究所の永矢と申します。私の方か

らは「FT図を用いた河川の機能低下による現状把握

手法（河道を事例として）」ということで発表させ

ていただきたいと思います。先ほどご紹介いただき

ましたように、河川財団との共同研究ということで

参加させていただいた成果ということで、今日は発

表させていただきたいと思います。

まず、維持管理における河川システムとしての捉

え方ということで、先ほど安原さんからもお話をい

ただいたということなんですけれども、河川では堤

防と施設、それから河道という３つの構成体が単体

ではなく、相互に影響し合ってシステムとして機能

しているというように捉えております。（スライド

１）それで、例えば構造物間の相互の影響というの

は、異なる構造物間だけというだけでなく、例えば

上流の河川改修をしたときに下流に影響を及ぼすと

いうような影響もあります。そういう意味で、相互

間だけでなく、上下流という空間的な影響を及ぼす

という場合も考えられます。または、外的要因とし

て洪水や地震、こういうようなものがこのシステム

に影響を及ぼしていくというような捉え方をしてご

ざいます。

それで、その河川システムの構成をこのような形

で整理をさせていただきました。（スライド２）そ

れでこの河川システムとしては、構成体といったと

ころ、ここでは堤防とか、堰とか、床止めという形

でまとめておりますが、それとそれを構成する部材

というような形で、まとめるとこういうようなもの

になるだろうというところです。それで、これはど

のレベルで壊れるのかということを考える必要があ

るというように捉えております。例えば、護岸が壊

れても、堤防が壊れるとか、どの段階までもつのか

とか、そういうようなところを考えていかないとい

● スライド1 ● スライド2
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けないというところでございます。

次に、「河川における機能低下の分類」というこ

とで、ここでは３つで整理させていただきました。

（スライド３）この図は横軸を時間にとって、縦軸

を変状というような形、あるいは下の軸は機能低下

というようなところで示しております。これを見ま

すと、経年的に徐々に進行していくもので「経年進

行性」と呼ばれるもの。それから洪水とか降雨とい

うようなイベントによって徐々に進行していくも

の、これを「洪水進行性」という形で整理しており

ます。それとともに「突発性」ということで、ここ

では一洪水中に健全な状態から要求機能を喪失する

まで著しく進行するもの、というような、この３つ

の機能低下分類ということで整理させていただきま

した。

このうち経年進行性とか、それから洪水進行性と

いうところについては、ある程度予見が可能である

ものというように捉える一方で、突発性というとこ

ろについてはこの機能低下が予見不可能なものとい

うような形で、３つなんですけれども、予見可能な

ものと予見不可能なものがあるというように捉え

ております。

それで、これらの機能低下の進行特性ということ

はこういう形で分類はできるんですが、例えば現状

どのように機能低下が進行して変状・被災しやすい

かということは、これはそういうところを捉えてい

かなければいけないというように考えております。

それで目視点検というのはその前段という形で、こ

ういうようなものを捉えていくところの第一歩であ

るというように考えております。

それで「河川の機能低下メカニズム」ということ

で、このようにまとめています。（スライド４）そ

れらを河川管理の実務の対象として機能低下の対象

方策ということを明確にするために、このようなメ

カニズムで整理をしました。それで先ほどの河川の

システムを、河道と堤防というような形で簡単に分

けまして、それで先ほどありますように、機能低下

に至るメカニズムということで、プロトタイプにな

りますが、大きく16の分類をしております。それぞ

れそのようなメカニズムがどういった機能低下に

よって生ずるのかというようなところをまとめた表

がこれでございます。

それで、河道を対象として説明していきたいと思

います。これは先ほどここにあります1-1〜1-7の「河

道」という形で捉えた機能低下が生じる要因という

ことを簡単に模式図で示したものになります。（ス

ライド５〜８）例えば「1-1. 土砂堆積による流下能

力低下」でいきますと、河道整備直後はこのような

流下能力のある断面になりますが、先ほどありまし

たように土砂が堆積する、低下するだけでなく上昇

するというところで流下能力がなくなって越水した

り、場合によっては破堤したりするというようなと

ころ。

それから「1-2. 樹木繁茂による流下能力低下」と

● スライド3 ● スライド4
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いうようなところでいきますと、河道直後は流下能

力のある断面でありながらも、樹木が繁茂していく

ことによって河積が阻害されて、水位上昇して堤防

を溢水すると、こういうようなものでございます。

「1-3. 河川横断構造物の安定性低下」、「1-4. 構造物

による偏流の発達」、これは堰というように想定し

まして、そこを回り込む流れによってこういうよう

なところが侵食したりするというようなメカニズム

です。

「1-5. 樹木による偏流の発達」は、樹木が繁茂する

ことによって大きく蛇行する流れが生じて、偏流が

生じて被災が生じると、こういうようなメカニズム

です。

「1-6. 砂州による偏流の発達」は、ここでは３つの

パターンで分類しているわけですけれども、砂州の

固定化によって砂州を回り込む流れが生じたり、あ

るいは固定化した砂州の一部が変形することによっ

て、例えばクランクフローのような流れになって被

災が生じるとか。それから３つ目のパターンとして

は、堤防とか澪筋、それから水衝部が変化すること

によって砂州が移動して、その下流で被災するとい

うようなメカニズム。

それから最後の「1-7. 湾曲部・合流部における偏

流の発達」は、これは合流部を示しておりますが、

内湾側が土砂堆積という形になることによって対岸

側が被災するという、こういうようなものを少し模

式的に整理しております。

それで、これらは河道だけでなく、先ほどありま

したような堤防護岸というようなところについて

も、あわせて研究の中では整理しておりますが、今

日は河道のところだけ少し抜き出してご説明をして

おります。

それで、そういうものを踏まえて「機能低下と維

持管理」ということで、少し整理させていただきま

● スライド7● スライド5

● スライド6 ● スライド8
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した。（スライド９）河道の機能低下、例えば先ほ

どありました河積の減少であるとか、それから偏流

の発生というのは、健全な状態から何回かの洪水に

よって徐々に進行していくというものと捉えること

ができるかと思います。そういう意味で、予防保全

というのはある程度進行していくことが分かるとい

うことで可能であるということでございますけれど

も、そういう意味で一洪水で経年進行性や洪水進行

性というのは、モニタリングによってある程度進行

度の把握は可能ではないか、というように捉えてお

ります。

一方で、突発性については機能低下が進行してい

なくても、洪水中に突如発生するというところでご

ざいまして、そういう意味で機能低下をモニタリン

グするということに加えまして、どのような予兆が

見られると機能低下が進行するかということを、あ

らかじめ想定しておくことが重要ではないかと考え

ております。

それで、これらを把握すると言うか、事前にどう

いう予兆が見られるのかという点を整理する上で、

先ほどの表題にもあります「FT図による機能低下現

象を想定した予防保全型の河道管理」ということを

少し考えてみたところでございます。　

それでFT図を解説する上のフォルトツリー解析、

「FTA解析」というように言われておりますが、こ

れは皆さんご存じのものでございますので、簡単に

ご説明しますが、頂上現象、これは好ましくない事

象を想定しまして、その発生する条件とか要因をツ

リー状にして下の方に展開していくというようなも

のでございます。（スライド10）

これを今回、維持管理に、特に今回は「河道」と

いう形で整理しておりますが、そういうような形で

このFT図を使って機能低下と要因の関係というも

のを整理したということでございます。（スライド

11）

結局、頂上現象というものがやはり堤防の越水に

よる破堤であるとか、侵食破壊といったようなとこ

ろにつながっていくというような形になります。そ

れで、それぞれそれを好ましくない事象というよう

に捉えて、その下位に展開していくというような形

で整理してゆきます。

ここに色分けをしているんですけれども、これが

機能低下の現象ということで、先ほど出てきた16の

現象を低下メカニズムをここに入れております。そ

● スライド9

● スライド10

● スライド11
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れで、その際に出てくる変状というものを四角で入

れているんですが、ここがこの色分けをしているも

のが目視で分かるもの、あるいは詳細点検でしか分

からないもの、それから色をつけていないものは逆

に言うと分からないもの、調査や目視だけでは分か

らないものという形で整理しております。

そういう意味で、例えば目視でこういう事象が起

こった場合には、後々こういう事象が起こるであろ

うということが予見される、という形で分かるよう

に整理しております。ただ、これはひとつのプロト

タイプとして今お示しをしておりますので、実際に

は各河川の特性とか、あるいは上流・下流というと

ころで変わっていくものでございます。それで、そ

の元となる機能低下となる要因というものがこの下

にあるところでございます。例えば、こういう機能

低下の要因が起こると、こういうものが発生する可

能性があるということを事前に把握することによっ

て、例えばそこをこういう事象が出たときにここで

対策をすべきなのか、あるいは待っていて、もう少

し観察という形にしておいた方がいいのか、そうい

うようなところを判断するというような考えの中で

このようなFT図を活用してはどうかというところ

で整理したということでございます。

それを河道だけ抜き出してみると、こういう図に

なるという形でございます。それも、これが全てと

いうことではなくて、これもそれぞれの河川によっ

て異なってくるものであると考えております。（ス

ライド12）

それで、こういったFT図から変状の発生とか、進

行の把握への展開というところをまとめておりま

す。（スライド13）このFT図によって要因と機能低

下の関係というものを明らかにして、例えば被災し

やすい場などを特定して、それが目視点検で把握で

きるのか、あるいはそうでないのか、それから進行

性なのか、突発性なのかというものを分類するとい

うことで状態把握をしていくということになります。

それで、ここではそれぞれの機能低下の要因と、

変状の状態から、被災しやすい箇所とそうでない箇

所を分けて、ここは先ほどからもありましたように、

重点監視区間であるとか、要監視区間（箇所）と、

そうでない区間というものを分けていくと。

それともう１つは、目視点検で把握できるものな

のか、そしてそれが進行性なのかというようなとこ

ろ。これは従来どおりに目視点検で済むようなとこ

ろもあるでしょうし、また先ほど色分けをしたよう

● スライド12 ● スライド13
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な、目視点検では分からないところは新たな効率的

な計測技術、後ほどご説明があるかと思いますが、

そういった計測技術を使うべきなのか。それから目

視点検で把握できないものや進行性については、例

えば非破壊計測技術を導入したりというようなとこ

ろを考えていくとか、あるいは突発性については洪

水中の監視をきちんと充実していくということが重

要であるというところを考えております。

その中での課題を２点上げておりますけれども、

スクリーニング、先ほど判定という形でスクリーニ

ングという形になりますが、それが有効な判断指標、

または変状。それから点検者によって点検結果がば

らつかないように、きちんと作業標準とか判定基準

というものを定めておく必要があるというところが

課題になるかと思います。そういった課題を踏まえ

て、先ほど整理した16メカニズムごとに状態把握手

法をこの中で提案させていただいたということでご

ざいます。（スライド14）

それで先ほど重点監視箇所とそうでない箇所をど

のように分けるかというところがありましたけれど

も、例えばこのように機能別、部材別、それから変

状別で、ある程度、「重点監視区間というものはこ

ういうところ」というのはある程度これまでの知見

でも分かっているかと思います。それで、こういう

箇所は別として、現場で目視点検をしながら、重点

監視箇所を調べていく、あるいは５年に１回の例え

ば横断の重ね合わせであるとか、それから航空写真

の比較であるとか、そういうところから絞っていく

というようなことが必要になります。（スライド15）

先ほどの「重点監視箇所の抽出」というところ、

ここについては先ほどからありますように、５年に

１回、これは例えば定期横断測量とかそういったタ

イミングで総点検をやるといったようなところか

ら、重点監視箇所を抽出していく。そういうような

箇所について１年に１回、きちんとそれを見ていく。

さらにそこに変状なり、少し問題があると判断され

た場合には、詳細な点検に進んで、そこが補修すべ

きかどうかというようなところを判断していくとい

う流れになろうかと思います。その中で重要なのが、

この「判断指標」をどうするか。それから先ほども

ありましたように、「作業標準」をどうするのか。

閾値と言うか、判定指標、そういうようなものをど

うするのか。で、どのタイミングでやるのか、とい

うのが課題になってきます。

そういうものを今回、これは河道だけを抜き取っ

て入れてございますが、そういうような作業の標準

であるとか、どういうような判定基準にしたらいい

かということを少し提案させていただいたというの

がこれ以降に続く表になります。（スライド16〜21）

それで、例えばこれは土砂という形で示しており

ますが、「土砂堆積による河道の機能低下」という

項目でいきますと、点検の方法としては主に一次点

検というところでは、出水後の目視とか写真撮影に

よって前回調査とどのように変わったかというとこ

● スライド14 ● スライド15
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ろを見ていくと。それで、もしそのような変状があ

るという場合には、もう少し詳しい物の見方をして、

どれぐらい流下能力が減少しているのかというのを

確認していくというようなところになります。

それで、その詳細調査を行っていく判定基準とい

うことで、ここでも４段階という形で分けておりま

す。ちょっとこの事例としては少しあれなんですが、

「a・b・c・d」というところで、「a」は変状がない

というような形。それから「b」は洪水時の機能に

影響がない範囲の変状である。それで「c」につい

ては、機能が低下しているという変状。それから「d」

は機能が喪失する可能性が高いという変状、という

４つに分けております。それで恐らく今、課題となっ

ているのは、例えば「a」とか「b」については目視

である程度は判断できるであろうと。しかしながら、

「b」と「c」についてはどうか、「c」を判断すると

きに目視で見られるのか、あるいは新たな計測技術

を用いてやらないといけないのかというようなとこ

ろが課題としてあるのではないかと考えております。

それで、これは樹木の繁茂による流下能力の低下、

同じように河川の横断物の安定性の低下、それから

樹木による偏流の発達、それから砂州による偏流の

発達、湾曲部・合流部における偏流の発達というよ

うな形で少し、こういうような形で作業標準といっ

たようなもの、あるいはタイミング、それから判定

指標を整理したというところでございます。

それで例えば「土砂堆積による流下能力の低下」

を取り上げて分析の評価事例を書くと、こういう形

になるのかなと思います。（スライド22）これも一

般的にされているようなところだと思いますが、ま

ず定期横断測量ということで、これは総点検という

形で位置づけられます。それで出水が起きれば、臨

時点検ということで出水後に点検をやって、目視と

写真撮影によって、定期点検として見られていると

ころと土砂堆積がどのぐらい見られるのかという比

較をして、明らかに変化が見られるようであればま

た横断測量を行って堆積状況を把握していく。

それから５年に１回の定期点検の中で、流下能力

とか横断の重ね合わせをやって、明らかに変状が起

きているというところについては、その減少量がど

のぐらいなのかというところを判定して詳細な点検

に進んでいくと。こういった流れで少し整理をさせ

ていただいているところです。

それでちょっと今回のまとめということで簡単に

整理しておりますが、（スライド23）FT図を用いて

● スライド16 ● スライド17
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劣化要因と機能低下の関係を明らかにすることで、

洪水時に破壊するかどうかということを分析しまし

て、予防保全とか事後保全、こういった対応方針を

検討することができるのではないかということ。

それから、FT図で得られた各機能低下メカニズム

ごとに状態把握手法を提案したというところでござ

いますが、やはり劣化状況の判断指標であるとか、

点検・監視技術水準の保持とか、閾値の設定という

ところが課題になっているのではないかと考えてお

ります。

それから、判断指標というのはやはり難しいもの

ではなくて、目視でまず把握可能な指標を設定する

ことである。それから一次点検、それから詳細点検

での作業標準を設定しまして、水準を保持するとい

うことが重要かなと考えております。ただし、この

作業標準というのは不変なものではなくて、データ

の蓄積によって変わっていくものであるというこ

と。それから判定基準というのは、目視とデータの

重ね合わせで判断できるもので設定していくことが

重要ではないか、ということでまとめさせていただ

きました。

以上で発表を終わらせていただきます。
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く、河川のシステムの安全性のジャッジというもっ

と大きな視点でものを見ていかないとジャッジがで

きないだろうということです。

そうしますと、状態把握における点検と言うのは、

数字を見て判定するということよりも、変状がある

かどうかをまずスクリーニングで集めてくると。そ

のあとは分析の仕事という役割分担になってくると

いうことです。

もうひとつ、河川における状態把握の難しさでご

ざいますが、先ほどお話をさせていただきましたが、

施設がいつ作られたかによって全然規格が違いま

す。（スライド２）ですから、または堤防であれば

施工の状態も全く違いますと、変状に加えて、これ

らの情報がないと正しいジャッジができないという

ことです。

ということなので、先ほどの永矢さんの発表を見

ていただきますと、ほとんどの指標が定性的な指標

になっておりまして、変化があるか、ないかをジャッ

ジすることになると考えておりおります。ですから

点検とは、前回に比べてその傷が増えているのかど

うか、変状があるのかどうかということさえ分かれ

ば、あとは分析の中で全体が明らかになるというこ

計測技術の活用による状態把握実務の展開（後半）
（公財）河川財団　河川総合研究所　戦略的維持管理研究所長

安 原 　 達

安原　ということで、今永矢さんのご発表にありま

したように、管理で対象とする壊れ方というのを明

確にしまして、どういう過程で壊れていくのか、そ

ういうことを明確にするということがまずひとつの

ポイントであります。

点検と分析の違いについて補足の説明をしたいと

思います。仮に護岸に変状があると点検で分かる場

合、左の護岸と右の護岸は全く違うということです

ね。（スライド１）左の方は低水護岸に傷があって、

右の方は堤防護岸に傷があった場合，それは明らか

に意味合いが違うでしょうし。また、そこは流速が

どうなっているのかですとか、前面に砂州がついて

いるのかどうかというようなこと。または、護岸の

形式や高水敷、堤防防護ラインとの位置関係がどう

なっているのかということを含めて考えないと、変

状の意味は評価できないというのが、ポイントにな

ります。

侵食は非常に分かりやすいですけれども、すべり

についてみても、例えばドレーンと堤脚水路がある

場合に、それらが共に健全だった状況と、それから

何もないのに健全だった状況をどう比較するか。点

検では素材とか細かいレベルでは健全度だけでな

● スライド1 ● スライド2
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とで、変化を目視、または計測技術でスクリーニン

グして、それを分析にかけていくというような流れ

になるのではないかと考えております。

でありますので、この後、計測技術についてのご

発表をいただくんですが、それら16のメカニズムに

対して計測技術は前回との差異、変化を的確に把握

できるものなのかどうかということのコメントもあ

わせていただきながらご発表いただければと、ぜひ

このように思っておりますので、よろしくお願いし

ます。

それで、あともうひとつは状態把握をもっと効率

的にやる時の視点を整理しております。（スライド

３）一番上は今申し上げたことです。前回との差異

を発見するということが一番大事ということになり

ます。そのために作業の標準化が必要ということに

なります。

あとは、毎年全て入念に目視点検するということ

ではなくて、先ほど申し上げましたように、重点箇

所とそれ以外を区分するということと、適切なタイ

ミングでやっていくということと、それから計測技

術を活用して効率化していくということを組み合わ

せていくと。それで先ほどありましたように、５年

と言うのはひとつの目安ですから、それが何年がい

いかと言うのはいろいろ議論があるかと思います

が、総点検と毎年の点検を組み合わせてやるという

のが今後の考え方として大事になってくるのではな

いかと。それで平常時にやっている河川巡視という

のは、そういう入念な点検の間を、時間的な間隔を

補うような概略的な把握ということで位置づけられ

ていくということになります。

それとあともうひとつは、洪水進行性ということ

で、無理な名前をつけましたが、こういうものには

河道のように徐々に進行するもの、砂州が少しずつ

変化していくというようなものもあるんでしょう

が、そうじゃなくて機能低下が急激に進むものとい

うものも恐らくあるんだと思います。恐らく堤防の

破壊メカニズムとかそういうものは、どちらかと言

うと機能低下が急激に進む被災というのが多いので

はないかと思います。そういう、日常で変状を追っ

て行っても把握できないものについては、出水中に

モニタリングしていくという対応になってくるので

はないかと思います。

あとは目視で把握できるものについては、それを

計測技術でさらに効率化したりとか、ヒューマンエ

ラーをなくすという使い方になっていきますでしょ

うし、目視で把握できないものは見える化ができる

ということで組み合わせてやっていくという考え方

になります。

その具体的な整理の一例をご説明するのが最後の

このパワーポイントの３枚でございまして、それぞ

れ先ほどご説明しました16の破壊メカニズム、対象

とするものについて先ほどの永矢さんの話にあった

ように、目視で明らかに分かるもの、または計測で

明らかに分かるもの、そういう分析にもっていくよ

● スライド3 ● スライド4
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うなものの判定基準というものをまとめてみまし

た。（スライド４、５、６）繰り返しになりますが、

発生しているとか、進行がみられるとか、こういう

ものさえ分かってしまえば、あとはもう分析に回す

という考え方で計測技術を使っていく、または目視

でやっていただくということになります。

まず、河道（スライド４）ですが、現状を見ますと、

大体が定期横断測量の結果とそれから目視点検によ

るということになっています。定期横断測量につい

ては200mだとか、500mという間隔の問題がありま

すし、目視については目視だけでは判定と言うか、

変わっているのかどうかというのが即座には分から

ないという問題があります。そういうものについて

計測技術は連続的な把握ができるというのが河川管

理からのニーズになってくるということなります。

また、構造物の安定性については護床工の沈下を見

たいということになりますが、実際問題、護床工が

水中でどうなっているのかというのはほとんど見え

ないと思います。そういうものについては不可視部

分を把握するという意味で新技術が必要になって

まいります。

そのほか樹木による偏流の可能性というのは、樹

木が生い茂っていると大体このあたりに危なそうだ

なというのが分かりますが、それが実際に洪水のと

きにどうなるかというのは、洪水のときに見ないと

分かりません。そうすると、それを洪水時に確認す

ることになりますが、なかなかそれはできないと思

います。それを可能とするのであれば、例えば人工

衛星によって流況を洪水中も把握するとか、そうい

う技術が必要になってくるということで、ここの流

況把握が必要になってくるということです。

続いて、堤防（スライド５）についてですが、堤

防はまず一番上、越水した場合に侵食の安全性を確

保するというのは、これは維持管理の責任ではなく

水防による対応になると、こういうことになります。

そのほかは、堤体の侵食安定性の低下ということ

で、さまざまな変状を入れておりますが、目視点検

ではなく機械で代わることができれば、それは効率

化とか信頼性の向上につながるということになりま

す。また、モグラ穴等につきましては、その中を見

る不可視部分も必要になってくると。

そのほか浸透とすべりについては、目視のときの

基準というのはガマができているとかそういうのが

ありますが、かなりそれは進行が進んだ状態という

ように考えられる、本当はもっと早い段階で何か分

かるという手段が求められるということで、この不

可視部分が必要になってくると。そこについては何

を計測すればいいのかというのが分からないと。そ

れは後ほどのご発表でぜひ期待したいところでござ

います。

基盤漏水につきましては、どこまで管理の責任で

やっていくのかという問題がございます。場合に

よっては基盤漏水は越水と同じように水防による対

応という考え方もあるのかということになります。

● スライド5 ● スライド6
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あともう１つは、洪水時にバッと壊れてしまうと

いうことがたぶん起こる。それに対してどう対応す

るということになりますと、もう日常から点検で異

常を把握していくということではなくて、これは状

態監視保全とか、事後保全ということになるんで

しょうが、危ないところだけは洪水中に変状を測っ

ていくというようなことを組み合わせてやっていく

と、水防対応とセットになるような考え方になるん

でしょうが、そういうものが必要になってくるとい

うことになろうかと思います。

最後に護岸（スライド６）につきましては、護岸

の位置や種類によってその対応の考え方は全く変わ

ると思います。堤防護岸と安全な低水護岸とは全く

違いますので、予防保全とか事後保全、壊れてもい

いやというものもあれば、本当に大事にしなければ

いけないものとか、いろいろなものがございます。

ただ、これの一番の課題はやっぱり水中とか、それ

から護岸の背面、そういうものを見なければならな

いということで、不可視部分があるということであ

りますので、例えば河床洗掘で壊れていく過程を

追って行くのであれば、河床洗掘をちゃんと水中で

把握できる技術というのはいかがなんでしょうか、

裏込め材が流出して空洞化していくという過程を

ちゃんと追えるような技術になっているんでしょう

か、ということです。いずれにしても進行が見られ

る、漏水が見られるということで、それが存在が分

かるということが条件になりますので、そういう技

術があるのかということになります。

かなり大くくりな整理でございますが、一応最後

で私どもの対象とする河川の維持管理の破壊メカニ

ズム、それに対してどういうものを点検の中で明ら

かにしたいのか、要するに何が足りないのかという

ことを整理したということでございますので、この

後、お二方のご発表でこれに対する可能性というこ

とも含めてご講演いただければと思います。

それでは続きましてパスコの堀内さんの方からご

発表をお願いしたいと思います。
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堀内　私の方からはちょっと切り口を変えまして、

「最近のリモートセンシング事情」と題して幾つか

の計測新技術をご紹介しようと思います。

最近はセンサ技術、あるいは情報処理技術の進展、

そのスピードが劇的に向上したことによって新技術

がどんどん実用化されつつあります。それで今日ご

紹介する技術も他の分野、道路とか都市計画等の分

野では既に実用化されつつあるものもありますが、

これは河川管理にも使えるのではないかという視点

で、本日は８つの技術をご紹介したいと思います。

ただし、持ち時間が20分できっちり終わらせる予定

でございますので、かなりざっとした説明になるか

と思います。もし興味を持たれたら、後ほどぜひ声

をかけていただければと思います。

まず、計測技術を紹介する前置きとして、河川を

管理するとはどういうことかと。先ほどの安原所長

のお話の繰り返しになりますが、河川維持管理の基

本方針に、「状況把握を行い、その結果に応じて対

策を実施する」と書かれているとおり、計測すると

いうことが河川管理の目的ではありません。（スラ

イド１）すなわち、河川を治水上、利水上、環境上、

好ましい状態に維持するということがその河川を管

理するという目的であり、私は現在は計測屋の技師

長なので、立場上こんなに安く測れます、こんなに

早く測れます、こんなに正確に測れます、という宣

伝をしますが、あくまでも河川の計測というのは単

なる手段に過ぎません。管理という目的に、どうい

う計測手段が適切かということをしっかり考えてお

く。言いかえると、計測について議論する前に、ま

ずどういう状態が機能低下なのか。どれぐらいのレ

ベルの状態把握、計測精度が必要かということの共

通認識を持つ、あるいは決めることが必要であると

いうことを前置きをしておきたいと思います。

これは立方体、サイコロのような絵が書いてあり

ます。「ネッカーの立方体」と言うんですが、サイ

コロのような立方体に見えますよね。（スライド２）

これがaのような立方体に見えた方はいらっしゃい

ますか。では、bのような立方体に見えた方……。

大体、後で聞いた方がたくさん手を挙げるんですが、

意味はありません。何人かボーっと聞いておられる

ということが分かりました（笑）。

何が言いたいかというと、状態とか機能とか言っ

河川管理に活用可能な計測技術
―最近のリモートセンシング事情―

（株）パスコ　事業推進本部　統括技師長

堀 内 成 郎

● スライド1 ● スライド2
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ても、具体的に数字ではなく閾値とはどういうもの

かというのを定義しないと、同じ言葉で他人も自分

と同じことをイメージしているとは限らないという

ことです。

さて、リモートセンシング、非接触式の計測技術

のことですが、このプラットフォームは衛星から船

舶までそれぞれのプラットフォームがありまして、

それぞれメリット・デメリットがあります。（スラ

イド３）地中の話はこの後にあると思いますので、

とりあえずこの中から８つの技術を、これらは既に

ほかの分野では計画・立案、あるいは施設管理に使

われ始めていますが、水管理・国土保全にもこれが

使えるんじゃないかという観点で、今日はこの８つ

の計測技術をご紹介したいと思います。（スライド

４、５）

まず、宇宙から、パスコですから衛星から始めた

いと思いますが、衛星には２種類あるということは

皆さんご存じでしょうか。「光学衛星」と「レーダ

衛星」がある。太陽の光が反射したものを写真に撮

るというのが光学衛星です。それに対してSAR

（Synthetic Aperture Radar 合成開口レーダ）衛星

というのは自分で電波を発射して、その跳ね返りの

電磁波をキャッチして計測するというものです。（ス

ライド６）

● スライド3

● スライド4

● スライド5

● スライド6
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それぞれメリットがあって、光学衛星はまず写真

と同じですから、見慣れている、判断がしやすい。

分解能も非常に高く、かつカラーで撮影が可能とい

うことですが、撮影機会が大体通常１日１回に限ら

れていて、そのタイミングで曇っていたり、あるい

は夜だったりしたら撮影ができないというデメリッ

トがあります。（スライド７）それに対してSAR衛

星は、曇っていても、雨でも、夜間でも撮影が可能

です。分解能もほぼ同等のものがあって、朝と晩の

２回撮影機会があると。さらに、同じアングルの２

時期の画像をスタックすることによって、定量的な

変化抽出が可能というメリットがあるんですが、ご

覧のように単画像で、斜めに撮影していますから判

読になかなか技術が必要というデメリットがありま

す。（スライド８）

このSAR衛星については、もともとは「レーダ衛

星」、「偵察衛星」と言われていたのですが、平成23

年の紀伊半島災害のときに、山の奥が雨が降ってい

てどういう状況か全然分からないというときに、衛

星データで深層崩壊箇所を８箇所、数時間で判読・

抽出して災害対策本部に届けられたということで、

これはけっこう使えるなというので、実用されたの

がまだほんの数年前の話です。（スライド９、10）

河川の場合には、あらかじめ光学衛星で撮ってお

いた写真に、SAR衛星の電波だと水部は全部反射し

て真っ黒になり、それを重ね合わせると瞬時に浸水

範囲が抽出できるということです。平成23年は東日

本の水害のときにも活躍しましたし、タイのチャオ

プラヤ川の洪水は非常にゆっくりと進行しましたの

で、複数の衛星が、飛んでくるたびに映して、どん

どん洪水が進んでいく、バンコクに近づいて行くと

いう状況が観測できました。（スライド11）

これは平成20年の岡崎水害のときですが、地上部

分はもう写真のような状況で、道路が全然走れない

ものですから、どこが浸水していて、どこが通れる

かなかなか分からなかったんですが、ちょうどいい

● スライド7 ● スライド9

● スライド10● スライド8
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タイミングでTerraSAR-Xが飛んできましたので、

それで浸水エリアがバシャッと宇宙から撮れたとい

うことでございます。（スライド12）

今現在、我々が使える光学衛星とレーダー衛星は

大体これだけです。（スライド13、14）日本も昨年、

ASNARO計画の打ち上げが成功したのですが、まだ

調整中ということで経産省からデータは一般公開さ

れておりません。SAR衛星は世界中と言うか、地球

上の４つの衛星のデータが我々は防災のときに使え

ることになっておりまして、何よりも昨年JAXAが

「ALOS-2」の打ち上げに成功しましたので、この衛

星データが使えます。（スライド17）これらはバン

ド（周波数帯）がそれぞれ違っていて、Xバンド、C

バンド、Lバンドというふうに書いてありますが、

これは後ほども出てくるので、ちょっとこの図でイ

メージしておいていただきたいんですが、大体セン

サによって異なった電磁波を使うのですが、紫外線

からマイクロ波までのうち、レーダ衛星はマイクロ

の波を使っています。（スライド15）また、後ほど

出てくるレーザープロファイラとかMMSというの

は、近赤外線を使います。光学衛星とかカメラは可

視光線。それで可視光線の中でも、この緑の532nm

という緑の波長レーザを使ったのが後ほどお話をす

るALBというように、その使う電磁波の波長でいろ

いろ特徴が出てくる。マイクロ波の中でもXバンド

が一番短く、Lバンドはかなり長いバンドで、一般

的にはXバンドの方が精度がいいです。かなり精度

がいいんだけれども、葉っぱで反射してしまう。L

バンドは若干フットプリントが大きくなってしまう

のですが、透過して地上に達する率が高いというこ

とで、それなりのメリットがあります。（スライド

16）

これは去年の長野県北部の地震のときの干渉波を

使った干渉SARの図なんですが、地震前と地震後の

SAR画像を干渉させて、これを判読して国土地理院

は大体８cm隆起したということを発表しました。（ス

● スライド11

● スライド12

● スライド13

● スライド14
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ライド17）また今現在も大涌谷で噴火活動が続いて

いますが、そこでもALOS-2を使って判読しまして、

国土地理院は大涌谷で６cm隆起しているという発表

をしています。これは年輪を数えるようなやり方で

高さを、それで私はちょっと６cmというのは本当か

な、答えありきかなという若干の疑問を持っていま

すけども、それにしても数cmレベルで分かるのであ

れば、将来は堤防管理に使えるのではないかという

ような気もします。

またSAR衛星でもこの中国の四川の大地震のとき

は、地震直後と１カ月後で２時期の重ね合わせをし

ました。（スライド18、19、20）それで、これぐら

いのレベルで２時期の重ね合わせスタック画像がで

きますので、それなりに河床の変動もある程度、砂

州とか中州の変状のモニタリングには使えるんじゃ

ないか、ということで、衛星データといっても２種

類あるということをちょっと覚えておいていただき

たいと思います。

次に航空写真ですけれども、これは航空機に搭載

するセンサで、従来の航空測量は垂直写真のみだっ

たのですが、このカメラは「オブリークカメラ」と

言いまして、同時期に斜め方向の４枚の写真も一度

にバシャッと同時撮影する機械です。これは非常に

精密な航空写真ですので、横方向・側面も見ること

ができます。（スライド21、22、23、24）

これは日本橋の水門付近なんですが、かなり解像

度が高いので、細部も画像でチェックすることが可

能です。元画像も拡大するとこれぐらい、cmオーダー

で解像度が出ますので、水門、樋門、樋管の状態

チェックには使えるんじゃないかと。この精度につ

いても現在、国土地理院で公共測量の17条申請が認

められるという動きが出てきておりますので、これ

は将来的には一般的な航空写真に代わる撮影技術に

なる。今は東京都もどんどん撮っていますし、東京

● スライド15

● スライド16

● スライド17

● スライド18
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オリンピックに向けてオブリークカメラによる三次

元画像の作成というのがどんどん進んでいるという

状況です。

PALS（Portable Aerial photography and Locator 

System）、これは携帯型の斜め写真撮影システムで、

ヘリに搭載するポータブルな撮影システムです。（ス

ライド25）カメラとレーザ測距儀をハンドルにくく

りつけて、それとパソコンをつないだという非常に

単純な機械で、持ち運びができてフリーハンドで撮

影するのですが、シャッター操作をパソコンの方で

やりますので、きれいに同期させることができます。

つまり写真を撮ると同時に、写真画像の真ん中の地

点の緯度・経度・標高が画像データに記録されます

ので、着陸と同時にGoogle Earth上に、あるいは電

子国土上に、どこからどこを撮ったかというのがき

れいに整理されて出る。災害で飛んだときはこの整

理がけっこう大変なんですが、これが一度にできて、

ここをポップアップしたらその写真が出るというこ

とで、非常に整理が簡単です。と同時に、パノラマ

写真も簡単に作成できるということです。（スライ

ド26、27）

パノラマ写真だけでなく、これは広島災害のとき

のものですが、３D画像も作成できますので、自在

に視点を変えてその場所の被災状況というか、状況

● スライド19 ● スライド22

● スライド20 ● スライド23

● スライド21
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を確認することができるということで、これもけっ

こう今のところ災害時に大活躍しており、既に

NEXCO東日本では高速道路の路線の日常点検にこ

のシステムを導入しています。（スライド28）大体

1,600万画素ですので、イメージとしてフルハイビ

ジョンよりも８倍緻密な画像ということですから、

かなりの部分が分かるんですね。だから、高速道路

の施設点検には既に実用化されている技術というこ

とで、河川でも四国地整では吉野川第十堰辺りまで、

これで全部撮ったデータを河川部でお持ちです。

航測レーザ、いわゆるLP（Laser Profiler）ですが、

これも河川分野でも2005年からやりだしまして、既

に10年の実績があります。精度やフィルタリングの

技術もどんどん向上してきています。航空機から

レーザを照射して、その反射波で地表面を計測し、

同時に光学カメラで垂直写真も撮影するというもの

です。（スライド29、30）当時河川局でやりだした

頃は大体１秒にレーザを20万発、30万発と言ってい

たんですが、今や70万発以上打つということで、相

当精度もよくなってきているし、フィルタリング技

術も向上してきている。それぞれの精度に応じてセ

ンサや高度を変えて計測するわけですけれども、精

度を上げると同時に単価も下がってきて、既に河川

分野でもけっこう使われ始めています。ただし、こ

● スライド25 ● スライド28

● スライド24 ● スライド27

● スライド26
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れの欠点として、水の中が全然計測できないんです

ね。水中部はレーザが透過しないから計測できない。

そこで、水中を透過して河床部まで測れる、近赤

外レーザは水面で全部反射してしまうんですが、緑

のレーザは水面を通過して河床まで到達するという

ことで、この緑波長のレーザを使ったセンサ「ALB（航

空レーザー測深器 Airborne Laser Bathymetry）」

が現在登場しております。（スライド31）我が国で

は海上保安庁が所有しておりまして、沿岸部の計測

には既にかなり実績があるわけなんですけれども、

これを河川でも使えないかということで、2011年か

ら３年間、河川砂防技術研究開発制度を使った試験

が実施されました。（スライド32〜36）当初は国内

免許が下りずにカナダで実施したりしていたのです

が、2013年は国内でも免許が下りまして、鳥取の千

代川、兵庫の揖保川、四国の吉野川の３河川で実証

実験を実施しました。あまり詳しく説明する時間が

ありませんが、こういう堰の付近の洗掘状況とか、

河床の地形が鮮明に、あるいは詳細に取得できてお

ります。構造物の下流のこういう複雑な地形はなか

なか実測でも難しいんですけれども、その辺の地形

もきれいに再現されています。

昨年度と今年度は「社会インフラのモニタリング

技術の活用・推進に関する技術研究開発に係わる公

募」、これに引っかかっておりまして、現在２カ年

で実証実験を実施中です。（スライド37）ちょうど

２年前に撮ったものと同じ場所を撮っていますの

で、今年度はこれの差分もやってみるというプログ

ラムになっていますが、２年前に比べてもかなり精

度がよくなってきていますので、かなり急速に発展

途上中の技術であると思います。

これはけっこう使えるのではないかということ

で、国交省水管理・国土保全局も力を入れて実証実

験をされていますが、とにかく高精度な縦横断デー

タが三次元にシームレスに取得できる。ただし、濁

りに弱いんですね。茶色の水とか出水中の河川では

緑色レーザが透過しませんので、大体検証結果で水

深が６〜８mより深くなると欠測が生じている。そ

れで、機器が非常に高いので、まだ国内では民間で

保有している業者はほとんどいない。コストをモデ

ル河川で検証した結果、大体55％ぐらいで実施でき

る。つまり、これまでの方法に比べて45％ぐらいの

コスト削減ができたということですが、川幅が狭く

て蛇行している河川では、逆に135％ぐらい経費が

かかるというような河川もあり、大体全国平均する

と現在よりもコスト縮減が可能であるという試験結

果が出ています。ALBで100％代替するというのは

難しいんですけれども、マルチソナーと組み合わせ

たり、あるいは補完的な現地測量を実施することで

非常に適用性が高い技術ではないかと思います。（ス

ライド38）

マルチソナーというのは、これは今のALBと違っ

て音波を使った音波計測器です。（スライド39）船

の横に艤装しまして、扇状に音波を発信してシーム

レスな三次元形状を取得します。これは動揺センサ

● スライド30

● スライド29
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とか方向センサで揺れの補正を行いますので、非常

に正確に出てきます。ここが今の水中ロボットでは

まだ追いつけない技術で、まだ十分マルチセンサの

活躍の場はある。相当に深いところまで測れて、河

口部ではそれなりに実績が出ているんですが、逆に

浅いところでは測れない。（スライド40〜43）測れ

たところでは非常に地形等の分解能はいいのです

が、１mよりも浅くなると物理的に船が航行できな

いので測れなくなるということです。測ったところ

はこれも面的にシームレスに測れますので、２時期

の差分図の作成等も可能になってくる。ただし、こ

ういう構造物の周辺はなかなか船の航行も難しい

し、そういう意味ではやや効率が悪くなるという傾

向があります。

● スライド32

● スライド33

● スライド31

● スライド35

● スライド36

● スライド34
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次にMMSです。これは冒頭、専門官の方からご紹

介があった技術で、レーザスキャナと光学カメラを

搭載した移動計測車両システムというシステムで

す。（スライド44〜47）車両で走行してレーザと光

学カメラでデータを取得します。既にもう道路分野、

都市計画分野では非常に具体的にいろいろなところ

で使われ始めていますが、これが河川でも使えない

かということで、河川砂防技術研究開発制度を活用

して2011年〜2012年の２カ年で京都大学、パスコ等

で適用性の実地検証を行いました。（スライド48〜

51）

こういうようにザーッと映しながらレーザを照射

して測っていきます。先ほど専門官が言われたよう

に、ここから発射するとかなり効率が悪い。こっち

● スライド38

● スライド39

● スライド37

● スライド41

● スライド42

● スライド40
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から発射したらもっとモグラの穴まで分かるんです

が、こう発射するという構造になっているものです

から、なかなか堤防勾配によっては測れないところ

がいろいろ出てくる。こういうセンサをいろいろ積

み込んだ特別な車両を作って、それで測っているわ

けなんです。

当たり前のことなのですが、植生とかパラペット

があって、物理的に見えないところは測れないので、

橋脚部とか何とかはこのUAV、あるいはハンディ

レーザ等補完する技術を併用しながら実地検証を

行っているという状況です。

それをこういう標高断彩図で表してみますと、な

かなかこういうところは目視では陥没箇所なんかも

分からないのですが、断彩図では非常にはっきりと

● スライド47

● スライド48

● スライド46

● スライド44

● スライド45

● スライド43
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出てきますので、まず断彩図で抽出して、それをカ

メラ画像で確認するという方法で、かなり漏れなく

見ることができる。ただ、先ほど言いましたように、

勾配によっては非常にレーザの点間隔が広くなって

しまうので、細かいものまでは見えません。

それで、従来の目視点検とMMS天端走行による点

検との比較ですが、この河川Aというのは利根川上

流です。今日は副所長が来られてますけれども、利

根川上流は大体７割堤ぐらいだとほぼ100％抽出で

きる。それで河川Bは荒川下流ですね。一部４割堤

はあるのですが、２〜３割の自然堤がかなり残って

いる場所で、そこだと60％。それで見えないところ、

死角になる場所を補正しても大体80％ぐらいまでは

分かるけど、10箇所のうち２箇所ぐらいは見逃すと

いうような結果で、なかなか河川の状況によって使

い方を考えないといけないという検証結果が出てお

ります。

先ほど専門官の言われたとおりなのですが、パラ

ペットや植生等で死角が発生するところはしょうが

ないんですが、植生の繁茂期はその地表面を捉える

ことが難しいので、除草と合わせてということで、

実施のタイミングが限られている。そのかわり大き

なメリットとして、この取得データを内業でさまざ

まな形式に加工することができる。データベースと

してきっちり残しておくことができるということ。

また、はらみ等の検出に有効で、アスファルトだっ

たら１mm程度でも判読可能ということですが、こ

れもほかの手段で補完することで、目視では捉えに

くい変状を効率的にばらつきなく把握することが可

能です。この「効率的にばらつきなく」というのが

私は非常に大事だと思います。ヒューマンエラーに

よる見逃しとか、経験や人によってばらつきがある

という点検ではちょっと信頼性に欠けるということ

ですので、効率的にばらつきなくシームレスでデー

● スライド50

● スライド51● スライド49

● スライド52
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タが取得できるという意味では、非常に有効な手段

ではないかと考えます。

以上、最近のリモートセンシング技術について、

主に他部門で実用化されつつあるので、河川分野で

も使いませんかというものについてご紹介しました

けれども、冒頭でお話をしましたとおり、まず実現

可能なバランスのとれた河川管理の閾値と言うか、

目標をはっきりと設定して、それに対してこれまで

続けられてきた維持管理の計測は適切なものなのか

どうか。計測結果が十分に河川管理の目的に活用さ

れているのか。今やっていることで無駄なものはな

いか、不足しているものはないか。コストと精度、

情報量、頻度は適正か。河川管理の目的に鑑みて調

和が取れているか、ということをしっかりと見定め

ていく必要があります。（スライド52、53）

部分的に見ると非常にうまく説明はできても、全

体のバランスを見るととても奇妙で不合理というこ

とにならないよう、最新技術を積極的に取り入れつ

つ、河川管理の何たるかということを見失わないよ

うに、管理のあり方、新しい基準、方法を考えてい

ければというように考えております。以上です。あ

りがとうございました。

安原　ありがとうございました。非常に有用な技術

をたくさんご紹介いただいたところでございます。

それでは続きまして地中、不可視部分についての

状態把握技術を中心にいたしまして、リバーテクノ

研究会の三木委員長と佐藤委員にご発表をよろしく

お願いいたします。

● スライド53

● 写真2
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河川の維持管理に活用が考えられる
状態把握技術の事例

（一社）リバーテクノ研究会　技術開発委員長　三 木 博 史
（一社）リバーテクノ研究会　地盤WGリーダー　佐 藤 謙 司

三木　まず、リバーテクノ研究会ですが、最初のパ

ワーポイント２枚ほどにちょっと組織について書い

ています。それで、８年ぐらい前から活動を続けて

まして、主に地域防災と言うか、水防の新技術とい

うことを中心に開発してきています。今回、関理事

長、それから安原所長から、「財団の自主研究も

ちょっと手伝え」ということで、こちらの公物管理

の研究をリバーテクノ研究会がやっているわけでは

ないんですが、会員企業に地盤コンサルタント５社

ございまして、それで建コンさんも皆さん揃ったわ

けです。それで「組織的にポテンシャルが高いので、

手伝うように」とありがたいご下命をいただきまし

た。感謝申し上げます。（スライド１、２）

まず、共通的に認識しておきたいことなんですが、

絞り込みですね。安原さんから先ほど言われた、絞

り込みをどう効率的にやったらいいかということな

んですが、まず一番大事なのは堤防というのは非常

に素直ですから、一番弱いところからやられていく

んですね。だから相対的に弱いところを見つけて手

当てする。あるいは、弱いところからやられますか

ら、そこで災害が起こる。その災害を手当てする。

そういうことを積み重ねていくことで、過去、先人

たちが堤防の安全性を少しずつ高めてきたんです

ね。それが本質なんです。ですから、一番弱いところ、

あるいは相対的に弱いところを見つけて手当てして

いく。そういうことが基本だということで、そうい

う絞り込みにちょっと役立つ技術を幾つか見つく

ろってきましたので、地盤WGのリーダーをされてお

ります応用地質の佐藤さんからご紹介いたします。

佐藤　佐藤でございます。それでは早速、進めさせ

ていただきます。

今回、そういう状態を把握するということに対し

て、有効な技術を何かご紹介できないかということ

で、今日は全部で７つの事例をお持ちしております。

順番にご説明させていただきます。（スライド３）

それで１つ目はまず、先ほどもご紹介がありまし

た、LPデータによる地盤標高を使う。（スライド４）

我々は危険な場所を抽出するときに、治水地形分類

図、いわゆる微地形を使って危険な場所を考える。

そういうときに、やっぱり今はレーザプロファイラ

とか非常に精密な地盤高のデータがあると、この例

● スライド1

● スライド2
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では堤防沿いの地盤高を20cmピッチで色を変えてい

るんですけれども、相対的に低い場所が白く線で示

されます。そういうことで抽出ができたりする。

これはまた別な例ですけれども、川がこちら側に

あって、堤防がここにあって、これを見ていただく

と分かりますが、ここに旧河道があるんですね。そ

れで当然そういう旧河道のところの堤防の法尻とい

うのは低い。そうすると、この低みというのは微地

形と関わりのある低みですから、それがやっぱり災

害に対しての要注意要素というものが出てくる可能

性があるということで、標高の高い・低いというこ

とと、地形的な解釈を絡めてやると、安全性の評価

の１つの材料になるのではないかというように考え

ております。

それからこれは２つ目のご紹介ですが、簡易コー

ン貫入試験器、これは当リバーテクノ研究会で開発

したものでして、「リバーテクノ・コーン」と呼ん

でおります。（スライド５）要するに先ほど時岡さ

んの方からも、堤防表面の緩みという問題のお話が

ありましたが、今、現場で点検して歩くときにはい

ろいろなピンを刺してみたりとか、そういうことで

緩んでいないかどうかというのを確認したりしてお

ります。それをもうちょっと、ちゃんとした数値が

出るもので、コンパクトで持ち運べるもので測れる

ようにしようということで作ったものです。一人で

こうやって試験ができます。これで大体、破線の入っ

ているところでおよそN値１ぐらいというように

思って見ていただければいいんですけれども、表層

の緩みがどの深さまであるかというようなことを、

現場で持ち歩きながらチェックできるというものを

作っております。

堤防が乾いているときというのは強度が比較的大

きいんですけれども、湿潤すると強度が低下すると

いうような事例が報告されております。ですから、

こういうものを普段と、出水時の点検等に持ち歩い

● スライド3

● スライド4

● スライド5
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てやると、いろいろな現地の状況の把握に役に立つ

んじゃないかというように考えております。

それから３つ目、これは堤体内の水分状態のモニ

タリングということで、簡単に言えば電気探査で比

抵抗を測るということです。（スライド６）比抵抗

を測るということ自体は、堤防内部の土質構成を把

握するということでは今までも使われてきておりま

すけれども、今日はもうちょっと別の使い方をご紹

介しようと思います。それで測り方もこうやって

引っ張って測るものと、それから電極は固定してい

るんですが、それを高速でサンプリングして測ると

いう２種類の方法があります。

これは降雨浸透のモニタリング事例ということ

で、高速でサンプリングする方を使って、雨がどの

ように浸み込んでいくかというのを測った例です。

（スライド７）これをちょっと動画でご紹介します

と、今、上から雨が降ってきて、青いところがだん

だん増えてきました。これが大体、雨が地中に浸透

していっている様子なんです。そのときに逆に下の

方の赤くなっているところというのは、言ってみれ

ば上から雨が降ってきて、下には不飽和の空気の

ゾーンがあるという状況を示しております。それで

だんだんと空気のゾーンが薄くなっていっている、

浸透し終わるような状態になっていく、という変化

を表しています。

それで、こういうモニタリングができると、例え

ば堤防の法面とかに雨が浸み込みやすいのか、ある

いは河川水位が上がったときに堤体の中でどういう

反応が起こるのか。さっきみたいに空気と水とそう

いう不飽和の状態から、飽和の状態に変化していく

状態というのが把握できるということで、現象の解

釈にも役に立つと思います。

それで例えばこれは堤防の高水敷なんですね。こ

こに堤防があって、この辺が堤防の表側の法尻で、

つい直前まで法面に水がつくぐらい水位が上がって

いた。水が引いた直後の高水敷です。ここを見てみ

ると、ブクブクと泡が見えるでしょうか。要するに、

先ほどまで河川水で水に浸かっていた高水敷、水が

引いたんですが、まだその水が地下に向かって浸透

しているんですね。そのときに逆に泡が出てきてい

る。こういう現象なわけです。ですから、先ほどの

モニタリングを見ていただくとどういうことが起

こっているかというのが、これはその現象が理解で

きると思います。

そうすると、例えばこのときに川裏側、堤内側の

法尻で水がブクブク噴いている。よく洪水のときに

水が噴いているのが見えて、基盤漏水が起こってい

るんじゃないかということが気になる場合がありま

す。地元の方が、泡が吹いていたとか、そういうこ

とを言ってこられたりすると思いますけれども、こ

の例で言えばこの泡は水と空気が置きかわっている

現象にすぎないわけですね。だけど場合によっては、

川から水が基盤の中を通ってきて、下から水位が上

がってきて空気が出てきている場合もあると。そう

いう場合だと次の現象としては、水が噴き出して、

● スライド7

● スライド6
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噴砂になって、基盤漏水が発生してという進行性の

場合になるかもしれない、ということがあります。

ですからその辺は、やっぱりそれぞれの川の特徴が

ある、というように思いますので、それをいかに現

象を把握するか、理解するかということにかかって

くるんだと思います。

４つ目、堤体内水位のモニタリングということで、

これは打ち込み式の水位計というもので、土木研究

所さんと民間企業が共同で開発したものです。堤防

の中の水位をボーリング機材を使わないで、もっと

簡便な方法で打ち込んで観測井をつくるという方法

で開発されたものです。（スライド８）

これはそれをマノメータで測った水位と比較した

ものですが、非常によく合致しているということで、

こういう盛り土の中の水位把握には適した方法だと

いうように考えております。（スライド９）

それから５つ目、簡易リリーフウェルによる応急

対策と被圧水モニタリングというものです。これは

リバーテクノ研究会で「リリーフウェル」というも

のを今、開発しております。（スライド10）これは、

要は基盤が被圧したときに、その被圧した圧力だけ

を抜いてやって、砂も一緒に噴出してしまうと当然、

基盤が緩んでしまいますが、そういうことがなくて、

水圧だけを逃すという構造を考えて今、作成してい

るものです。これも簡単に打ち込みでも設置できる

ようなものを考えております。ですから、そういう

基盤の漏水が想定されるような場所で、普段はモニ

タリング孔としてこの水位計を入れて使っていただ

いて、それが万一の事態という時にはこのように水

のうとか土のう、我々の研究会では「水のう」とい

うのを作っておりますが、そういうもので水防にも

応急対策として活用できるという構成を考えている

ものです。

これは実は川の表側では水位が２mぐらい上がっ

ているんです。それで基盤に砂層があって被圧して

ます。それで被圧している場所の堤内地盤、見てい

ただくと分かるでしょうか、ブヨン、ブヨンと跳ね

ていますね。下から被圧しているので、そこで跳ね

ると地盤も跳ねるんです。ここはそういうことが観

察できるような場の条件だったということですけれ

ども、ただ、このときにどれだけ被圧しているかと

いうのが分からないわけですね。それがこの場に

とって安全なのか、不安全なのか判断する材料がな

い。やっぱりこういう場所で何らかのデータをモニ

● スライド8

● スライド9

● スライド10



53第１回　河川研究セミナー

タリングして、いざとなったら水防として展開でき

るようにするという展開を考えると、モニタリング

の重要性というのも出てくるんじゃないかなという

ように思っております。

それで、これが研究会でつくっております「三角

水のう」というものなんですけれども、堤防の上で

水防用の土のうに代わる水のうとして使いますが、

こうやって丸めて設置することで、月の輪とか釜段

とかそういう形にして使うこともできるようになっ

ています。（スライド11）

それから６つ目が漏水の簡易水質モニタリング、

リバーテクノ研究会ではやっぱりゼロメートル地帯

で地震が起こったり、高潮が来たりといったときの

問題というのを今いろいろ考えております。（スラ

イド12）ゼロメートル地帯には感潮河川が前面にあ

る。そうすると河川水の塩分濃度というのはかなり

高い。それで、そういった場所で普段は堤防の裏法

尻から浸み出して来ているのは、雨水の絞り水みた

いなものなんですけれども、場合によってはその水

質が河川水と同じように塩分を含んだものになる可

能性があるということで、そういうものを簡単にモ

ニタリングできるようなものを今、考えていこうと

いうふうに研究を進めているところです。

それで最後に、樋門の連通性の問題、空洞化の問

題。今までは連通試験という方法をやって、強制的

に外力をかけてこの空洞が底版の下で繋がっている

かどうかを確認するという方法を行っておりまし

た。ここで紹介しているのは、水位計をこの底版の、

最近のにはグラウトホールというのがついておりま

すので、その中に入れておく。それでしばらくその

まま置いておく。（スライド13）そうすると河川水

位が変動したりしたときのデータが取れます。その

データから連通性があるか、ないかを判断できる。

ですから、そうやって強制的に試験をやらなくても、

● スライド11

● スライド12 ● スライド13
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今ある施設の中でモニタリングすることで、その施

設の健全性がどうか、あるいは対策をやった後であ

れば、その対策がうまく効いているか、というよう

なことの確認ができるということで、例としてご覧

をいただいたところです。

以上、７つの事例を紹介させていただきました。

三木　時間がちょっと押しているんですが、一言だ

け補足と言うか。

道路防災点検、皆さんご存じないかもしれません

が、昔からずっと落石・崩壊、あるいは土石流、地

滑りとか、そういう道路にいろいろな災害を及ぼさ

ないかということを点検しているんですね。先ほど

永矢さんの学会の自主研究で状態把握手法のご説明

がありましたけれども、やっぱり似ているんですね。

同じようなことをやろうとしている。

それで結局、道路防災点検でも道路交通の安全を

守るのが究極の目標ですから、それでまた自然斜面

だ、あるいは人工斜面だと、そういう不確実性の高

いところでどう守っているかと言うと、基本は待ち

受け型の擁壁とか落石防護柵とかで、道路に影響が

及ばないようなポケットを設けて待ち受け対策をや

る。じゃあ、それが万全かどうかと言うと、例えば

ものすごく大きい岩盤崩壊なんかは、これは本当に

壊れてきたらそんなものは乗り越えてしまう。ある

いは土石流なんかも、ちょっと大きいのが来たら乗

り越えてしまう。そういうものに対して、道路が安

全ですよ、とはなかなか言いづらいので、そういう

ときはどうしているかと言うと、監視、モニタリン

グですね。監視による暫定対策という概念を持ち込

んでいます。道路土工指針とか、今度、道路局の基

準になりましたけれども、監視による暫定対策。そ

れでモニタリングというのは、その対策の効果が万

全かどうかという効果の確認にも使える。あるいは、

そういう監視をして警報を出す。で、もう１つの合

わせ技が、事前通行規制なんですね。本当にもう危

ない時には道路を止めると。雨が雨量基準をオー

バーしたら止める、あるいはモニタリングの値が閾

値をオーバーしたら止める。そういう合わせ技で道

路を守っている。

それで堤防の方も同じで、ポケット的に余裕高と

いうのもあるし、場合によっては眼鏡堤だとか、二

重ゲート、三重ゲートだとか、そういう二線堤みた

いなやり方もあるし。で、それができないところは

水防で守っているんですね。だから水防で不確実性と

言うか、そういう予兆を見つけて早く手当てする。

だからそういう合わせ技で、堤防の不確実性を

補っているということなので、今、佐藤さんがご紹

介したような技術を、うまく監視による暫定対策的

なやり方で、うまく活用していただければありがた

いなと考えています。
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＜質疑応答＞

安原　ありがとうございました。最後に質疑応答を

していきたいと思います。よろしくお願いします。

皆さん、ご発表をどうもありがとうございました。

（拍手）非常に有用な新技術も分かりましたし、ま

た重点的に監視するだとか、そういうメリハリをつ

けるといった方向性ですとか、またモニタリングと

いう新たな概念、そういったものについての示唆も

いただきまして、ありがとうございました。

そうしましたら、まずいろいろございましたので、

もしよろしければ本省と国総研のお二方から何かコ

メントがありましたらお願いしたいと思います。時

岡さんとか、どうですか。

時岡　私も聞いていて、非常にこの新技術がけっこ

う使えるものがあるなと。先ほど「現場のニーズ」

というのをご紹介させていただきましたが、先ほど

の堤体の中の湿潤度とかそのような調査を知りた

い。あるいは、川の中をどう見るかというのが課題

なんですね。今、年に１回は河道の中の点検をする

ことにはなっているんですけれども、高水敷は木が

生い茂っている、川の水際まで近付けないときに、

一体河道の中はどう見ようかというのが課題なの

で、そこを苦労してカヌーを使ったりするわけです

けれども、そういうところはグリーンレーザを使え

れば毎年ではないにしても、そういった定期のとき

に使えれば、大きくまた川の中の見方というのも、

川底が見えるというのはまた新しい展開とかもでき

ると思います。だから、私もワクワクしながら聞か

せていただきました。

安原　そうですね、パスコさんのご発表の中でALB

とソナーですね。水中というのは、今はほとんど点

検ができていないと思います。特に、河床の状況と

か深堀の位置とかが連続的に分かると非常に有用な

技術になるかと思います。

では、杉原研究官はいかがでしょうか。

杉原　今、時岡さんがおっしゃったように、非常に

いろいろと使える可能性がある技術だな、と。これ

は先ほど私もご紹介したロボットとか、モニタリン

グでも出てきている技術で、それでよく見ているん

ですが。

あとは具体的にどう使っていくのかというところ

を、やっぱり我々使う方も考えなければいけないし、

開発される方もそういうのを意識しながらやってい

ただければ、非常にマッチングして有効に使える部

分があるのかなと思います。例えば衛星SARなんか

も今は開発中だと思いますが、何もしないで空の上

からデータを取って、それが溜まってきて何か少し

変状があれば自動的にアラームを鳴らしてもらえれ

ば、それを受けて監視者がそれを見に行くとか、そ

ういうシステムになってくれば仕事をしても非常に

楽になるでしょうし。具体的にどこで、どういう形

で我々の仕事に使えていくかというのを、もう少し

具体的に考えていくことがこれからは必要になるの

かなという感じがある。

安原　ありがとうございました。さまざまな有用技

術がございますけれども、重点化をしたりとか、そ

ういうことで組み合わせをしていくことで恐らく持

続可能なと言うか、実現可能なそういう組み合わせ、

状態把握を行っていくという世界ができてくるのか

なと思います。いろいろコスト面とか、さまざまな

検討課題とかございますが、今後の検討課題だとい

うように思います。

本日は、その可能性が見えた、というところを１

つの示唆としまして、本日のセミナーはこれで終わ

りたいと思いますが、もしよろしければ会場の皆様

からご講演いただいた皆様にご質問等がありました

ら幾つかお受けしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。

質問者１　堀内様にちょっとお伺いしたいなと思う

んですけれども、MMSであったり、赤外線カメラを

使った変動を見る技術があったんですけれども、私

が水門の現場でよく普通のデジタルカメラで門を撮

るんですが、何かこう、普通のデジタルカメラを使っ

て三次元の変状を見るような、簡易な、現場で使え

るような技術というのが現状あれば、何かお聞きし

たいなと思います。
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堀内　先ほどの話の中でご説明しましたPALSと言

うのがありますね。あれはヘリコプターから斜め写

真を撮って、それでパノラマをつくったり、３D化

したりという技術なんですけれども、それをもう少

し低空で、低空ということはそれだけ密度が高くな

るわけですから、低空で密度よくやるというのが今

のUAVの発想だと思うんです。さらに、そのものに

ズバリ近づいてデジタルカメラで連続撮影して、そ

れを３D化するという、それぞれのレベルがあると

思いますが、UAVでちょうど中間部分が固定されつ

つありますので、それはニーズ、精度によってそれ

ぞれ使えるデータ取得技術というのがシームレスに

できてくるというように考えております。

安原　他にいかがでしょうか。

質問者２　永矢さんにちょっと質問なんですが、ス

ライド９、「機能低下と維持管理」という中で、「河

道の機能低下は健全な状態から複数回の洪水で徐々

に進行していくものと考えられ」と書いてある中で、

下の●の中では、突発性の機能低下というものが洪

水中に突如発生するものというようなことが書かれ

ていて、この分けと言うか、たぶん洪水の規模によ

るんだと想像したんですが、どれぐらいの規模によっ

てこれが分かれるというふうに考えてこういうこと

をお書きになったのかということを質問します。

と言うのは、「維持管理」という言葉をこれから

皆が共有していくに当たって、維持するという範囲

が例えばH.W.L.満タンで流れるぐらいの洪水でも、

その機能は出水後でも機能が維持されなければなら

ないのか、もしくは年最大ぐらいの出水のときには

出水後にもその機能が維持されていればいいのかと

いうことで、例えば維持されやすい河道をつくろう

とか、そういうことを考えたときに難易度が相当変

わってくると思うので、その辺のお考えをちょっと

お聞かせいただきたいんですが、お願いします。

永矢　難しい質問と思っていまして、この中では「複

数回の出水で進行していく」と。それで突発性も必

ずしも大きい出水で突発的に起きるというものでは

なくて、繰り返し起こることによってどこかで起こ

る、というような可能性もあるかなというように

思っておりまして、一概にどういう出水でという

ようなものはないのかなというふうに思っており

ます。

と言いながらも、やはりそれは施設ができた直後

と、少し進行してきた状況でやっぱり違うのかなと

思いますので、その辺の施設がどれぐらい年数経っ

たかというのもひとつの要素になるかなと思います。

安原　大変難しい問題というか、ここで書いたこと

はそういう疑問が湧くと思うんですけれども、私は

これは維持管理目標の中で、これぐらいの外力、流

量規模であるとか、または堤防であればどれだけ雨

が降ってという、そういう外力の１つの目標という

のものを立てるイメージを持っておりまして、それ

以下のものであれば何度も起きていれば徐々に壊れ

ていくというように捉えられますけれども、それを

超えたものはもう壊れますよね。そういうものも

ひっくるめて「突発性」ということで管理者の責任

の外側になるという整理をしてしまおうという、大

雑把な考え方でございまして、そのような意味合い

だと思います。よろしいでしょうか。

質問者２　ありがとうございます。

（了）



堤防の維持管理
佐々木哲也氏（国立研究開発法人　土木研究所　土質・振動チーム　上席研究員）

開催日：平成27年６月24日（木）
場　所：AP東京八重洲通り

第2回　河川研究セミナー
平成27年度





59第 2回　河川研究セミナー

佐々木　ただいまご紹介いただきました土木研究所

の佐々木です。土木研究所は４月１日から「国立研

究開発法人」に変わりました。国立研究開発法人と

いうことになって、土木研究所の最大のミッション

は、単に研究するだけでなく、「研究成果の最大化」

ということが言われておりまして、研究した成果等

を社会に還元するということ、土研単独ではなく、

いろいろな大学の先生方ですとか、河川で言えば管

理者の方々、民間の方々、そういった方々と協力し

て、研究成果を社会に還元していくということ、そ

れが最大のミッションだと言われてございます。

これまでの土研というのは、どちらかと言うと行

政についたような研究機関でして、そこはそんなに

変わっているわけではないんですが、今後はより一

層そういった関係者の方々と協力して、いろいろな

研究開発、それと社会への反映ということに取り組

んでいきたいというように考えてございますので、

引き続きよろしくお願いします、ということと、今

日はこのような場を設けていただきまして、我々の

取り組んでいる内容等をご紹介いただいております

ので、さらに興味等ありましたらいろいろ連携等を

取っていただけたらと思っておりまして、今日はそ

ういうきっかけになれば幸いかなと思ってござい

ます。

それで、今日のお題としていただいたのが「河川

堤防の維持管理」という、まあ、漠、としたものを

いただいて、ちょっと国総研の杉原さんに相談して、

どちらかと言うと私どもの土研の土質振動チームと

いうのは土構造物全般で、特に堤防関係で言います

と浸透対策関係と耐震関係ということで、要するに

今日の内容は、一応、維持管理も意識してはおりま

すが、広義の意味で捉えていただければと思います。

既設堤防の堤防強化も含めて、含めてというか、そっ

ちがメインになってしまったんですけれども、そう

いう形でお話をさせていただきたいと思っており

ます。

それで内容としては、被災の形態は皆さんご存じ

だと思いますが、そちらを簡単に紹介した上で、浸

透対策に関する最新の土研での取り組みですとか、

それとともに、東日本大震災を受けて、緊急的に本

省さんの方でも耐震関係の基準類の指針等の改定を

行ったんですが、今年度それをブラッシュアップす

る形で耐震関係の基準の改定が考えられておりまし

て、我々の方もそれと合わせて研究を行っていると

ころなんですが、この辺がかなり詰まってきている

と言うか、近々の改定に向けてということで、今は

急ピッチで研究しているところですので、その辺の

データがかなりホットで、ちょっと耐震関係が増え

ちゃってはいるんですが、そういう形でお話をさせ

ていただければと考えております。

それで、堤防の被災にはいろいろなパターンがあ

るんですが、維持管理ないしは堤防強化という、い

ろいろな被災パターンに対して、やっぱり堤防を強

（国研）土木研究所　土質・振動チーム　上席研究員

佐 々 木 哲 也

河 川 研 究 セ ミ ナ ー

堤防の維持管理

第2回
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化して洪水に対して安全に流すということがミッ

ションということで、いずれにせよ堤防の維持管理

をしていくに　当たっても、堤防を強化するに当

たっても、一体どういった被害を対象にするのかと

いうことがあるかと思います。

それで堤防の被災パターンは、いろいろパターン

がありまして、これは、皆さんもご承知だと思いま

すが、平成24年の矢部川の事例です。こういうパイ

ピングで下から噴砂が出ているような状況で、それ

で矢部川はご存じのとおり、このようにパイピング

によって破堤が起きてしまったということです。後

ほど、矢部川の事例についてはもうちょっと詳しく

ご紹介します。（スライド１）

それと、法のすべりということで、浸透によって

すべるということ。これは実験の動画なんですが、

浸透によってこういうすべり破壊が起きます。事例

としてはそんなに多くはなくて、これで破堤したと

いう事例はないんですが、浸透でこういう法すべり

が起きるというのは、大きな出水のたびに、小さい

方で言えばある。これは実験なので極端な例ですが、

実際に天端までズズッと崩れていくようなこともあ

り、当然このようなことが破堤につながってしまう

恐れがあるということかと思います。（スライド２）

それで、これも侵食ですね。これは平成23年の北

海道の音更川で、こういう湾曲部の外岸で侵食が起

きているという形で、これも危うく破堤するような

感じです。（スライド３）

それから地震の場合、これは耐震対策のきっかけ

になったものですが、これは阪神淡路大震災の淀川

の事例ですが、これなんかは本当にゼロメートル地

帯でこういう被害が起きていて、危うく溢水しそう

になるということで、これをきっかけに耐震対策と

いう事業が進んだというものでございまして、こう

いった、特に都市部のゼロメートル地帯とかでこの

● スライド2 ● スライド4

● スライド1 ● スライド3
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ような被害が起きるとかなり危険な状態になるとい

うことです。

これは東日本大震災の際の阿武隈川ですけども、

こういった地震のたびにかなり壊滅的な被害がたび

たび起きているということで、こういった被害を防

ぐというのも喫緊の課題かなというように思いま

す。（スライド４）

それとあとは、構造物周りでは、これは昭和56年、

61年の小貝川の事例です。（スライド５）いずれも

樋管周りで破堤したということで、詳細は分かって

いないんですけれども、恐らく樋管の下の空洞化が

影響したのではないかということが考えられており

ますが、こういうところが弱点になっていくという

ことがありまして、こういったいろいろなパターン

で堤防の治水機能に影響を及ぼすような致命的な被

害というのが起きているわけですが、それぞれの観

点で安全性というか、そういうものを確保していか

なければいけないということがあるかと思います。

以上はおさらいです。

それで、これもよく使われているものですが、こ

の破堤の要因別割合は、本省さんの方でまとめられ

たものです。（スライド６）これは1945年以降とい

う古いものなので、越水が一番多いということ。そ

の次が侵食、浸透というのは意外と少ないのですが、

よく言われているのが、これは1945年で、戦後から

のものなので、昔は堤防整備が進んでいないので越

流が多かったということ。堤防整備が進んでいけば

越流のリスクは減っていきますが、逆に侵食や浸透

のリスクが高まってくる。特に大河川では越水はな

かなか起きにくくなってきますが、浸透に負うリス

ク推移は高くなってきます。そういうリスクが高

まってきて、それに対してきちんと手当てしていく

必要があると考えられております。

そういう中で浸透に対する安全性評価と対策とい

うことですが、浸透対策は今、質的整備ということ

でいろいろ事業も進んでおりますけれども、そうい

うところで最近の被災事例を踏まえてどういったと

ころに注意しなければいけないかという話と、今、

土研の方ではどのようなことに取り組んでいるかと

いうことについてお話をしたいと思います。（スラ

イド７）

それで浸透関係はこういったお話です。（スライ

ド８）2.1は最近の被害を踏まえて、特に浸透に対す

る質的整備の関係で照査や設計をされている方も多

いかと思いますが、そういうところで最近の事例か

● スライド6

● スライド5

● スライド7
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ら言える、照査上留意した方がよさそうなポイント

をちょっとご紹介したいと思います。それで2.2、2.3、

2.4は、これは土研が最近取り組んでいるお話という

ことで、浸透に対する安全性評価をもうちょっと良

くしようということで、最近は円弧すべりとかでや

られておりますが、実際に浸透に対しては直轄だと

６割ぐらいアウトというのが出ているんですが、こ

れをもうちょっと適切に評価できないかという形で

検討を行っているということです。

それと浸透の対策について、矢板を打ったりとか

いろいろな対策があるんですが、もう少し安価なや

り方というのはないかということで検討していま

す。それと点検・診断法、堤防は延長が長いので、

点検とか診断をどう合理化していくかということに

ついて取り組んでいるということで、こういった内

容についてご紹介したいと思います。

それで、堤防浸透に対する照査・設計の手順とい

うことで、ざっと全体の流れを書いております。（ス

ライド９、10）

基本的に、浸透に対して堤防の性能照査自体は、

代表断面に対して浸透流計算をして、それによる浸

潤面を作って円弧すべりとか、パイピングとか、局

所動水勾配とかそういうもので照査するということ

があるんですが、基本的に堤防というのは非常に延

長が長い。保全調査というのは断面しかできないん

ですが、それを一連区間で、基本的には代表断面を

設定しますということで、一連区間では地形の基礎

地盤の露出とか、微地形、堤防形状等を考慮して区

間割をしてくださいねという話。それと、その区間

の中から代表箇所を抽出してくださいね、というの

が実際にあるんですね。それで実際の計算というの

はそこのある代表断面についてやって、その区間の

安全性を評価するということかと思います。

それで実際の具体的な照査というのは、これも皆

さんご承知かと思いますが、浸透流を考慮した円弧

● スライド10● スライド9

● スライド8
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すべりに対する安全性ですとか、こういう局所的な

動水勾配のパイピングの照査ですとか、被覆土層が

あるような場合には、下からの揚圧力に対する盤膨

れの照査というか、それを行うということになって

いて、実はいろいろ計算をしているんですが、最初

の区間割というのが実はあって、区間割で取りこぼ

しがあったりとか、けっこうありますよということ

です。

例えば、これは先ほどちょっとご紹介した矢部川

の事例です。（スライド11）パイピングで破堤が起

きたということです。これは九州地整さんの方で被

災後にかなり細かく調査をしていただきました。こ

れは破堤箇所の断面で、堤体自体は粘性土、それで

下に砂層があって、その下に粘土層、さらにその下

に礫層があり、委員会の結論としては下からのパイ

ピング、As層、ないしはAc層から取ったパイピン

グ現象が起きて、パイピングで穴が進行して堤防が

ストンと落っこちたというように推定されており

ます。

それで、九州地整さんはかなり細かく面的にサウ

ンディングをやりました。この堤防下の砂層がどう

分布していたかというと、延長方向で見ると本当に

局所的に砂層が堤防を縦断していたということが分

かります。ですので、堤防の安全性照査のポイント

はいろいろあるんですが、結局この区間の、この砂

層の存在を見つけられるかというのがかなり重要に

なってきます。いろいろ計算法とか様々な適用上の

問題はあるんですが、こういった箇所を本当に見つ

けられるのかということで、これは今後もかなり研

究として進めなければいけないですし、実際に照査

の業務に当たっている方はまずやっぱりそういうと

ころを疑ってほしい。代表断面というのは、きちん

と周りの地形とかそういうものから代表断面が抽出

できているか、一連区間という設定がちゃんと取れ

ているかというところを考える必要があるのかなと

思います。ちなみに、矢部川の場合は、詳細点検では、

ここだけの話ですが、ここはピンポイントで、やっ

ぱり取れてなかった、ということは言えます。

それともう１つの事例が、これは平成25年の事例

で、子吉川です。（スライド12）これは破堤等には至っ

ていないんですが、H.W.L近くまで水位が上がって、

裏法のすべりが起きたというような事例でございま

す。この写真は応急復旧をやってしまった後なんで

すが、前面の耕作地を含めると、これは扇形にすべっ

て盛り上がっているんですが、こういうすべり破壊

● スライド12● スライド11
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が起きております。それで、この崩壊土の先にはこ

ういう噴砂等が出ていて、パイピングの恐れがある。

パイピングっぽいし、全体としては法がすべってい

る。これはもうパイピングとすべりの複合なのかな

ということです。それでこれも東北地整さんの方と、

土研も一部絡んでいるんですが、非常に細かく調べ

ました。（スライド13）

これがその堤防断面でして、堤体の下には粘性土

層があって、その下にはAs層なり、Ag層で透水性

の高い層があるということ。それで実際のすべりは、

これはかなり推定で書いているんですけれども、崩

壊後に東北地整さんの方で開削調査等をやってい

て、どうもこの粘土層のこの下あたりですべってい

そうだと。粘土層の斜めに噴砂が走っている跡が見

えたり、粘土層が盛り上がっていたり、恐らくすべ

りの下というのはAs層と粘性土層の間ですべってい

るんじゃないかというようなことが考えられており

ます。

それでこれも堤防の壊れた箇所以外も含めて縦断

方向に細かくサウンディング調査というのをやって

おります。これを見ると、表層にAs層というのがあ

るんですが、被覆土の粘性土層を細かく見ると、やっ

ぱり被災区間でかなり薄かったということで、例え

ばここに河川水位の被圧水がこのAs層、Ag層から

圧力がかかったときに、このような盤膨れをする可

能性がある。一番縦断方向に見ると一番薄いところ

で起きやすいですから、ここで盤膨れなり、パイピ

ングが起きる。それと同時に、この圧力が溜まるこ

とによって、せん断強度が落ちるので円弧すべりや

破壊が起きたというように今現時点では推定してお

ります。もうちょっと詳細な解析等が要ると思うん

ですけれども、こういうことを考えております。

それで、これからも言えることは先ほどと同じで、

こういう弱点箇所というのを見つけられるかという

のが本当に重要になってきまして、これはかなり難

しいですね。数百mぐらいの区間を見つけるという

ことですが、やっぱり今後は技術開発したらこう

いったものを見つけるような技術というのがかなり

重要になってくると思います。実務的にはやっぱり、

先ほどと同じなんですけれども、代表断面というの

が本当に弱点を取れているかということを、常に疑

う形で、業務等の検討を行っていただければなと考

えております。

それで、これは一例なんですけれども、浸透対策、

先ほどの詳細点検等をやる上で、やっぱり一連区間

の設定というのは実はすごい大事だということで

す。（スライド14）

これは後志利別川だったと思います。この航空写

真にあるように河道が変遷しているわけですね。そ

れで治水地形分類図なんかでも旧河道がそこら中に

走っていて、かなり複雑。実際の堤防の河口付近で

はこういったところが多いわけですけれども、そう

いった旧地形ですとか、旧地形だけでもなかなか絞

り込めないところがあって、少なくともこういうも

● スライド13 ● スライド14
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のを考えて一連区間なり代表断面というのが適切か

どうかというのを把握するというのが非常に……今

ご紹介した事例からもかなりあるのかなというよう

に考えております。

それで今、堤体の話をしなかったんですけど、実

際に堤防の特徴というのは基礎地盤が複雑というこ

とに加えて、堤体自体がかなり複雑で、皆さんご存

じのように過去のこういう改築の履歴を踏まえて今

の形がある。（スライド15）嵩上げですとか、拡幅

を繰り返して来て、当時の施工技術や採取できた土

質材料を使ってやっているので、中が均一というこ

とはまずないと思っていただきたい。ですので、こ

ういう詳細点検に当たっては、たまにB層とか全部

一連でバーッと照査してしまうこともあるんです

が、実際こういう築堤履歴というのをきっちりと反

映してやらないと、ちゃんとした照査はできません、

ということです。

それで実際どういう堤防が危ういのかなというこ

とです。（スライド16）例えばこっちに不透水層が

あるような場合だと、水位が上がりやすいとか。中

に透水層を介在していると、ここから漏水等が起き

やすいとか。基礎地盤で言うと、行き止まりになっ

ているような場所では水位が上がったり、圧力を受

けて盤膨れ等をしやすいということで、やはり堤体

ですとか基礎地盤というのをきっちりとモデル化す

る、ちゃんと調査するということが非常に安全性評

価の精度を上げていく上では不可欠だということ

です。

この①〜③は、ちなみにということ、でいろいろ

やってみた試算です。（スライド17）均質な堤防上

で水位をひたひたに浸したら、このぐらい水位が発

展していくんですが、例えば砂層が介在しているだ

けでかなり進行が早まってしまう。それからここに

粘性土の旧堤体があると、逆に進まない。雨なんか

があるとむしろ溜まったりするんですが、河川水に

対しては大分違う。同じ断面でも、ちょっとこうい

う層が入っているだけで実は結果は変わってきてし

まうということなので、作業を進めるにあたって、

先ほどの事例とかでもあるように、弱点箇所という

のがかなり地形的に、後から見ると分かるんですが、

それを事前に発見するというのは難しいんですが、

そういうところを常に疑って照査していかないと難

しいということが最近の事例から言えるんじゃない

かなと思っています。

● スライド15

● スライド16

● スライド17
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それで、今言ったお話はごく一部なんですけれど

も、実はうちの方でこういった「河川堤防の浸透に

対する照査・設計のポイント」ということで、宇野

先生に監修と言うか、精力的にやっていただいて、

本省の堤防技術研究委員会の中で作ったものなんで

すが、土研のうちのチームのホームページからダウ

ンロードできますので、見ていない人はぜひ一度見

ていただけるといいかと思います。かなり簡単なこ

とから書いてあるので、ベテランの方にはちょっと

物足りないかもしれませんが、最近のいろいろな事

例から、こんなところがポイントですよというのを

まとめておりますので、ぜひご参考にしていただけ

ればなと思っております。（スライド18）

次に、うちの研究内容の紹介ということになるん

ですが、「安全性評価の高度化」ということです。

それで先ほどもちょっと言いましたけれども、浸透

に対する堤防の安全性照査、先ほどと同じスライド

ですね。（スライド19）こういう円弧すべり、ない

し局所動水勾配だったり、盤膨れの照査というもの

を安全性の照査と謳っているんですが、実際の堤防

の被害被害というか、変状というのはどうなのかと

いうことで、今いろいろ土研の方で実験をやってい

るんですが、ちょっと幾つかその動画を見ていただ

きます。（スライド20）

これは左側の動画を再生しているんですが、実際

にきれいに円弧でスパッとすべるわけではないんで

すよ。これは法尻がかなり先に壊れ出して、徐々に

進行して、最後はズバッとすべりましたということ

です。それで、右の動画はまた条件が違って、さっ

きとは堤体材料が違って、これは「Fc」というのは

細粒分の割合ですが、それが半分ぐらい、粘性土と

砂の中間土ぐらいですかね、それを、「Dc」という

のは締め固め度、90％でちゃんと締めたものという

ことで、こちらをぐっとやると、法尻は軽く崩れて、

ちょっとすべっている。

ということで、これは材料も違うんですけど、締

め固めの程度とかが違うんですが、こういった形で、

実際は、照査しているような円弧すべりはスパーン

と行くわけではなくて、法尻から徐々に壊れたのが

進行して最後バズッといく左のようなケースとか、

右のケースはもう法尻がちょっとすべったぐらいで

終わってしまうということで、実際には土質とか、

締め固めの程度で挙動が随分違うんですけれども、

これはベルトで円弧すべりをやっているんですが、

● スライド18
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そういう円弧すべりはこれで表現できているのかな

というところをいろいろ検討してみます。

それで同じような実験ですね。（スライド21、22）

堤防の土質、この「Fc」というのは細粒分の割合で、

これが少ないほど砂っぽいと。これが多いと粘土っ

ぽくなってくるんですね。それと「Dc」というのは、

締め固めの程度です。昔は基準が85%でしたが、２

〜３年前に92%に国交省の共通仕様書が変わってい

るんですが、それより昔の堤防ですと85％が基準な

ので、実際にはこれよりもっと緩い場合も存在する

ということです。でも変えています。これは細粒分

が細かいとこう崩れていたり、これも細かい材で

10％くらいだとこういう進行的な破壊が生じました

ということです。

それで次のケースですと、もうちょっと細粒分が

増えてくる。これが先ほどの細粒分が30%ぐらいで、

締め固め度が85%ぐらい、最終的には全部破壊につ

ながりましたということです。これが同じ材料なん

ですが締め固め度を90%でやると、法尻がちょっと

すべった感じに。これをもうちょっと細粒分が多く

なってきて、締め固め度を90%ぐらいでやると、こ

れはあまり変わらない、ということで、ちょっとし

た材料の違いですとか、締め固め程度の違いで実際

にはこの堤防のすべりに対する安全性というのは全

然違うということが分かっていますし、実際に壊れ

方の進行の程度も大分違うぞということです。今の

５ケースは実は全部円弧すべりをやるとアウトなん

ですけれども、そういう違いが実際にはありますと

いうことです。ですので、こういう破壊が進行する

のか、最終的には全般破壊してしまうようなもの、

こういうものです。さらに時間も違うんですが、そ

ういうところまできっちり評価しないと、なかなか

合理化につながらないぞということが分かってい

ます。

それで一応まとめますと、河川水位が高かったり、

法面勾配が急ですとか、細粒分が少ないとか、締め

固め度が小さいと、進行的には徐々に、最終的には

ズバッと行くような被害が起きやすいということが

分かっています。それで実際に、先ほどの絵にもあっ

たように、ドロップ状にだんだんと進行していくと

いうことが分かっておりまして、やっぱり砂っぽい

のとか、締め固め度が低い、要するに緩い堤防ほど

進行しやすいということが分かっております（スラ

イド23）

それで、今はかなり大きな実験をやっていたんで

● スライド21

● スライド22

● スライド23
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すが、いろいろな材料を使って、これって本当に進

行程度とどう違うんだということを、もうちょっと

小さい実験をいろいろやってます。これは材料が①

〜⑩の10種類、条件を変えて13ケースやっていて、

粒度の範囲で言うと、かなり細粒分が多いような、

多いと言っても35％ぐらい、ここは細粒分になりま

す。ここから下がシルトとか粘土、砂っぽいのとか、

あとは礫を含んだものを含んで実験をやってみまし

た。（スライド24、25）

グラフの説明ですが、法尻付近は動水勾配との関

係で見ていただくといいんですけれども、動水勾配

というのはなかなか局所的な動水勾配を実験で測る

というのは難しいので、これは法尻から10cm下がっ

たところの動水勾配なんですが、大体0.3ぐらいから

変異が出始めて、要するに崩れ始めるということが

実験的には分かっています。設計上は0.5とかでやっ

ているんですが、かなりこれは10cmぐらいの細かい、

本当に先っちょのところをやっています。これは先

に行くほど動水勾配は実際に大きくなるんですが、

この範囲に依存するんですね。大体0.3〜0.4ぐらいか

ら変形が進む。要するに崩壊が始まるということで

す。それで大体この辺が砂質土です。それで、この

辺の礫を含んだものだとやっぱり崩壊しなかったり

とか。中には全然壊れないものもあって、かなり土

質によって違うということと、法尻付近の局所的な

動水勾配で変形の仕方が変わってくるということは

分かっています。

それで、この進行程度というのは模式的に整理し

てみました。（スライド26）

最初に何が起きるかというと、浸潤面が法尻に達

してくると、やっぱり最初に細粒分が抜け出してく

る。濁った水が出てくるとよく言いますが、やっぱ

り濁った水がチョロチョロ出始めます。次に、そう

すると法尻の湿ったところがだんだんと外に、いわ

ゆるはらみ出してくるんですね。それが進んでくる

● スライド24 ● スライド26

● スライド25



69第 2回　河川研究セミナー

とここに亀裂が入ってきて、最後にはチョロッと小

さい崩壊が起きる。そうすると、今度は後ろがドロッ

と垂れてきてすべると。それの繰り返しで徐々に変

形が進行していっているという様子が分かります。

先ほどの映像の方でも徐々にスライス状にドッドッ

ドッドッと進んでいくというような形で被害が起き

ております。

それでこういう被害は、よく言われるのは内部侵

食というもので、細粒分が抜け出すことによって崩

壊する、ということで、それはあるのかなというこ

とでいろいろこの崩土について実験前の材料と比べ

てみると、多少はこの濁り水が出てくるので抜けて

いるのかなと思ったんですが、粒度を調べてみると

そんなに有意な差はなくて、多少出るは出るんです

が、特に材料によるのかもしれませんけれども、あ

まりこの細粒分が抜けることが支配的な要因ではな

さそうだと。それよりも水位が上昇していって、こ

の辺の強度が落ちて変異が進むということ。それに

よってちょっとずつすべるという、徐々にそのすべ

りの進行に伴って水位が上がっていくんですけれど

も、そういう影響がかなり大きいのかなということ

が分かってきております。

それで、これは本当に実際に先の先はどうなって

いるんだろうかということで、なかなか実験で計測

できないので、解析をしました。これはメッシュ１

個が1mmとかそのぐらいにすごく細かく切って浸透

流計算をしてみました。（スライド27、28）それで

実際にパラメーターを実験に合うように設定して、

本当に法尻の変形が進んだところってどうなってい

るんだろうということで計算をしています。拡大し

たのがこれで、土というのは有効応力が低下すると

強度を失うということですが、それがどのぐらい低

下しているかというと、本当に法尻の先端部分あた

りだと約３割ぐらい強度が低下しているということ

が分かります。３割程度なんですが、それプラス浸

透流の作用がかかっているということが分かってい

ます。

それで実際に法尻の本当に局所的なところでどれ

ぐらいの導水勾配が出ているかというと、先端を含

めるともう非常に局所的に0.4とか0.5ぐらいの導水勾

配が発生してきているということで、こういうとこ

ろでやはり当然、いわゆる限界導水勾配と言われる

んですが、粒子に応じて導水勾配が大きいと粒子が

動かされるということになるんですが、そういう現

象が解析的には起きているということが分かり

ます。

それで実際に本当に局所的なんだと、ここを大き

い石で置きかえてしまえば実は動かないんじゃない

かなというように考えるわけで、これなんかは本当

に数cmなんですね。局所的には。そうすると、では

ここに大きい礫なり石を置いてしまえば止まるん

じゃないかというように思うんですけれども、それ

は実験的にはちょっとドレーンを置きかえるとこう

いう破壊というのは止まるんですが、実際にそうい

● スライド27 ● スライド28
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うことなのかなというように今は考えています。で

すから、最終的にはこういった局所的な導水勾配と

いうのはどのぐらい粒子構造のものが流されやすい

のか、強度低下しやすいのかというところが最終的

な評価の一番の肝になるのかなというように考えて

いて、それを今年度はやろうとしているところなん

ですが、まだ途中段階なんですけれども、こういう

ところを検討しています。

実際に、局所的に見ると本当に先端部のこういう

ところから始まっているので、先ほどもここを大き

な石に置き変えてしまえばいいんじゃないかという

話をしたんですが、実際に斜面なんかですと、当然、

下から湧水等によって壊れる所に、蛇籠のようなも

のを置くというだけの対策がなされていますが、そ

の原理というのがたぶんそういうことなのかなと、

局所的に動水勾配が上がるところに流されないよう

に大きいものを置いておけば進行は止まる。経験的

にもたぶんそういうことなんだと思うんですが、そ

れを定量的に、できたら設計に反映させていきたい

なというように考えております。

それで、これは我々が目指しているイメージなん

ですが、今、すべりに対する安全性照査というのは

浸透流解析をやって、全部、円弧すべりで評価して

いく。小さいすべりから大きいすべりも含めて全部、

円弧すべりで計算してアウト、セーフということを

やっているんですけれども、円弧すべり的なものと

いうのはかなり最終的には全般破壊なのかなと思っ

ていて、やっぱり法尻から進行性が起き得るのかと

いうと、やっぱりこれは浸透流解析と言うよりは局

所的な浸透流によるものと、あとは動流シンによる

関係でやはりこういう進行性が起きやすい条件とい

うのはまた別にあるのかなというように考えてい

て、最終的には全般的な円弧すべり、小さい方につ

いては別の基準を持っていきたいなということで、

今はこういったところに向けて検討を行っていると

いうところです。（スライド29）

それで次の話題ですが、「浸透対策の合理化」と

いうことで、浸透対策はこれまでいろいろな方法が

提案されてきて、実際に行われているものです。浸

透に対する対策ということで、断面拡大法ですとか、

川表に遮水シートを敷いたり、矢板を打ったりしま

すが、堤体の浸透に対してはドレーン工法とか、基

礎地盤のパイピングないしはブランケット工法、表

法被覆ということで遮水シートを、こういう対策が

よく取られていると思います。（スライド30）その

あたりは透水トレンチということで、特にパイピン

グですとか盤膨れ等に対して川裏から水の圧力を抜

いてあげればいいじゃないかということで、提案と

してはこれまでもあるんですが、実際にはなかなか

設計法というのは提案されていなくて、実際に使わ

れた事例というのはないんですけれども、こういう

ものについて今は検討しています。

それで、実験をやりまして、これは半断面ですけ

れども、堤防の上に被覆土層があるところに透水の

● スライド30● スライド29
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トレンチを置いて、こちら側から水位を上げて、砂

層・透水層に圧力をかけて、それが無対策の場合と

比べてどのぐらい違うかということになっておりま

す。（スライド31、32）それで、これが無対策で、

法尻からの距離で圧力がどう変わるかということ

で、これはグラフの下ほど水圧が高いんですが、同

じ河川水位に対してやっぱりトレンチとかをやって

あげると無対策に比べて水圧を低減させることがで

きますよというのが分かります。

それで、こっちが水位をずっと上げていったとき

に、被覆土層の下の水圧がどう変わるかということ

で、こちらのグラフでは上が水圧が高くなっていま

す。細い線が無対策です。無対策だと、水圧が上がっ

ていくと、例えばこのケースだと３mぐらいのとこ

ろで変異が出て盤膨れが起きるんですけれども、ト

レンチをやっていくと水位が、例えばこのケースだ

と1.5倍ぐらいまでは保ちますよということが分かっ

ていて、効果はあるんです。実は理屈上は簡単で、

浸透流の計算をすれば水が流れているので、被覆土

層の水位は下がるということで、かなり効果はある

ということは確認できています。

そういったことは分かっているんですが、実際に

なぜ設計が難しいのかということで、実は確認でき

ているんですけど、排水能力、当然トレンチなり、

あとは点で穴を開けていくという方法もあるんです

が、そのときに結局、排水が追いついているうちは

水位を下げてくれるんですが、下からの排水が追い

つかなくなると圧が溜まってきて、やはりどこかで

吹いてしまうということで、そういう不測の自体が

あった場合にどうなるかというのが実はよく分かっ

ていなくて、これは実験的に今、検討しているとこ

ろです。実際には目詰まりとかすると、そこでボー

ンと吹いてしまったりするという現象があって、目

詰まりしないような仕様とかそういうのを今は検討

しているところです。

それと、あとは最終的に設計なんですが、理屈上

は計算すれば出てくるんですね。水が流れて、水が

排水されれば水圧は下がりますので。ただ、実際に

設計するとなると地盤調査を透水係数とかを設定し

なければいけないですし、当然、透水層の厚さとか

も調べなければいけないということで、地盤調査が

完璧にはできない状況の中で、どう安全余裕を見込

んだらいいかというのがちょっとなかなか決め切れ

ていないというところですね。なので、かなり安全

側に設定すればいいのかもしれませんが、そうする

● スライド31 ● スライド32
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とかなり大きな規模になってしまったりして、

ちょっと今こういうところでどのぐらいの安全余裕

を持ったらいいかということで、なるべく早いうち

にマニュアル化してまとめたいなと思っているんで

すが。今、頭にあるのはこういうところと、あとは

トレンチで、砕石等で置きかえているんですが、そ

こは目詰まりしないようにどうするかとか、目詰ま

りした場合の維持管理をどうするかというところ最

後の詰めをちょっといろいろやっているところで、

これができると今まで矢板を打たざるを得なかった

ところも、もう少し安く対策できるかなというよう

に考えています。

最後に、浸透関係で、「点検・診断法」というこ

とで、これは堤防だけに限らず、河川構造物を含め

た維持管理の重要性というところで、最近は笹子ト

ンネルで構造物の老朽化対策ということで、河川構

造物についても喫緊の課題ということです。それで、

そういう中で点検・診断ということが行われている

んですが、非常に数が膨大で、堤防の場合には延長

が多かったり、その間にあるのは樋門とか樋管とか、

こういう構造物がすごくたくさんあるということ

で、何とか合理的にできないかということで今取り

組んでおります。（スライド33、34）それで、これ

は研究自体は国交省さんからお金をもらって、土研

だけでなく、こういう非破壊検査とか、物理探査と

かを物理探査学会と組んでやっているんですが、そ

ういう形で診断と物理探査を含めた点検をもう

ちょっと合理化して、維持管理の合理化にできない

かということです。

それで１つポイントは、まず診断についてですが、

診断というのは「何か変状があったら直さなければ

いけない」というところが、現在ではそうなってい

ると思いますが、なかなかそれだけでは追いつかな

いところがあって、「ではその変状は本当に堤防の

機能にどうなの」というところをもう少し明確にし

てあげることによって、変状を見つけたときに「こ

れはもうちょっと放っておいてもいいかな」とか、

「これは経過観測ぐらいでいいかな？」と、「これは

もうダメなんで緊急的な対策が必要ですね」といっ

たところを、もうちょっと明確に堤防への機能を定

量的に評価するということによってその診断をもう

ちょっと合理化しましょうということです。

それで実際に本省さんが「診断の手引き」という

のを今年３月に出していて、そういう考え方が入っ

てきているかと思います。ただ、なかなかやっぱり

本当の被災のメカニズムとか、進行の影響を踏まえ

た段階的な診断というのはまだまだできていない部

分というのがあって、そういったところに反映して

いければなということでやっています。対象として

はこういう樋門、樋管周りですとか、堤防自体とか、

あとはコンクリート構造物とか、矢板材を使ったよ

うなものを対象にして、今日はちょっと堤防の話と

土の関係でお話をしたいと思います。

それと、あとは物理探査の話で、こういう堤防の
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73第 2回　河川研究セミナー

弱点箇所とかそういった箇所について、非破壊検査

技術、物理探査等を使ってもう少し合理化するなり、

正確に弱点箇所を把握できないかということと合わ

せて、セットで研究をしているというものです。そ

れで研究の目的として、樋管とか樋門周りのこうい

うところの、どうして機能低下していくかというこ

とで、非破壊検査技術でできないかということと、

あとはコンクリートですとか矢板とかをそれぞれ点

検と診断法ということで研究をしております。

ちょっと今日は堤防の方のお話をしたいと思い

ます。

これは最終的な成果のイメージで書いているんで

すが、まず構造物周辺堤防の既存の詳細点検のフ

ローです。（スライド35）実際の実務では外観の目

視調査を行って、抜け上がり量が多いとかこういっ

た一次診断というのをやって、それで「なんかちょっ

とヤバそうだぞ」というものに対しては管内の調査、

最終的には連通試験とかをやって、対策か、対策不

要かというこういった判断をしているんですが、そ

れぞれの例えば一次調査、外観調査でどういうもの

を連通試験をやらないかというのはなかなか定量的

に示せていないというところがあって、既存のデー

タ等を収集してどれぐらい外観が、例えば「抜け上

がり量が何cm以上だったらこっちに行かなければい

けないね」とか、「詳細点検が必要ですね」とか、

そういうところの閾値を作るということを検討して

います。

それともう１つは、連通試験を実際にやる前に、

連通試験でしか、浸透に対するというか、堤防機能

の評価というのは現時点ではなかなか難しいんです

が、レーダ探査とかそういうものでできないかとい

うところをやって、こういう点検の効率化につなげ

たいというように思っています。それで、今日は

ちょっとそっちのスクリーニングの方を考えており

ます。

それで、堤防の樋門・樋管周りの空洞化なり、樋門・

樋管周りの堤防の機能の低下ということで、幾つか

パターンがあります。それで、いろいろな被災事例、

変状事例というのを調べた結果、大きく分けて３つ

ぐらいのパターンがあるのかなというように考えて

おります。（スライド36）「A樋管」と書いてありま

すが、これは函体のクラックですね。例えば圧密沈

下で古い函体にクラックが入るとか、これは地震の

後の例なんですが、地震によって堤防が沈下したの

につられて、函体にクラックが入るなり、函体自体

の損傷によって開口してしまって、堤防の土砂が崩

落するということ。これによって出水時に管内の水

が噴き出て、堤防が噴き出るとか、堤体が陥没する

とか、そういう変状があります。函体の損傷が堤防

に影響する場合。

それでこちらの「B樋管」というのが、これは函

体の下の空洞ですね。あとは継手自体が開いてしま

う。やっぱり堤防の変形に伴って函体が引っ張られ

て、それによって継手が抜ける。大抵止水板が入っ

● スライド35 ● スライド36
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ているんですが、そういった止水板の破損まで繋

がってしまうと、堤防の陥没ということが起こる。

これは実際の事例で地震の後なんですが、地震の後

の出水によって樋管周りに空洞化が起きた。

それで３つ目のパターン「C樋管」は、これは昔

からよく言われている、軟弱地盤上で杭支持された

樋管の下の空洞化によって陥没が起きるという形で

す。以上、大きく分けてこういう３パターンがある

かなと思います。

それで、それぞれのパターンについてどういう形

で変状が進行していくか。じゃあ、そのときの健全

性というのはどうなのかなということで、これはか

なりポンチ絵的にまとめております。これは樋管、

函体が破損するというパターンで（スライド37）、

多いのは地震とか、基本的には基礎地盤の変形に伴

うものと、堤防の沈下、基礎地盤の沈下等に伴って

函体に力がかかってクラックが入るという事例が多

いです。函体の劣化によってクラックが入るという

のはあまりなくて、こういう周りの堤防の変状に伴

う函体の損傷というのが非常に多いです。

それで実際に圧密沈下の進行等によって函体にク

ラックが入ってくる。ちょっとしたクラックぐらい

なら、堤防の機能としてはあまり問題はないという

ことで、これは大体、診断のイメージを書いている

んですが、「このぐらいなら対策不要かな」という

ことです。函体がかなり開いてくると、「ちょっと

点検に注意した方がいいですね」と。それで函体が

開いてくる、開口して裏の土が見えてくると、「こ

れは対策が要るでしょう」と。それと土砂が流出す

るぐらいやると、当然、堤防の周りが緩んで陥没が

進行しているということで、「これはもう緊急対策

が要るでしょう」、「函体の周りとか、時間があるよ

うなら堤防開削して置きかえるとか、そういう対策

が要るでしょう」ということで、こういう変状の定

量に応じてこういう診断法というのを提案している

ということです。

それで、こちらは次のパターンで（スライド38）、

似たようなものですが、函体の継手、実際にこうい

う被害というのは見られているんですけれども、こ

れも健全な状態というのはこうなんですが、例えば

周りの沈下によって空洞が起きるとか、継手が開い

てくると「要注意」ぐらいかなと、機能はしている

ので。ただ、許容値を超えるような開きがあると、「こ

れはちょっと早目に対策をした方がいいですね」と

いうことと、開きがさらに開いてきて土がこぼれ出

してくるような状態であると、これは緊急対策で

しょうし、実際に陥没なんかが起きたら「これはす

ぐに対策だ」ということで、こういった堤防機能へ

の影響ということで、これも診断できるんじゃない

かということで考えております。

これが昔からよくある杭基礎で支持された構造物

の診断ということで（スライド39）、これも圧密沈

下の進行によって空洞ができてくるんですが、これ

も空洞があるぐらいなら、実際には止水板とかが

● スライド38● スライド37
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入っていますので、すぐにアウトというわけではな

いんですが、当然、空洞が大きくなってきて止水板

への負担が大きくなってくるとアウトでしょうし、

空洞があってそこに土砂が流出し出すような場合と

いうのは、堤防自体に緩みとか陥没が起きてしまう

ということで要対策だということで、こういう観点

での診断というのができるんじゃないかというよう

に考えております。

それと実際に空洞の抜け上がりの方なんですが、

一次的なスクリーニングとしてはやっぱり外観から

調査するしかないということで、国交省さんで点検

された過去のいろいろな事例というのを集めまし

た。それで、その堤防天端の抜け上がり量と、実際

に空洞があったか、なかったかということ。これも

削孔して調査された箇所のデータのみを集めてやり

ました。（スライド40）そうすると、やっぱり２cm

ぐらいの抜け上がりだと空洞化が起きているという

のはないんですが、２〜10cmぐらいだと空洞率が上

がってくると。逆に10cm以上の抜け上がりが減って

いるとなると、これはたぶん、対策をしたんだと思

いますが、こういう傾向があって、やっぱり抜け上

がりが大きいと空洞が実際に発生してくるというこ

とが分かっていますし、要するに抜け上がりという

のが１つの空洞の発生の有無をあらわす１つの指標

としてはやはり有効なのかなというように考えてい

ます。

ただ、細かく見ていくと、なかなか実際の空洞量

との関係は対応していかなくて、実際は地盤条件に

よって随分違うぞということが調べていくと分かっ

てきました。それで、実は実験をやっていて、函体

下の地盤条件の違いによって、どのぐらい抜け上が

り量と空洞の関係が違うかというのを実験でやって

おります。（スライド41）これは遠心模型実験とい

うものですが、これが函体で、基礎地盤が粘土地盤、

それでこの函を杭支持して、その上に周りを堤防を

● スライド39
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模擬したようなものを作ります。遠心実験というの

をやって、この粘土層を強制的に圧密させます。そ

れによって圧密によるこの函の下の抜け上がり、そ

こが空洞化、というのを再現するような実験をやり

ました。これは地盤条件を変えたというのは、函体

の下が圧密するような粘土地盤で、カオリンという

のは白い実験用の粘土なんですが、粘土で作った場

合と、直下に砂層を挟んだりした場合ということで

実験をしております。

これが実験です。こっちが粘土だけ、それでこっ

ちが間に砂層を介在しているような場合です。（ス

ライド42、43）これを見ると実は粘土地盤だとやっ

ぱり圧密するから空洞化しやすいと思いがちなんで

すが、実は粘土が非常に弱いと、周りが圧密沈下し

ても、粘土が弱いのでこの穴を埋めようとする動き

をして、実際に空洞というのは若干、発生も遅いし

進行も遅かったということがあります。逆に砂をか

んでいると砂の方が強度が強いので、周りが沈下す

るとそのまま引き込まれてしまうんですね。これを

なかなか埋めてくれないと。実際に空洞のでき方は

下に砂層があった方がよかった。当然、砂層は圧密

沈下しないので、砂層の下に粘土層があって粘土が

圧密沈下して、こう砂層がある場合ということなん

ですが。

そういうことで、冷静に考えてみればそうなのか

なと。ここは粘土の方が弱いので埋めてしまうんで

すが、下に砂層があり、その下の粘土が圧密沈下す

ると、ここが強度を持って回り込まないので空洞の

進行が早いということです。

これは実際に、周りの変異と空洞の発生の大きさ

というのをやると、こっちが砂層なんですが、砂層

だとやっぱりちょっとした抜け上がりでも空洞がど

んどん進行してしまって、粘土の場合にはある程度

沈下が進んだところから進む。こっちの場合には粘

土が弱いので、空洞を埋めるような形で粘土が変形

してくれるということで、かなり地盤条件によって

違うということです。ですから、単に抜け上がり量

と空洞というのも、地盤条件によって随分違いそう

だということで、先ほどのデータというのも地盤条

件の関連も含めてスクリーニングして、もう少し精

度を上げていきたいなということで現在は取り組ん

でいるところでございます。

次に、物理探査の活用ということで、いろいろな

物理探査法があって、今考えているのは、ちょっと

● スライド43
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先ほど詳細点検の流れというのをやりましたけれど

も、例えば一連区間の設定とか、弱点箇所の抽出と

いうことで、かなり被覆土層の薄いところは弱点に

なっておりますが、なかなかそれをボーリングとか

で見つけるのは難しいということで、そういうとこ

ろに物理探査をかませて、連続的に調査することに

よって、そういう弱点箇所を抽出できないかという

ことで取り組みをしております。（スライド44、45）

それで今、先ほどの事例とかでもあったんですけ

れども、浸透に対して弱点箇所の抽出ということで、

今６割が浸透調査でアウトということで、それにつ

いてどう対策していくかということで、優先順位を

もう少しつけたらいいんじゃないかということで、

これはいろいろ本省さんの堤防の委員会の方で検討

されていると聞いていますが、そうした中の１つの

指標として、先ほどの事例もそうなんですが、やっ

ぱり被覆土層が薄いところが被災しているというと

ころがあったので、こういうところが目安であり

ます。

では、こういう被覆土層の厚さを測るにはという

ことで、簡単なサンプリングを行ったり、サウンディ

ングしたりということが１つの考えとしてあると思

いますが、ではそこに物理探査をかまして連続的に

取ればもう少し被覆土層の薄いところ、弱点箇所と

いうのを抽出できるんじゃないかということです。

そういうところに使えないかということで、実際の

漏水等の被害があった箇所で適用性というのを検討

しています。

これは北上川で、川裏側で漏水があったような箇

所で、これに沿って物理探査をやっています。物理

探査としては表面波探査ですとか、あとは「GPR」

という地中レーダを使った探査を行っております。

（スライド46、47）

結果、これが漏水箇所の断面図で、この辺で漏水

しているんですが、これを拡大したのがこれです。

これは実際に漏水があったところをサウンディング

を数十mピッチでバーッと打っていきました。実際

に被害があったのはここで、被害区間を書いていな

くてすみません。これが地表面で、このラインが被

覆土層の厚さです。やっぱり被覆土層の薄いこの部

分で被災がありました。これは後からサウンディン

グで細かくやって分かったんです。この下が礫層で

す。サウンディングだと入らないような礫層があっ

たということが分かっています。実際に漏水被害が

● スライド45
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ここで起きている。

これに対して地中レーダをかけた場合、そうする

とこの波は何かしらの境界面をあらわしているんで

すが、この形状は一応は出てはいます。これを見つ

けるというのは、これは職人技だと思いますが、た

だ、何かしらのものが見えると。

こちらは比抵抗で見ても、何となくここにあると

いうことが分かります。これは統合物理探査という、

比抵抗とS波速度を測って、よくある「クロスプロッ

ト」というもので、これを横軸にS波速度、縦軸に

比抵抗とやって、それぞれの点がどうなるかという

ことで、一般的にS波速度が小さくて、比抵抗が高

いと。それでS波速度が高いと言うことは、固い地

盤で、比抵抗が高いというのは水をあまり含んでい

ないということで、この辺が礫っぽいと思われる。

礫とか固い砂と。それで、この辺が粘土っぽい。こ

の辺で、今は色で赤、黄色、青と分けていますけれ

ども、この断面をクロスプロットで分けると、やは

り何となく被覆土層っぽいところは水色になってい

て、ここに礫層があるんですが、ここは赤で出てい

る。ただ、この色の分けをどうするかによって見え

方というのは変わってくるので、この分ける部分を、

同じデータですが、色分けの閾値を変えたものです。

いずれにしても、ここに何かありそうだというの

は分かってくる。だから、これぐらいなら分かる、

ちゃんと分かると。ただ、なかなか基準値をどうす

るかというのがあります。だから実際は物理探査だ

けではなかなか難しいんですけれども、例えばサウ

ンディングとこれを併用することによって、サウン

ディング数本＋物理探査をかますだけでこのぐらい

のことは予測できるだろうということが分かってき

ているんですね。ということで、なかなかサウンディ

ングもかなり細かくやっているんですが、これを堤

防全川にやるわけにいかないので、こういった物理

探査とこういったサウンディングとかボーリングと

いうのを併用することによって、こういう先ほどの

物理探査の閾値を逆に設定してあげる。その現場、

現場で設定してあげることによって、これぐらいの

何か異常がありそうな箇所が見つけられそうだとい

うことが分かっています。

そういうわけで「今後の課題」というところで、

これは堤防の先ほどの変状ですね。やっぱり健全性

判断を、何かしら変状があるんですが、それを健全

性との関係で診断法というのをもうちょっと高度化

していきたいということです。（スライド48）

あとは物理探査については、今も言ったんですが、

物理探査ひとつだけで全部判定するというのは現時

点ではなかなか難しいのかなと思います。ただ、やっ

ぱり前後のボーリングデータとか、先ほどのサウン

ディングを併用することによって、かなり面的に、

少なくとも弱点となりそうな、異常がありそうな箇

所というのが見つけられそうだということがありま

すので、単に物理探査で全部やるんだということで

はなくて、物理探査と他の手法をどう組み合わせて
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やれば弱点箇所を抽出できるかという手順みたいな

もの、そういったものを最終的にはマニュアル等に

まとめていきたいなということです。幾つか事例を

含めてこういう検証をしていて、最終的にはマニュ

アルを、なるべく今年度中ぐらいには何とかしたい

なと思っていて、提案していきたいなというように

考えております。それで、というところで浸透関係

は一応終わりで、耐震関係のお話に移りたいと思い

ます。

耐震関係はいろいろあるんですが、耐震基準は先

ほど紹介した阪神のときの淀川の事例からいろいろ

耐震対策等が進んでいるんですけれども、その経緯

と、平成24年に東日本大震災を受けて耐震の指針等

を改定しているんですけれども、そこの背景と、あ

とは今年度の改定に向けて取り組んでいる内容につ

いてご紹介したいと思います。

経緯については、あまり時間もないので簡単に飛

ばしていきたいと思います。過去の地震でかなり被

害は出ているんですが、いずれの被害も堤防の地震

の被害というのは液状化になります。液状化という

のは基礎地盤が液状化したり、あとは東日本大震災

のときに注目された堤防自体が液状化してしまうと

いう現象があるんですけれども、そういったもので

す。（スライド49）

それで、これはきっかけになった、先ほども紹介

された淀川の事例です。淀川の酉島というところで、

これは基礎地盤の液状化でこういう大規模な被害が

起きたということです。（スライド50）

堤体自体が液状化するという現象については、東

日本大震災で注目されたんですけれども、実はもう

ちょっと前にも同じ現象が起きていて、1993年の釧

路沖地震、あの辺は湿地で、泥炭層があって非常に

軟弱な地盤があって、その上に築堤したところの堤

防で、1993年の釧路沖地震のときにこういった堤体

自体が液状化する被害が出ています。（スライド51）

ただ、このことは北海道特有なのかなということで、

あまりメインな被害だとは思われていなかったんで

す。ですから、耐震対策ということで東日本大震災

までは基礎地盤の液状化対策がメインだったんです

が、こういう現象もないわけではなかったというこ

とです。

それで堤防の液状化被害、どう壊れるかというこ

とで、これは基礎地盤の液状化の実験ですね。ちょっ

とイメージを掴んでいただいて、これは下が液状化

しやすい砂層、上が堤防になるわけです。これは基

礎地盤が液状化していきます。今これを揺らして

いって、この辺がだんだんとタプタプしている。メッ

シュが樽状になっていくのが分かるかと思います。

これは遠心実験というものでやっていまして、実

際は遠心実験ですと相似則でかなり早く終わるんで

すが、これは高速度カメラで撮って実スケールに合

わせてあります。ちょっと元がどこだか分からない

かもしれませんが、この辺にあった堤防が、基礎地

盤、この黒いところが液状化層になっていて、これ

● スライド50 ● スライド51
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が液状化することによって沈下する。それで周りは

側方に流動しているということで堤防の沈下とかク

ラックが入るということです。

これはマンガ画で示したものでして、（スライド

52）下のこの赤いところが液状化すると、ここが強

度が低下する。極端に言うと水みたいになって、重

い物が沈下。それで当然、ここにあったものが横に

広がるということです。特に基礎地盤が横に広がる

ということで、天端縦断のクラックがたくさん入る

ということです。それと、ここが液状化すると、液

状化で発生した過剰間隙水圧が消散するということ

で、液状化層自体が体積を圧縮して沈下するという

ことになっております。

それで全体的な傾向として、昔から言われている

地震時の堤防の沈下ってどのぐらい起きるのかとい

うことで、これは過去のデータをパーっと記したも

ので、よく「75％ルール」と言われているんですが、

堤防の沈下は75％ぐらいですよと。25％は過去の事

例から残るということが言われていて、こういう関

係がありますということです。（スライド53）

それで実際に過去の地震でどういうところで堤防

の被害があったかということで、これは微地形ごと

にやりましたということです。（スライド54）

これは過去の地震における沈下が例えば３mぐら

い起きるというのは、いわゆる干拓地です。干拓堤

防とか、あとはこれはあくまでも治水地形分類図と

かの地形なので、一般的に埋立地とかは干拓地とか

になってしまったりする場合があるんですが、埋立

地とか干拓堤防というのがやられます。

次にはこういった氾濫平野とかが出てくるという

ことで、こういうようにかなり地形的にもやられや

すい箇所というのが分かっていて、例えば堤防の耐

震点検マニュアルなんかだとこういう地形によるス

クリーニングということで、こういう旧河道とか、

落堀とか、干拓地、こういうところは極大ですよと

言われています。次に可能性があるのは、自然堤防

とかこういう箇所。微地形である程度液状化の被害

の可能性というのは、過去の事例からもこういう傾

向があるということが分かっています。

それで、地震の耐震対策というのは平成７年の阪

神淡路大震災の後から進められているんですが、当

時はなかなか変形解析というのはできなかったの

で、基本的には円弧すべりの計算です。（スライド

● スライド54● スライド53

● スライド52
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55）「⊿U法」と言われていますが、地震による過剰

間隙水圧の発生、液状化判定の結果から求めて、そ

れによって円弧すべりの計算をやっていました。そ

れとあとは円弧すべりの安全率と、沈下量というの

も過去の経験式でエイヤッと求めてやっていたと。

それで照査自体は現時点と変わらなくて、河川水位

が越流しないことを求めるということで、この沈下

量が河川水位に対して下回るかどうかということで

照査していたということでやっております。

それで、これは平成19年に河川構造物の耐震性能

詳細指針というのが出て、いわゆるレベル２地震対

応というのを行っております。（スライド56）先ほ

どの阪神以降は照査法が円弧すべりで、塑性安定計

算といってもなかなか、レベル２だとどこもかしこ

もアウトだということで、基本的にはいわゆるレベ

ル１に対してこういう照査をしていたんですが、こ

の平成19年からレベル２地震動に対する照査という

ことで、実際の堤防の沈下量自体も簡単なFEM解析、

「静的な自重解析法」と言っていますが、液状化の

影響をこういう地盤の剛性低下として見て、自重解

析で沈下を表現するということで、こういう方法に

よってやっています。

実際に照査自体は先ほどの阪神の後と変わらず

に、河川水位に対して堤防天端高が下回らないとい

うことを照査させていたというところです。

こういうところで東日本大震災が起きたんです

が、被災個所2,000箇所以上ということで、かなりの

数に上っています。これは関東だけでもこのぐらい

の箇所がやられたということで、やっぱり原因とし

ては津波もあるんですけれども、津波以外ですとや

はり基礎地盤ですとか、堤体の液状化でしたという

ところになっております。（スライド57）

それで地震の発生エリアが非常に大きくて、被害

が甚大だったということ。特によく言われたのが、

● スライド55 ● スライド57

● スライド56 ● スライド58
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東日本大震災の地震動の継続時間ですね。液状化と

いうのは地震の大きさもあるんですが、地震動の継

続時間が長いと液状化もしやすくなるということが

分かっていて、やっぱり東日本大震災は非常に継続

時間が過去の地震と比べても長かったということ

が、液状化による被害を増大させたと言われており

ます。（スライド58）

これはひとつの事例で、冒頭に紹介したんですけ

れども、阿武隈川の枝野というところでかなり壊滅

的な被害を受けております。（スライド59）それで

特徴的なのは、天端が２m以上沈下しているんです

けども、川裏が耕作地なんですが、実はこの耕作地

には全然変状はなくて、堤防自体が崩壊して上に覆

いかぶさっているということで、変状はほとんど堤

防の中で起きているということが特徴的でした。こ

れが基礎地盤の液状化なんかですと、地盤自体も動

いてしまうのでそういうことはない。

それで、これは先ほどのところの断面図（スライ

ド60）になっておりまして、基礎地盤はAc層とかの

粘土地盤で、液状化しないような地盤です。そこに

今、旧堤のBc層があって、その上に腹付け、嵩上げ

した。これはBsになるから砂層ですね。砂で腹付け

拡幅したところです。これは堤防が下が粘土地盤な

ので沈下しています。これは地震で沈下したんじゃ

なくて、恐らく築堤によって圧密沈下で沈下して

いったものと思われて、地下水位がこの中にあった

ということです。それで、この変形モードから推定

するに、この嵩上げしたBs層と地下水位以下まで沈

下したこの部分、この部分が液状化することによっ

て堤体自体が崩壊したというように考えており

ます。

これは下が縦断方向です。それで被災区間という

のがこれだけあって、特に先ほどの写真のところの

特に大きな変状だったところがここなんですが、こ

れはかなり細かく東北地整さんが縦断方向にわたっ

て地盤調査も行っています。これは堤防の天端なん

ですけれども、基礎地盤はやはり同じく粘性土なん

ですが、やっぱり被害が大きかった箇所ほど元々の

堤防がめり込んでいたり、地下水位がやっぱり高

かったということが分かっております。ですから

やっぱり圧密沈下が大きくて、こういう砂層堤防の

築堤材料の砂が地下水下にめり込んでいた箇所で

被害が大きくなっているということが分かってい

ます。

● スライド60

● スライド59

● スライド61
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これは鳴瀬川ですが、これも似たようなものでし

て、これはAs層がかんでいるんですけれども、その

上に築堤するとやっぱりこの下に粘土層があって、

その辺が大きく圧密沈下している。今は旧堤のBcが

川表側にあるんですが、こちらは全然変状はないん

ですが、川裏側の砂で拡幅した部分だけガサッと崩

れているということで、これも拡幅した部分の堤体

が液状化していると思われます。（スライド61）

それで、こちらは利根川の事例でして、これも同

じく利根川もかなり地盤の緩いところが、三和地先

でして、盛ったのと同じぐらい沈下している。かな

り圧密沈下がはっきりしているところなんですが、

やっぱりこういうところですと、砂で盛ったBs層と

いうのはかなりめり込んでいて、ここの液状化に

よって川裏側が崩壊したということです。（スライ

ド62）

それで今もお話をしたんですが、こういう堤体の

液状化のメカニズムということで、周りが粘土地盤

で、こう築堤すると圧密によって沈下するというこ

とです。そうすると、ここに水が溜まってしまう。

それで地震を受けるとここが液状化して崩壊します

ということです。（スライド63）

それで、こういうパターンがどういったことでで

きるかということで、まあ、圧密沈下が激しいとい

うことですね。（スライド64）今ご紹介したように、

築堤して圧密沈下でめり込むと、そこに砂がめり込

んで水が溜まるパターン。もともと旧河道とか、旧

湖沼を埋めてしまった場合ですとか、あとはこれは

よく干拓堤防にあるんですが、河川水が常に堤内地

よりも高くて、常に浸透水が堤体の中に生じている、

こういうパターンでも起きている。特に干拓地なん

かはこのパターン。このパターンとこのパターンで

複合したりもするんですけれども、被害が大きいと

いうことの一因になっているのかなというように考

えてございます。

● スライド63

● スライド64● スライド62
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その他のパターンとしては、基礎地盤の液状化に

よるもの。これは先ほど阪神の淀川のパターンとい

うことで、特に東日本などは細かく調べると、今ま

でご紹介したように堤体自体が液状化してしまう、

あまりこれまで耐震照査の対象としていなかったよ

うな、そのパターンが多かったということが今回の

東日本の特徴になっております。（スライド65）

それでその他、これは基礎地盤の液状化の事例な

んですけれども、これは茨城県の那珂川です。（ス

ライド66、67）これは基礎地盤の液状化ということ

で被害を受けています。下にAs層ですとか、これは

埋め立てもあったんだと思いますが、基礎地盤自体

がBs層ということで、実際に被災区間はここなんで

すけれども、もしかしたら旧河道かなと思いますが、

川裏側は耕作地全面にわたって噴砂が見られるとい

うことです。

あとは東日本大震災では、阪神淡路大震災以降に

液状化対策を行った箇所でも地震動を受けておりま

して、そういう箇所についてもいろいろ調べました。

これは鳴瀬川で阪神以降、ここに「サンドコンパク

ションパイル」という基礎地盤の液状化対策を行っ

た箇所です。（スライド68、69）ここは津波を被っ

ているんですが、天端道路が通っていて、特に大き

な変状がなく、津波をちょっと被って見た目があれ

● スライド67 ● スライド69

● スライド66 ● スライド68

● スライド65
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ですが、特に被害はないということで、対策工が効

果としてあったのかなというように考えており

ます。

それと、これが茨城県の那珂川です。（スライド

70、71）ここも被災がない箇所と被災があった箇所

で、被災が連続している箇所なんですけれども、周

りは液状化とかが起きていますけれども、そこで被

災があった箇所というのは対策をしなかった箇所。

こちらはドレーンをやって、対策している箇所では

被害がなかったということで、ある程度は対策の効

果というのがここでもあったのかなと思います。

それでその他ですが、あとは浸透対策等もどうも

地震でも効いたっぽいところがあって、これは鳴瀬

川水系の鞍坪川というところで、ここが2003年の宮

城県北部地震とのときに堤防の法すべりが起きてい

て被害を受けたところです。（スライド72）それに

対して復旧のときに、法尻にドレーン工を置いたり、

護岸工を置いたり、止水矢板を打ったりとか、こう

いう対策を浸透対策と合わせてこういう対策をやっ

ていた箇所なんですが、前回の被災の2003年の地震

では崩壊したんですが、今回の東日本大震災のとき

は川裏側はほとんど動いていない。川表は天端に若

干クラック等が入ったんですが、天端が沈下するよ

うなことはなかった。もしかしたら、こういった浸

透対策が、法尻をドレーンで止めるとかこういうの

が地震対策としても有効だったのかなと考えており

ます。地震動自体は2003年よりも今回の東日本大震

災の方がずっと大きくて、それでもこの程度で済ん

だということで、こういう対策が効いていたのかな

というように考えています。

それで、その他、護岸工等があった場合なんです

けれども、これもここまで護岸があって、その先で

ガーッと崩れているんですが、護岸もある程度変形

を止める効果があるのかなあということで、なかな

● スライド71 ● スライド73

● スライド70 ● スライド72
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か定量的な評価は難しいんですが、事例からいろい

ろ調べると護岸があるところほどそんなに被害は大

きくないという傾向はあって、やはり定量的評価は

難しいんですが、定性的には何かしら押さえの効果

があるのかなということが分かっています。（スラ

イド73）

これまでが大体事例としてなんですけれども、で

は実際に今までやった対策とどう評価されるのかと

いうことで、堤防の沈下、過去の大体75％ルールと

いうか、75％以上は沈下しないというのがあるんで

すけれど、今回の東日本大震災の事例でも、これは

色がついているのが東日本大震災の事例なんです

が、やっぱり75％以内には収まっているということ

が分かっています。（スライド74）

それと微地形ではどういうところがやられている

かということで、これは東北の鳴瀬川と利根川で調

べています。（スライド75）この鳴瀬川だと自然堤

防ですとか、氾濫平野というところで起きておりま

す。これは恐らくなんですが、堤体の液状化が鳴瀬

川で多かったということを反映していると思いま

す。一方、利根川ですと、やっぱり昔から言われて

いる旧河道とか、そういうところで起きている。旧

河道ですと基礎地盤の液状化というのが原因として

考えられるということです。若干、東北と関東では

傾向が違ったということがありますし、実際に鳴瀬

川の場合には昔から、1973年の宮城県沖地震の場合

には、実は旧河道がやられていたんですが、過去の

地震でもう旧河道の堤防が壊れまくって、強化して

直していたというところもあるのかなと思ってい

ます。

あとは地震の強さとの関係とかも整理しておりま

す。（スライド76）これは地震動の大きさなんですが、

実は地震動の加速度が大きいほど被害が大きいかと

いうと、そんなことはなくて、実は、最大加速度で

言うと400〜500ぐらいのほど被害が大きいというこ

とが分かっています。というのは、加速度が大きい

ところは大体、地盤がいいんです。ですから、そう

いうところは実は被害が少なくて、いわゆる軟弱地

盤だと加速度の値自体は、最大値自体はそんなに大

きくないんですけれども、ただ、こういうところで

被害率が高いということで、逆にSI値なんかにする

とやっぱりSI値が大きい。軟弱地盤なんかはSI値が

大きくなったりするんですが、やっぱりこういうと

ころで被災率が高くなってくる。100以上とかです

● スライド75

● スライド74

● スライド76
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ね。ですからSI値の方が堤防の被害においては相関

がいいということで、最大加速度自体は実はあまり

相関がよくないということが過去からも分かってい

ます。地盤がいいところは大体、加速度は大きくな

りやすいので、なので堤防の被害としてはSI値なん

かの方が相関がいいのかなというのが分かってい

ます。

それで、「対策工の効果」ということでどうだっ

たのか。（スライド77）阪神淡路大震災以降こうい

う基礎地盤の液状化対策というのをやっていたんで

すけれども、それがどうだったかということで、阪

神以降、「Ｌ（レベル）１対策」と書いてありますが、

阪神以降の照査で要対策と判定された箇所、それで

対策した箇所が今は５分の１ぐらいですか、４分の

１はないんですが、５分の１ぐらいしか対策は進ん

でいなかったんですが、その中の対策をしていた箇

所と対策が追いついていなかった箇所、アウトなん

だけど対策がない箇所で、対策した箇所は無被害か、

あっても非常に軽微でクラック程度で、レベル１照

査でアウトの箇所の半分ぐらいで何かしらの被害

が、４分の１ぐらいでは被害があったということで、

やっぱり対策を行った箇所では全体の傾向として被

害が少ないということで、ある程度は対策の効果が

あったのかなというように考えております。ただ、

問題なのはレベル１で「要対策」と言ったところの

半分ぐらいは東日本大震災でも無被害だったという

ことで、耐震性能の照査自体ももうちょっと高度化

していかないといけないのかなという課題ではある

と思います。

それと、これはその他浸透対策はどうだったかと

いうことです。（スライド78）浸透対策でドレーン

工をやったところは実は被害がなかったということ

で、ドレーンも間接的には耐震には効いているかな

ということですが、あとは例えば止水矢板なんかも

やっていると被害が止まっているとか、実際に幾つ

か大被害を受けているところはあるんですが、止水

矢板である程度そこを止めることによって効果が

あったということが分かっています。ですから、逆

に耐震矢板のところも当然効いているんですけれど

も、耐震矢板まで行かなくても止水矢板ぐらいでも

かなり効いている区間があるということで、耐震矢

板の設計ももうちょっと合理化できるんじゃないか

というような課題としてはあると思います。

次に、堤体の液状化というのが今回は注目されて

● スライド77

● スライド78

● スライド79
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いて、ではどういう堤体材料のところでやられたか

というのを今整理しました。（スライド79）これは

これが堤体材料を調べたもので、横軸に細粒分含有

率、縦軸に塑性指数というのがあって、このあたり

が砂っぽいと思ってください。このあたりに行くと

粘土が、細粒分が多くて塑性指数が高いところ、ネ

チャネチャしている、塑性指数が低いというのはサラ

サラしている。それで、ここに青く閾値を書いている

んですけど、これは実は液状化判定の対象になる土層

というのはこういう範囲なんですね。細粒分含有率が

35％以下、ないしは塑性指数が15以下、これが液状化

判定をしなさいよという土質なんです。やっぱり大体

この辺に、ほとんどがこの辺にプロットされて、液状

化判定の対象になるような土において被害が起きてい

るということで、これからも堤体自体が液状化したん

だということが分かると思います。

それと、あとは実際にどれぐらいのところに軟弱

地盤上でめり込んでいたかと見ると、やっぱり１m

以上めり込んでいた箇所で被害が起きているという

ことが分かっています。（スライド80）それとあと

は地震後の調査なんですが、堤体の地下水、堤体の

中に水が溜まっていることが液状化の被害に影響し

たということで、実際にどのぐらいの水が溜まって

いたかというと、やっぱり１m以上溜まっていたし、

率で言うと堤防高さの約２割ぐらい、２割以上高い

位置に、この堤防の厚さの２割より水位が高く、か

つ１m以上の厚さがある箇所で被害があったという

傾向は分かっています。

それでこういう被害を踏まえて、平成24年２月に

耐震性能照査指針の改定を行いました。東日本大震

災の後ですね。それで、その中で主なポイントとし

ては、先ほどから出ている堤防の堤体自体が液状化

してしまうというのがひとつのポイントとしてはあ

ります。それからあとは、施設計画上の津波高、耐

震性能の照査の基準にする照査外水位というのは、

洪水ないしは津波ということで決まるんですが、そ

の津波高については施設計画上の津波を想定しま

しょうということが明確にされたということ。あと

は、特に海岸付近で、河口付近ですと地殻変動で

70cmとかそのぐらい沈下してしまったというか、そ

れをちゃんと考慮すべきだろうということで、堤防

沈下高の算出に際してはこれを見ましょうというの

が、平成24年２月の改定であったということです。

（スライド81）

● スライド81

● スライド80

● スライド82
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それで堤体の液状化については、先ほどから言う

ように実際に砂で中に水が溜まっているとか、沈下

しているとか、そういうところで起きるんですけれ

ども、普通の基礎地盤と同様に、変形解析等によっ

て照査するのがいいんですけれども、東日本大震災

の後にいろいろ計算するとなかなかうまく表現でき

ないということがあって、この改定の際には暫定的

に基礎地盤と堤体の液状化というのは別の照査をや

むなくしました。（スライド82）

それと、基礎地盤の液状化対策についてですが、

対策工についても本当はこういう変形解析で評価す

るのがいいんですが、これはなかなか実際に静的な

解析で、対策前だとこのぐらい沈下したのが、対策

を入れるとこんなになるとか、なかなかうまく表現

できなかったということがあって、実際に東日本大

震災の後、平成24年の改定では対策工については昔

のやり方をやってくださいということをやっていま

す。これはなぜ問題かと言うと、実際に対策工をや

ると、これは実験ですが、ここに固化改良があって、

ここが堤防だと思っていただいていいと思います

が、ここに固化改良があって、揺すると実際にロッ

キングしながら振動で進行していく、回転していく

と、そういう影響が出てくるんですが、それはなか

なか静的照査法では表現できないというところがあ

りますね。対策工に関しては昔の阪神以降に作った

マニュアルで、震度法でやりましょうということで

平成24年のものは、当面それでしのごうということ

をやっています。（スライド83、84）

それと、あとは堤体の液状化対策ということで（ス

ライド85）、先ほどドレーンで効いたというところ

があったんですが、水が中に溜まっているというこ

とならこの水を抜いてあげればいいということで、

特にドレーンを設置するのが対策でしたり、あとは

模型実験等をやったんですけれども、法尻の押さえ

● スライド83 ● スライド85

● スライド84 ● スライド86
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効果があることによって、ドレーンや、川裏で腹付

け盛土をすることによって、堤体自体の液状化の対

策になるということを実験等で検証しました。

これは実験の例なんですけれども、基礎地盤は粘

土の上に堤防を盛って水が溜まっていく。それに対

してドレーン、押さえ盛土で対策したら実験でどう

なったかということです。（スライド86）これが無

対策のケースで、加振前と加振後ということです。

（スライド87）これが堤防、下が粘土壌です。これ

が法尻の、こちらにドレーンを、こちらに押え盛土

をしたケースですね。これはあまり変形していませ

ん。（スライド88）

これは横からは分かりづらいんですが、上から見

るとすごくわかると思います。これは今の実験後に

天端から撮ったものです。（スライド89）上の写真

は無対策ですね。実際の被害みたいに縦断方向のク

ラックがバーッと入って、天端が陥没しているんで

す。下の写真は法尻ドレーンと、砕石の押え盛土が

あります。こちらはクラックも入らないということ

で、対策工の効果がかなりあるということを実験的

に検証しています。

実際にはもうちょっと細かい話なんですが、ス

ペックを決めてエイヤで対策方針を決めましたとい

うところを、平成24年の２月にやったということで

す。（スライド90）

ただ、課題としては、「もうちょっと小さくでき

ないのかな」とか、あとは「性能との関係はどうなっ

ているの」というのが実際に表現できていない。こ

れは仕様規定、で行ってしまったので、そこはまだ

課題があったということです。

そういうことで、平成24年にかなり無理矢理、東

日本大震災対応ということでやったんですけれど

も、それを解消すべく今、検討している内容につい

て紹介します。（スライド91）

● スライド90

● スライド89

● スライド88

● スライド87
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それで堤体の液状化の評価ということで、変形解

析しないで堤体土質と地下水位だけでアウト・セー

フを決めるような方法を平成24年２月にやったんで

すが、これは実際に変形解析をしていくと実際の被

害に比べて解析結果で過小評価してしまうんです

ね、解析結果が小さくて。なかなか変形が出てくれ

なかったというところなんですけれども、いろいろ、

これが課題としてあったというところです。

それで、平成24年改定のときの課題ということで、

先ほども言いましたが、対策工の効果がなかなか反

映できなかったので、当面、対策工については昔の

阪神以降にやった震度法の対策をやってくださいと

いうことでやっていたということ。

それと今は実際に運用上ですので、無対策につい

てはレベル２地震に対して沈下量で要対策・対策不

要というのを判定しているんですけれども、実際に

対策工の設計自体がレベル１で安定計算すればいい

と言っていたので、セーフになってしまう場合があ

るんですね。無対策で、要対策になったんですけど、

対策工の設計がレベル１地震動に対して安定計算を

すればいいと言っていたので、ここでレベル１で

保ってしまうと対策は不要ということになってしま

う。「ここは当面、後回しでいいですよ」と当時は言っ

ていたんですが、なかなか対策が進んでくると「こ

こはどうするんだ」ということで、やっぱり対策工

についても無対策と同様に、変形解析で照査する必

要があるということで今検討を進めているというこ

とでございます。それで、大きな課題としては、堤

体液状化と対策工を含めてちゃんと変形解析で照査

しましょうというところです。（スライド92、93、

94）

それで堤体の液状化について、これは変形解析で

改善をしました。検討前ですとなかなか合っていな

かったのを合うようにしました。（スライド95）こ

● スライド91

● スライド92 ● スライド94

● スライド93
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れもかなり無理矢理なところもあるんですが、結局

これは地下水位の設定次第でどうにでもなってしま

う。例えば地下水位を50cm上げるだけで大体合って

しまうということです。地下水位というのはボーリ

ングの構内の水位というのは、圧力が大気圧のとこ

ろで測っているんですけど、実際にその上にサク

ションで堤体の中で水を吸い上げていて、飽和度と

言うともうちょっと上にあるんですね。それで液状

化に対しては飽和度の高いところから効いてくるの

で、その分50cm上げてもそんなにおかしくはないか

なと。実は50cm、堤体の液状化に対しては照査水位

よりも上げることによって大体合ってしまうという

ことです。

逆に言うと、これは実は堤体の液状化の変形解析

というのは、地下水位の設定次第で結果がドラス

チックに変わってしまうというところがあって、こ

れは事実だと思いますけれども、実験的にも実際に

そうでして、堤体内の水位がちょっと違うだけで

やっぱり結果が違うんですね。計算上もそうです。

ですから、これはやっぱり調査法と合わせて、水が

高い箇所をどう見つけるかというのが将来的には課

題になるかなと考えております。（スライド96）

それとあとは基礎地盤の液状化に対して、これは

東日本大震災の事例を解析でやったものと実測で

やったものと比べると、実は今までの耐震性の照査

指針のやり方というのはかなり安全側だったという

ことが分かっています。こちらは実測で、こちらが

計算です。場所によっては倍どころじゃなく、かな

り安全側に評価していたということがあって、いろ

いろ見直しをしています。（スライド97）

それで基礎地盤の液状化に対して、特にいろいろ

事例を調べると、どうも深いところの液状化という

のがあまり変形に寄与していないというのが、いろ

いろな東日本大震災の事例を分析していくと分かっ

● スライド98

● スライド97● スライド95

● スライド96
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てきています。ですので、液状化の程度に応じて剛

性を落とすということを今静的照査法でやっている

んですけれども、その剛性の低下率というのをこの

平均の上載圧に応じて、深いところほど剛性を低下

させないという効果を入れています。これは事例と

か実験等のキャリブレーションで、半分経験則なん

ですが、こういったものを与えています。それによっ

て大体１：１の割合にざっと持ってくるというよう

になっているということで、多少は改善しています。

（スライド98）

それとあとは対策工については、これも先ほどの

拘束圧の効果等も入れて、これはなかなか合わない

というところがあったんですが、これも特にこの間

モデル化の部分を見直して、大体合うようにはなっ

てきました。締め固め、固化、矢板というのが代表

的にあるんですが、矢板と締め固めについては大体

うまく整理がついたんですが、やはり固化ですね。

地盤改良を固いものでやった場合に、先ほども言っ

たように、実はロッキング振動とかそういうのが影

響してきてしまうんですけれども、その効果が未だ

に解決できていないということです。ただ、これは、

実際の耐震をやっているものよりもかなり狭めた

ケースなんですが、実際には震度法と併用してある

程度の幅を持たせた上で使うというように考えてい

て、幅の縛りというか、ある程度、震度法は残さざ

るを得ないかなと思っています。（スライド99〜101）

それでちょっと時間もあまりなくなってきてし

まったんですが最後に、液状化判定法自体の見直し

というのをやっております。特に液状化判定法は道

路共通仕様書をそのまま持ってきているんですが、

特に東日本大震災の後にいろいろ調べると、今の液

状化判定法自体はかなり安全側だったということが

分かっています。それで、そういうところも含めて

液状化判定法自体を見直しています。改定の方向性

ということで、ちょっと話が重複してしまうんです

けど。

それと、液状化判定法を見直すに当たって特に、

今の液状化判定法自体は阪神淡路大震災の後に、阪

神の事例ですとか、その後かなり地盤調査等をやっ

て提案されているんですが、特に細粒分が多いとこ

ろはあまり検証されないで出ているんですね。特に

今回の東日本大震災を受けて、やっぱり細粒分のあ

るところはあまり液状化していないという傾向が

あって、それを含めて過去の阪神以降のデータ、特

● スライド99 ● スライド101

● スライド100
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に細粒分の多いところのデータを全国から集めて、

関東地方が多いんですが、こういうところで地盤調

査とか、実際に液状化はどうかと対比等を行って見

直しを行っております。（スライド102、103）

細かい話はちょっと飛ばしますが、基本的にはこ

ういう液状化強度曲線というのがあって、細粒分が

多いほど同じn値に対して強度が上がるという効果

を見ているんですけど、この上がり具合をちょっと

見直しをしました。これが細粒分が増えると、補正

係数という強度を上にシフトしていく係数があるん

ですが、これを今回このデータを、阪神淡路大震災

以降あまりこの辺のデータのないところでかなり安

全側に引いていたんですけど、そこをかなりグッと

押し上げる形で見直しました。（スライド104〜106）

これが今の判定法です。こちらは今、提案しよう

としているものでして、このプロットが今回の東日

本大震災以降のデータで調べたものなんですが、

やっぱり細粒分の多いところ、例えば85なんかは

もっとこっちだったりあるので、かなり安全側だっ

たということがあって、これを全体的に細粒分の多

いほど右にシフトした、強度を強くしていったとい

うことです。今これを提案していて、次の改定には

こういうものも反映させたいなというように考えて

います。（スライド107）

● スライド105

● スライド104 ● スライド106

● スライド103

● スライド102
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そういうことで、ちょっと今年度ぐらいには何と

か改定したいなということで、我々もいろいろ研究

を進めているんですけれども、課題として、平成24

年の東日本大震災直後にかなり緊急的に改定したも

のだと、やはり堤体の液状化に対する沈下量を求め

られなかったとか、対策工の沈下量が求められな

かった、ということに対して、液状化判定を改良す

るということと、堤体の液状化を変形解析で求めら

れるように全部レベル２に対して変形照査でやれる

ようにということで、今検討をしていますというと

ころです。

残りの課題というところでは、やっぱりまだ堤体

液状化の対策工に対する沈下量を求められるかとい

うのは、たぶんうまく行くかなと思っているんです

が、フィックスはまだなかなかできないということ。

それと、さっきも言いましたけれども、基礎地盤の

液状化に対する固化改良がなかなか合わなくて、そ

こは先ほどもちょっと言いましたが、ある程度は震

度法も残さざるを得ないかなと考えています。こう

いったことが課題として残ってはいるんですが、何

とか解決して今年度ぐらいには指針等の改定に反映

したいなというように考えています。（スライド108）

ちょっとすみません、時間をオーバーしてしまい

ました。雑多な話になってしまいましたが、以上で

私の講演を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。（拍手）

＜質疑応答＞

質問者１　堤体の液状化についてですが、堤体の法

面が寝ている場合、要は普通の実験とかでも使って

いる２割から５割の堤防、というのは普通に考えれ

ば地震に対して強いはずなんですが、堤体の液状化

のところでありましためり込み量というレンズの厚

さ自体は変わらないかも知れませんけど、飽和層の

レンズ状のものが薄平べったく存在するような形に

なると思いますけども、その場合には法面を緩くし

てもあまり効かないような気がするんですが、その

辺は研究がありますか。

佐々木　ありがとうございます。今、平成24年の２

月に緊急的に改定したものだと、法面の方が入れて

いないんだよね。土質とめり込み沈下量とか、堤体

内の水位だけでアウトとセーフを決めちゃって。で

すのでそこはやっぱり同じく変形解析を入れていき

たいと思います。それで変形解析を入れていけば、

緩くした効果は出てくるはずだと思いますけれ

ども。

それと、特に利根川ぐらいになるとですね、堤防

が高くなってくると、先ほど変形解析の方では上載

圧が高いほど変形しにくくなる効果というのがあっ

て、これは実際にそうなんですね。高い堤防という

のは、実際に法面はすべっても天端はほとんど動い

ていないというのが、特に利根川なんかは多くてで

すね。そういう効果は入れてきているので、ちょっ

とそこは解消していくのかなというように思ってい

ます。確かにおっしゃるとおり、平成24年２月の改

● スライド107

● スライド108
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定ではそういうところも含めて全部アウトになって

しまっていたので、それはちょっと緊急的だったと

いうことをご理解いただければと思います。そこは

解消されるはずなので、そこは期待してもらっても

いいかなと考えております。

質問者１　分かりました。期待させていただきます。

安原　スライド26、浸透による変状の進行のメカニ

ズムのご説明がございまして、一般的な浸透作用の

中で、細粒分が抜け出すことによって劣化するとい

う捉え方があると思いますけれども、この実験結果

ではそれほど細粒分は劣化するというのは見られな

かったと。そのようなお話を初めてお聞きしまして

勉強になったんですが。

そこで、「むしろ」というところに、透水係数が

低下してそれが破壊につながっているというご説明

なんですが、このあたりでちょっと、どうして透水

係数が下がっていくような現象になるのかとか、そ

のあたりを少し詳しく教えていただけると結構だと

思いますが、いかがでしょうか。

佐々木　これは「推測」と書いてある（笑）。やっ

ぱりちょっと何か不飽和の影響とかもあるのかなと

思いますが、何か崩壊した箇所の水位がどんどん上

がって行ってしまうんですよね。そこが、なんでか

な、というのが。おっしゃるとおりで、ここはすみ

ません、推測を書き過ぎたかなと今思いました（笑）。

ちょっとここは分からないところで、ここはもう少

し細かくやっていかなければいけないんですが。

ただ、やっぱり現象を見ていると、同じ水位を保っ

ているわけではなくて、水位がどんどん上がってい

くのが進行にも影響しているんですよね。だから土

砂の吸い出しのスピードと言うよりは、水位の上昇

に従って沈降していく影響の方が大きいケースが多

くて、必ずしもそれだけではないと思いますが、こ

の現象に関してはそうです。当然、パイピング的な

のはまた別現象ですから、そことはちょっと切り離

した方がいいかなということで。今回のこの実験の

場合ですと、水位が徐々に上昇していく影響がかな

り支配的だったケースが多いということで、その辺

をもう少し検証したいと思います。

質問者２　最後の方でご紹介いただいたドレーンと

止水矢板と耐震矢板、いろいろな対策が効果がある

というある種の調査、統計的な整理をされているん

ですが、今後の方向として例えばドレーンだけでも

あるレベルの対策としては意味があるとか、何か今

４つぐらいの種類があったので、それの一体的な整

理の方向というのは考えておられるのかなというの

が１点。

それからスライド94に要対策なんだけど、「設計

不能」というのがあったんですが、あれはちょっと

細かい話で、ちょっとイメージが湧かなかったので

お願いできたらと思います。

佐々木　たまたまなのかもしれませんが、ドレーン

工が東北で多かったんです。例えば堤体液状化に関

しては、実験的にもそうなんですが、やっぱり法尻

を止めることで、排水溝は地震時の過剰間隙水圧は

排水には行かないと思いますが、そこをドレーン工

を置いていることで法尻を押さえることで変形をか

なり止めていると思います。例えば、これは堤防で

はないんですが、例えば高速道路の高盛土なんかも

そこにドレーンというか、道路の場合にはもっと大

きいんですが、そこの排水がダーッと、法尻を強化

することで止まるというのがあって、そこの影響は

あるかなと。いずれにしても今回の改定では形態も、

基礎地盤も全部変形解析で評価するように、そこを

一体的に評価できるように持っていきたいと思って

いますので、そこはなるべく入れていきたいなと

思っています。

それで止水矢板と耐震矢板については、耐震矢板

の方がやっぱり地震を考えると慣性力とか地震時土

圧とかを考えてかなりスペックの高いのが入ってい

ます。ただ、やっぱり止水矢板でも止まっていると

いいんですよね。それで何が違うかというと、その

矢板のスペックの違いと、あとは根入れ長の違いが

あります。ですので、もう少し耐震矢板についても

根入れの合理化、あとはスペック、地震時土圧まで

本当に要るのかというのは考えていけるかなという
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こと。

あとは、明らかに止水矢板で効いていないという

のは、やっぱり液状化層の下まで全然入ってないも

のなんですね。それはやっぱり側方流動で一緒に

持っていかれているというのがあるので、ここは

やっぱりまだ合理化のやり方がありかなと思って。

特に耐震矢板はレベル１スペックでもかなりスペッ

クが大きくなるので、そこは地震時土圧の考え方に

は合理化の余地があるかなということで、今はそこ

も含めて検討しているんです。

あとは、平成24年に緊急的に改定したので、無対

策の評価についてはレベル２地震に対して変形解析

によって照査外水位を下回る、上回るという照査を

させているので、アウトが何箇所か出てきます。そ

れで対策工については変形解析がなかなかうまくい

かない部分があったので、いわゆる阪神の後にやっ

たレベル１地震動に対して震度法で設計すればもう

レベル２に対してもOKとみなしますということを

したんです。そうすると、結局レベル１地震で液状

化しない場合は、そもそも対策が要らなくなってし

まうんです。こっち側の評価ですと。ただ、変形解

析だと、こっちだとレベル２地震を考えているので、

やっぱりアウトが出てくるんですね。それでレベル

１で液状化しないけれど、レベル２で液状化して沈

下量でアウトになる箇所というのが、実は対策工の

設計ができない箇所であったということで、そこは

レベル１で円弧すべりでセーフだったから優先順位

的には低いでしょうという整理を、この当時は分

かっていたんですが、それはそういう整理をしてい

たんですが、なかなかレベル１で要対策になってい

るのに対策をしなくてもいいのかという話も徐々に

出てきているので、そこも含めて対策工もちゃんと

レベル２に対して、特に沈下量、対策効果を表現で

きるように今回の改定でもちゃんと持っていきたい

なというように思っています。

ちょっと今、現場はかなり混乱していて、かなり

対症療法的に、昔やったので大丈夫だから昔のやり

方をそのまま踏襲しているということで、ちょっと

現場的にも若干混乱を招いているところではありま

す。そこはちゃんとしていきたいなというように考

えております。

藤田　僕が質問してもいいのかな。僕は企画者なの

で、ほかにいなければ１問だけ質問させてもらって

もいいですか。すみません。

スライド26と27、あるいはスライド28の比較で、

スライド26までは進行的に崩れる話がもっぱら堤体

の絵で説明されていて、それから画像も、あまり基

盤の話じゃなかったんですけど、それがスライド27

と28になると浸透とか動水勾配の話も、基盤の話も

一体で説明されていたので、ちょっとそこの整合が

よく分からなくなってしまったんですけど。要は前

半にあったご説明は、局所的だけど法尻近傍の基盤

と一体的な泥濘化、進行性破壊のスタートというそ

ういうようなことなのか、ちょっとその辺のところ

を補足いただきたいと思います。

佐々木　はい、すみません。説明を簡略化するため

にパワーポイントを相当抜いたので、途中で確かに

通っていないんですけど。

現象としては両方入っていたり、あとは基盤の透

水性が高いと、実は水位が上がりやすくなるという

ことで、堤体にも悪影響するというのがあります。

下が粘性土よりも砂の方が水位が上がりやすくなっ

ていて。たまたまこのケースがちょっと、下の透水

層のケースを持ってきてしまっていたのでこうなっ

ていますが、実際にこれは下が粘性土で、下が透水

しないケースもやっていて、それは同じで。ただ、

やっぱり下が透水の方が堤体自体にとっても厳しく

なるというのがあるんですね。ちょっとここは出し

た例がまずかったというところで、実際には両方を

やっています。

藤田　じゃあ、これは逆に言うと今の図で、下がま

ず非常に透水性が低かったとすると、流速のベクト

ルは出てくるんでしょうけど、実質上は破壊を作用

するのは堤体の法尻欠損であって、そこのところが

ぐっと局所的に増えると、そういう風になると。

佐々木　はい、そっちが上がりまして、そういうよ
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うになります。

藤田　あとは関連で、非常に計算で１cmとか、２

mmとか、すごいローカルな話されていたんですけ

ども、これはある種形状から見たら特異点みたいな

感じだと思うんですよね。こういう非常に鋭角に曲

がる特異点的な現象と、実際の堤防はこんなにかっ

ちりとはなっていないので、実現象と今の特異点的

な解釈が合っているのかなというのが気になったん

ですが、その辺はどんなものでしょうか。

佐々木　まあ、多少は計算上のトリックはあると

思っています。ただ、実際ここは幹川のようになっ

ていて、実際の現場では水の出るところなんです。

ただ、そこの安定性というのは、私はちょっと斜面

もやっているんですが、斜面なんかもやっぱりそこ

なんですよね。実際に実現象としてもここは特異点

であって、やっぱりここに達してしまうとここが泥

濘化するというのは本当の現象としてもある。ここ

は斜面とか、他の分野でもある。

藤田　そうすると、それがもしすぐ治まる特異性

だったらいいんだけど、それがこの後引き続く進行

性破壊の初発になると、特異的かもしれないけど実

は今まで以上にここの部分の処理をやることが重要

となってくる可能性があるという示唆というか。

佐々木　そうすると、やっぱりちょっとしたドレー

ンは標準スペックにした方がいいんじゃないのかな

という示唆にもなってくるところで、例えば道路の

盛土なんかだと、ここはもうドレーンが前提になっ

ているんですよね。でも堤防の場合にはなかなか全

部やるというのは難しいですからね。実際に全部起

きているかというと、そんなことはないので。ただ、

本当に均質なものであれば、ここが弱点になるとい

うことが計算上もやっぱりそうなんだなと。理想と

現実の話で、理想的にはここが弱点になるというこ

とです。

質問者４　昔、常陸の方にいたので、今の法尻の件

なんですけども、先ほど生き残っていた三反田の地

区って、あそこはあまり土質がよろしくなくて、完

成した後に法尻が立てた水でけっこう壊れやすかっ

たんです。それでそこに、私は別のところだったん

ですが、その検査なり堤防巡視なりで行ったときに、

どうすればいいのかということを聞かれまして、私

の方から、法尻に砕石なり何なりをもうちょっと

盛ったらいいんじゃなかろうか、と言った場所でも

あるんです。そういうことで、ただの事例紹介でご

ざいます。そういうこともあったということだけは

お伝えしておきます。

佐々木　そういうのは貴重な話ですね。情報ありが

とうございます。ちょっと我々でも調べてみたいと

思います。

安原　弱点の箇所を見つけるという話は前回の第１

回セミナーでもそのようなお話がございまして、今

後の点検の営繕をしていく際に非常に重要ではない

かと、このように考えております。

ただ、その際に、今日のお話ですといろいろと物

理探査等を使ってある程度絞り込めるということで

すとか、または照査をして絞り込めるということか

もしれませんけど、恐らくその辺の設計だとかそう

いったものを背景としたものは、どちらかと言うと

計画値というかそういうもので満たしているか、満

たしていないかということだと思いますが、維持管

理というのはたぶん今まで整備してきたものを維持

するということになってくるので、その絞り込みの

閾値というか、そういうものが少しランクがずれる

というか、そこに地盤になってくると人工構造物で

ないという世界がありまして、どこまでを管理者と

して、維持管理としてやるのか、そういう境界の引

き方というのは非常に重要になってくるんじゃない

かと、このように思っておりまして。

前回にもちょっとそのようなお話をさせていただ

いたんですが、そのあたりをどこまでを重点箇所と

して絞り込んで維持管理として堤防を見ていくべき

かというようなことについて、何かお考えとかがあ

りましたら教えていただきたいと思います。

佐々木　難しいと思うんですけど、我々はどちらか

と言うと基準を作る方にかかわっていることが多い

んですが、そうするとやっぱり何か閾値を決めなけ
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ればいけないんですけど、将来的にはそれは、本当

はアウト・セーフの０・１の世界ではないんですよ

ね。それで当然、地盤からで来たら、確実には決ま

らない。当然リスクがあって、リスクが高い・低い

のひとつの目安でしかないのは間違いなくて。だか

ら、将来的にはそういったところのばらつきとかも

含めて、そこはリスクの確率をどのぐらいまでにし

ていくのかというのは、それはまた整備水準の話に

なってくるので、今はそこまで行けてないんですけ

ど。そういうところのリスクなりの確率論になって

しまうのかなと。ただ、それができるかと言われる

と、ウーンというところもあって。

なので、今はどちらかと言うと、基準を決めては

いるんですが、ただやっぱりあくまでも相対的です

よね、堤防の場合には。延長が長いですし、１つの

弱点がなるので、１箇所だけ強くしてもしょうがな

いので。では相対的に弱いところをどうやって上げ

ていって、全体として上げていくかというところに

なってくるので、将来的にはリスクの高いところか

ら手当てをしていきますし、どのぐらいのリスクを

目指しますというと、それは整備水準の話でしょう

し。たぶん行政っていうのも入ってしまうんですけ

どね。将来はそうだけど、今すぐにそれをやれと言っ

てもたぶん無理なので。やっぱりそうするとかなり

泥臭い話になってくると、やっぱり過去の被災事例

からこのパターンはまずいので、それに似たところ

をまず見つけましょうとか、そういうやり方になっ

てきて。

それで今、着目しているのは、例えば矢部川とか

の事例を見ると、やっぱり被覆土層でパイピングで

やられるというのはやばいので、その被覆土層の薄

いところだけをまず見つけましょうとか、かなり泥

臭い話に落ちてしまうんですが、そこはちょっと管

理者さんと相談しながらやるのかなと思います。

やっぱり、安全性の話というのはアウト・セーフの

話ではない。地震も今はアウト・セーフと言ってい

ますけど、じゃあ皆が「そんなリスクは許容できな

い」と言ったら、もう「ビタ一文動かすな」が最終

目標ではあると思うんです。そこは何か安全性の水

準の問題というか、ちょっとそこも絡んでしまって

いるので。それは藤田さんあたりに言ってもらった

方がいいのかなと思うんですけど（笑）。

藤田　結局、簡単に今の議論を強烈に単純化して。

例えばスライド47のように物理探査でもいいし、

とにかく地道にたくさん穴掘って厚さを調べてもい

いし、これぐらい分かるとものが見えるわけですね。

そうすると佐々木さんとしては２つの方法がある。

１つは、詳細点検ができる程度に１kピッチしか分

からないピッチでボーリングを取る。では次はその

間隔を半分にしよう。そういったことにお金を投ず

る割合と、例えば100年かかるかもしれないけど、

やるなら次はこれぐらいの情報を得る箇所を増やす

のと、どっちがいいんでしょうか。あるいは、その

バランスはいかにあるべきか。

佐々木　難しいですね。

藤田　みたいなことが、ちょっと今のは極端な問い

なんですけど、次のステップを考えると。だから我々

はどのレベルで、何を分からなければいけないかと

いうことによって、だいぶ取るべき方向とか、今お

話のようにどっちかに絞るということではないけ

ど、投ずべき労力のバランスみたいなものが変わっ

てくるのかなと思ったので、佐々木さんとしてはど

ういう方向性をお考えになっているのかなと、

ちょっと質問したいんです。

佐々木　そこはちょっと、私は地盤屋さんなので、

地盤的にはやっぱり少なくともこれぐらい物理探査

で行けるなら、「何かやって変なところは見つけた

ら？」という気がしつつ、やっぱり堤防は長いし、

幾ら物理探査をやっても本当にちょっとした弱点で

アウトになる。先ほどの矢部川ではないんですけど、

数十mが弱点になるので、調査して事前対策だけで

全てカバーできるとはやっぱり思っていなくて、少

なくとも何らかの変状があったところは必ず強化・

復旧する。今はそうなっているはずなんですが、そ

れとの両輪でちょっとずつ整備水準を上げていくの

かなと。
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藤田　たぶん今までの取り組みは、そういうある種

の、格好よく言うと戦略性みたいなものをそれぞれ

何かやっていたと思いますが、どういう作戦の意図

があるかということをもうちょっと明示的に共有化

できないかとか、その共有化するときにこういう地

道な技術とリンクさせた形でできないかとか、何か

その辺でもうちょっと分かりやすくならないかなと

か、そういうことを議論していくのかなと思ったも

のですから質問いたしました。

佐々木　そうですね。そういうところは技術の側と

政策的な話との絡みでしょうし、何が最適か、やっ

ぱり限られたお金と労力で一番効率的なものを探る

というのが一番ですから、調査を上げていくのがい

いのか。もしかしたらもう全部事後対応が一番正解

なのかもしれないですし。分からないですよ、極論

を言っていますよここは。だから、それは国総研の

仕事なのかもしれませんね（笑）。そういうところ

に我々に対して、あとは民間の方々がもっといい手

法があればもっと効率的にできますよというご提案

とかあったら、そこは政策判断の中にまた反映でき

たりということで。いずれにしてもある１つの機関

だけでやっていく話ではないので、我々も含めて民

間の方々のアイデアも当然あるでしょうし、いろい

ろ提案していけたらいい方向に。限られた予算の中

で効果を最大に挙げるものを探るというのがたぶ

ん、全体としてはそこは一致していると思いますの

で。それが何かというのをやっていければいいかな

と思います。

質問者５　スライド57について、私は今、筑波にい

て非常に関心があるんですが、今の話にも延長する

かもしれませんが、地震の強さが違ったかもしれな

いけど、例えば鬼怒川あたりはほとんど赤○がつい

ていなくて、小貝川はあったりして、利根川の中流

以降はこれは堤防が強いのかもしれないけど、強化

堤を作っているのがほとんどなくて、下流が赤がた

くさんある。これは地震のせいか、何か特別な違い

があるのか、いかがでしょうか。

佐々木　揺れのせいはあると思います。それで、太

平洋側に近い方が大きいので、地盤的には確かに、

特に利根川のこのあたりずっと、もう湿地とか、も

ともと湿地だったり、このあたり、ここも軟弱地盤

でずっと来ている。小貝川は旧河道がやたらとあっ

て、もともと蛇行していたところをショートカット

して埋めたりして、そういうところがやられていま

すね。だから、地盤条件もありますし、揺れもあって、

この揺れを重ねるとこの辺がどのぐらいだったか、

私もちょっと覚えていないんですが。たぶんこっち

の方が小さかったかなと思っています。これは揺れ

の大きさと、当然、地盤条件の両方が影響します。

質問者６　鬼怒川と利根川の中流部というのは、江

戸時代にかなり開削して、利根川本川は江戸川の方

に流れたものを開削して小貝川と合流させて。それ

で鬼怒川はもう少し上流側に付け替えてやっていま

すので、地盤的にはかなり、昔からの沖積層よりも

割と固い地形のところを掘削した河道になっていま

すから、利根川下流の部分とは少し川のできが違っ

ていますので、たぶん地震動だけではないと思い

ます。

佐々木　そうですか、どうもありがとうございまし

た。その辺はもう少し勉強しておきます。ありがと

うございました。

（了）
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服部　皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に与り

ました国総研の服部です。よろしくお願いします。

今日のお話はいただいた通り「河道の維持管理」

なんですけども、難しい話ですね。堤防構造物に比

べてまだまだ話がちゃんとまとまっていないという

か、やってはいるんですが、いざこういう場で１時

間立って話せと言われると、どういうことをお話を

すればいいのか考え込んでしまうというようなテー

マだと思っています。ですから、また後でお示しを

しますが、今日はいつものセミナーとちょっと違う

形になると思います。私がこう考えていて、ここで

悩んでいるというようなことを皆さんにご紹介し

て、そこで終わってしまうような形になるかもしれ

ませんけども、何らかの形で皆さんの考える足しに

なればということで、一生懸命にまとめて来たつも

りでございますので、ちょっと長いですが１時間半

ぐらいお付き合い願えたらと思います。

最初いきなり雑談から入ります。先般、台風11号

だったかな、直轄河川の那賀川でけっこう出水があ

りまして、現地調査に行ってきました。それで、こ

れは堤防の左岸側を撮ったところで、これはいわゆ

る痕跡なんですが、私、法面に流木が乗っかってい

る、というのを初めて見ました。（スライド１）

余裕高とかを考えるときに、「いやぁ、いろいろ

なことで水位が変動するんだ」といった中で、どな

たかがおっしゃっていたんですが、「流木みたいな

ものが止まってそこに水が来ると、そこだけ堰上げ

じゃないか」というようなことがあったんですが、

そんなの見たことないなと思っていたんですけど

も、実際に行ってみたらあった、というので、驚いて、

というか、これはあるんだな、と思って撮ってきた

わけです。

その後、またちょっと違う出水があって小さい川

に行ってきたんですが、そこはまだ県管理の区間

だったので、今度は川の中に流木じゃなくて、実際

に木が生えてしまっているようなところだったんで

すが、ちょっと急勾配の川でした。300分の１〜400

分の１だったかと思います。堤防の上にも木が生え

ていたし、高水敷にも木が生えていたようなところ

なんですけれども、よくよく高水敷に木が生えてい

るんですが、堤防に近いところに生えている木とい

うか、また堤防に生えている木の周りで痕跡水位を

じっくり見てみると、やっぱり水位が堰上がってい

て、ちょっと天端ぎりぎりになっていた、なんてこ

とがあったもので、「やっぱりそういう目でも維持

管理を見なければいけないんだな」と。「そういう

意味で構造物も余裕を持たせているんだな」という

ところをまじまじと感じて、今日の話題にちょっと

近づけますと、やっぱり構造としてどういう仕組み

になっていて、どういうことに対してどう対処して

国土技術政策総合研究所　河川研究部　河川研究室長

服 部 　 　 敦

河 川 研 究 セ ミ ナ ー
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いるのかといったことと、その中でも維持管理で

しっかり潰せて対処していかなければいけないとい

う事項について、一生懸命に考えるべきだなといっ

たことについて思い知らされたという事例です。今

日はそんな軸で、全部維持管理をやろうということ

ではなくて、できることは設計だったりということ

でやるということを踏まえながら、ちょっと多角的

な議論ができればといったことでの前出しでした。

それで、ではまず考えるに当たってですが、まず

この分野はいきなり維持管理と言ってもなかなか人

によって捉え方が違う部分もあるかもしれませんの

で、とりあえず私は、今日はこういう感じで話をさ

せてもらうということで、私の認識みたいなものを

話させていただきたいと思います。これは前々から

出しているものなので、以前に見たことがあると言

う方もいらっしゃるかもしれませんが、復習です。

（スライド２）

これは基本構成ですが、「管理ってどうやって回っ

ているの」と言った時の項目を挙げたというだけで

すね。まずはデータ収集して、それを整理・分析し

て情報化すると。それに基づいて判断して手当てを

する。これは１つで、ほかの言葉で言うと「PDCA」

と言っているものかもしれません。どこが「P」、「D」、

「C」「A」かというのは特別には書いておりません

けども、データ収集も目視でやる場合もあるし、ちゃ

んと測る場合もあると。それをデータベースみたい

なものでちゃんと入れておくんだと。それで、こう

いう応答が分かるようにしておくということが重要

なんでしょうね。ただ単に集めるだけじゃなくて。

集めるタイミングとしては、こういったことが分か

るような、どういう応答をしているんだということ

が分かるようなものを集めるようにしていこうと。

これは当たり前。

では、それがどういう感じになっているのかとい

うことについてまとめるんですが、一言で言えばど

ういう感じかと言っているだけでは分からないの

で、状態が評価できる、今後はどういう方向に変化

していくのか、大体見通しが立てられる、といった

ようなところまでは情報化しないとだめなんだろう

なと。それで、そういうことをやっているとたぶん

これまでとは違っているような新たな現象が起こっ

てきてしまって、これは大変だといったことも

ひょっとしたら見えてくるかもしれないといったこ

とです。ここまでやる。

そうすると、今後の見通しもできていて、「今は

大体いいのか、悪いのか」ということが分かってく

ると、やる・やらないみたいなことが分かってきて

判断できるようになってくるということです。それ

で、そのまま状態監視を続けるときもあるし、何か

手当てして直してしまうこともある。それで何を測

るのか、いつ判断するのかというのも、継続するな

らちゃんと決めてやっていくといったようなことで

す。こっちの気づきになってしまうと、こういうと

ころまで決められなくて、ここから七転八倒の試行

錯誤が始まると思いますが、そういう場合もあると

いうことですね。

それで手当てとしては、例えば木を切りましょう

とか、掘削しましょうというようなことがあると思

います。それで計画の見直しなんかもここに入れて

もいいのかなということで書いてあります。

それで最後、ちょっとこれが一個のサイクルでグ

ルグルと回るとしたら、いつかの段階でそういう風

にグルグル回しているんだよということを、河道を

設計する人とか、環境管理をしている人とか、流域

規模でいろいろな土砂のやり取りをしているところ

● スライド2
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と情報共有をしていくべきだろうといったことも、

管理の１つの基本構成としては重要だろうというこ

とで挙げております。それで当然こういった管理は

どれぐらいの手間をかけてやっているかということ

で、こういう継続性を確保するためにいろいろなこ

とを考えなければいけないということについても、

どんどん情報を出していかなければいけないのかな

と思っております。

それで字だけでは分からないので、ちょっと絵に

してみたってだけですね。（スライド３）先ほど言っ

た、上の「データ収集」と言うのはたぶんここだろ

うと。まあ縦軸ですな。何を測るんだろうかと。測っ

て、値にするところまでやっているとなおよい、と。

定性的判断なら、「A・B・C・D」なんていうのでも

いいのかもしれません。とにかく何を測り、ラン

クを付けられるようにするかというようなことで

すね。

それで「情報化」というのが、例えばこんな感じ

で絵にすることだろうな、と。プロット一つ一つが

取られたデータなんですけども、例えば経過年数と

の関係でどんな風に変化を繰り返しているのかなと

いうのが見えるようにするということですね。それ

で「判断」というのが、「これを超えてしまうとちょっ

とヤバいぞ」というものが何らかで設定できるで

しょう。そうしたら「ここで判断しなくちゃね」と

いう判断の目安というのを設けたら、それを越すか、

越さないかということでやっていくというのがひと

つのやり方。こういうものを自分で引かなければい

けないといったことですね。それで「手当」という

のは簡単で、もう１回同じところに戻すといったこ

とになります。それで、こういう繰り返しをしてい

くことが「情報共有」だということです。これが私

が今「管理」と言っている、行儀よく書いておりま

すが、ひとつのひな形だと思っております。

そうしたときに、ではこの項目の一つ一つのでき

具合で管理のやり方がちょっと変わってきてしまう

なということで、これも以前にちょっとまとめたも

のですが、管理のタイプの区分というのを出したん

です。それで今挙げている内で、「手当」というのは、

木を切るとか、そういう手当ての仕方が困ってしま

うと言う人はあまりいなかったと思ったのでこれで

置いておいて、データの収集の仕方とか、判断の仕

方、あとは情報化の仕方で、特に将来ちゃんと見通

せるかみたいなところを重点的に置いて、この２軸

で判断しようということです。（スライド４）

それで一番お行儀のいいというか、うまくいって

いるというのはこの「A型管理」の類ですね。大体、

対象が絞り込まれている。何を測ればいいか分かっ

ていると。どこでやればいいのかという判断基準が

明確。で、ある程度将来も見通せる。ただ単にトレ

ンドで行く場合もあるし、ちゃんといい予測方法が

あってしっかりと予測できるという場合もあると思

いますけども、とにかくある程度近い将来を見通せ

るという段階です。そうすると、さっきのようなき
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れいな絵を描いていくと、こんなことをちょっと

やっていくかというようなきれいな判断ができるよ

うになってくるということですね。

それで「D型管理」、試行錯誤型、一番ひどいのは

これですね。将来はどうなるか分からないし、この

まま放っておいていいのか分からないし、何をどう

見ていいか分からないという話ですね。となると、

これはもういろいろなものをとにかくいっぱい測っ

て、とにかく試行錯誤しなければいけないという形

になってきます。以上２つの管理のどっち寄りかと

いうことで、この「B型管理」とのタイプがあると

いう書き方になっています。

それで今日お話をするのは、この辺、特に「D型

管理」のになってしまうともう現場、現場で、個別

の事例についてお話をしなければいけなくなってし

まいますので、非常に全体セミナーとして維持管理

のことをどう考えるかみたいなことを非常に話しに

くいので、どうしても話の中心がここになってし

まっているということだけはちょっとお断りしなが

ら、今後の話を進めていきたいと思います。部分的

には「B、C型管理」にもかかると思いますが、基本

「A型管理」みたいな話をうまく回すためにはという

ことでいろいろ考えていきたいと思っております。

それで本セミナーですが、では河道の管理、先ほ

どのようなイメージで捉えるとすると、これを「枠

組み」と勝手に呼んでいますけども、あのようにう

まくグルグルと回せるという枠組みを成立させられ

る条件は何なんだろうかということをまず考えてみ

ました。それで、その条件を満足させるための工夫

のしどころと言うのはどこにあるんだろうか。その

うち何ができていて、何ができていないのか、とい

うことについてお話ができればなということで用意

してきました。（スライド５）

それで、まずは河道を中心に捉えて、そこから氾

濫リスク、総合土砂管理、環境への連携についても

できるだけ話をしていこうといったことになりま

す。もう管理だけの話をしてもしょうがないという

ことですね。こういったいろいろなことも連結しな

ければ、なかなか話題として厚みがないということ

になってしまいますので、ちょっとやっていこうと。

これはかなりトライでして、話が難しくなってし

まっていると思いますが、今はそこをしっかり考え

ないといけないなということでやっています。

私の勝手な仕事の話ですけども、そろそろ新しい

技術基準を見据えて、調査編が変わったので、計画

編、河川砂防技術基準ですが、そろそろ内容を話し

ていこうじゃないかという機運があって、私もそれ

をちゃんと考えなければいけないと思いながら、普

段考えていることをただここでお話をするといった

ような形になっております。それで、若干、環境だ

け本当は小さくしますけども、難しいのでうまく

くっついていません。だんだんくっつけようと思い

ますが、今日はかなり環境のくっつき具合が悪いと

思いますので、ちょろっとした紹介になるかもしれ

ませんけども、そういう段階だということでちょっ

と自信なさげになってます。

今日はこういう話ですので、ひょっとしたら「河

道の管理というのはこうすればいいんですよ」とい

うことを聞きに来たつもりの方がいらっしゃるかも

しれませんが、残念ながら今日はそういう話はほと

んどできません。私が悩んでいるところを聞いてい

ただくといったような形になっております。だけど、

何となく全体の枠組みを描きながら、この部分を工

夫すればもっとよくなるんじゃないかなんてこと

を、私なりに考えてきたところを聞いていただくと
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いう形でやっていきたい、とこういうことです。

では、早速入ってみたいと思います。まず、一番

最初の話で、この枠組みを成立させるにはどういう

条件を整えなければいけないかということですね。

それぞれの、先ほど見た、データを取るとか、情報

化するといったところについて、今の状況について

簡単におさらいしようと思っております。それで目

視点検はどうなっているかということですが、最近

こういうことに携らせていただいて、ちょっと途中

の項で持ってきてしまったかもしれませんけども、

「目視点検についてこういうことをやるんだよ」と

いうことを一生懸命にまとめてみたので、それを

持って来ました。（スライド６、7）

それで①、②、③とここに書いてありますが、当然、

「流下能力が確保されているか」が①、「構造物の安

定性を確保するために河道の形状がちゃんとなって

いるか」ということが②です。それで「および」と

いうことで、③で「河床高、樹木繁茂等の経年変化

の状態監視による流下能力・構造物安定性に支障を

来たすような河道条件に達するのを未然に察知」す

る。ある程度は先を見通せと言っているようなこと

ですね。この①〜③を目視点検としたと。①、②が

現在の状態の評価ですね。このまま、今のこの状態

で大丈夫か？と。③は先を見通せと言っているよう

なことであります。

で、難しいですよね、目視点検。目視点検だけで

流下能力が確保されているかというのを判断しろと

言われても、中小河川の三面張りのような川で、河

床が上がっていて、目で見ていてもかなり上がった

なというところなら、目測で大体の流下能力を評価

できるかもしれませんけども、一級河川でやれと言

われてもなかなか難しいと思いますね。ですので、

ここにちょっと書いたんですが、河道に関する状態

把握はある一定期間ごとの測量の調査結果、縦横断

測量とかといったものの調査結果を用いて、いわゆ

る分析評価をやるのが基本であると。それを助ける

のが目視点検だといったような、言い訳じみたこと

が書いてありますね。やはり、こういうものを評価

するときに、ある程度最初に危ないところ、「ここ

はちゃんと見ておかなければダメだぞ」というとこ

ろを指定して、そこで堆積が進んでいるのかとか、

護岸が壊れていないかみたいなことを目視点検して

いくというようなスタイルになるんだろうなといっ

たことです。

ですから、「5.1.1.2 基本的な作業」ということが出

てきておりますが、この１行目、そういった重点箇

所をあらかじめ抽出しておき、やるのが基本である

ということ。そろそろ危ないぞというところなので、

ちょっと堆積したとか、ちょっと洗掘が進んだとい

うのが目視点検でも分かるレベルでも、このまま行

くと目的③みたいな、今後の見通しだとか、場合に

よっては状態、このままで大丈夫かみたいなことが

ある程度判断できるといったようなそういう仕組み

になっているんだなと思っています。

● スライド6 ● スライド7



108

それで例えば流下能力の評価、目視点検でありま

すと、「5.1.2.1 概要」と書いてありますが、これは当

たり前のことなんですが、解説として流下能力は土

砂の堆積による河積の減少、樹木繁茂、死水域の形

成、こういうことについて目視点検をしなさいと

いったことです。（スライド８）それで点検要領と

して、河道の河積の有意な現象が懸念される砂州の

形成や拡大、河岸・高水敷上の土砂堆積が生じてい

ないかといったことですね。もしこういうものがあ

れば、すぐに危ないと判断してもいいぐらいのとこ

ろを重点箇所として選んでおいて、やりなさいとい

うような形になっていると思います。ですから裏返

せば、逆にそういうものなしに見ておいて、ちょっ

と堆積したからと言って、やるということはないと

いうことですね。逆に言うと目視点検だけでは判断

できないということだと思います。ですから、こう

いうやり方になっているんだろうと。

そうすると測るということが重要になってきてい

るんですが、定期横断測量、200mピッチの横断測量

をやっていますけども、やっぱりそれだけではなく、

最近は新しい技術も出てきているというところで紹

介です。

最近だんだんできるようになってきたと聞いてお

りますが、国総研もこういった開発研究公募という

のをやっておりまして、民間の技術を研究費を出し

まして実務に反映できるように開発を進めてもら

う、ということの中でやっていただいたんですが、

一般的なレーザープロファイラーではなくて、水中

まで透過して水面下の河床の高さまで測れるという

ような新しいやり方が、海外で使われていたのを日

本でやってみたらどうだということでやっていただ

いた研究の成果を持って来ました。

これは一つの例ですが、この白く抜けているとこ

ろは深過ぎて測れていないという状態ですが、この

部分は測れているということです。やっぱり大体皆

さん、想像がつきますように、深くて水が濁ってい

るとある一定以上になると測れないということでこ

ういうところが測れていないんですが、こういうと

ころももう取れるようになってきていますというこ

とです。それでこの研究開発をした方々によると、

こういった箇所は次のページでお見せする別の方法

でうまく測れば、川によっては定期横断測量と同等、

またそれ以下の規模でできるといったようなことも

示されつつあって、なるほど、では同じお値段なら

200mピッチではなくて、こういう砂州とかも、これ

は拡大すると河床波の凹凸まで分かったり、もう

ちょっと頑張るとこういうところを別の方法で測る

と、根固めブロックまで形が見えるようなところま

で分かりますので、維持管理に使えるような情報が

もっと増えてくるようなデータになってきますの

で、こういうようなものをどんどん使えていければ

なということでご紹介をします。

それともう１つと言ったのは、ご案内の通り船に

つけた音響測深器で、これで深掘れのところだけを

ずっとこうやって辿っていったときの測った例なん

ですけども、こういう護岸、根固めブロックですが、

これがこういうところにボツボツボツとある。これ

は模様がこのブロックですね。それで最深部がここ

ですけども、こういう根までブロックが届いている

かということまで分かるということです。なかなか

水面から見ていると分かりません。さらに、こうい

うものを使うと一番知りたいところ、根固めブロッ

クが足りているかなというところが直接的に分かっ

てくるということがあっていいなと。また、普段の

洗掘もそのまま分かりますから、よりよい管理がで
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きてくるかなということです。こういうものをどん

どん活用できるように考えていかなければいけない

だろうということが、１つ課題としてあるというこ

とですね。（スライド９）

では測るのはそういうことだとして、情報化の方

はどうなんだということで、我々の方でちょっと頑

張ってやったというのが、ほかでも話をしましたが、

「河道管理基本シート」と呼んでいるものです。さっ

きやったような定期横断測量のデータを、ここに縦

断図としてバーッと最深河床高として書いておりま

す（①）。それで、その河床高に対する水位を計算

した結果もここに入れてます。それで木がどこに生

えているか（②）、過去３回分ぐらいの定期横断測

量を持ってきて、平均の河床高であったり最深の河

床高が経年的にどう変化しているか、上がっている

か、下がっているか、というのを書いてみたという

ものです（③）。それで、その局所洗掘が堤防に近

いところにあるのか、川の真ん中あたりにあるのか

というのが分かるように澪筋をこれでたどったよう

なもの、そういう図を描いたんです（④）。それで

湾曲しているかどうかというのはどこなのかという

のが分かるように（⑤）。以上の①〜⑤の情報を書

いてあるということです。（スライド10）

それで、ちょっと工夫しまして、水位については

仮に全部樹木を切ったらどのぐらい水位を下がるの

かというのを緑で、今生えている状況なら青だよと、

それで例えばH.W.L.みたいなものをこの間に入れて

みて、今どういう段階なんだということを判断でき

るように工夫していると。もう１つが、最深河床高

の方でして、なかなか護岸の基礎高というのは台帳

で整っていないらしいんですが、あればあったで

しっかりした値を入れればいいし、なくても維持管

理でまず危ないところがどこだということを判断し

たいので、やや精度は劣るかもしれませんけども、

事務所の方に聞くと大体護岸とかを作るときには、

昔で言う「計画河床高」というのがあった時代が多

くて、それよりも１m深く掘りなさいとか、２m深

く掘りなさいと言って作っているところが多いとい

う話を聞いておりますので、それで実際に測ってみ

るとその辺にあったりしますので、では、その伝承

に合わせてというか、それを大体の目安として引い

てみて、それより高いか低いかで判断しようみたい

なことでやらせていただいております。

こういったものを使って判断していこうというこ

とで、判断のフローみたいなものを作ったのがこち

らでして、最初は護岸の方ですが、「この護岸はも

う根継ぎをした方がいいんじゃないか」とか、

「ちょっとしっかり調べた方がいいんじゃないか」

ということを判断するためのフローです。スタート

は、最深河床が河岸に近接しているかということで

す。していたとして最深河床高が管理基準河床高を

下回っているか、それで、洗堀がさらに進んでいる

か、みたいなことをやっていこうということです。

これも下回っていると危ないので「要注意（A）」で、
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下回っていないけど洗堀がけっこう進んでいると危

ないから「要注意（B）」ぐらいだみたいなことです。

それで対策をしてあれば別にいいと。それで河岸に

も接していなければ、「別にそんなところはあまり

見なくてもいいや」と、そういう形で簡単なフロー

を作ったんですね。（スライド11）

そうすると、さっきの河道管理基本シートのうち

の①、③、④なんかを使うと、この部分はこう堤防

に近づいていると。それでちょっと分かりにくいん

ですけども、最近洗掘傾向かというのは、年代が古

いものから新しい順番で見てだんだんと下がってき

てしまっているということで、「ここは進んでいる

な」と分かります。それで、ここに先ほど見ていた

だいた護岸の根の高さと最深河床高の絵を描いたの

で、ここで下回っているかどうかというのを見てい

ただいて、この３つの情報を見てこれで判断しなさ

いということを判断フローとしてお渡ししたといっ

たことであります。

それで当然これを使って、ここは危ないという話

になって実際職員の方が潜って見てみたら、こんな

に水中で基礎が浮いてしまっていて、下の土砂が見

えているということで、これはいけないということ

でこのように根継ぎしていただいたというような箇

所があったということです。それで、このように実

際に使われつつあります。（スライド12）

それでもう１つ、土砂堆積に対して河積の管理と

いうのも同じようなフローを作っています。これも

また２つ、３つぐらいの判断でやろうということに

なっておりまして、今は計算水位がH.W.L.を超えて

いるかどうかということですね。超えていて、さら

に経年的に平均河床高が上昇しているようだとかな

り要注意だと。こっちだと、しっかりと注視したい

というようなことをやっているということですね。

（スライド13）

それで、この図もこういうのに使っていて、最近

は上がっているだろうかということで経年変化の図

を見てやっていると、こういう形です。こんなこと

で判断しようということでやっているので、一応、

「判断」というのはこれぐらいのことならできるだ

ろうということでお渡しをしているということで

す。案外こういう目で、定期横断測量とか情報を使

い切れていないという声が現場から聞こえたので、

思い切ってこういう図を作ってみたらどうだという

ことを数年前に提案させていただいて、今は試行的
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にいろいろな事務所さんで使っていただいていると

認識しております。（スライド14）

それで、やってみたということで、穂波川の事例

なんですけども、ここは掘削を１回したんですね。

この湾曲部のところなんですが、これは支川なんで

すが、こう行って本川と合流するという川なんです

が、見ていただいたとおり市街地がかなり続いてお

りまして、ここに内水排除のためのポンプがついて

いるそうです。それで、ここの水位が上がってしま

うと、ご案内のとおりH.W.L.近くに水位がなります

とポンプをパタンと止めなければいけないというこ

とで、河床が上がってしまって、小さい流量でも

H.W.L.に達してしまうとポンプを止めてしまうの

で、内水が浸かってしまうといったことなので、

H.W.L.を超えるか、超えないか、上がりやすさが被

害に直結しているという、非常に緊迫したという意

味において、一生懸命に考えてくれた川です。

それで、そういったことで河積を確保するために

１回掘削したんですが、やっぱりすぐに土砂が堆積

してしまうということで、対処しようとこのやり方

を導入しているということです。それで、この紫の

部分、一番大きいものですが、掘削してだんだんと

濃い部分が戻ってくるということになってきている

んですが、ではちょっと多目に掘っておいて、さっ

き掘ったところが100％戻るのは何年かかるだろう

かというのを一生懸命に調べまして、これは過去の

掘削した事例があったので、それと似たような箇所

で、何年後これぐらい堆積しているなということを

プロットして作ったものです。難しい数値計算をし

ないで、エイヤッと作ってしまいました。

そうすると、今回の多めに掘った掘削量は、10年

レベルぐらいまではもつだろうと。では、どのぐら

いで判断しようかと言うと、やっぱりこのぐらいの

ところまで、60％ぐらいまで埋まったところでしっ

かりと判断すれば、最初に言っている内水排除、内

水の氾濫の危険性を避けるとお約束したところはど

うもかなり確保できそうだということで、そこで判

断しようというようなことを作ったと。それで判断

できるようなフローをここに、改めて先ほどの図に

加えて、自分たちでも「60％だ」と決めてやりだし

たといったようなものです。

それで、こういう工夫がある、また新しい技術が

あるということを一度整理しましたので、これを改

めて整理しまして、ではさっきの枠組みを成立させ

る条件は何なんだろうかと見てみますと、やはり直

轄の川ですと地形測量がメインで、やはり目視だけ

ではなかなか難しいよなということでしたから、

やっぱり定期横断測量みたいなもので判断するんだ

ろうと。そうすると、そういうきっちり判断できる

ようなものは、やっぱり５年間隔ぐらいが今は普通

かなという感じです。そうすると、この「５年」と

いう間隔でものを見るというのが１つの縛りになっ

ているというような整理です。（スライド15）

それで「情報化」、河道管理基本シートを見ても
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らいましたが、ああいうものでとりあえずはいいだ

ろうと、今日はそう考えることにします。ただ、実

務を見てみると、データをこうやって集めてきたり、

手当てして状態が変わったりしたのがなかなかシー

トに反映できていなくて、更新ができていないとい

うことの方がむしろ一生懸命にやらなければいけな

いことかなと認識しております。でも、ここはあま

り大きな問題ではないので、今日のところは仮置き

します。

それで「判断」ですが、設計と同一の手法で基本

評価できるのを今日は扱いました。「洗掘深で根固

め、または根入れが最深河床高よりも下か」になる、

という単純なことです。流下能力も普通の計算です

ね。いつも計画論で使っている流下能力の評価と同

じようなやり方でできるでしょう、と。なので、こ

れは判断は可能でしょうと。判断自体はできるで

しょうと。では、今後の進展を見極めてどの程度手

前で判断するかというのが難しいんでしょうと。こ

こをどうするかということが、この枠組みを成立さ

せる条件のひとつとして重要だろうと。

またもうひとつ、先ほど簡単に言ってしまいまし

たが、ピッタリだと時間変化に対応できない。100％

のうち「60％で判断する」と言いましたから、60％

までは溜めていいような、「マージン」という呼び

方をしますけども、時間的に対応していくためにど

うしても溜まってしまうときに、「溜めしろ」と言っ

たらいいんでしょうか、ここまでなら当初の目指し

た機能がしっかり果たせる、それ以上のものを持っ

ている、といったようなもので、そこに達したらや

らなければいけないということでして、これがピッ

タリの能力だと、もう次の瞬間から土砂が堆積した

ら足りなくなってしまうということですから、それ

ではできないと。なので、マージンの付与が管理の

前提だろうということで、これも書いてあるという

ことです。（スライド16）

それで手当、マージンを回復するというのは、こ

ういうことですから、取り立てて今日問題だという

ことでもない。

ということでして、今言った３つぐらいだろうと。

ここの「５年間隔」、「どの程度手前で判断するか」、

「マージンの付与」、ひょっとすると、これが私が今

考えている、管理を成立させる条件としてしっかり

と認識してどう対処するかと考える１つのキーポイ

ントかなということです。

では、さっきの管理の枠組み図に当てはめるとど

うなるかというと、「５年間隔」と言っているのが、

このプロットの間隔は大体５年ぐらいになってしま

うんだろうなといったことです。それで「管理のマー

ジン」と言ったのが、ここからここまでになります

が、ここでちょっと、さっきは下に書きましたが、

それで「判断が幅を持つことへの対応分」と書いて

あります。ここでたぶん、判断することになってく

ると思いますが、これは結果ですからここに書いて

ありますが、ここまで行ってしまうかもしれないな

と判断するかもしれないし、手前で収まってしまう

かなというように考えるかもしれないし、なかなか

予測というのはこのラインに対してピッタリで超え

るかということではなくて、判断が幅を持つ。予測

と言うよりは、見通しが幅を持つ、と言った方がい

いかもしれませんね。見通しがどうしても幅を持っ

てしまうことに対して、その分控え目に降ろして判

断していかなければいけないということになってい

る。それがあるでしょうと。それで、このマージン

がこういったものも含めて、実際に起こす変化の大

きさに対してこういうイメージ、５年に１回しか見
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ないのに一発でこっちに行ってしまうとちょっと辛

いので、数回見る中で判断できるようにしなければ

いけないというのが枠組みを成立させる条件だとい

うことだと思います。（スライド17）

そうすると、どういう書きぶりになっているかと

いうと、このマージン自体が変化の大きさ、更新頻

度×変化速度×n、つまり傾きですが、こんな感じ

で何個もプロットできるというイメージですかね。

そういうぐらいの大きさをしっかりと確保しなけれ

ば、ちょっとうまく判断できないと。一度にビューッ

と行ってしまうと、５年間隔で見ていたらアウトと、

当たり前のことですね。

それでもう１つ、手当てにかけ得る労力、これは

測量するということも含めてなんですけども、自分

たちの持っている実力が、川が起こす変化の大きさ

に対して自由が効くか。ベタに言ってしまうと、掘

削し続けるお金を持っているかというようなことで

あります。この「Σ」がついているのが河道掘削だ

けでなく、護岸の維持管理もありますでしょうし、

いろいろあると。諸々の手当てについて全部積分し

てというイメージを込めたつもりです。それで、こ

の２つが満足できていれば、たぶんこの絵のとおり

になるだろうというようなことで書かせていただい

ているということで、ベタに条件を書けばというこ

とであれば、こういうことになってくるのかなとい

うことでまとめさせていただいております。

ただ、これは非常に、書いてしまえばこうなんで

すけども、厄介でして、この２つの条件は相互関係

があると。河積で行きますと、河床高の高さだと思っ

ていただければいいと思いますが、あとでちょっと

出てきますが、マージンを大きくしてしまう、つま

り河積を大きくしてしまうと当然そこに土砂が堆積

しやすくなってしまうだろうと。ちょっとのときよ

りもいっぱい掘ったらなってしまうだろうと、直感

的に思われると思います。そういう場合もあるで

しょう。そうすると、この変化速度自体が立ち上が

りが大きくなってきてしまって、だんだんとこっち

に圧力をかけてしまうということですね。いっぱい

手当てしなければいけない量が増えてきてしまうと

いうことも起こり得ます。

それともうひとつ、項目間も相互関係、ではマー

ジンを大きくして、そこまでは大丈夫だということ

になったとしても、最深河床高が一緒に下がってし

まうと。そうすると、護岸の方をちょっと多目に手

当してやらなければいけないということになってき

てしまう。また、環境もそういうようなことがある

かもしれません。なので、一つ一つ分解してこの条

件を満たすようにやろうとしてもなかなかうまくい

かなくて、こっちを立てればあっちが立たないと

いったことで、この相互調整をどうするかというの

が管理として条件を枠組み精査する条件としてやっ

ぱりネックになっているところというか、なかなか

難しくてどう考えたらいいんだろうということに

なってくるのかなと考えております。

ということで、よくよく私なりに考えてみると、

「河道の維持管理」というものを考えてみると、現

場でどう見るかといったことについて、そんなにま

だまだいいのかなと。やっぱりああいう条件を成立

させるような河道の設計をどうするかということの

方がむしろ重要なのかなと思いまして、ではここは

一回その考え方を、自分の素直な気持ちを尊重して、

河道の設計を軸に据えて考えてみましょうというこ

とにしてみました。（スライド18）

それで変化速度、どこまで掘ったら何m/年ぐらい

また河床が上がってしまうとか、どれだけ木が増え
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てしまうというそういうイメージで見ていただけれ

ばいいと思います。それで１年当たりの設計だと

思ってください。それで、労力とマージンの兼ね合

い、１つ目の条件ですね。これからは「兼ね合い」

と呼ぶことにします。それで、河積、洗掘などの項

目間のバランス、どっちかを頑張るとどっちかが下

がってしまうというバランスですね。これも「バラ

ンス」と呼ぶことにします。この「兼ね合い」と「バ

ランス」の条件を満足させる調整としての設計とい

う、新しい観点でやっていかなければいけないとい

うような形です。新しいというか、あまり意識しな

かった、と言った方がいいかもしれません。かなり

昔になると、ただ単に流下能力を満足するためには、

このぐらいの断面が必要ですよ、というように定規

で書いてとりあえずやっていたかもしれませんけど

も、これからはかなり意識的に、「こっちがこうな

るとこれだけ変化するけど大丈夫？」とか、「かな

り掘れてだめにしてしまったけど、洗掘は大丈夫だ

ろうか？」ということに対しても、意識的に設定し

ていくようにならないといけないなということで、

あえて書いております。

それで、こういったものが先ほどの私の考えで行

くと枠組みを成立させる条件なので、その条件を成

立させた上で、では管理手法自体の工夫もしていき

ましょうということですね。私の考えたやり方では、

どうも管理手法の工夫をしたら、条件を満たすとい

う感じではなくなったというイメージです。

それで、管理目標をどの程度手前とするか、先ほ

どのこの図のここです。ここはできるだけ小さくで

きればなおさらいいよね、というのが１つ工夫とし

てあるんじゃないだろうかと。進展の見極め方、判

断が幅を持つことによる対応分を縮小することを目

指して、いろいろ工夫してみたらどうだということ

があるでしょうみたいなことですね。こういうこと

でシートも改善すればいいし、自分たちが取ってい

るデータも、情報化するに当たっても、どんどん精

度のよいやり方をしていくことを考えればいいとい

うことはかなりあるんじゃないだろうかということ

で書いております。

さらに踏み込んでいきますと、先ほど空中から河

床高も測れるような時代が来つつあるといったよう

なことを申し上げましたが、ではああいうものが

もっと進んで、コスト的にもうまくいくようになっ

たら、５年に１回に縛られている必要もないでしょ

うと。もっとできるようになれば、もっといっぱい

やってもいいじゃないかと。場所を区切ってやって

もいいかもしれません。そういったような工夫をさ

らに一歩踏み込んでやっていくということもあるで

しょうし、もうちょっと大きい枠組み、河道だけで

頑張らない、総合土砂管理の実践の中でやっていく

ということ。ただ単に山から海へということだけ

じゃなくて、事業関連系と言ったらいいんですかね、

ちょっとだんだんとそういうことまでやっていいの

かなと言っていますけどね、骨材として活用しても

らうために自分たちの維持管理費をあまり削らない

でやってもらえるものがあったら、どんどん連携し

てやれるようなことができないかとか、そういった

ことについて連携していければなということについ

ても考えてみております。

それで管理にかけ得る労力確保のための取り組み

として、頑張っていかなければ。ここが継続性の確

保ですが、こういうことだけではなくて、こういう

管理全般をやっていると実はこんなにリスクが低減

するんだと。それで、そのお陰でこんなに生活がよ

くなったんだと。ストック効果みたいなものですね。
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それで、環境もよくなったということを訴えていっ

て、なるほどね、川にお金をかけると、維持管理を

やると、こんなにいいことがあるんだということが

やっぱり大きくないと、なかなかこういう枠組みも

続けていられないだろうということで、急に取って

つけたようですが、情報提供というか、５つ目の話

をちょっとつけた形になっております。

それで、こういうところが工夫のしどころだろう

と思っております。ですから、これからの話は、で

はこの３つについてどういう工夫の仕方をしようか

ということについて、私の考えを述べさせていただ

きたいと思います。

まずは河道設計なんですが、やっぱりアウトプッ

トとして今までこの辺、河道の形はどうしましょう

かとか、護岸の配置はどうしましょうかということ

が重要事項で、これまでもちゃんと検討できている

かと思いますけども、やはりちゃんと文章化したい

な、と。知識で、そのとき作った人たちの頭には入っ

ているけどというだけで終わらせたくないという意

味で、取り扱い説明書、「この設計は実はこういう

維持管理する前提で書いていたんですよ」、という

ことをちゃんと残していく。もうちょっと言うと、

「この設計はここまでの外力でしか考えていません

が、仮に超えますとこんな被害の出方をします」と

いうことを出して、それを維持管理法に、例えば上

下流のバランスを考えたような樹木伐採の仕方と

か、「あまり木を切り過ぎるな」とか、「ここは必ず

いつもちゃんと掘っておけよ」というようなことを

分かりやすく書いたようなものをやっておかないと

いけないかなと、こういったことを目指していくべ

きではないかということです。

では、こういううまい取り扱い説明書を作るとな

るとどうしたらいいかということで、実際に幾つか

やった事例みたいなものを紹介します。これは「兼

ね合い」の方です。いっぱい掘ってしまうと、いっ

ぱい堆積することが分かって大変じゃないかという

ことについて、どう兼ね合いを取るか、どこまでマー

ジンを設けるかといったようなことについて検討し

た事例です。それで昭和60年代、ここは何もないん

ですけども、平成18年になるとここはしっかり砂州

がありますが、これは実はこの前の写真をさかのぼ

りますと、やっぱりこの砂州はないんですね。砂利

採取で取り尽くしてしまったという絵です。その後

に再堆積して、この砂州が復活してきたという絵で

す。（スライド19）

ですから、過去の砂利採取を一生懸命にやってい

る時代で、この平成ぐらいになってくると止めてき

て、またこうなってしまうんですが、流下能力がちょ

うどここで足りなかったので、今度の改修もここを

掘ろうということになったんです。そうすると、砂

利採取が掘削のリハーサルみたいになっておりまし

て、実際に掘ると何年ぐらいで戻るのかというのが

分かるデータが取れたということです。なので、最

近のデータというのは重要なんだということをいろ

いろな場所で話をさせていただいているんですが、

うまくいくと過去にやったことが今やろうとしてい

る河道改修のリハーサルみたいになっていて、その

データを調べるだけであまり無理しなくても、難し

い計算ばかりに頼らなくても、いいデータが得られ

て、どのぐらい労力がかかるかというのが分かると

いうことです。

これはすごく分かりやすかったので、ではせっか

くだから計算も合わせて、マージンの大きさを変え

たらどれぐらいで戻るかというのを事例でキャリブ

レーションして出してみたものです。ここでは５年
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ぐらい掘ってしまうと、やっぱり相当程度早く戻っ

てしまうというか、堆積量が大きくなってしまうの

で、では３年で何とかと言い出してやった例です。

それで３年間でどれだけ戻るのかということで、昭

和46年から平成21年までの流況のデータがあったの

で、処理箇所は同じにして、それを短冊状に３年ご

とに切りまして、その３年間の流況を与えて、どれ

だけこういう掘削したところに堆積するかというこ

とを何回もシミュレーションして、それで出した平

均値の結果です。（スライド20）

そうすると、これは大体、縦断距離と合わせてこ

の下の図を重ねたつもりですけども、このあたり、

やっぱり掘削して、先ほど砂州がなくなったみたい

なところまでやるんですが、そうすると３年間で確

か、この200mピッチの区間で６万㎥ぐらい溜まる

データが、他のところも３万とか４万とか溜まるよ

うなことになりまして、そういうデータが来たとい

うことです。

それで当然、マージンも作っておりまして、これ

ぐらいだとぎりぎりセーフだみたいなことになって

おりまして、では平均的な年順で行くと大体３年に

１回これぐらいの量を掘削をすればいいのかな、と

いうことをやり出したという例です。

なので、やっていることは単純ですが、河床変動

計算だったり、昔のデータを整理しているだけなん

ですが、いよいよ河床変動計算もさっきみたいない

いデータを扱えるような、いい検証ができるところ

と言えばいいんでしょうか、データがそろっている

ところはもう量的に信じてこういう設計に使って行

きましょうという方向に舵を切ろうかと思っている

という例です。それで、こういったものであれば、

なるほど、どれぐらいの大きさで、どれぐらいのサ

イクルにすべきかということを検討できるというこ

とで、なるほど兼ね合いのことについてはそれ相応

のことができそうじゃないかということを今期待し

ているところです。

ではバランスの方はどうだというようになると、

これはちょっと厄介だなと思っています。大出水に

よる局所洗掘、河岸侵食、高水敷侵食、長期的な河

床変動というパーツごとに検討して、そのパーツの

統合として河道形状を決めるような河道設計に

ひょっとしたらなりつつないかといったように思っ

ています。どうしてもマニュアル的にはそう書いて

ないつもりで書いたというのも、例えば「高水敷幅

は何m以上あると望ましい」みたいな感じに読んで

しまうと、ではまずそれを確保と。そうすると、流

下能力をしなければいけないから、これだけ掘ろう

かと。これだけ掘るとこんな感じだから、では護岸

工を張ってしまおうとかという形ですね。パーツの

どれを優先するかで違うかもしれませんけれども、

パーツで見ていってしまっているという形です。（ス

ライド21）

それで出てきたようなものを一回見せていただい

たことがあるんですが、やはりかなり不格好でして、
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もう一生懸命に過去からあった護岸は危ない水衝部

だということで、それなりにしっかりと護岸を固め

ているのに、わざわざその前に高水敷を作るみたい

なことになってしまったりして、むしろ河積をそれ

で縮めて、流下能力が足りないと言っているのに１

回縮めて、それでまた掘るみたいなことになってし

まっていて、これは本当にいいのかなと。それで、

さらに深く掘るということになっていますから、何

とか持ち堪えている、しっかり管理してきた、これ

まで蓄積してきた護岸の維持管理も含めて、やり方

を１回放棄して、もっと深くなるようなことに対し

て対処していくみたいなことを模索しようというよ

うな河道設計になっているように見えて、「これは

本当にいいのかな？」というように疑問に思ったこ

とがあるといったところが出発点です。

ですので、そういう意味でバランスが取れている

のかなと、本当にトータルとしていいのかなという

疑問がこのやり方にあったので、ではやっぱり一回

考え方をリセットしてみようかと。ある一定以上の

川幅にする必要があって、それより狭く深い河道で

は個別パーツに対する設計、対策、例えば護岸護床

工で固めて何とかしようとすると難しくなってし

まって、河床変動に対する安定性の確保に苦労する

のではないかと。設計図上では書けるかもしれない

が、後々の維持管理を考えるとこのやり方は相当苦

労するんじゃないか。逆に、ある川幅以下にする必

要があり、それより広く浅くしてしまうと、個別の

パーツに対する設計で河積を維持掘削するんだと

やっても、もういっぱい溜まり過ぎてしまうとかで

確保に苦労するんじゃないかと。

それで、まずはこの２つに対してバランスを検討

した上で、このバランスの取り方はここがベストだ

が、川岸はこうだ、高水敷はこうだということで、

個別のパーツごとによくないところを直していくと

いうような河道の設計の仕方をしないとちょっと難

しいんじゃないかという当たり前のところに立ち

返っているというところです。なので、もっと前面

に出して、こういう書き方にしようかなと今ちょっ

と思っていて、河川砂防技術基準の計画編を見てみ

ると、高水敷だとかといったことで個別に書いて

あって、それはそれで書いてあることとしては一個

一個重要なことなんですけども、ヘタな取られ方を

すると、「なるほどね、その一つ一つをちゃんと足

し合わせればいいのね」みたいな感じに読み取れて

しまっていたのかなという反省点を込めて、もう

ちょっとこういうことを前面に打ち出すという考え

方をもうちょっとはっきりと、前からあったと思い

ますけど、やっていった方がいいかなということを

思っている次第です。それで、これ自体を考え中とい

うことで、これが真に有効なのかと、うまく書けるの

かということも含めて考え中だということです。

これから私のこのパワーポイントの中で＜考え中＞

と出てくるのが、私が今考えていて、なかなか今日

の結論の中で、こうすればいい、というところまで

行っていないところです。しかしながら「ここまで

たどり着いているぞ」というか、「考えています」

ということについてこれからちょっとお話をしたい

と思います。（スライド22）

それでバランス、では川幅を起点としてやりま

しょうということなんですが、「発生頻度の低い大

出水に備えて」ということは先ほどもお話をしたと

おりなんですが、やはりそれを維持管理して機能を

確保していくためには、ひょっとしたら河床の、特

に河積というものを考えたときには、中長期的に累

積させる中小出水群での変化の大きさも考えなけれ
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ばいけないと。そうすると、大きい出水のときに大

丈夫かだけではなくて、中小出水のときに起きる変

化に対してもうまく維持管理ができて、いざこっち

が出たときにちゃんと機能を持っていますという河

道に仕上げなければいけないということなので、こ

れとこれは同等の重みを持ってちゃんと対処できる

ような河道の設計をするという考え方でしょうと。

それで実務では堤間幅を変えることが稀ですから、

この幅というのは今は低水路幅をとりあえず用いて

考えましょう、ということを基本的な考え方として

一回整理させていただいております。

それで、ちょっとここからは子どもだましのよう

な話ですが、ちょっと定量的に考えておこうと。変

化の度合いがどれぐらいかということを、ちょっと

定量的に感覚としながら、実感しながらちょっと議

論していきたいので、簡単なことをやってみようと

いうことです。（スライド23）こういう単断面の河

道があって、これを今、例えばこの断面で流せる、

すり切りいっぱい流せる流量がQだとしたら、今計

画はその1.5倍流したいんだと。この1.5倍の流量を流

すために川幅を拡げるか、掘り下げるかという、単

純な２つで考えてみましょうということです。

それで川幅を拡げるなら、流量を1.5倍にするため

にはここを1.5倍にすればいいだけですから、これは

半分拡げるという形になります。それで掘り下げる

ならばということですから、この３分の５乗がか

かったものが1.5になればいいんですから、真面目に

計算すると1.28倍の水深にすればいいということで

す。それでもう皆さんご案内のとおり、深くすると

掘削量は小さくて済むということです。これは掘削

土量はこれだけの量なんですけども、比べてみれば

当たり前ですが、深く掘り下げると４割ぐらい得だ

ということで、安く上げようと思ったら高水敷を掘

るよりはということで、こっちが好まれた時代も

あったというように思っています。

それで、では1.5倍、同じように流れる深い川と広

い川ができたわけですが、ではこの同じ1.5倍の流量

が来たときにどんな水理量になるのかというのを計

算したみたわけです。（スライド24）それで改修前

のときと比べてみようと。それで満杯流量Qのとき

に比べてどれぐらい流速が早くなるかというと、当

然、川幅を拡げたものは同じ水深だから同じ流速に

なるでしょうと。それで掘り下げた場合には水深が

増えてしまったので、当然、流速が上がってきてど

れぐらい早くなるかというと、大体1.2倍ぐらいにな

る。これで河床材料の流送状況がやっぱり違ってく

るんだなということになります。

では、たかだか２割しか流速が増えないというこ

となんですが、これはどれぐらい河床変動に効くの

かというのを直感的に見るために、流砂量式を当て

はめて見てみました。それを理解するためのちょっ

とした換算として、流速が大体1.2倍ぐらいになると、

これから使う掃流力だと大体1.3倍になるという簡単

な換算になると思ってください。つまり、掘り下げ
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てしまうと３割掃流量が増えてしまうと。その３割

とはどれぐらいの影響度合いなんだろうかというこ

とですね。

これはよくある流砂量式なんですね。横軸が掃流

力になっておりまして、縦軸が運ばれる土砂の量を

表しているようなものです。（スライド25）それで

大体の話ですが、礫の河川だと大体0.1を中心に、こ

のあたりかなという値が取れたものが大出水時の値

だと思っています。それで砂の河川ですともう

ちょっと大きい値で、１からそのあたりかなという

ところを中心にということで今回書いております。

そうすると、この傾きがここに書いてありますが、

これが無次元掃流力が増えたときの増幅率だという

ように思っていただければいいと思います。ちょっ

とややこしいんですが、大体これで４倍ぐらいの増

幅率だと書いてありますが、これは縦軸、横軸で掃

流力に関係するものがこっちにちょっと入っている

ので、４＋0.5になっていまして、4.5倍と。だから３

割ぐらい増えるとなると、ごくごく簡単な近似でい

くと、３割×4.5倍になるんですかね。そうすると１

以上になってしまう感じが分かりますから、礫の川

で1.3倍の掃流力が増えるぞということは、大体、土

砂量に換算すると元の２倍ぐらい多く流せてしまう

ということになっていると。元の２倍になってしま

うぐらいだということです。

こっちだとそこまで行きませんが、1.5倍ですから、

３割×1.5倍ですから、大体1.5倍とかそのぐらいの

オーダーになってくるということです。案外効くん

だということですね。特に礫の河川において、ちょっ

と流速を変えると、数割程度という意味ですが、土

砂量を運ぶ量にかなりダイレクトに影響してくると

いうようなものだということです。これはかなり事

務所の方向けみたいな形で、こういうことに詳しく

ない方向けにやったんですね。「そんなに流速が

ちょっとしか変わらないのに、なぜそんなに目くじ

らを立てているんですか」と言われたことがあった

ので、何とかそれを説明しやすくしようと思ってこ

ういうものを使ったんですが、逆に分かりにくく

なっているかもしれませんが、川というのはそうい

うものだなと、もし馴染みのない方がいらっしゃっ

たらそう思っていただければと思います。案外、

ちょっとの流速の変化が、運ぶ土砂量を大きく変化

させるんだというような単純な理解でよろしいかと

思います。それで、土砂で見ると、さっきの「掘り

下げる」と「幅を拡げる」では、起こり得ることは

かなり違うんだなということです。

では次に、改修前の満杯流量時の流量が流れたと

きにどうなるんだと、これは中小出水のイメージで

す。（スライド26）1.5倍流量が流れる川になったので、

では1.5倍にする前の元のQが拡げた川、掘り下げた

川になったら、どれだけ流速が変化するかというこ

とをもう１回やり直しました。それで、今度は掘り

下げたものは全く水深が同じだから流速は変化しな

いんですが、拡げたものは当然、流速が遅くなって

● スライド25 ● スライド26
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しまいます。0.85倍。掃流力にすると２割減ですから、

先ほどの理屈で言うと、やっぱり今度は土砂量を運

ぶ量が半分ぐらいになってしまうかもしれないとい

うことです。本当に堆積しやすくなってしまうんだ

なというイメージに繋がってくるということです。

今まで話をしたものを絵に描いてみるとこうなり

ます。（スライド27）横軸が流量を大きくしたら、

ということで、Qから1.5Qにしたということです。

それで流速がもともとの川を黒のラインで描いてお

りますが、それに対して１にしたときにどれだけ早

くなるかと。それで緑が拡げたパターンでして、当

然同じQだと拡げた分で流速が遅くなってしまいま

すが、このときには同じになると。これは横に伸ば

しているのは、氾濫したので流速が伸びないという

形にしております。1.5倍流せないので、全部この元

の断面だと氾濫してしまうので、同じ流速で書いて

いるわけです。それで掘り下げてしまうと氾濫しな

くなるので、どんどん早くなっていって、これまで

経験しなかったような早い流速を経験するようにな

るといったような形で書いています。

それで、ごく単純に言ってしまうと、拡げたパター

ンはどちらかと言うと同じような中小出水が来ると

きには下がってしまったので、前よりはちょっと土

砂を運ぶ量が少なくなってしまうなと。それで掘り

下げたパターンは同じぐらい運んでくれるけど、い

ざ大きいものが来たときには、ちょっと今まで経験

しなかったようなものが運ばれてしまうといったこ

とで、安定性はどうなるのかなということについて、

未知の力なのでちょっと心配になってしまうという

ことです。洗掘はどうかなということですね。

それを表にしたのがこれです。（スライド28）そ

れでお互いにこことここが懸念事項になっておりま

して、流速増大に対する懸念がこちらは強くて、こ

ちらは年々着々と堆積してしまうんじゃないかとい

うことを心配になるような川の方向に振れてくるん

だといったことです。

それがこの単断面でやりましたので、本当の河川

ではそういうようなことが起こっているのというこ

とについて、簡単に調べた事例です。こちらは拡げ

た事例です。（スライド29、30）河床縦断形状がど

う変わったかということを主に見ていこうと思いま

すけれども、ここからこの区間を拡げた川の例です。

それで「東海豪雨」と書いてあるから、中部地方の

川ですね。それで平成14年に激特事業で拡げて、そ

の後どうなっているかというようなことを見たもの

になっております。

これがその断面でして、こういう空中写真ですが、

これは拡げる後の写真だったと思いますが、各箇所

でこのように拡幅して流下能力を上げているという

ことです。その５kのところがここでして、そこで

もともとこれぐらいだった川幅をここまで拡げた。

ちょっと２倍に近いかもしれませんが、先ほどの例

で言ったような1.5倍程度拡げているような事例のも

のです。それがその後どうなったかということです。

● スライド27 ● スライド28
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もともとはここでこう来て、それで河床高はここ

だというのが平成12年の絵なんですが、その後ここ

まで拡げたということです。それで、そのときの平

成12年の平均河床高、低水路河床高はここで、掘削

して拡げたところの河床高はこのデコボコしている

下の方のものです。その後、出水がありましてだん

だんということで、平均河床高がぐっと上がってき

てしまっているということです。ですから、やっぱ

り流送される量が減ってきてということが起こっ

て、平均河床高が上昇しているという事例です。

それで湾曲部ではということですけども、ここの

断面だと思います。これは掘削前で、こういった中

州が発達している部分も掘削して拡げたという例で

す。それでちょっと左右逆になって恐縮ですが、こ

れが写真で言うとこの部分です。拡げたという部分

です。それで、もともとはこの狭い河道でここまで

ギュッと深く掘れていたんですけども、拡げました

のでこの洗掘深がここまで緩和しているということ

ですね。これは１メモリが１mなので、３m強ぐら

いは洗堀が和らいで楽になったということです。

なので、大まかに見てしまうと、断面によってか

もしれませんけども、平均河床高が上がりやすいと

いう維持管理上マイナスなことが起こりますが、洗

掘深に対しては相当程度楽になってきているので、

維持管理がしやすくなった河道として見ることがで

きると思って持ってきた例です。

では、狭い河道だということですが、なかなか河

道を狭くするということはないんですけれども、唯

一分かりやすい事例としてあったのがこれで、実際

に狭くしたというものです。（スライド31、32）昔

はこのように網状していたような川なんですが、高

水敷を造成して真ん中に押し止めたといったような

川です。それでポンチ絵で描くとこうなりますが、

昔は堤間幅いっぱいぐらいにいろいろ砂州ができて

● スライド30 ● スライド32
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流れていたんですが、高水敷を造成しました。そう

したら河床が低下して、洗掘ということになってい

ますが、ちょっと特異なのが、この絵では色を変え

ていますが、上の部分のここまでが砂利です。その

下が古い層で、難侵食性の軟岩みたいなものです。

そこが石がぶつかったりしてどんどん掘り込んでし

まっているといった形です。

これは実際の横断測量の図です。（スライド33）

いろいろなところで露岸している状態を見ながら大

まかに判断したんですが、この線から下が軟岩のよ

うなもの、上が砂礫だということです。それを横断

図に入れてみますと、昔は礫のところで河床高が収

まっていたんですが、こういうところを狭めるとだ

んだんと河床低下してきて、今は軟岩に食い込んで

しまってというようなことが起こっているというよ

うなことが分かります。

それを拡大したのがこれで、昔はこの青いところ

でこういう形だったんですが、この青いところを高

水敷を造ってグッと前に出してしまったんですね。

そうしたら、このように掘り下がってしまったとい

う例であります。それで砂利採取もちょっとしてい

たということで、それに拍車をかけてしまったんで

すが、やはりこういうことが起こっているというこ

とです。それで、やはり狭めるとそれなりに流速が

上がってきて、礫をいっぱい運ぶようになってし

まって、同じようなものであってもだんだんと河床

が低下してしまうということです。これは縦断形で

すが、ちょっと比べるのがいいのかどうか分かりま

せんけども、これぐらいの勾配だったところがだん

だんと切り込んでしまったので、緩くなってきてい

るなという感じで見ているといったようなことです。

それで、基本的にこういったことがありますので、

大まかにですが、拡げるということと、深くするこ

とに対して、維持管理ということにどう反射してく

るかということは、傾向としては単断面で考えたよ

うな見方で大まかに説明していいだろうということ

です。

では、そのほかに懸念される副作用としては何が

あるのかということでまとめたものです。（スライ

ド34）それで、やっぱり掘り下げるとなりますと、「河

床材料の置き換わり」と書いてありますが、先ほど

見たような、礫の層がなくなって軟岩が露出すると

いうことも起こりますし、川岸の高さが純粋に高く

なっているので、場合によっては１回で崩れる量が

大きくなってしまう。またはあまり硬岩の角が当

たっていると、それで不安定になってしまうことも

心配しなければいけないんじゃないか、というよう

なこととか、いろいろあると。冠水頻度が下がって

しまうので、木が生えてしまい、それで流下能力が、

ということもあり得るんじゃないかということも書

いてあります。

それで、拡げる方はどうかと言うと、やっぱり溜

まってしまうんですが、砂州が発達していって新た

な水衝部ができてしまうようなことがあるようで

● スライド33 ● スライド34
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す。これはちょっと後で取り上げます。それで高水

敷がまた再形成されて、元の川幅に戻ってしまうと

いうことは何回も取り上げているので、もうよくご

案内かと思います。条件が揃うとそういうことが起

こってしまうということです。それで拡げ過ぎてし

まうと、逆に石の河川だから動かなくなってしまっ

て、これは別の観点であまりよくない。特に環境の

観点でですね。河床材料が動かなくなってしまった

と、中小河川ではときどきありますが、そういうこ

とです。

それで、こういう副作用についてもちょっと考え

ていかなければいけないということで、これを考え

ると先ほどの枠組みだけじゃなくて、もうちょっとこ

ういうところまで突っ込んで考えなければいけない

ということなんですが、特にこれについて調べてき

ましたといいうのが以降の事例です。（スライド35）

それで川幅が変化するパターンですが、簡単に言

いますと、縮まってしまうというパターンがありま

す。よく小礫・砂の河床材料の区間では、出水で拡

がるときもあるし、自分で掘削して拡げるときもあ

ります。今は一緒に書いてしまっていますが。１回

川幅を拡げても、ある程度の期間が過ぎるとまた

キューッと狭まってしまう、ということがどうも起

こっているようだということがかなりの川で見られ

るようになってきました。

それで本当の「セグメント１」、急流河川だった

ら案外拡げたままなら拡げたままになるかなという

感じでも見ています。あまり河床低下が進行しな

かったという場合ですが。それで感潮区間でも、先

ほど一番最初に見てもらった拡げた例というのは、

どちらかと言うとこの区間なんですが、河床のアッ

プダウンはあるが幅自体はあまり変わらないかなと

いったことで、こちらの方にしております。それで、

こういう場所によって違うんですが、こちらのパ

ターンならさっき言った副作用だということで、こ

ういう川についてはかなり見ていかなければいけな

いかなということです。

それで、ただ単に川幅が戻る、戻らないみたいな

形で、ではいっぱい事例を集めようと思って、見ま

した。最近は河川研究室には若い新規採用がようや

く入って、純粋な目で見てくれと。こういうことを

勉強しないから、「逆にとらわれないでよく見てね」

と言ったら、「室長、ちょっと変わったのがあるんだ」

と言って持ってきた例です。（スライド36）「北海道

で、この狭い川をこっちに拡げたんですが、川幅が

元に戻って、洲が発達してきてしまっています」と。

それでよくよく見ると、高水敷幅がここからここま

であったのが、削れてかなり堤防まで近くなってき

てしまっている。内岸側だったからでしょうか、「い

いだろう」と思っていたんでしょうかね。だけど、

かなり来てしまっていて、これは、「あらっ？」と。

こちらの九州の例も狭いところだったんですが、

１回拡げたようですが、この辺は確かに高水敷が再

形成されて元の川幅に戻っているんですが、何か中
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州のようなものがボコッとできてしまって、ここはな

かなか、こことここで幅を取るというなら元の川幅

なんですが、中州ができてしまってということです。

それで、どうもこういうところの横断測量を見る

と、ピッタリうまいところに行っていると、何か洗

掘が逆にこういうところの目の前でグッと掘れてし

まっていて、まだまだこういった時代の方が護岸に

とっては楽だったなみたいなことで、出ているとい

うことであって、なるほどこれはちょっとトレード

オフがあるなということがありました。

こういうパターンもあるし、細長い中の島のよう

なもの、これは砂州と言うのかな、というものです。

（スライド37）こちらが九州の例なんですが、かな

り狭いところで、これは無堤地区だったので、それ

で堤防を作りながら低水路も拡げたら、真ん中にす

ごい長い島状のものがビューッと伸びてきてしまっ

ている。

こちらの例もどうも、こっち側に拡げたら、真ん

中に随分長いものがビューッと出てきてしまって、

ちょっと砂州でもないしな、という形になってきま

してよろしくないなと思っています。

ものの本を読みますと、同じ樹木が生えているも

のであったとしても、砂州であったとしても、早い

流れと早い流れに挟まっていると、大規模平面図と

いうのがあって、お互いに早い中に真ん中にちょっ

とあると、かなり流れの渦がお互いに増幅し合って、

大きくなって抵抗が増えるということが模型実験で

分かっていますので、同じ入り方だとしたら、それ

なら高水敷にビュッと入っていてくれた方がひょっ

としたら流下能力としては楽になるのになと。そう

いう結果を見ながら思うと、こういう入り方って一

番嫌だなと思ったということです。もちろん、堆積

してしまったので、河積としても当初の狙ったとお

りの値ではないということも含めてですが。

それで、これはおかしいな、どういうことなんだ

ということで調べ出したのがこれです。これはやは

り砂州なんじゃないかみたいな見方があったので、

川幅を拡幅したところの一番広がったところを横軸

に、何mだということで、縦軸に平均年最大流量時

の水深を取って、よく言われている川幅水深比でど

れぐらいのところなら、ああいうような洲ができて、

できないのかということを調べたんですが。何かあ

まりよく分からなかったと。25分の１とか、12.5とか、

けっこう小さい値でもできたというようなことが

あって、なるほど、砂州がよくできるようなこうい

う大きい値のところはああいうことができやすく

て、という単純なことではなくて、狭くて拡げるみ

たいなことでもひょっとして起きるのかなと思って

います。

ただ、ちょっとある程度の傾向が見えたかなとい

うのはこっちですが、ではこういうことが発生した

ものが起こったものについて、河床材料の粒経がど

のぐらいだったかとか、河床勾配はどのぐらいだっ

たかということを調べてみると、一生懸命に見たん

ですが、大体１cmより大きいところしかないと。小

礫の河川から礫の河川のところしかなくて、砂の河

川では起こりにくいのかなというところぐらいまで

は分かってきました。逆にあまり大きい粒経になっ

てくると、GSもちょっと減ってきているかなという

感じがしておりまして、ひょっとするとあまり大き

過ぎてもということなのかなと、ちょっと分からな

いなということで今見ているところです。この辺が

何かやたら多いように見えたので。

それで、こういうことで今は探しながら、本当に

川幅を拡げるというのはさっきの見方だけでいいの

● スライド37
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か、やっぱりこういうことも入れると洗掘との兼ね

合いとしていいのかということで、ここはちょっと

決着つけなければいけないなということで今悩んで

いるところであります。

それで、そういう技術的なものも解決していくと

して、「見方としてはこういうことで行くか」とい

うことです。（スライド38）

狭くて深い川と広くて浅い川、で行くと３つの観

点があります。１つは各断面の特徴・副作用、重い

課題はどっち？　つまり堆積し過ぎて困るのか、洗

堀が深過ぎて困るのか、どっちにつけた方がいいの

かということです。

それで、あと２つは、どちらに向かうのかという

ことと、それでもなお残る課題に対処できるか、と

いうことです。現況がここだとしたら、こっちが深

くて洗掘に困っているなら、では拡げて浅くした方

が得だし、逆にここら辺にあるような○だとすると、

これ以上拡げるともっと苦労するから、やっぱり深

くした方がいいんじゃないかみたいなことを考える

というような見方をしていこうということを書いた

つもりです。ですので、比較的情報量の多い現況河

道を軸に、どっちにずらすとどっちの問題が解消し

て、どっちが顕在化するかということを評価して

やっていこうという形を描くのかなと思っている次

第です。

それで、大出水に対する安全性としては、こっち

側のもの、洗掘で困っているんですということにつ

いては広くしましょうという話です。（スライド39）

堆積しすぎて困っているんですということなら、

なおさら拡げないでちょっとこっちに向いておこう

かというような試行でいくのかなということでやっ

ていくのかなということを書いております。（スラ

イド40）

それで、ここまでが川幅のことだったんですが、

ではちょっと縦断形のことも入れていこうというこ

とです。それは掘削量がどうなるかということに着

目してやっていこうということです。（スライド41

〜43）

これは昨年度にやらせてもらったものをもう１回

焼き直して、ちょっと考えてきたというものです。

それで年々の変動を均して、中長期的な河床変動の

傾向をマクロに捉える見方でありまして、経年変化

を毎年同じように、徐々に変化するような形で捉え

るという、簡単な見方をしています。それで溜まっ

たところは流下能力が不足するので、維持掘削に

よって全量掘削を行うという考えにピッタリの河道

になっていて、ちょっと溜まったところは毎年掘り

ましょうみたいな、分かりやすいやり方で物事を考

えています。

それで、これは昨年も使ったものですが、基本パ

ターンで、今この河道がいい川幅になっていて、上

流から来た供給量と運ぶ量が長期的に見合ってい

て、そういう川の場合にはこの勾配の変化点でどう

しても堆積してしまって、これを除去するというこ
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とで維持管理がグルグル回るということですね。

では、これを先ほど見たような深くするパターン

と浅くするパターンでどうなるかということを考え

たのがこれでして、それで深くするパターンですと、

単純に考えてしまうと、この低水路の中で流れるよ

うなパターンを考えているというようなことになり

ますが、ここに溜まることはあまり変わらなくて、

下流に溜まるということは上とほぼ同じだろうとい

うように見ております。

では拡げるパターンはというと、もう拡げてしま

うと先ほど見たように、土砂量を運ぶ量が減ります

ので、上流から来た量を全部運べないので、その分

がここにグッと溜まってしまうと。そのかわりに、

ここでちょっとしか運べなくなった量がこっちに運

ばれて、ここにちょっと溜まると。それでうまく拡

げてやると、全部その量を足すと、実は掘削量とし

ては変わらないんですが、溜まる場所だけが変わっ

てくるだろうということになります。

そうすると、量は変わらないんだなと。ただ、溜

まる場所が変わってくるんだろうと。これはどうい

う意味なんだろうと考えると、河幅による流下能力

増加分を削る形で堆積してしまう場所を下流にいっ

ぱい持たせておくのか、いや、上流に分担して持た

せるのかということなんですね。例えば、ここから

下がすごく市街地が集中していて、ここはあまり河

床はトントントントン上がってほしくないと。たぶ

ん、大出水が来たときにグッと上がってしまうとい

うのも同じような性質でしょうと。そうすると、「こ

こはかなり維持管理しやすくしておきたいんだけ

ど、堆積量を減らしたいんだけど」と思ったときに、

こういうやり方をすると上が分担してくれるかもし

れないということで、そういう上下流の分担の変化

ということが出てくるでしょうといったことです。

それで、この下線のところが重要なんですが、今言っ

たように下流端周辺での堆積は基本パターンより小

さくなる。それでリスクマネジメントと河道管理の

接合点として、ではそれで堆積がどんどんして維持

管理をちゃんとしないと、そこの場所はあまり氾濫

させたくないなと思った場合には、そういうことで

上流に転嫁するというやり方ができるということ

で、そこにちょっと接合点がだんだんと見えてきた

かなということになります。

しかし今、全幅セグメントを拡げるということは、

よほどの一発でやる事業でない限りやれないので、

一部分だけやるということが多いそうなので、その

場合にさっきのようなポンチ絵を作ってみようとい

うことです。その準備として、ではそういうことを

やったら実際に河道がどう応答するのということ

で、現地の例で説明しようということです。

それで拡幅したら、その直上流で河床が低下して

しまったという事例です。あっちが下流で、こっち

が上流で、こういう四角に区切ったこの区間だけ部

分的に拡幅しているということです。ここからこの

区間だと、この下流の分が、ここからここは集中的
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に掘れて、ここだけ狭くしていると。それがこのよ

うに、ちょっと断続的になるということですね。な

ので、正確に言うと断続的にしているのでその影響

も入っていますが、ごく単純に言ってしまうとそう

いう効果が入りにくい一番上流端のもので、この下

を拡げて上流側がどうなるかというように見たパ

ターンですが、この「6.4」というところをこういう

形に拡げたんですね。それで、この上はあまり変わ

らない、そのままにしたんですね。そうすると上流

側の河床がこのようにピュッと下がってしまった

と。下流の流下能力が上がったので、同じ流量が来

たときにこっちの水位が下がってしまう。しかし、

ここの断面は同じ断面ですから、もともとの水位に

追従しようとしますので、水面勾配がピュッとつい

てしまうので、それで下流に向かって流速が増えて

しまい、その流速が増えた分この土砂が持って行か

れて河床低下してしまうということが起こるという

ことですね。

これも同じような図面だということで、ちょっと

下の方でも起こっていますよということで、言いた

いことは同じです。

では、下流側はどうなんだと。拡幅した後の下流

側はどうなのかということで、昔ちょっとシミュ

レーションをしたというものを持って来ました。こ

のようにだんだんと昔平らだったところが、この部

分だけ河床が低下してきてしまって、ここは木がぼ

うぼうになったということで、ではここをグッと拡

げて元の河原を復活させてやりましょうということ

を検討したときのものです。その掘削の場所がここ

だということでやった場合に、当然ここに土砂が溜

まることを皆さんは予想されるかと思いますが、下

流にどういう影響が出るのかということをちょっと

簡単な数値計算でやったという例です。

ここが縦断形で、ここの区間をこういう形で拡幅

しましたというところです。それで、ずっと１日に

一定流量を流していくという、単純な計算をしたん

です。そうすると案の定、ここに溜まってしまうん

ですが、溜まった分だけ上流から来た量がここで

カットされますので、下流に行く量が減る。そうす

ると、元の川幅ですから、その分が減ってしまうと

河床が低下してしまうということが計算上出てき

て、ということで、若干の低下量ですが、こういう

ことが実際に起こるんだということを計算したとい

うことです。ですから、単純に言ってしまうと、拡

げてしまうと、拡げる区間の長さによりますが、全

部すべからく上げろと言われると、上流が下がるこ

ともあります。その溜まった量のお陰で下流が下が

ることがあります、ということでよろしいかと思い

ます。

では、そういう基本的なものの見方をしたときに、

ではずっとそれを掘削し続けたら最初の段階から、

途中段階を経て、最終段階までどうなっていくかと

いうのを描いたものです。（スライド44、45）それ

でこう拡幅しましたと。そうするとさっきの計算み
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たいに、ここにグッと溜まる。それで上流が引っ込

んで河床が低下してしまうんだなと。それでやっぱ

り下流も低下してしまうんだなと。それで掘削だと。

そうすると、このときに土砂量としてはもともと

Qsoだけ入っていたんですが、ここは河床が元の幅

なので同じだけ堆積してしまって、この堆積量の分

だけ増えてしまうので、全体としては掘削量が増え

てしまうという時期が初期の段階。

それでだんだん河床低下が進んでくると、こっち

の量がだんだん堆積量が勾配が緩くなった分だけ運

ばれる量が減ってくるので、だんだんと減ってくる。

ここもだんだんと河床低下してくると、この急勾配

で運ばれてくる河床が低下した分が突っ込んでくる

と言われているので、だんだんと減ってくるという

ことが起こりまして、これよりは小さくなってくる。

それでずっとやっていると、ここが河床低下をどん

どんしてきてしまって、ある程度まで緩くなってく

ると元と同じ量の掘削だけで済むようになって、こ

ういう形でバランスします。すごく単純に書いてし

まいましたが、上流は河床低下が進んで河床マイナ

スがあって、こっちは勾配が緩くなって、ここはあ

まり変わらないと。そうすると、でき上がった河道

で見てみると、ここの流下能力が河床が低下した分、

たぶん上がってしまったんだろうなと。このつけ根

に近いところは、河床勾配が緩くなった分をちょっ

と考えなければいけないかもしれないけど、ほとん

ど変わらないか、その程度だということになると、

これは「直接上流を掘ったつもりはないんだけど、

何か上下流バランスで下の方が流下能力が変わらな

いまま上を増やしてしまった」というようなことが

最終的に起こり得るということですね。

そうすると、ここが重要なんですが、セグメント

全区間の拡幅との相違ということで、拡幅区間の上

下流河道の流下能力に差異を生んでしまう可能性が

あると。そうすると、こういう設計をしてしまうと

リスクマネジメントとしていいのかなということを

考えなければいけないということで、維持管理と河

道設計が繋がってくるというものです。

それで、総合土砂管理と繋げていくポイントです

が、まず、なるほどこのように川を変えてきました

が、川幅の設定の仕方を、維持掘削の重点区間をコ

ントロールし得る技術として見直した方がいいん

じゃないかということです。（スライド46）

やっぱり下流のああいうセグメントの切りかえの

ところで、そこに資産が集中しているということを

考えれば、ここで堆積して氾濫したくないところの

目の前で維持管理をし続けるのがいいのかなと。も

うちょっとやりやすいところでやれるようなことを

考えた方がいいんじゃないかなということを考え出

すと、維持管理の仕方、河道設計の仕方とリスクコ

ントロールがだんだん繋がっていくという意味で

す。そういうことで、どうコントロールするかとい

うことであるし、維持管理として一時的に増加する

掘削量への対処をどうするか。一部拡幅すると、そ
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ういったいいこともあるんだけど、みたいなことで

すね。

それで、こういうものを考えて上記要件が河道区

間で目指すべき土砂管理となり得るかということが

答えが出ると、なるほど単に横断形で「拡げた方が

いい、狭めた方がいい」と言うだけよりは、もう

ちょっと厚みが出てきて、土砂をどこに溜めて、ど

こで掘削するかというコントロールの技術として河

道の川幅の設定もあり得るんじゃないかといったこ

とについて見ていくべきではないか、それで、なお

このように増えてしまう土砂量に対しては、総合土

砂で対応できるか、ということで、ようやく初めて

総合土砂との受け渡しができてくる。自分たちの河

道をどこで溜めて、どこが掘りたいかということを

設計しないままに、いきなり総合土砂管理、総合土

砂管理と言っても何も繋がらないということです

ね。俺たちはこれぐらいの掘削量で、ここで対処し

たいんだけど、それはできる？というように返さな

いと、たぶん繋がってこないといったことが重要で、

そこが繋げていくポイントだと。これがたぶんでき

ていない。それで、できるようにすべきで「考え中」

だということです。

それともう１つがリスクの観点です。（スライド47）

被害の生じ方をコントロールする道具としてリス

ク評価を作っています。H.W.L.を超える出水、大規

模出水があったときに、どこが氾濫するかで生じ得

る全パターンが評価対象と書いてありますが、もう

H.W.L.を超えたら堤防はどこで切れてもおかしくな

いから、ではどこが切れるかということは決めつけ

ずに、どこで切れてもおかしくないということで、

では切れるパターン全部を評価しましょうというや

り方をとっています。その中で何個もパターンが出

てきますので、最大被害となるパターンへの対策に

ついて明示的に検討できるようになります。

そういうやり方で「リスクコントロールの仕方の

有力案」と書いてありますが、河道改修をしたとき

に、改修後の河道がリスクを現況よりも大きくしな

いという、当たり前のことをやろうと。これはどう

いうことかと言うと、これは現況河道で例えば流下

能力の向上を、ある理由があって、やっぱり下流の

方がまず実力があり、上流の方はあまり実力を持っ

ていない中で、「よし今度、河道を整備しよう、そ

れで下流はいっぱい持っているから、では上流だけ

一生懸命に整備しよう」とやると、当然上流を一生

懸命に守りたいとなると、これまでにない流量が下

流に流れるということが起こり得るということで

す。そうすると、こういう河道に作り変えたときに、

この状態で来たときの超過洪水と比べると、という

ことでイメージ的に書いたのがこれです。

縦軸が被害規模でして、横軸が流量規模です。当

然、被害の出やすさは、上流の流下能力をグッと上

げたので、何もしていないときに比べて改修をする

と小さくなります。当然、被害が出にくくなるんで

すが、しかしかなり大きな洪水が出て、いよいよ流

● スライド46 ● スライド47



130

下能力を超えるような規模の洪水になってくると、

下流で切れてしまう流量規模が大きくなってしまう

ので、氾濫量が増えてしまうかもしれない。そうす

ると、平均の被害規模は小さくなりますが、副作用

として最大値はむしろ大きくなってしまうんじゃな

かろうかということが起こり得るということです

ね。そうすると、ではグッと上げるとすると、ある

一定程度下流の流下能力も一緒にグッと上げないと

リスク低減が目指せないねということですね。

今までここの効果は非常に重要だということで一

生懸命に見ていたわけですが、やはり全体を作って

大きい洪水が来たときも、やっぱり被害が増えてい

ないということが重要だろうということを当然考え

るとすると、こっちの方も意識的になって被害の低

減に努めなければいけないということで、本来の

こっちに戻すような、例えば単純に考えると、こっ

ちをグッと上げるようなことをやろうということで

すね。

それで実際にこういうやり方で計算してみたとい

う例です。（スライド48）

こちらが上流側で、下流側で、下流側に資産が集

中しているような川です。それで、先ほど言ったも

ので、例えばH.W.L.だったら、ここから下なら破堤

することはないとしますが、天端を超えたら絶対に

破堤するだろうと。この間はある、なしは両方あり

得るので、両方ともやりましょうと。それを今後ブ

ロック（BL）で当てはめていくと、全部ここに入る

という単純なパターンで考えると、「ブロック５」

でする・しない、「ブロック４」でする・しない、「ブ

ロック３」でする・しない……とやると32通りあっ

て、その32通りを計算しようと。すると32通りの被

害が出てきて、その最大値とか平均値を書いてみよ

うというようなことをやったということですね。

それで描いた例がこれですね。（スライド49）

ケース最大だと、ここまでグッと増えてしまうん

ですね。これは確率規模をグッと来て、流量を大き

くしているんですね。それで平均値もグッと来てい

る。このときはまだ運よく天端を超える水位まで行

かなかったので、すごく運がよければ被害ゼロと

なってしまう場合もあるということです。これは川

によって違うわけです。

では、仮想的に河道の条件を変えた、一番上の上

流ブロックだけ、先行して堤防を強化して、流下能

力を上げてしまった場合です。（スライド50）

すると、この被害の最大値のところ、かさ上げ前

だったらここで済んでいたんだけど、かさ上げ後だ

とちょっと増えてしまうということが素直に出てく

る。それで平均値で見ても、やっぱりちょっと増え

てしまうと。ただ、最低値で見るとかさ上げ後は減

少しているということで、ちょっと応答が違うとい

うことを示したものです。

それで、これをこういう計算の仕方でやっていっ

て、どこまで上流側の流下能力を上げたかったら、

こうならないようにするために他の代替措置で下流
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側に流量を持って行くかということを、河道の設計

に入れていこうと。先ほどの掘削する場所をどこに

するかと、それで将来的な河床変動も考えたときに、

いつも小さくなるようにしようというようなことを

考えているわけです。

それでやってみた実践例です。これはさっき言っ

たように、これは流下能力図みたいなものでして、

これがH.W.L.です。それで赤が現況だったかな。そ

れで、かなりH.W.L.を超えてしまうぐらい水位が高

くなるのが上流区間にあって、それで下流はそれ相

当の流下能力を持っているという川の状態です。そ

れで、いよいよここまで整備が進んできたので、上

流側の超えてしまうところを流下能力を上げようと

いうことで、ここまで下げる。これはちょっと超過

洪水を与えていますので、H.W.L.を超えている絵に

なっていますが、これだけ下げるような改修をした

んだということです。してしまうと、ここは山合い

の川の区間でして、10kから下は扇状地がバッと開

けるような川なんですが、山合いのところを拡げて

しまうと、やはりそれなりに氾濫して流量が増えて

しまうと、バーッと増えてしまうというようなこと

が起こったんですね。

では、その分をちょっと吸収しようということで、

わざわざここから10k下、ちょっとマニアックなん

ですが、流下能力としてはちょっとほぼ満足してい

たんですが、特段拡げなくてもいいということに

なっていたんですが、あえてこの出口のところを掘

削して、もうちょっと流下能力をアップさせようと

いうことをしました。そうすると、ここで増えた分

の流量がここでキャンセルできて、ここから氾濫し

なくなるということが起こったという、そういう例

です。これが現況河川の場合で、超過洪水みたいな

ものが来ると、扇状地のつけ根のようなところで

バーッと氾濫して、特にこの右岸側が市街地が発達

していて、ここが浸かるとすごい被害が出るという

川だったんですが、こういう形で出てしまうところ

が、ちょっと上流のところを掘削してやるとこれぐ

らいの差が出てくるということで、さっきのような

リスクの図を描くとこうなった、ということです。

何もしないと、わずかですけれども、これはちょっ

と後で凡例はいちいち説明はしませんが、現況に比

べて上流だけ掘削するとちょっとだけリスクが増え

てしまうという悪いことが起こっていたんですが、

さっきのところを掘削することでこの青線のように

ガッと下がってくるということをやったという例で

す。それで、こういうことについて一生懸命にやっ

ていこうということを思っています。

かなり難しいことを言いました。縦断形の溜める

場所をどうコントロールするかということを総合土

砂としてしっかりと考え、それが結果がどうリスク

をコントロールすることになるかということを考え

て河道の維持管理を考えるという、かなりハイレベ

ルなことを言ってしまっていて、難しいことなんで

すけれども、しかしそこまで考えないとなぜ維持管

理をやっているかという旨味が出てこないなという

ところです。何のためにやっているのかというのが

分かってなかったので、あえてそこに突っ込んで考

えたということがここまででした。

それで、ここはもうちょっと早く話をするつもり

だったんですが、丁寧に話しすぎてもう質疑応答の

時間になったんですけど、すみません、５分か10分

ぐらいいただいて後のことをちょっと話をさせてく

ださい。

それで、あとはあまり、さっきのようにうまく繋

がっておりません。さっきのもうまく繋がっていな
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いと言われるとそうかもしれませんけども、もっと

繋がっていません。ここは情報発信というところで

す。実際に維持管理をどれぐらい我々が頑張って来

て、どういうぐらい河道の流下能力を維持管理する

のに役立ってきたかということを、実績値でちょっ

と言えないかということでまとめたものです。（ス

ライド51）

昭和40年代ぐらいから横断測量をやっていますの

で、その時代の全国の横断測量を全部集めまして、

それで「期間１」というのは、全国全部きれいに揃

う横断測量が、昭和50年代の半ばぐらいだったと思

いますが、そこぐらいから平成の最近までという期

間で、その間河積がどう変化してきたかというのを

まとめたのが期間１です。それで最近、砂利採取が

止んでしまった期間だけを対象にして、もう砂利採

取に頼っていないと言うとおかしいんですが、維持

掘削、または河道改修で頑張って河積を大きくして

いる比重が非常に大きくなった時代ということで、

平成の一桁台から最近ぐらいまでということで、

ちょっと比べてみたということです。

なので、この期間１は相当程度、砂利採取をやっ

てくれたお陰で、河積が伸びている。この縦軸がそ

の河積のようなものをあらわしておりまして、全国

で集計した値です。これは全国の河川のこういう

H.W.L.以下でちょん切った容積を全部足し合わせた

量です。ですから、河道を掘削していくと、だんだ

んとこの断面が増えていくので、長さ、管理区間と

して河道の延長は変わらないので、この断面が増え

たことでこれだけグッと増えてきたということで

す。当然、砂利採取に一生懸命に頑張っている時代

は、その恩恵もあってグッといい角度で伸びている

んですが、だんだんそういったことを禁止していく

と、この勾配が緩くなってきているという絵です。

それで、そういった河積の変化に加えて、ではダ

ムにどれだけ溜まっているのかということだった

り、実際に砂利採取というのはどれぐらいやってい

たのかということとか、河道改修でどれだけ持ち出

したのか、場合によってはさっきのように高水敷を

造成して入れたということがあるので、その入れた

量は入れた量でカウントして、この傾きがどれによ

る影響が一番大きいのかということを調べたという

ようなことです。（スライド52）

それで「期間１」と「期間２」に分けたんですが、

単純に言ってしまうと、黒い棒グラフがさっきの絵

で見た、直轄区間でこの期間にこれだけ容量が増え

ましたという部分で、その期間に砂利採取したのが

その左の棒グラフの上の部分でして、改修で頑張っ

たというのがその下の部分です。これらを比べると、

実際に増えた量に対して掘削はどれだけ頑張ったか

という話になります。その期間にダムにどれだけ溜

まったかという量がこの右の棒グラフです。これを

全水系で見たものと、礫、砂、シルト粘土に分けて

見たというのがこれです。全体で言うとこんな感じ

なんですが、礫と砂に分けて見ると、「なるほど、

● スライド52● スライド51
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礫が溜まった量に比べると掘った量の方が近いな」

ということで、実際に増えた量はやっぱり掘削した

量がかなり効いているんじゃなかろうかというよう

なことが見えてきましたが、砂はちょっと五分五分

みたいですけど、こんな感じです。それが期間１で

す。（スライド53）

それで期間２になってきますと、その伸びが随分

抑えられてしまって、こういうことになっています

が、やはり一生懸命に掘削していくということがそ

れ相応に重要で、そろそろダムの溜まっている量と

しても横ばい傾向に、もしくはもっといっぱいある

ということで、ひょっとしたらだんだん影響が出て

くるかななんてことを示唆するような絵になってい

ます。

それで、この中で分かりやすい比べ方として、さっ

きの棒グラフと、ちょっと左右が逆になって申し訳

ないんですが、実際に増えた河積の量に対して、実

際に掘った量がどれぐらいの比になっているかを比

べたものです。（スライド53）

それでタイプC、B、Aというのは、実際に増えた

量に対して掘削した量が大きいのが「タイプC」と

言っています。それで「タイプB」というのは大体

同じか８割ぐらいというそういう感じです。それで

「タイプA ２」というのが半分ぐらいになっている

か、８割ぐらいのがここです。それで「タイプA １」

というのはかなり掘削した量が小さいのに河積だけ

はどんどん増えていて、自然に河床低下していく分

が相当程度大きいかなというものです。

こうして見ますと、期間１の時代はかなりタイプ

Cの割合が大きいんですが、だんだんと期間２になっ

てくるとこっちになってきてしまう。つまり、この

白い部分が増えてきてしまっていて、掘削している

部分は少しあるんですけども、なかなか河道の容積

としては増えていなくて、むしろ減少してしまって

いるかというぐらい白い部分が増えてきてしまって

いるというような形になっております。それで一生

懸命に掘っていると、ここはけっこう河積が増えて

いるんですが、やっぱりちょっと掘るのを抑えてく

るとだんだんと負けてきて、こっちの白がグッと

こっちに増えてなかなか河積が伸び悩んでいるとい

う川が増えてきているという絵になっております。

それで最後はこれは分かりにくいんですが、では

仮に掘削していく量がそのまま川に溜まり続けてし

まったら河積は増えるのか、減る方向に転じてしま

うのかということを簡単にやってみようと思いま

す。先ほどの棒グラフはA・B・Cに分けましたが、

それをヒストグラムに書いたのがこれです。（スラ

イド54）

0.1とか、0.2というのは全河積に占める掘削で増え

た断面積の率です。100％の断面に対して掘削する

と何％増えているかということです。大体、毎年の

レベルに合わせていて、年何％という形でやってい

ますが、やっぱり減少してしまう、左側というのが

あるんですが、やっぱり一生懸命に見てみると年平

● スライド53 ● スライド54
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均で見ると、0.数％ですが、増える方向に全体とし

てはなっているというのが掘削を頑張っている時代

です。しかし、もしその掘削を止めてしまって、そ

の分も堆積するよということで体積量にそれを入れ

てしまうとやっぱりマイナスの方向に転じてしまっ

て、堆積傾向が強くなるといったような結果が出ま

した。

つまり、もし今、全掘削量を止めてしまうと河積

がどんどん縮まってしまうという結果が出てきて、

全国的にまだまだ頑張っていかないと、堆積が勝っ

てしまって、過去の資産で砂利採取等で大きくして

いた河道の容積がむしろマイナスに転じてしまっ

て、頭がこうなってしまうということから、これか

らは傾きをどう維持していくか、どうしていくかと

いうことについて意識的になっていかなければいけ

ないということをあえて言うとしたら、こういうよ

うなもの、またはごく単純に行けば、この傾きを何％

にしておくかというぐらいのものを全体として持っ

て、それで各河川で頑張るし、ひょっとするとマネ

ジメントする人はこの角度を見て、「ちょっと進捗

が悪い、もっと頑張らなければいけない」というこ

とに対して予算の措置等々とか、そういうことにつ

いて考えていく。または個々の河川の工夫について

考えていくといったようなことについて、意識的に

なっていくことについて使えていければなといった

ことで「考え中」ということです。

すみません、本当は最後に「環境との繋がり」と

いうことで、ちょっと詳しくやろうと思っていたん

ですが、もう説明する時間がないのでごく単純に

言ってしまいます（スライド55〜58）。実は直轄で

は環境はうまく維持管理はできていません。どこに

重点的に守るべき保全箇所があるかということを、

地図にしっかり書くというところから始めなければ

いけないというぐらいのレベルだなと思っていま

● スライド56 ● スライド58
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す。（スライド55）

卑近な例を出しますと、河道改修のために、また

は維持管理のためにやっぱりこうしなければいけな

いということで掘削したり、または堤防を造ったり

したんですけども、そういうことがちょっと分かっ

ていなくて、ちょっと大事なところを直接改修の対

象にしてしまったということがあって、後でその進

め方について１回止めて、もう１回どうやるかを考

え直すということがなされたことがあります。です

ので、掘削と合わせて、どう管理をよくするかとい

うところは非常に格好よくて、分かりやすくて、そ

ういう話になるかなと思って、いろいろ現実を見て

考えたんですけど、どうもそれ以前の問題としてど

こが重要箇所で、どこを守るんだということを絵に

しっかり描いておくというところから管理を始める

べきだといった例です。

それをできるようにするために、ではどういう場

所がいいかというのをどうやって判断するのかとい

うことについてまず作っていくという、そういった

初歩的なレベルからやるんだなというところで話を

したかったということです。

こういった内容で今日は用意してきました。なか

なかまとまった内容ではないんですけれども、こう

いうものをもう少し形にして、「考え中」というの

をしっかりと検討して、最後のまとめに書きました。

（スライド59）

ここに４つほど出しているこの技術に埋めていく

ことで、今日お話をしたような枠組みが本当にうま

く組めるのかどうかということを考えていきたいと

思っております。皆さんからも、こういう考え方、

そもそも前提のようなものがいいのかとか、「考え

中」と書いてあるけど、あんな考え方でいいのかと

いうようなことについて、ご意見とかご質問などに

出していただけたら幸いだと思っております。どう

もありがとうございました。

＜質疑応答＞

質問者１　今、国土交通省さんが氾濫計算をやって、

超過洪水の計算を一生懸命にやっていますね。それ

で、その話と今日の河道の維持管理の話とちょっと

リンクしたようなお話をされていましたが、私がま

だ現役のときにはそもそも超過洪水というのはない

ものとして河道の設計をしていましたね。それで、

どちらかと言うと左右岸のバランスを考えて、計画

洪水流量のときに大体同じような安全高を保つ、そ

れが河道計画の大きな考え方だったと思います。

今日のお話を聞くと、「超過洪水」という概念を

河道の設計論に積極的に入れていくという、そうい

うスタンスに立ちつつあるのかなと。それで前進し

ていくのか、あるいはまた戻ってしまうのか、その

辺の見通しはどうなんですか。服部さんのところで

そう考えていくのか、国としてしっかりとその超過

洪水まで考えて川の作り方を考えていくのか、そう

いう方向にあるんですかね。当然、超過洪水になっ

てくると、堤内地の土地事情のあり方等とかいろい

ろ整合性を取らなければいけないという話があっ

て、非常に難しいと思いますが、この辺の見通しの

ようなことをお話をいただければありがたいなと思

います。

服部　まだまだ予断を許さない状況だと思います

が、先ほどお話をいただいた時代と比べるとかなり

積極的にやっているということは間違いないと思い

ます。今日はあえて、まだまだ検討中なので分かり

にくい形で出していますけども、先ほどのように流

下能力は満足しているんだけど、リスクのことを考

● スライド59
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えてもうちょっと掘ろうかということが実際に事業

としてお金を付けていただけるような、認めてもら

えるような形にはなってきております。ですから、

そういう意味ではかなり一歩踏み込んできているな

ということです。

例えば昔ならこの部分、超過洪水を与えているの

で、ちょっとだけオーバーしていますけども、設計

流量を与えると確実にこの下に行くという場合に、

この部分をちょっと掘らせてくださいと言っても、

何だ、流下能力が満足しているんだから、そんなこ

とをする必要がないじゃないか、と撥ねつけられて

しまうところだったんですが、ちゃんとこういうこ

とについて氾濫計算をして、ちゃんと説明して、こ

ういう図で、こういう悪さをしてしまうからこう下

げるべきだということに対して、これだけやってく

れということになると、場合によってはちゃんと理

解していただいて、できるようになってきたなとい

う環境は僕も感じております。

それで、後押しするようなこともありまして、気

候変動の最終答申がそろそろ出るかと思いますけど

も、あの中でもこういった超過洪水を考えていて、

中間答申に書いてある内容を引用しますと、「全部

の整備計画をもう１回そういった目で見直す」と

いったような書きぶりがあったと思いますが、それ

がある種の決意表明でして、「見直す」と書いてあ

るのでどこまでやるのか分からないというのが私の

正直なところですが、しかしこういった観点が重要

だということで、かなり入れていくのかなというよ

うに思っています。

それで、こういった検討も、ある一河川の例です

が、そういうことでどこまで踏み込めるかというの

をやっぱり実河川で検討していかないと、なかなか

踏み込めるものも踏み込めないので、今こういった

事例をちょっとずつちょっとずつ増やしながらやっ

ているところです。ですから、最終的に河道設計と

いう立場で超過洪水まで入れて断面を決めろという

ところまで行くのか、やはり維持管理のマージンの

中に入れ込んで、ちょっとうまくやりなさいという

感じになるかというのは、今後のこういうものの検

討の中でだんだん決着を見ていくのかなと思ってい

るところです。なかなかシャキッとしたことは言え

ませんが、全体的な方向としてはかなり積極的だと

いうことでご理解いただければと思います。

質問者２　服部さん、ありがとうございました。謙

遜されておられたんですけれど、これだけ網羅的に

まとめて話ができる方はなかなかおられないんじゃ

ないかなというように思って伺いました。

ただ、今後の政策とか技術基準とかを考えていく

ときに、根拠とか見通しのない技術を当てにしてい

ろいろなことが組み立てられるのを非常に危惧して

いるんですね。今日のお話の中で、やはりそういう

意味で具体的に実際の例えば工事とか計画に反映さ

せていくという意味において、どの辺が技術的に、

あるいは学問としてと言うとちょっと言い過ぎかも

しれませんが、そういう意味ではネックとなるクリ

ティカルなところはどの辺だと見ておられるのか教

えていただければと思います。

服部　個々のちょっと細かいことでいくと、ちょっ

とうまくお話ができなかったんですけど、私の講演

の中では「考え中」と書いてあったところが、まさ

しくそこに当たるのかなと思っています。川幅を基

軸として設計するということでやっていったとき

に、上下流のリスクの分担がどう変わるかというこ

とについて設計していくと言いましたが、そこまで

川の河床変動を見通して川幅を作って、うまく河床

高をコントロールできるのかと言われると、ちょっ

と技術的にまだまだ心もとないところがあると思い

ます。でもそういうところは症状としてはけっこう

しっかりと出ているので、あれをちゃんとした量と

してコントロールし得るかなというところがかなり

重要かなと思っています。そこまでできればかなり

維持管理にも繋げて、それをどうリスクにつくのか

というところまで繋がってくるポイントになってく

るので、河床変動という意味で言うと、そこがかな

り重要かなというように思っています。

その上で、繋げる先のリスクとして、今日言った
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ようなのは粗いやり方をやっていますが、ああいう

形でリスクの見方がいいのかとか、リスクを低減す

るという見方が、今日は非常に納得しやすいところ、

現況よりいかなる出水が来ても被害を小さくしよう

という簡単な見方というのが非常に納得しやすいん

ですが、ではどの程度下げるのかとか、本当に１万

分の１みたいな洪水が来たときもそんなことをしな

ければいけないのかとか、やっぱり程度というのが

あると思いますが、そういうところは一切示してい

ないで話をしておりますが、そういう出どころはど

うするのかということ。それをまた河道に返したら

どういうことなのかということについて、なかなか

うまく話せていないというところがありますので、

そういうところが固まってくるといいのかなと思い

ますね。この中であえて絞れと言われれば、その２

つが大きいかなと思っています。

それで、もっとできていないことで言うと、この

最後のところですが、「ストック効果」という言葉

が最近は流行っていると思いますが、河道改修して

流域としてどれだけよくなったか。道路とかだと格

好いいのがあるんですね。何分で結びつくように

なったから、産業はこれだけ発達してこんなによく

なったとか、公共事業がどう社会に役立っているの

かというのが分かりやすいんですが、治水は分かり

にくくて、こんなによくしたからこんなに町ができ

たと言っても、何か「電車が通ったからなんじゃな

いの」と言われてしまうかもしれなくて、何か書き

にくいところがあります。

それで、いろいろ検討して、ではこれまで投資し

たお金の分ぐらいは、被害額は減っているのかなと

かいろいろやっているんですが、なかなか思わしい

結果が出ていなくて困っています。ですので、そう

いうところがないと何か川のリスクとか何とか、あ

る種の空想の話なので実感ができない、とか言って

ですね、維持管理ってやっぱりそういう「わけの分

からないリスク」ということでないと説明できない

のかなというところが一番大きいかなと思っていま

す。なので、もうちょっと実感できる値として、こ

ういうものが何か説明できるようにしないとこのま

ま継続性できるのかなということを思っていまし

て、その示し方が、これは全然できていないんです

が、大きいかと思っています。

質問者３　今日はありがとうございました。

ちょっと簡単な質問なんですが、河道管理基本

シートを用いて護岸管理であるとか、河積管理であ

るとかいうお話があったんですけれども、やっぱり

一番よく揃っているようなデータを用いて管理して

いくというやり方が、一番初めの取っかかりとして

はやりやすいというところなんですが、特に護岸管

理について、大体最深河床高で評価する、それに対

しての管理河床高はどうかとか、あとは最深河床位

置がどうかというところの評価というのはよく見ら

れるんですけれども、中小河川とかでは大体それが

よく効きそうかなと思いますが、川幅が広い大河川

等では最深河床位置というのは、それほど護岸に直

結するのかどうかというところはけっこう疑問を

持ったりもしているんですが、その値でやっぱり効

くのか、もしくは何か他の見るべき指標があるのか

どうか。もしご意見がありましたら教えていただき

たいなと思います。

服部　ありがとうございます。恐らくご指摘として

あったのは、流速が早くて、護岸がめくれてしまう

んじゃなかろうかとか、そういうような他の要因で

も壊れるということについて、河床高だけで見てい

ていいのかということも含めてご質問をいただいた

のかなと思っていますけど、そういうことでよろし

いですか。

質問者３　はい、そうです。

服部　分かりやすいということで、エイヤッと１回

作ったんですが、やはりご指摘のところが心配にな

りましたので、なかなかうまく論文としてはまとめ

られていないんですが、こんな検討をしてみました

というご紹介です。過去に護岸直轄等々で被災した

事例がありますので、被災した箇所も分かっていま

すので、それを集めてきて、その前の河床高がこれ

で言うところのどこら辺に当てはまるのが多いのか
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みたいなものと比較してみて、では何割ぐらいこの

見方で当たっているのかなということをやったんで

す。逆に今、この余裕高と言うか、この判断の余裕

代（しろ）と言うか、どのぐらい近づいたら危ない

と判断するかというのを、何cmにしておいたらいい

のかなということを見たくてやったんです。

そうしたらたしか大体、すごく安全側に見て90

数％ぐらい当たるぐらいの、被災個所が当たるよう

な形でやるとすると、確か最深河床高の位置が基礎

高よりも確か１mか、1.5m上だったか、それぐらい

上で判断しておくと大体全部が当てはまっているみ

たいな形になってきて、流速というのがあまり出て

来なかったなというように記憶しております。

ですから、すべからくピッタリ当てろと言われる

と、たぶん、流速で壊れた物もあって、その中に入っ

ているので、必ずしもメカニズムは合っていなかっ

たかもしれませんが、維持管理でどこで危ないのか

と気づいて、危ない箇所についてはそういったこと

も含めて詳細点検というか、詳細検討して、本当に

どういうやり方をするのかというところに使ってい

く。つまり、あぶり出しというか、スクリーニング

という意味においては簡単さも重要だから、それで

そういう粗い検討ですけども、１mぐらいを見てお

けばそんな形は見えそうだということがあったの

で、まずはこれを使っていこうかなと思っていると

ころです。

そういったものを、やっぱり一回決めてしまうと

なかなか変えないというのはよくないんですけど、

一回そういうのを決めて、どんどん回していってみ

て、それで失敗したところが出てきたら、もう一回

これをよくするというスキームを作っていくという

ことでやっていこうかと思っています。やっぱり維

持管理なので、そこで考え込んでしまって判断しな

い、フローを示し続けないということが一番よくな

いと思いますので、一回これをやってみようと。そ

れで当然いいと思っていないから、検証し続けよう

と。それでどんどん成長させていくということが重

要かなと思っています。格好良いことを言うと、国

総研でやるのは技術のPDCAであって、そこをやっ

ていくというのが我々の仕事だと思っておりまし

て、現場は現場を管理していただいて、我々はこう

いう技術はこれでいいのかということを管理させて

いくというフレームをもう１つ作ってこうやって回

していこうと思っています。今は大体そういう検討

の状況です。

安原　ありがとうございました。１つだけ私からよ

ろしいでしょうか。

河道の容積変化の分析がありまして、非常に興味

深く拝見したんですが、１つは河道の容積を見ると

きに、土砂と、あとは樹木も非常に興味があって、

それが河道の容積をキャンセルしてしまうような作

用があるなというのが感想として思ったということ

と。

それからスライド54のコメントで、ちょっとグラ

フの見方が分からないので、不適切な質問なら大変

恐縮なんですが、「河道掘削を行わなかった場合に

は全国平均では堆積傾向となる」という記述がござ

いまして、期間２の容積変化ですが、これは掘削を

しなかったところでは全体的には土砂が堆積傾向

で、容積が少なくなった、言うなれば、土砂は溜ま

る方向に全国の川があると、そのように捉えてもよ

ろしいんでしょうか。ちょっと意外だったような感

じもするんですが、その辺りはいかがでしょうか。

服部　すみません、最後のところは時間で焦って

しまって説明が雑になったのでもう一回説明しま

す。

最初の方ですが、この絵で樹木も入れるともっと

こうなるんじゃないかということですね。それで、

これは実は樹木抜きバージョンで、最近、平成に入っ

てからは水辺の国調をしっかりやっておられるの

で、それで樹木の面積を出して、それで高木と低木

という感じに分けて、容積を出してH.W.L.を超えて

しまうか、超えないで半分ぐらいかというのを、エ

イヤッと決めてやったものも実は作っています。そ

れをこの絵に入れて、それで木が生えた分だけ容積

が減るというもので引き算をすると、当たり前です



139第３回　河川研究セミナー

けど、もうちょっと勾配が寝てくるという絵が出て

きて、かなりびっくりするような値になります。今

日はちょっとお示しができなかったんですけど、そ

ういうのも作ってやっているところです。

ただ、ご批判もいただいておりまして、やっぱり

木が生えるということと河道掘削というのは、大ま

かに大きく容積が増えているようなときはいいんで

すが、やっぱりネック箇所があって、そういう場所

で木がちょっと生えると、この絵としては大した量

としては出ていないんだけど、流下能力が足りなく

なるということについてはよく見えないねというこ

とを言われておりまして、なにせ使い方というか、

そういう個別河川の場合にどう使うかという場合

と、やっぱり全体として大きく、10年、20年という

スケールでものを見ていくときには、何かこういう

ような使いわけでうまく見れればいいかなというと

ころについて、今ちょっと苦労しているところです。

そういう苦労の中で、すみません、分かりやすいと

いうことで今日は出したところです。

それともう１つの質問は、すみません、雑に説明

してしまったのでちょっと分かりにくかったと思い

ますが、この絵に関係していたと思いますが。これ

は濃い青が実績値、平均河道容積が実際にどれだけ

増加しているかというのを実績値で書いた図がこれ

です。それで、この実績値の中には掘削し続けて増

えているものがあって、結果としてこれだけ増えて

いて、それでこれに対して水色はその掘削している

量を川に戻してやりましょうと。それが溜まり続け

るという簡単な過程、本当は溜まってしまったらま

た溜まりにくくなっていて、ということを考えなく

ちゃいけないんですけど。仮に全量取ったものを戻

し込んだら、河積が増えなくなっているのか、やっ

ぱりそれでも増えているのかということをここで

やったのが水色です。

それで、戻してやったというので、例えばこっち

側に増えてしまうと。そうすると全体的に左寄り、

つまり堆積傾向の方にずれてしまっていて、全国平

均するとマイナスの値になってしまって、どんどん

掘削しないとどうも全国河川の平均で見ると河床が

上がってしまうという方にずれていく、そういう計

算の仕方をしました。

質問者４　川幅の拡幅の話があったと思うんですけ

れども、直線のようなところで拡幅して、河道の中

央のところに中州ができるようなパターンがあっ

て、こういったのは普通にちょっと、私はあまり多

くの事例を見ていないので、こういうのが自然にで

きるものなのか、私が思っているのは、工事でこう

いうようなものができているんじゃないかという気

がしまして、どうしても拡幅したときには護岸前の

根入れというか、そういうところだけ１回バーッと

深く掘るので、そういったことで拡幅して一直線で

すけれども、その前を１回深く掘っているので、そ

こに水みちがつきやすくてどうしても両サイドとい

うか、左岸際だけ深く掘れてそういう風になるのか、

その辺が人為的な影響が寄与しているのか、それと

もそういうのが分からなくてよくこういう場面があ

るのか、もしそういったような知見がありましたら

教えてください。

服部　これについては先ほど言ったように、若手が

調べだしたばかりでして、まだ空中写真をこう、こ

んな感じで何枚も並べて見ている段階ですが、ご指

摘に相当するものもありました。例えば湾曲部内岸

側の砂州を取るときに、ちょっとワンドを気にした

んですかね、潰してしまうかもしれないと思ったの

で、川の真ん中辺りに細いようなものを残して、裏

側だけ掘るというようなことをやっていて、それが

こういう見てもらったような形で真ん中だけ残って

いるという川も確かにありました。ですから、狙っ

てやっているようなものもあります。

かと言って、砂州ができた後に連続で見ていると、

たしか堰の上流だったと思いますが、池みたいに

なっているものの上流だったんですけども、このあ

たりで上流の後ろにだんだんと成長して繋がって

いって、ヒューッと長くなっていくというものもあ

りましたので、最初のきっかけで溝状のものを最初

から残していったんじゃなさそうなものもありま
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す。そういうものはまだ丁寧に分けていないで、エ

イヤッとこういう図を作ったりしているのでちょっ

とまずいなと思っているんですけども、そういうよ

うなものをもうちょっとしっかりと見ながら、どう

いった成因でできているのかということを見て、

ちょっとうまく川幅をコントロールできるような技

術を作っていきたいなと思っています。どうもあり

がとうございました。

（了）
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藤田　今日はこういう風にやれば河川維持管理がう

まくいくという情報をパッと提供するということで

はなくて、どちらかと言うと、では次どうしたらい

いんだ、というように考え込ませてしまうような内

容になってしまうかもしれません。ただ、過去３回

の講師のお三方の講演内容が、相当カチッとしたも

のであったというように私も感謝を込めてそのよう

に認識しておりますので、その最後ということで、

ここにありますように、今後の、次なる展開と言い

ましょうか、そういうことを考える何らかのヒント

になればと考えてこういった課題を設定させてもら

いました。

この後、壇上に上がっていただく皆さんにも、少々

無理なお願いをしておりまして、「過去３回の題材

を大いに使っていただいてけっこうですから、少し

こういうことをどうですか？」というように、しゃ

べっていただきたい内容を事前にお伝えして、それ

で議論をより深める、ということを今考えていると

いう状況です。

それで内容の骨子ですが、ページに４つのゾーン

があって、それぞれこういう４つのことが書いてあ

りますので、少しこの資料の内容をさっと見るとき

にはこれをお役立ていただければ。おさらい的な話、

それから全体像、それから議論の下敷きと論点と、

こういう感じです。それで一応、今日は少し考えさ

せてしまうということの１つのベースがこういう認

識です。（スライド１）１つ目は、全体像の把握、

これは自分たちの反省も込めて、要するに全体像の

把握が弱いんじゃないかということ。そして個々の

取り組みが、全体の維持管理の向上にどうつながっ

ているかのリンクの意識が弱いんじゃないかという

ことを、あえて書きました。

それから、河川というのは古くて新しい課題がや

たら多くて、外野から見たときに、昔と何が違うん

ですかと、ともすると聞かれてしまうんじゃないか、

それに対して我々は十分に分かってやっているかと

いう、そういう課題認識が２つ目です。

それから３つ目は、ともすると「河川って難しい

んですよね」っていう話が何か言い訳めいて存在す

るんだけど、ではだからと言って河川が特殊なので、

維持管理の大きな体系の中で独立王国でいいのか。

そんなわけはない、国民に対してこの管理が重要で

あるということをざっと説明できないようでは話に

ならないじゃないか、というのが３つ目です。

そういう意味において、もう一段階何か維持管理

の目的とか目標を具体的にして共有化するというこ

とを、それで積極的にその目標を掴みに行くみたい

な、そんなことを考えるともっといいのかなという

のが４つ目ですかね。

それで、技術開発の議論はすごく大事だというこ

とは論を俟たないんですが、やっぱりニーズとシー

ズのマッチングというのが常に出てくるので、この

国土技術政策総合研究所　研究総務官

藤 田 光 一

河 川 研 究 セ ミ ナ ー

今後の河川維持管理の課題と方向性

第4回

● スライド1
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辺の詰めをしっかりやる必要があるかなと。

あとは、やっぱり経験はすごく重いんだけど、やっ

ぱり経験だけではまずい。しかし理論だけでもだめ

だ。その組み合わせをどうするかというのを常に意

識していないで、どっちかに偏ってしまうと、古く

なるか、危うくなるか。この辺のベストミックスの

議論を常に意識するようなそういう仕事ぶりにでき

たらいいなという、そういうちょっと背景の認識を

持ちました。

ちょっと言い訳めいていますが、議論が拡散する

とあれなので、３年ぐらい前ですかね、『河川砂防

技術基準　維持管理編』を決めました。今の河川管

理者は、それをしっかりやっているということが大

前提の話です。

それから環境はすごく重要なんですけれど、時間

が限られていますので、ここはちょっと、今日は扱

わない。それから、縦断方向の上下流バランスとか、

これもまた別の次元ですごく重要なんですが、これ

を言い出すとまた話がややこしくなるので、これは

ちょっと置いておいて。それから、今までの課題は

大いに論じますが、それは何と言っても次にどうす

るかということで、過去をあげつらうというそうい

う趣旨にはしたくない。こういうスタンスで行きた

いなと思っています。

平成24年の９月に、当時の河川環境管理財団さん

にお世話になって、３年前のこの河川研究セミナー

ですかね、当時、河川研究部長をさせていただいて

いたときに、大分こういう課題でしゃべらせてもら

いました。（スライド２）

ここからしばらくは、少しだけそのときのおさら

いをしようと思います。それで当時の趣旨は、やっ

ぱり河川というのは舗装とか、トンネルとか、橋梁

とか、そういう純然たる人工構造物とどういう違い

があるんだろうか、河川の対象を十分に理解した上

で、それに合った管理というものをしなければいけ

ないね、というのが強調点だったと思います。当時

は、そういう観点でこんな題でしゃべりました。そ

のエッセンスだけちょっと言いたいと思います。（ス

ライド３）

当時、やっぱり管理の定義ということについて、

これまた河川砂防技術基準ができる前の話なので、

勝手にこのように書いてしまいましたが、誰が考え

てもそんなに大きな違いはないわけで、１つ目にあ

りますように、「起こってはならない事象が発生す

る可能性、あるいは河道状態の良否を示す指標を取

り上げ……」と、こういうことですね。

維持管理のそもそもの目的は何だということは、

河川に限らずしっかり定義するということは大事だ

ねということを一応前置きで言って、あとはそこに

あるような話を最初に入れさせてもらって、最後に

「以上をもって、起こってはならない事象および好

ましくない河道状態が出現する可能性が最小化され

た状況を維持させること」と、ちょっと小難しく書

いておりますが、目標というのを明確にするという

ことが重要で、これは今日の後段の議論のひとつの

ポイントになってきます。

● スライド2 ● スライド3
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ではその管理の行為にはどんなものがあるかとい

うことです。（スライド４）

「状態把握」とか、「トレンドの把握」とか、それ

で「（気づき）」というのは、ここが河川らしいとこ

ろなんですが、すごく重要かなと。カッコなんだけ

ど重要だなということを当時は言いました。それか

ら、問題発生に関わる事象の特定、どういう事象が

その病気を起こしているのかということですね。

それで「予測、評価」して、「判断」して、あと

は「（洞察）」というのもあって、これも相当河川ら

しいところだと思いますが、洞察力というのは実は

ある場合には非常に重要になると。それで必要な措

置の選定、選び取って実行するということになりま

す。それで措置にもいろいろあって、このように直

接原因を除去するとか、間接的に除去するとか、起

こっても処理できる状況の創出とかいろいろあるん

ですが、こういう管理の基本的な要素を整備すると

いうことも大事だねということをここでやりま

した。

それで、ここから先の類型の話は、これは前回の

服部さんの講演で出てきた４象限、あれとほぼ同じ

で、ちょっと表現は若干違っていますが、基本的な

考え方は同じです。（スライド５、６）

この表で言いたいことの１つは、同じ河川管理と

言ってもけっこう多様で、十把一絡げに河川管理と

言ったら訳が分からなくなってしまうよと。それを

少し多少理屈立って分解した方がいいんじゃないの

と、こういうことであります。

それで分解するときにどうしようかということ

で、ここにありますように、考えるべき現象が分かっ

ている。判断基準が明確か、そうでないか。それから、

定量的・工学的予測手法があるか、ないか。こうい

う象限に分けたとき、当然これが一番カチッとして

いるわけですね。

これはまだどういう風にその問題を解いていいか

分からないけど、定量的・工学的な手法があると。

これはこれです。こっちは対象ははっきりしている

● スライド4

● スライド5 ● スライド6
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けれど、何と言うか、数字でカッチリと問題の対策

を見出すことはけっこう難しいというのがこれで、

これはもう大変でありまして、工学的・定量的な手

法もなくて、かつ何を対象にしていいのか分からな

い。こういうものです。

それで何となく、これは分かりやすい。例えばだ

んだんと木が生えてきて流下能力が減ってきて、も

うあと２年も放置すると所定の流下能力を切ってし

まうというのが「Ａ１」ですね。

それから、これ以上、河床が下がってくると、次

に大きな水が出て洗掘が起こると、基礎工を下回っ

て堤防の洗堀があるんじゃないかとか、そういうあ

る手法を使えば堤防が切れてしまうかどうかがはっ

きりと分かるような、こういうものがあるとすると

これもここに入る。

それから、これは問題はちょっとよく分からない

と。例えば最近、中州が出来てきてちょっと膨らん

できたんだけど、このまま放置しておいていいかな

というような話があったときに、では中州の成長を

どのように予測したらいいか、ではその成長に対し

て上流から所定の土砂を与えて、では仮に今度は

3,000m3ぐらいの水が出たときに中州が発達して、そ

れが偏流を起こして、その偏流は果たして堤防を壊

すような力になるか。そんなものを最新の、あるい

は十分に完成度をつき詰められた手法を使ってやろ

うと。これは「B」ですね。

これは当時は堤防点検、だからはらみ出しとか、

段差があるとか、そういう所定の、なかなか定量的

にカチッとするのは難しいけれど、もう経験も含め

てかなり体系的に診断ができると、その変状はこう

いうところを見なさいというのがはっきりしている

もの、これは「Ｃ」に当たるんじゃないかと。

この「Ｄ」というのが、もう何も手がかりがない、

「実態に丁寧に触れた上での「気づき」が起点」と、

ちょっと訳の分からないことが書いてありますが、

こういうものであると。

それで河川は自然の話なので、もちろんこういう

カチッとしたものができているものがたくさんあっ

てほしいんですが、これだけでは済まないと。こう

いうものもある、こういうものもあると。ましてや

こんなものもあると。これらがトータルでバランス

よくぐるぐる回ることで、本当にうまく河川の管理

が回って行くということが大事かなという話を３年

前にさせてもらいました。

ポイントをもう１回言います。（スライド７、８）

「複数の類型にまたがることがあり得る」。それから、

「ある類型から別の類型に遷移することもある」。分

かりやすい客観化された手順という意味で、前の

ページの左上側に遷移するということはカチッとし

た工学的体系になるので、ひとつの目標になる。「た

だし、それ以外の類型に属する管理の価値が低いと

いうわけではない。これら４つは相互補完的関係に

ある」。つまり、訳が分からないものをうまく定量

化できないから除くというのは、河川の管理ではこ

れはまずい。分かることだけやるというのはまずい

ぞということを述べました。

● スライド8● スライド7
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「すなわち、Ａ１やＡ２のレベルに到達していな

いからといって無駄というわけではない。河道の事

象は複雑で、すべてをＡ１やＡ２のレベルでカバー

できないので、現時点でＡ１やＡ２のレベルになっ

ていないものを切ってしまうと危険、あるいは好ま

しくない事象が新しく出現しても認識されずに放置

されてしまう。解明度が限定的であってもそのレベ

ルに応じた管理を行っていくことが大事。そうする

ことで新たな問題の出現に無防備になることなく、

それらをＡ１やＡ２のレベルでカバーできるように

もっていく取り組みも生まれる」と、ちょっとこ

ういうもっともらしいことを書きました。

だから、予兆を発見するとか、「何か変だな、最

近はちょっと、これは今まで見たことがないけどや

ばいんじゃないかな」、みたいなことも必要だよと

いうことです。それで今言ったように、こういうＡ

とかＢとかＣとかＤがそれぞれぐるぐる回って、最

終的にこっちに行けばいいんだけど、その中でこれ

とかこれが新しい問題を事前に先立って大きな問題

になる前に発見して、それをちゃんとこういう方法

でできれば予防的にものを防げるというそういう意

味があるので、「Ｄ」というのは意外に大事だよと。

これらは実は災害の分析、それから河道の応答、

地道に河床変動の経年変化を見て、「あれっ、これ

はどうなっているのかな？」みたいな、そういうこ

とからこういうものに気づくということがあるよと

いうことを言いました。ここは回るということが大

事ですが、「ここだけのきれいな世界だけを整えよ

うとしてはだめだよ」ということをかなり強調した

わけであります。

それ以外に管理類型で、ここですね。（スライド９）

これが大事であって、しかし難しいよねと。今申し上

げたように、縦横断測量をしっかり見ると、意外に管

理類型Ｄに当たるような、「あれっ、これちょっと最

近変じゃない？」みたいなことを気がつく糸口がある

よと、そういうことを忘れないでねという話とか。

それから、そうは言ってもいつまでも超人のよう

な人しか気づけないような、そんな管理体系のまま

というのは現実的ではないので、管理類型ＤをＣや

Ａに持って行く具体策、これが大事だね、というこ

とで何度か皆さんにもご紹介していると思うんです

けど、これは服部さんの講演でもあったかもしれま

せんが、河道管理基本シート、こういう道具を使っ

てもうちょっとシステマチックに、「気づき」を具

体的な工学的な手法に進化させるという、そういう

ことが大事だねという話をしました。

それから点検は定性的な診断に止まらざるを得な

いものであっても、なるべくそれを定量化するという

検討が大事だねということで、当時は確か河川研究

ですごく一生懸命にやっていた、堤防の傷をいろい

ろ調べるみたいなものが、最終的にはどのように大き

な災害を防ぐことにつながったのか、つながらなかっ

たのか、ああいう巡視点検がどういう意味があるの

かみたいなことを分析することを紹介しました。

それで、もう１回言いますと、「河川管理」というこ

とを一言で片づけるなということです。（スライド10）

● スライド9 ● スライド10
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内容が違えば大きく分けて４つぐらいのものがあ

るよと、それもどれに属するのかなと、それから、

それぞれに属する類型の管理をやるためにどういう

ことが必要かなと、では、そういうことが必要な要

件はどうやって整えたらいいのか、という辺りから、

それぞれに適切な管理のやり方を考えるというのが

大事だよね、という話を少しまとめ的に言ったわけ

であります。

それでちょっと脱線したんですが、管理というも

のが特に現場の職員にとってあまり面白くないとい

う議論も当時あったものですから、ちょっと楽しみ

みたいなことを書きました。（スライド11）

Ａの類型は何が楽しいのかとか、Ｂの類型の管理

は何が楽しいのか、Ｃは何が楽しいのか、Ｄは何が

楽しいのかと、ちょっとやや脱線ぎみなことも書い

て、何と言うか、河川の維持管理の技術というもの

は実はすごく川の技術の本筋であり、面白いんだよ

ということを何かうまくストーリーづけができない

かなみたいなことを少し皆さんに問いかけて、例え

ばＤ、「常人ではまねできない洞察力を発揮すること

の喜び、余人に代え難い技術者になる喜び」、みたい

なことを書いたりしました。逆に余人に代え難いん

ですから、これはなるのがすごく大変なんですね。

だから当時話をしたのは、事務所の新人に、「出

水があるからちょっと川を見てこい」というのは、

もしかしたらいきなり新人にＤをやれと言っている

ようなもので、そんなことを言っても面白くないわ

けです。何を見ても、「なんか草が倒れていました」、

で終わってしまうから。

それで、そんなことをやらせていたらきっと管理

はつまらなくなってしまうので、やっぱり新人には

こういうものとかね。それで少しいろいろな個別の

方法が分かってきたら、あっ、そういう方法を組み

合わせると今まで言われてない新しい管理のやり方

が工学的に分かるんだなと、Ｂにするとかね、そう

いうようにやっぱりシチュエーションごとにその人

材を、どのように管理のことを面白く思うような一

流の技術者に育てるかということも大事だね、みた

いな話をちょっとここでやったわけであります。

以上が３年前に話した内容です。

ここから先は、それをベースにしつつなんですが、

今日は、河川という対象であるがゆえに特徴的な管

理というものがあるよということが前回の主題だっ

たんですが、それはそれとして、もうちょっと広く、

やっぱり河川管理というものを客観的に見て、もっ

と分かりやすいというか、体系が明確な、さらに河

川だけを見るんじゃなくて、河川管理が他の管理と

比べてどうなのかとか、そういう観点からもう少し

河川管理について気合いを入れるというか、そうい

う論点はないだろうかというように少し頭を切りか

えて、この先20分ぐらい話してみようと思います。

それで、これはちょっと文字が小さいので、こと

細かに見てくれと言うわけではないんですが、これ

は国総研の中でも少しメンテナンスの問題が河川の

分野に限らずいろいろ議論になった中で、これは河

川であろうと、堤防であろうと、橋であろうと何で

あろうと、維持管理というのは一体どういうトータ

ルの全体像を持っているんだろうかということを少

し議論しようかという中で、カチッと確定したもの

ではないんですが、１つのスケッチとして出てきた

ものです。（スライド12）

例えば、これは技術的な側面、損傷、劣化、機能

喪失のメカニズムが分かっていて、その影響が評価

できて、その状況がモニタリングできて、健全度が

評価できて、それでその機能の喪失が予測できる。

まずこれができたら完璧で、これのために研究開発

● スライド11
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とか現場情報とか、ナレッジとか、技術開発、活用

があって、それで当然ここで点検・モニタリングを

診断、評価をして、それで対策を実施します。それ

で対策が回るためには有効性把握済みの対策工法が

ある、こういう世界です。それで、ここに技術基準

としての維持管理の水準というものがしっかり出て

くる、こんな話があります。特に上の部分は狭い意

味でのメンテナンスの技術、技術のマネジメントと

いうのがあります。

それから管理を実施するという側面があって、こ

こが前回の議論では特に言わなかったんですが、体

制・制度・ガバナンスというのが当然ある。管理を

するその体制、これは必ずしも役所の中の話に限っ

た話ではなくて、当然、今の世の中、発注体系も含

めていろいろな形で維持管理がなされているので、

当然こういうのを幅広く捉える必要がある。それか

らお金も当然ある。それから既にいろいろ議論に

なっていますが、技術者、技術力、それからそれを

発揮する体制があるのか。技術力、技術者が少ない

とかそういう議論ももう散々言われてきていること

です。

それからこういう時代になるとデータベースの議

論が毎回出てくるんですが、現場情報の蓄積・整理

と、アクセス性確保と、こういう話があると。それで、

このマネジメント系の中にちょっと細々書いてあり

ますが、「包括的・長期的視点から地域・国土に果

たす社会インフラの役割を見据えて、最適な維持管

理を持続できる（PDCAを回し続ける）」のにどうい

う要件が必要かなというような話をずらずらと書い

てみました。

それで、川に限った話ではないので、河床変動と

か何とかとそういうことは書いてありませんが、で

は河川維持管理について見ると、この中の今どこが

弱いのかと。どこに今一番ネックがあるのか。それ

は技術の部分は何なのかとか、それからガバナンス

的なところは何なのか、技術者的にはどうなのかと

か、何となくこの辺の全体のスケッチがもっと議論

されてもいいのかなと。もちろん技術の話もすごく

大事なんですが、トータルを回す中でどこが弱いの

かなという話。それで、どこを突くと、それがどう

いう風にグルグル回って何を良くするのかなみたい

な、そういう個々の取り組みが全体の問題解決にど

う繋がっていくかという道筋の議論ですね。これは

まだまだ足りないと思いますが、しっかりやるとい

うことが大事ではないかなということをちょっと問

題提起したくてこういうのを作ってみました。（ス

ライド13）

例えば、肝心の技術が、実はだめなんだ、何か格

好よくやっているけど、実は中身がないんだ、とい

うことだと話にならないんですが、こういう技術を

しっかりやりましょうということもあるでしょう。

それから、技術者が非常に弱いという話、ここがや

せ細ってきたとしたらどういう処方箋があるのか。

それからデータベースの話ですね、そういうのがな

かなかしっかりできないんだったら、それをどうい

う風にやったらいいのか。やっぱりその体制の議論、

● スライド12 ● スライド13
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仕事のやり方というのが新しい問題の解決のステー

ジの中で、当然、昔と同じ必要はないわけですから、

こういうもののそれぞれの問題解決と連動させて、

やっぱり仕事の進め方についても体制が当然改善さ

れてもいいだろうと。こういうことをやっぱり常に

その時点、時点でとらまえておくという、そういう

ことがもうちょっとできないものかなということを

ここで問いました。

ISO55001というのがあって、関連している方もい

らっしゃるかもしれませんが、これは下水の分野で

はもう非常に進んでいます。（スライド14）

当初、私も勉強不足で、名前がアセットマネジメ

ントなので、またアセットの何か減損の式を作って、

ライフサイクルコストで何ちゃらかんちゃらと、そ

ういうことかなという風にちょっと勝手に誤解して

いたんですが、中身を見てみるとこれはまさに仕事

のやり方、メンテナンスの仕事のやり方のあるべき

姿のフレームを示しているというものであります。

だから、よく日ごろ口にしている、なかなか昔の調

べたデータが出てこないんだよなとか、ＡとＢと問

題があるときにどっちを優先させたらいいかの判断

が、意外に統一的にできていないんだなとか、しょっ

ちゅう口にするような課題みたいなものをどのよう

にシステマチックにやるべきかということのフレー

ムが書いてあります。

認証を取る必要があるとかそういうことではなく

て、仕事のやり方を、あるいい形、いい目標に向かっ

て継続的に進化させるような仕組みとして、こうい

うものも大いに勉強してもいいのかなとちょっと

思って少し紹介しました。細かいことの紹介は省き

ますが、これはダウンロードすれば中身はすぐに見

れますので、興味のある方はぜひ。今申し上げまし

たように、あるべき仕事の全体像の設定、ギャップ、

理論上役立つと。

「意思の継続」って大事かなと思います。つまり、

いっとき問題があってワッとやるということで終わ

らせないで、そういう改善の仕組みを組織の中にビ

ルドインするのにどういうフレームがあったらいい

のかなということを、けっこうそれなりに考えられ

た内容を持っているなという意味で、これをそのま

ま機械的に取り入れるということではないんですけ

ども、刺激を受けるのに価値のある情報かなと思っ

て少し紹介しました。

それで、以上のような全体像の議論を少し、もう

ちょっと考えてもいいのかなということを踏まえな

がら、ここでもうちょっとその具体の議論をしたい

と思います。

ここであえて、これはあまり言っていいかどうか

あれなんですが、こういう発想から一旦距離を置い

て、もうちょっと考えてみたらどうか。（スライド

15）

「河川って難しいんだよ、地道にやるしかない」

とか、「まずは川のことを分からなければだめなん

だ」とか、それから「経験が大事だ」とか、「いろ

いろ試すことが大事だ」とか、「１回や２回では成

果は出ないよ」とか、「河川は難しいからなかなか
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世の中に分かってもらえないね」みたいなことは半

分は当たっていると思いますが、あまりこれから

入ってしまうと結局、維持管理というものを進化さ

せるということを阻害する面もあるんじゃないか

と。だから、今日はなるべくこの理屈に頼らないで、

川の維持管理を向上させるのにどうしたらいいかと

いうことを考えたらどうかなということを提起させ

てもらっています。（スライド15）

それで、そういう観点をさらに踏まえて、これが

全てなのか、あるいは妥当なのかどうかは大いに議

論してもらったらいいんだけど、１つ目は河川の維

持管理について世の中に大きなストーリーを語れる

ようにできないものかなと。（スライド16）

いろいろ頑張ってやっていますというだけじゃな

くて、それに照らして今、そして今後の技術的な取

り組みの意義・展開と、期待できる成果、優先性を、

優先性というのは川の維持管理というのはほかの分

野の維持管理と同等、あるいは場合によってはそれ

以上に重要なんだということですが、これらを語れ

るようにできないものかなという、ちょっと願望が

半分入っていますが、そういうことを書いています。

それから２つ目は、その基盤として今「ストック」

という言葉が非常に脚光を浴びています。それに若

干乗りつつ、「積み上げてきたストック、その絶大

なる効果の確認、そしてその必要な積み増しはもち

ろんのこと、築いてきた効果の保持が非常に重要だ

ということを明確にする」ということを、河川でも

大いにやれるんじゃないかという話を２つ目に書き

ました。

それで、その背後にある考えとしては、「維持管

理のおかげで達成されるものが、国民に対して具体

的に分かりやすく提示されないと、そしてまた管理

者、あるいは技術者の間で課題と目標が共有されな

いと、努力してもそれが何のためになっているかを

明確に伝えられるようにならないと、その技術とい

うものはどうしても発展という意味では弱くなって

しまうんじゃないか」と、そこをちょっと心配して、

あえてそういうことを書きました。

それで、決して地道にやることを否定しているわ

けではないんですが、それだけで勝負できるような

時代じゃないんじゃないかということを、あえて今

日は議題として提供しています。

それでストックの話ですが、これは河川研で全国

の各河川のH.W.L.以下の河道の容積を1970年から

2010年の40年間、全部集計したものです。（スライド

17）

１級河川の国管理区間の総河道容量で、138億m3
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ぐらいになりました。それで、増加がすごく大事で、

もちろん砂利採取もありますが、河道の治水のため

の掘削、その他、もろもろの努力が全部込みになっ

て、40年間で23％増えています。トータルですから、

個々の川はいろいろありますが、マクロで見たとき

にこれだけの容量を増やしたということはすごいこ

とであります。

実際にはこれにダムも加わっています。ダムの容

量も非公式に調べてみましたが、すごい勢いでダム

の治水容量が伸びています。それだけの容量が治水

のための、意味が違いますが、流下能力という意味

では河道の容積がこれだけ拡大してきている。それ

でピークカットという意味では、ダムの容量も増え

てきている。すごい努力をしてきているということ

です。

それで、これにどういう意味があるか。ここから

先はかなり簡単な計算になってしまうんですが、も

う今日は細かい議論はしないので、掴みで行くと、

等流計算をしてしまう。（スライド18）

まず水理学を使えば、流量と水深との関係が出て

来ます。この一番下のです。水理学で流量と水深の

関係。それで、水文流出計算で流量と雨との関係。

それで水文統計で雨と超過確率の関係が出ます。こ

れらをただくっ付けるだけなんですね。それで一番

最初の水深と最後の確率をくっつけますと、こうい

う式になります。

つまり、水深が増えるとどのぐらい降雨確率が増

えるか。つまり、容量が大きくなるのでより多くの

水を流せますから、それに対応する降雨量も増える

ので、それの生起確率は減る。そうすると当然、氾

濫の可能性が、「Ｔ」が大きくなるということは、

逆数が氾濫の確率ですから、それは減るということ

になります。これは微分するとこんな感じで、非常

に簡単な式になるというわけであります。

それで、こういうように水文統計から水理までを全

部繋げて、最初と最後のおいしいところだけを取ると

こういう式になるので、これを、横軸が元の水深に対

する水深の変化分、それから縦軸が、元の超過氾濫

生起確率に対するその変化率、これを書いて、それ

でさっきの式でやるとこうなります。（スライド19）

ここがゼロですから、⊿Ｔでやっているので、こ

こがスタートです。そうすると、こんな案配で水深

の増加が確率年の増加に効くよと、こういうことで

あります。

それで、ざくっとこの原点近くの勾配だけで見ま

すと、河川の断面積を５％増やすと、水深８ｍなら

40cm下げることに相当ですが、氾濫生起確率年は

30％伸びると。氾濫確率なら23％減ると。だから、

意外に少しでも水深を増やすと、けっこう確率規模

に直すと効くということですね。計算の上だけとい

うところもあるんですが、マクロに見たらそういう

ことなんだろう、ということぐらいは頭に入れても

損はないのかなと。

だから、ちょっと別な言い方になりますが、水深

が20cm減ってどういう意味があるんだとか言います

が、そのぎりぎりのところで20cm減るということは、

● スライド18 ● スライド19
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それだけの貯金が、減分があるということは、確率

に直すとけっこう効くよというようなことも言えな

くもないと、こういうわけであります。

これは逆に言うと、堆積をさせてしまって、堆積

にもいろいろあると思うので、十把一絡げに河床が

上がったから全部取らなければいけないとは言いま

せんが、仮に問題のある堆積があったとしたら、

40cm堆積したらやっぱりそれだけ逆に氾濫の可能性

が増えてしまうわけですね。だから、そういう意味

での土砂管理というのが、当たり前のことなんです

が、実は災害が起こる可能性に対して、けっこう敏

感に効いているということぐらいは頭に置きましょ

うということを言いたいグラフであります。

実は23％増やしたということは、逆に言いますと、

このグラフでこの割合が23％増えればここですか

ら、もう2.5倍ぐらい⊿Ｔ、氾濫確率の超過年を伸ば

したということで、国土にとっての安全の資産を皆

さんに与えていると、それだけ大変なことをやった

ということが言えなくもない。何度も言いますが、

個別にはいろいろありますが、今はマクロの議論を

しています。

これらを踏まえて、次のような捉え方をしてみよ

うと。（スライド20）

河道整備で氾濫生起確率年が３〜４倍に増加す

る。これはダムと遊水地の効果を合わせて、現時点

までに築いた治水安全の資産は確固たるものがあ

る、すごい資産がある。1970年から40年間でこれだ

けあるわけですから、明治以来だともっとあるわけ

ですね。

それで例えば河積が２％減少に当たるような河床

上昇は、氾濫生起確率年を１割減じる、氾濫生起確

率で言うと11％増となります。やっぱり治水資産の

目減りが11％になると。それで実社会の感覚として、

やっぱりリスクが１割オーダーで上がったり下がっ

たりするというのは、やっぱりけっこう大事なこと

なんじゃないかなと。

例えば自動車の保険とか事故の確率を考えたとき

に、せっかく獲得した安全が１割目減りするとか、

２割目減りするというのは、やっぱりそれなりのこ

となんじゃないのというようなことを考えると、

H.W.L.より⊿ｈ（河積２％相当）低い水位での破堤

が生じるようであれば、同じように安全資産が減損

したと言ってもいいんじゃないかというようなこと

を、ちょっと無理な面もありますが、書いてみま

した。

言われてみればとても常識的で当たり前のことな

んですが、何のために河積の管理をしているか、ひ

いては何のために土砂管理をしているかということ

が、少なくともある局面においてはせっかく営々と

築いてきた堤内地の安全度が１割、２割減損するこ

とをちゃんと防ぐような行為であれば、これは大変

なことなんだという理屈を再確認してもいいんじゃ

ないかと。

それで最近、幾つかの現場で議論になっているよ

う に、 内 水 被 害 を 減 ら す と い う 意 味 で は 単 に

H.W.L.の議論だけじゃなくて、支川の流入ができる

ようにHQが下がるということはすごく意味がある

ということも最近は随分出てきています。というこ

とは、この議論は何も大河川自身に起因する氾濫だ

けじゃなくて、内水に対してはもうちょっとスライ

ドさせて、それでやっぱり水位が低いということは

いかに地域に大きな貢献をしているかということに

当然つながるというようなことにも翻訳できる。

というわけで、「維持管理は積み上げてきた治水

安全資産を減損させないための非常に重要な営為」

ということを、もう少し強調し、確認し、こういう

● スライド20
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重要な目的に対して今の技術体系がきちんと整然と

なっているかということを確認するようなことが、

議論を活性化するひとつのきっかけにならないかな

という図です。

それで、ここから先は逆に言うと当たり前のこと

なんですが、となれば、維持管理が目指すものは、

突き詰めれば次の３つかなと。（スライド21）

「a.計画高水位以下の流水の通常の作用による破堤

氾濫を起こさせないこと」。もちろん、最近の大き

な雨の降り方が変わってきた中で、H.W.L.を超えた

ときの危機管理、これは非常に重要です。ただ、今

日はその議論までするとごちゃごちゃになってしま

うので、今の理屈の中で少なくとも計画高水位まで

はもたせられるはずのものが破堤氾濫してしまうと

いうことであれば、これはやっぱり資産の減損にな

るんだから、それは特別にしっかりやるというのが

「a」だと。

それから「不適切」という言葉をつけているのは

ちょっと微妙ではありますが、「b.流下能力の不適切

な減損を起こさせないこと」。せっかく獲得したも

のをいたずらに目減りさせないということも非常に

重要だと。

それから「c.上記aとbを実行するために、過度な

国民負担が生じる状況とならないこと」。これはやっ

ぱり維持管理に非常に難渋するような、そういう治

水システムを絶対に作ってはいけないということ。

この「a・b・c」が、突き詰めると、何か３つ挙げ

ろと言われたらこういうことなのかなということ

を、ひとつの整理の案として書いてみました。

それで、技術の進展には目標がすごく大事だと思

うので、どれぐらいのことなら大ごとなのかという

ことの閾値の感覚はすごく大事だと思います。これ

はいろいろな議論があると思いますが、あえて今日

の議論のために書いているんですが、やっぱり氾濫

確率が１割、２割増えるということが、実社会に非

常に影響があるとするならば、河積の数％というの

は決して軽視してはいけないんじゃないかなと。

それぐらい川の中の状態をしっかり見るというよ

うな閾値の感覚を持って河川管理に当たるというこ

とは、スタートラインとしてはあってもいいのでは

ないかということを考えました。それで今、先ほど

ちょっと言いましたが、これらの目標にもろもろの

取り組みが整合的に向かう状況になっているだろう

かという、そのあたりをもう一回おおいに議論した

らいいのかなというのが、このスライドの意味であ

ります。

それで、ここから先はそういう少し全体像の話と

か、いろいろあるのは分かっていて、どれもこれも

大事なんだけど、その中でもあえて何が一番大事か

ということを挙げるとすればこうなんじゃないかな

みたいなことをあえて言って、それで少なくともい

ろいろな技術の進展がそういう大事なものに対して

正面からそれを改善するように向いていないことに

は、他のいろいろなことをやっていると言っても、

やっぱり説得力がないよねというのをあえて案とし

て整理する。そうすると、技術進展において真っ当

● スライド22● スライド21
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な方向にものが進んでいるかどうかという確認が具

体的に重要になるということです。

実は、これについては服部室長に、今これをどこ

までできているか、後でプレゼンしてほしいという

難しい宿題を出しています。（スライド22）

それで、「『a.計画高水位以下の流水の通常の作用

による破堤氾濫を起こさせないこと』を、洪水流に

よる洗掘・侵食に起因する破堤について考える」。「計

画高水位以下の様々な洪水生起を想定したときに、

破堤氾濫が起こるかどうかを今の技術でどこまで予

測できるんですか」と。

つまり、「来年、H.W.L.マイナス50cmが出たときに、

現在のある河川の一連区間で洗掘や侵食による破堤

は起きないという自信がありますか」とか、「起こ

るとしたらどういうシナリオが考えられますか、そ

の可能性、確率はどうなんですか、それを防ぐ手立

てはありますか」みたいなことが今の技術でどれぐ

らいちゃんと言えるのか。言えるとなると責任問題

と絡んでくるので、あくまでも技術的な今の相場感

とか、今後の何を技術として詰めなければいけない

かという問題提起で言っているんだけど、そういう

目から、技術的に次の突破をする上で何が重要なの

かなということを、もうちょっと皆で議論するとい

うことが大事かなということで、言うは易しの問い

ではあるんだけど、書いてみました。

その中で、先ほど河川は古くて新しい課題になり

がちだという話をしましたが、今までの取り組みで

できたこと・できないことをちゃんと整理できてい

ますかと。洗掘、侵食、河床変動計算、二次元計算、

三次元計算、いろいろありますが、それができてい

ますか。それから個々の技術の位置づけをちゃんと

整理できていますか、ばらばらになっていませんか。

それから評価がちゃんとできていますか。つまり、

新しい技術を開発するときに、こういうものが欲し

いんですよ、というその評価軸を明確に言えていま

すか、共有化できていますか、と。

それから第１回の安原さんにコーディネートいた

だいたときに、いろいろな意欲的な技術開発の議論

がありました。ああいう意欲的な技術開発が生きた

成果になるためには、なおのことニーズとシーズの

マッチングがこういうものをベースにちゃんと整理

されていないといけないと思うんですね。

あるいはスタートはいいんだけど、いろいろな議

論をしているうちにこういうものが活発にやられる

ようにならないといけない、これがちゃんとできて

いますか。決してニーズとシーズのマッチングとい

うのはこういう分野が大事ですと言うだけではダメ

なんですね。このマッチングを図るということは、

ノットイコール技術分野の提示なので、もっとそれ

を超えたマッチングの議論がきちんと統括的に提示

できるといいよね、と。

それと、あれもこれもでなくて、そういうものを

踏まえて、「今はやっぱりこれがすごく重要だ、こ

れができると、このように実装して、こういうとこ

ろが一歩進むよね」というストーリーがあると格好

いいねという話です。けっこう言うは易しなので、

そんなに簡単にいかないことは分かっているんです

が、こういうことぐらい何かできたらいいよねとい

うことの中で、今との距離感を測るというのは重要

ではないかという意味で、あえて書きました。

それで同じことを、高水位による浸透についてど

れぐらい言えるのかというのを、佐々木さんに

ちょっと何か考えてよと無理矢理お願いしてしまい

ましたので、半分怖いんですが、楽しみにしていま

す。よろしくお願いします。

それで次に「c.上記aとbを実行するために、過度

● スライド23
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な国民負担が生じる状況とならないこと」ですね。

（スライド23）

これはいろいろな着眼点があるんですけど、やっ

ぱりこれは服部さんに少し考えてほしいと言ったん

ですが、堆積土砂管理ですね。

要するにこれは「溜まったら掘ればいい」とか、「生

えたら刈ればいいでしょう」と、よく分野外の人か

ら言われてしまうんですね。これで済む場合と、済

まない場合、これは明確にしないと、いつまでもす

ごく一生懸命にやっているのに、「これでいいんじゃ

ないの」と言われてしまうと元気が出なくなるので、

何と言うか、「持続性」という訳の分かったような

言葉じゃなくて、これを続けているとちょっと国と

してやばいぜという話が、河川の維持管理の問題で

ちゃんと提起できているか、規定できているか。土

砂管理というお題目はいいんだけど、問題提起がな

くて、ただ管理が大事だと言っているだけでは、何

を解決しようとしている管理なのかさっぱり見えな

い。こういう管理をいつまでもしていてはまずいの

で、このあたりの突破口について後でお話をいただ

ければありがたいなと思います。

いろいろ言いましたが、まあ、けっこう難しいん

だろうなと。そうすると、あえてちょっとすかすよ

うな議論になってしまうんだけど、王道でやるべき

技術をちゃんと詰めるというのはいいんだけど、無

理がもしかしたらあるかもしれない。そうすると、

少し局面転換を図って、そもそもフレームを変える

というような発想の転換もあっていいのかなと。こ

の辺はちょっと皆さんはどうお考えになるか、また

議論ができたらいいかなと。以上の議論を踏まえて、

実現すべき状況を見据え、従来の技術体系を、むし

ろフレームから変えてしまった方がいいんじゃない

のと。（スライド24）

例えば、「弱点箇所が事前に高精度で分かる」、こ

れを実現すべきだというのは本当なのか。本当にこ

れができるのか。もしこれに限界があるという立場

に立ったら、かなりフレームは変わってしまうん

じゃないか。それについてどう考えるべきか。もし

かしたら、リアルタイムに何が起こっているかとい

う実堤防の変状の情報に非常にいろいろなヒントが

あるんじゃないかとか。

それから、ここは技術屋としてはあまり言いたく

ない面もありますが、なかなか分からない領域とい

うのはどうしてもある。では、そういう未経験ゾー

ンのようなものをちゃんと認めた上で、それを全体

の技術体系の中に位置づけるみたいなことはないだ

ろうかとか、不確実性をむしろ積極的になくす方策

があるとか、何が言いたいかというと、単一な方法

でただ押し通すだけじゃ芸がなくて、少し性格の違

う系列をうまく重ね合わせるような、そういう

ちょっと持って回ったような話ですけども、そうい

う戦略みたいなものがもうちょっと意識的に、個々

にはあるのかもしれないですが、あってもいいん

じゃないかなということをひとつの切り口に、何か

新しいフレームってないんだろうか、いつまでもこ

の道一筋でいいんだろうか、というようなことを

● スライド25● スライド24
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ちょっとここで提起しました。

これが最後ですが、「臨床例」という言い方はな

んですが、これは橋梁の専門家の話を聞いていて面

白いなと思ったんですが、病理学というのはすごく

進んでいると。（スライド25）

つまり、これが原因で腐食したとか、こういう腐

食の要因があるんだけど、結局、臨床例が少ないと。

つまり、こういう原因を究明して、こういう方法で

診断して、こういう方法で状況を見て、こういう判

断をして、こういう補修をして、そうしたら患者が

これぐらい良くなった。でも事後にこういう症状が

出ているという、臨床例をベースにしたような技術

の評価みたいなものが、これから大事になるんじゃ

ないかという話を聞いて、これは河川についても

けっこうあてはまるんじゃないかなと。

個々の方法が良い、悪いという話じゃなくて、最

後に一番肝心な、先ほどの議論でいくと、堤防が切

れる可能性がどのぐらいあるのか。それが危険なレ

ベルまでになっているとしたら、それをどのように

事前に改善するのか。それをやれたとしたら、それ

はどういう技術が役に立ち、どういう判断方法が役

に立ち、逆にどういう技術が意外に役に立たなかっ

たのか。しかし、それはこのケースだから役に立た

なかったのであって、一般的にはこういうことが言

えるんじゃないかみたいな、最後に現場の判断につ

ながった事例について、それを軸にしていろいろな

技術の評価をもう一回吟味する、そしてそれを共有

化するような、そういったものがもう少しないと、

どうしても個々の手法のためのいろいろな検討だけ

になってしまって、最後に一番大事なものの判断、

それから実践したところがよかったかどうかを中心

に据えないというのが、ちょっと気合が入りにくい

んじゃないかなと思って、こういうようなことを意

識的にしょっちゅう出し合いながら議論するという

ことができないものかなということを考えました。

安原さんを初め皆さん、自分の講演の中のものを

大いに活用してもらっていいんですが、少しこれに

上書きをするような知見を、あるいはご意見をいた

だきながら、皆さんとの議論も含めて後半のパネル

ディスカッションの充実につなげていきたいと考え

ております。とりあえず、前半の私の講演は以上で

終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとう

ございました。（拍手）
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藤田　では引き続きよろしくお願いします。大体の

ストーリー、シナリオとして４つぐらいに分けて議

論を進行していきたいと思います。

まず最初に、あくまで今日の議論のための課題設

定ではあるんですが、私の資料で言うところの16

ページ〜23ページぐらいにかけて、もう当然のこと

も入っていますが、少しこういうところに意識を置

いて河川の維持管理の次なる展開を考えていったら

どうかという提示をさせていただきました。

ちょっと18ページ（スライド１）の説明だけ飛ば

してしまったんですが、これは簡単に言いますと、

「ポンプ」というのは本物のポンプの話ではなくて、

要するにもろもろの治水事業によって自然状態であ

れば、自然の河道というのは３分の１ぐらいの氾濫

確率を持っていますので、それが例えば50分の１ぐ

らいに小さくなっていると。ただ、これはただ単に

自然体でなっているわけではなくて、相当の努力を

持ってこれだけ確率を抑えているのであって、ここ

のポンプがちょっとでも故障してしまうとやっぱり

これがすぐに太ってしまう。太るということは氾濫

確率が上がるというような意識をもう少し持って、

この資産をどのように守るかということを意識する

ための図でありました。

それで、それも含めまして第１回に安原さんと永

矢さんの話もあったのかな、「フォルトツリー（FT）」

という話があって、私が見るところ、結局、破堤と

いうものにつながる事象が非常に重要である、それ

を体系的に押さえることが一番大事なんじゃないか

ということが、たぶん原点にあったのかなと思って

いて、あえてもっと言いますと、個々のいろいろな

● スライド1
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維持メンテの行為、それぞれに同等に重要性がある

のではなくて、最後は起こってはならない破堤を防

ぐということに集約するというのを、もうちょっと

しっかり取り組もうということなのかなと思ったも

のですから、私が提示したような整理に対するご意

見も踏まえながら、FTの考え方の再確認とか、今日

の議論のフレームについて安原さんを中心に解説を

いただけるとありがたいと思いますが、いかがで

しょうか。

安原　それではFTを中心としまして概要を説明さ

せていただきたいと思います。

第１回の河川研究セミナーにご出席された方もお

られると思いますが、特に計測技術が進展しており、

どのように状態把握実務、詳しくは点検に使われて

いくのかという議論をさせていただきました。

その際には、河川管理側としてどういうことを分

かって、どういう判断をする、という、ニーズがあっ

て、それぞれの技術の必要性というものが整理され

ていくものだと思います。ですから、河川管理実務

とはどういうものかをまず記述することが前提とな

るという発表をしました。

河川の維持管理の特殊性とか、経験はどういうこ

となのかということを説得力ある説明をしなければ

いけないという問題意識です。（スライド２）

そういう中で維持管理の特殊性として考えられる

ものをいくつかここに記載しておりまして、１つは

システムとして捉えるということです。しかしなが

ら、河川管理者はそれらの知識をあわせ持って管理

をしなければならないということです。そういうこ

とでさまざまな構造物を俯瞰して、それらをシステ

ムとして捉えるということが、具体的にどういうこ

となのかを具体的に提示する必要があるだろうとい

うことです。

あともう１つは、先ほどの研究総務官のお話とも

かなり近い面もありますが、維持管理の本質は、壊

れ方をどのようにコントロールするのか、または計

画するのかということではないかと思っておりまし

て、ただ、壊れ方というと構造物にしか適用できま

せんので、河道の場合には状態の変化、好ましくな

い状態、それに対して目標を掲げて、何を見て、ど

ういう対応していくのかということを体系的に捉え

ていくということ。

次に、その中で評価・予測の不確実さがあるとい

うことも踏まえる必要があります。

最後に、これは先ほどの藤田総務官の話ですと、

あまりそこはということでございましたが、自然構物

でありますので、全てが管理で賄えるのかと言うと、

そうでない部分もありますので、その境界領域をちゃ

んと明らかにした方がいいということです。

こちらは機能、先ほどの話にもありましたように、

これまで整備した機能を維持していくということで

すが、その際にある程度、機能が低下するというこ

とを前提に織り込んで、逆に維持管理計画のような

ものの中では、どこまでの機能低下を許容するのか

とか、目標を持っていくという視点が大事なんだろ

うと考えています。

その際に、私は信頼性工学の分野から適用できる

整理の仕方はないかとアプローチをしたわけでござ

いまして、こちらにありますように劣化というのは

徐々に進行して進んでいくというように捉えるのが

普通で、機能低下が微小な初期から進行してやがて

機能が喪失すると、このように捉えられます。（ス

ライド３）

しかしながら、河川の場合にはそのように徐々に

進行するものもありますが、ほとんどのこれまでの

災害というのはそこで災害が起きるということを振

● スライド２
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り返ってみて予測できるようなものではなくて、突

然起きてしまったというようなものではないかと。

そういう意味では少しずつ変状が進行し、壊れてい

くという現象ではなく、それを「突発性」という言

葉で表現しました。（スライド４）

そのように幾つかの壊れ方、好ましくない状態を

まず定義する。それらがどのように機能低下してい

くのかというのを全部体系的に整理していこうと。

このようなことで、対象とする機能低下のメカニズ

ムをここにありますように17通りに整理をしてみた

ということです。（スライド５）

河道については流下能力、または著しい偏流が発

達するような状態、そういうものは好ましくないも

のとして維持管理をしているということ。堤防につ

いては侵食、浸透、すべりという破壊モードで壊れ

るということです。

このような整理をFT図にまとめたものがこちら

です。（スライド６）

右の方に堤防（土堤本体）、左の上の方が堤防の

護岸、左下の方が河道です。

縦のラインが先ほどの機能低下のメカニズムとい

うことで整理したものでございまして、右の方、堤

防だけで壊れていく現象としては浸透やすべりが位

置づけられております。その堤防の壊れるところに、

左側の護岸から入ってきているものが侵食系の壊れ

方ということになります。続いて護岸の壊れ方も吸

い出しによるものとか、局所洗掘によるものなど、

いろいろなものがありますので、代表的なものを並

べてみたということです。それらの壊れ方が河道の

偏流に起因するものであれば、その下の河道の状態

変化から繋がっていくことを表しております。

FT図は皆さんもご存じの通り、頂上事象を好まし

くない破壊現象で整理するということですので、こ

の整理をしてまいりますと左上に越水が一番頂上に

据えられ、右の上の方に土堤が壊れ被害をもたらす

という、頂上事象としてはこの２つに集約されると

いうことです。

あともう１つ、FT図では、変状を四角で囲み、変

状を起こしやすい要因等を一番下に丸で表すのです

が、この整理をしてみますと、河川の維持管理の特

殊性というのをある程度は説明できるのではないか

と、このように考えております。

何が言いたいかというと、まず（スライド７）今

まで皆さんが維持管理でやっていたことの、対象範

囲がどこなのかというのを明確にすることができま

す。変状、それからそのメカニズム、そのあたりの

● スライド5● スライド4

● スライド3
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体系を整理するということです。

このような整理と状態を定義していきますと、今

はデータベースとか、河川カルテ、そういうものが

整備されておりますが、そういったものの共通言語

を提供することになりますので、皆さんで同じ会話

ができるようになるとか、今の状態はどこなのかと

いうのを俯瞰することができます。また、河道、堤防、

護岸などの構造物ごとに見る視点から、それらがど

ういうように関わっているのかということをこれで

整理することができるということです。当然ですが、

いろいろなものを情報を体系化する際には、その

キーとして利用することができます。

その次がひとつ申し上げたいことなんですが、点

検をやるようになり、変状評価するとかそういった

発想が出てまいりましたが、一番下にある、急流河

川とか、湾曲部、水衝部といった「場の特性」、お

そらく河川の災害が起きたりするのは、その変状が

起きているところでもあるんですが、場の特性上、

危ないところで災害が起きたりするというのがもと

もとの原点なのではないかと。そうすると、変状の

方をすごく見るようにしているんですが、そのFT図

で示されている一番下の「場の特性」を見るという、

もともとの原点というか、そういうところも大事な

わけでありまして、「変状」と「場の特性」という

のを重ね合わせて見なければならないんじゃないか

と思うのです。

言いかえれば、場の特性をある程度踏まえていれ

ば、当然ながら被災とか変状が起こりやすいところ

というのはある程度イメージができてくるというよ

うなことで、変状だけでなく場の特性を見ることの

重要性を示しているということです。

あともう１つは、先ほど「突発性」とか「進行性」

という言葉をあえて当てはめてみたわけですが、河

川の維持管理においては変状が徐々に進んで破壊さ

れるという、そういう捉え方では防止できない災害

とか壊れ方というのが多くあると思います。そのこ

とが先ほどのFT図の中では色分けをしておりまし

て、平常時の点検で分かるものと、出水時の点検で

分かるものなんていうのを色分けをしてみており

ます。

この水色のところが出水時点検で分かるものとい

うことでございまして、おそらく堤防の浸透破壊と

かそういうものは壊れる寸前になって起こる変状と

いうのが多くあるのではないかと。そういう意味で、

右側の浸透系の破壊のところは全く緑のものがない

縦の列というのがあるわけですね。

● スライド6
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そうすると、こういうところは平常時の点検だけ

をやっていてもその変状を捉えるということは、無

理だ、という発想が出てくる。そうすると、変状を

見て手を打っていくという予防保全だけでなく、出

水時にものを見ていくという発想が出てくるという

ことです。FT図は実務担当者にそのような視点を与

えることができるということです。

それをまとめたものが次のスライドです。（スラ

イド８）河道の機能低下の特性としては、やや経年

的だとか、徐々に進行するものとして捉えることが

可能であり、そういうものについては予防保全と言

うか、一つずつ対応を取って壊れる状態を避けると

いうことができるでしょう。

一方、堤防につきましては、先ほどのFT図が示し

ているように、洪水時に本当に厳しい状況にならな

いと分からない変状というのも数多くありそうな気

がいたします。そういう意味では「突発性」、とい

うか、進行性としては捉えられないものについては

予防保全というのは難しいということなので、状態

監視するという考え方を取り入れざるを得ないとい

うことになります。

一方、護岸につきましては、低水護岸は壊れても

直接被害を及ぼすものではございません。そういう

意味では低水護岸が壊れても直接赤になるようなも

のはないわけです。そういう意味では、低水護岸に

ついては破壊しても安全性には直結しないというこ

とで、やや管理のレベルを下げてもいいのではない

かと、こういう発想ができるわけです。

ただ、護岸と言いましても堤防を防護する護岸も

あります。それは堤防と同じように管理のレベルを

上げなければいけませんが、低水護岸などはある程

度は壊れてもいいだろうという考え方ができるので

はないかということです。

また、一番左のところで「維持管理目標内」とい

うことで、恐らく維持管理をするときにどの外力に

対してちゃんと健全性を保つかということで、外力

との関係を整理しないとだめなのではないかという

ように考えておりまして、維持管理を超える災害に

ついては突発性というように考えて、そういったも

のは水防として対応していくという考え方になるん

だろうということです。

その後ろの３枚は、状態把握に有用な技術を選定

する際に、河川管理者側から求められるニーズをあ

らわしたものでございまして、まとめて言いますと

河道については連続的な河床の状態を明らかにする

技術が有用ということで、レーザ測深技術が有効と

結論づけられます。（スライド９）

● スライド8 ● スライド9

● スライド7
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また堤防については先ほども言いましたように、

通常時の変状ではなかなか予防保全ができないもの

についての対応というのが必要になってくるという

ことになると、モニタリングをしていく必要がある

ということ。特に堤防の中の状態を調べるようなモ

ニタリング技術が必要になるということです。（ス

ライド10）

護岸についてはやや優先度は下がりますが、水中

ですとか護岸の背面を把握できる技術というものが

必要になります。（スライド11）

まとめとしまして、今回新たに追加した資料がこ

ちらです。（スライド12）

維持管理のPDCAサイクルについてはこれまで点

検を計画して、点検の結果から何かを読み取ろうと

いうことにどちらかと言うと重点が置かれていたと

思いますが、そうではなくて機能が今まで整備して

きた機能というものをどの程度落ちることを許容す

るのか、その目標を掲げて、長い時間でその機能を

維持していくという、機能についてのPDCAサイク

ルにする必要があると。

そういう意味では、ひとつ大事なことは、どれだ

けの外力に対して守るのかという外力との対比でも

のを見ないと、健全性というのはたぶん評価ができ

ないんじゃないか、と考えております。それは流量

なのか、降雨なのか、いろいろな指標があると思い

ます。

続いて、点検をした結果、場の特性とか、または

構造物の状態、変状、いろいろなものを見なければ

なりません。そこがたぶん総合評価になってくる、

ここが非常に難しいところなんじゃないかというよ

うなことです。その上で、恐らくその結果を踏まえ

て、維持管理と水防によって守備範囲を区分して対

応していくということになります。

それで、その守備範囲と機能低下の特性から、ど

ういう保全方針を維持管理としてやっていくのかと

いうことを決めていきます。そうすると、その方針

に基づいて今後は点検をやっていくということにな

ります。当然ながら被災し易いところは入念にやっ

て、弱部のところは入念にやっていく。そうでない

ところは少し下げるというようなことになっていく

んだろうということです。

そのようなことで出水期中の供用をしながら河川

の維持管理のPDCAサイクルとなっていくのではな

いかと思います。

藤田　ありがとうございました。特に最後のところ

で、維持管理のメインを機能評価、機能の把握とい

うことを軸にしていくというお話がありました。そ

● スライド10

● スライド11

● スライド12　
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れは、何かを調べることをベースにするのではなく

て、この河道が今どういう災害を受ける危険がある

か、その機能がどう低下しているのかということを

ベースに、そこから全部解き起こしていきたいとい

う話があって、それはたぶん今日の私の提示の話と

もかなり共通していて、そういう方向に持って行き

たいねというひとつの方向だと思います。

それで一方で、しかし取り組み、例えば芝生の状

態を調べるとか、洗掘の状況を調べるという行為を

規定するのは比較的簡単なんですが、やっぱり機能

を定量的にはっきりさせるというのは技術的には

けっこう難しいところがあるので、それがどれぐら

いできるかということは当然の如くそこについてく

る大きな課題なのかなということも感じまして、そ

れをこの後に、服部室長とか、佐々木上席の方から、

では、それをどれぐらい今できるんだろうかという

話に少し繋げたらいいのかなと思いました。

それで１点だけ、河川の特徴として、例えば道路

だったら大体毎日同じようなすごい重量のものが来

ますので、外力的にはもし機能が落ちていたらもう

今からやばいかもしれないというわけですね。河川

の場合には、今お話の中にチラッとあったんですが、

どういう外力のものをどれぐらい重みを持って受け

止めるかという、そこのところがもうワンクッショ

ンあるよねと。仮に今、流下能力的にちょっと議論

があっても、来年、計画高水が来るとか限らないと

いう議論があるんですよね。

その辺をどう考えるべきかというのは、この機能

に着目する場合にやっぱりその整理は不可避で、そ

こをしっかり整理しないことには、せっかくの議論

がまた中途半端に終わってしまうんじゃないかとい

うことがすごく大事で、逆に、これを厳しくし過ぎ

て、計画高水が来たときを想定して、そこで完璧に

防御するんだとやるとすごくレベルの高い話になる

し、かと言って来年来るとは限らないから、そこそ

こでいいという、そこを曖昧にするとあまり気合い

が入らないという、その辺の論点なのかなと。

本省の時岡さん、維持管理において外力のレベル

をどう考えるか。もちろん超過してしまえば、これ

はまた別の議論だからあれですが、H.W.L.までの間

でその辺をどういうように考えていくかというの

は、何か現時点で本省としての議論の整理とか何か

ありませんでしょうか。

時岡　答えから言うと、今はどの水準で維持管理す

るかという指標がない状況です。それで実際問題か

ら言うと、維持管理は危機管理と一対なものですか

ら、最悪を想定してという形になりますので、どう

しても整備計画、計画流量が来たときにどうするか

というところが議論のスタートとなります。

しかしながら、すぐに対応はできないので、仮に

変状がある、何か支障があったというようなことが

分かっている場合には、ここまではこれで対応でき

る、もう一つの方は、先ほど「水防」という言葉が

ありましたが、危機管理対策でどういうところでカ

バーするかというところが今の現実だと思います。

まずは最悪を想定してできること、できない場合に

はソフト的なところでフェイルセーフか何かできる

かというところが現実だと思います。

そこで若干話は変わりますが、原子力関係の方々

から聞いた講演で、その方は日本の原子力の技術者

の方だったのですが、日本には原子力関係の当初設

計の技術基準が１つしかない。それが非常に厳しい。

何か変状を見つけたときに、その基準しかなければ

100％に直すしか判断がない。ところが米国は当初

設計の基準と一緒に、メンテナンスの基準がある。

言いかえれば、当初設計の安全率は「1.2」とかを目

標としていると。ところがメンテナンスの際には



165第４回　河川研究セミナー

「1.1」ぐらいの安全率になれば直す、みたいなとこ

ろで、先ほど言ったマージンというか、幅がある。

当初設計はそこだけでも、メンテナンスではそこま

で来たら元に戻すという基準、つまり当初の目標と

維持管理の２つの水準があれば、先ほどの外力とか、

どうなれば直すかという大きな判断の基準とか、そ

ういうことに使えるのかなということを感じま

した。

藤田　ちょっと難しい、うまく伝わるかどうかわか

らないんだけど、だからたぶん安原さんの提示され

たものは、もうちょっと判断を定量的な方向、それ

から機能本位、つまり一番国民にとって心配な事象

をどう防ぐかということにやっぱり立脚して、いろ

いろな行為の位置付けを考えようということだと思

うんですね。そのときに今の外力のレベルの話が出

てきて、そこは河川管理がすごく難しくて、あまり

そこをピシッとやると、今の原子力の話のように

なってしまう。

そのときに、だからと言ってそこをフワッとし過

ぎると結局はまた元に戻って、取り組みが基本みた

いになってしまって、ついつい誤解して、取り組み

をすることが最終目的だという世界に戻ってしまっ

てももったいないので、変なふうに厳しくはならな

い、無理な状況は作らないけど、やっぱりある程度

は合理的にリスクを回避する手段をみんなで責任感

を持って取り組めるような、何かそういううまいグ

レーゾーンの作り方みたいなものが何かないといけ

ないのかなということを改めて思いましたが。

安原　すみません、私は簡単に考えてしまっていま

して、最初は整備によって大きな改修があって段階

的に機能が上がっているという図を示しました。そ

ういう意味では、その維持管理を始める時点の前ま

で整備された水準を維持管理の目標としてお約束す

るのかなと。

流下能力はそれが一番分かりやすいと思っており

まして、これまで整備の中でやってきた流下能力の

蓄えがある。それをまず守るというのが前提になる

のかなと。そういう意味では、流下能力については

確率規模なのか、または流量規模みたいなもので表

現していくと。

藤田　それは後退させないということ？

安原　はい。

藤田　５％ぐらい戻ってもいいやっていうんじゃな

くて？

安原　土砂の堆積や樹木の繁茂が分かっているのな

ら５％戻るという目標でもいいじゃないか、と思い

ます。つまり、現況で確保された機能に対して川と

いうのは機能低下が一定はあるという考え方です。

その分を織り込んで、30年間の中でこれぐらい機能

が落ちるということはしょうがないことなので、それ

を何とかして守っていくということを維持管理計画、

または維持管理目標の中で明示していって、それを全

力で取り組んでいく、そういう世界なのかなと。

それで流下能力は分かりやすいので、あとは堤防

の湿潤などはまた別の雨などの指標などを使って、

この程度のものには耐えられるということを定量化

して表現していくイメージです。

藤田　ある幅までは下がってもいいかもしれないけ

ど、その下がってもいいラインをやっぱりちゃんと

決めようと、そういうことですね。

安原　はい。許容範囲を決めておけばよいというこ

とです。

藤田　かなり流下能力関連がきちんとした世界にな

りそうな気がするので。

あとは、もう１つ、先ほどのフォルトツリーのい

ろいろな関連があって、ああいう整理ができたとし

て、先ほど何度も「場の特性」、そういうものがあっ

て、その変状があって、組み合わせていろいろなこ

とが分かるんじゃないかというお話ではあったんで

すが、では定量的にどれぐらいの偏流で堤防が侵食

されそうかということを予測するのは、やっぱりそ

れなりに難しいと思いますが、ちょっと確認した

かったのは、フォルトツリーってシナリオはある程

度見れても、最後には突発性という話になってしま

うので、予測するのは難しいことを前提にした議論

なのか、ちょっとそこのところをもう一回確認した
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いんですが。

やっぱりこれから技術的にある程度はそういうも

のが事前に、「今度ある程度の水が来ればこういう

侵食が起こる可能性がある」ということを、やっぱ

り予測できるように持って行きたいという意味なの

か、ちょっとそこのところを確認したかった。

安原　両方ですね。当然ながら、維持管理の範囲と

して取り組んでいくんでしょうが、たぶんどうして

も予測して対応できない部分というのは必ず残っ

て、ゼロではない。それぐらいのイメージです。

藤田　あえて言うと、線は引けるけど、あの線をつ

ないで定量的に予測するのはそんなに簡単にはでき

ないんじゃないかなと思ったんだけど。そこに相当

難しい話がたくさん転がっているんじゃないの、ど

うやってやるのかな、と思ったんですけど。

安原　そうですね。その最後の結果をどのように整

理するかですね。恐らく最後のまとめ方は、壊れや

すいか、壊れやすさが低いかとか、そういった区分

にしかならないのかなと思っております。

藤田　なるほど、そこのイメージがね。

安原　なので、河川管理者が地元の人に対して提示

する内容は、総合評価の結果この程度だというよう

な、それぐらいの分けにしかならないのかなと思っ

ておりまして。あまり数字だけでどらちかに分ける

ようなものは、難しいと考えます。

藤田　であるとすると、それがまさに対外的な、地

域への説明も含めて、管理のいろいろな進め方とか

判断にどういう実効性を持ち得るかと。例えば○、

×、△をつけて、それで本当に物が進むのかという

議論も当然一方ではあって、では服部さんとか佐々

木さんが一生懸命にやろうとしていると思うんだけ

ども、もうちょっと定量的に、今度、計画クラスの

水が出たら相当な確率で危ない場所はこの３箇所あ

るとか、そういうように言えるようになればまた局

面が変わってきますよね。

その辺のイメージがすごく重要で、そこらあたり

に次の大きな山があるのかなという。ただ、今の安

原さんのイメージは分かって、あれですぐにすごい

定量化するというのではなくて、少なくても今より

も少し総合評価で危なさの加減を提示できるように

なることをまず誰かやろうという、そういう意図だ

ということですね。

安原　そうです。

藤田　分かりました。今までのところで鳥居さん、

服部さん、佐々木さん、何か質問とかコメントとか

ありますか。

鳥居　本筋ではなかったかもしれませんが、「マー

ジン」という言葉が出て来たので、ちょっとそこに

反応しまして。

やっぱり河積の管理というのは今までどちらかと

言うと、何と言うか、計画整備を作ったときにいろ

いろなことを加味して、ピッタリに水位をしないで

何cmか、何十cmか余裕を持っていたという風に聞

いております。それが逆にさっき出た管理のマージ

ンみたいなものに使っていたんだろうなと思い

ます。

それで、いよいよ最近になってくるともうちょっ

と溜まるのが早い場所が出てきたりして、もう

ちょっとそれを明示的に、最初からそういうものを

「マージン」だということで、あらかじめ掘ってお

くということがかなり求められてきているなという

ことを感じています。

ですから、私も３回目のとき、この中で話をしま

したけども、管理できるような川にするためには、

まずは河道の設計の方で管理できる条件を整えま

しょうという話をさせていただいたときに、確か

マージンというのはそういうものに位置づけられる

はずだと。やっぱりマージンを持っていないと、こ

れまで何となく経験で、このぐらい引いたら管理が

できるだろう、とやっていたのがだんだんと厳しく

なってきてしまったので、明確に位置づけようとい

うことをお話ししたと思います。

なので、ひょっとすると定量的に評価というとこ

ろに結びつくかもしれませんけれども、そういった

ものが「このぐらいの量だよ」ということがある程

度は言えないと、○、×、△、またはさっき言った
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ようなマージンの大きさみたいなものがあまり有効

ではなくて、そのぐらいの度合いができるようなこ

とにならないと○の意味が分からないということに

なってくるのかなと思って、ちょっと一言言わせて

いただきました。

藤田　流下能力の議論は中では相対的には比較的定

量的な議論に乗りやすいと。その分、ちょっと鋭い

刃物のような危なさみたいなものがあるかもしれな

いけれど、扱いをきちんとすればね。だから、１つ

は流下能力についてはもうできるものは見えている

んだから、この際やっぱりある程度理屈でしっかり

体系を作ったらどうかと。一方で、侵食で堤防が切

れる可能性があるかとか、ましてや浸透とかはもっ

と難しいと思うんだけど、そういうものは次に一歩

進める方向は何かとか、ちょっと分けて。

それで僕がちょっと思っているのは、できない分

野とできる分野を一緒の速度でやろうとすると、す

ごく何か全体がうまく進まない感じがするので、重

要なことでできるものはやっぱりどんどん施策的に

技術のレベルに合った形で実装して、ただ全体のバ

ランスはちゃんと見るんだけど、そういうものが大

事なのかなという意味では、常々マージンの議論と

かも出ていたけど、そろそろそういうものをしっか

りとできる技術として、責任もちゃんとうまく表裏

一体にさせるみたいなことが必要なのかなと、改め

て思いました。

服部　時岡さんが外力の設定についてお話をされま

したが、その話を聞きながら、たぶん外力というの

は１つではなくて、不確実性を伴うものを相手にし

ているので、いずれきちんとアプローチをしていけ

ばある閾値を超える超過管理が何％だと、あるいは

そのある期間内に超える確率は何％だという表現を

していくんだろうなと。ただ、本当にそういった風

な設計体系が管理上必要なのかどうかなというのを

逆では思いながら、さあ、どっちの方向に行くのか

な、という感想を持ちました。

藤田　最後のところの、行くのかな、というところ

の心をもうちょっと。

服部　そういうことをガンガンやっていくのは工学

的に大変面白くて、わりあいにチャレンジングだな

というように思うんですが、そういうことが本当に

国民とのコミュニケーションという観点でそういう

評価が必要なのか、もっとそこはもう一つ裏支えを

しながら、どうやって伝えていくのかなというとこ

ろが極めて重要だというように、その他の全般のと

ころの講演も含めて考えると、そのような感想を持

ちました。

藤田　ちょっとまた会場からもご意見をいただきた

いんですけど、もうひとつ、今の議論に非常に関連

していて、まさにあのFT図で全体の避けたい事象の

起こり方の議論があって、私があえて質問したのは、

それをある程度は定量的に見れないとだめなものも

あるんじゃないですかと。それに対して、まず難し

いものについてはいきなり高いところを狙わなくて

も、○、×、△ぐらいからとか、そういうことで少し

進めるんじゃないかと、そういう議論がありました。

その上で、では技術的にはまさに突発性というの

は難しいと書いてある、破堤・浸透すべり、破堤・

侵食、こういうものがたぶん服部さんと佐々木さん

のご講演の中では、もうちょっとそういうものを少

しでもより定量的にできるようになるんじゃないか

という路線での披露もあったと思うので、ちょっと

その辺について今の技術レベルでどのように捉えて

いるか。そこにどれぐらい行けそうなのか。そこに

どういう技術が足りないのか、欲しいのか。これは

各ニーズとシーズのマッチングの、新しい技術の

ニーズの話にも繋がるかもしれないので、その辺に



168

ついてそれぞれお考えを簡潔にいただけるとありが

たいと思います。

では、まず話を完結するために、服部さんの方か

らは越水はもう流下能力の議論なので、それはもう

省くとして、ではこの川にH.W.L.ぐらいの水が来たと

きに、洗掘、侵食で破堤が起こるかどうかが今どの

ぐらい分かっているかという、そういう問題に帰着さ

せて少し議論を展開していただけるとありがたい。

服部　すみません、そこの部分は最初「含む」だっ

たんで、あまり直接扱うつもりはなかったので、資

料はちょっと用意していなかったので口頭だけで。

今のシンプルな質問に答えるとすると、相当難し

いなと思っています。今○、×、△をつけられるのは、

たぶん高水敷の幅というのが１つありまして、それ

で洗掘されたとか、河岸が侵食されたということが

起こったときに、過去一番大きく侵食された高水敷

の後退幅が今の高水敷幅と比べると大きいのか、小

さいのか。大きいとたぶん堤防まで行ってしまうの

でアウトと。小さいとまだ高水敷の中で止まるので

セーフといったぐらいの大まかなやつがあるという

ぐらいだと思っています。

それが過去最大ですので、H.W.L.まで行ってない

ような洪水のときもありますし、もっと小さいので

もあるという中で、何かギリギリ判断しているんだ

なというのが今の護岸の強度を考えるときのひとつ

の考え方だと思います。高水敷幅のかなり広いやつ

はそこそこで、ひょっとしたらなくてもいいかもし

れないと。しかし、それよりも狭いものになってく

ると、相当程度がっちりしたものでないと危ないと

いうような判断だと思います。

ですから、一番最初に藤田研究総務官からお話が

あったように、ではそれを例えば管理を怠っていた

とか、河床が低下してきて前とちょっと機能の発揮

し具合が変わってきたといったときに、ではどれぐ

らい破堤しやすくなるのか、もうちょっと端的に言

うと、どのぐらいの水位の洪水だったら破堤するの

か言い当てろと言われると、これはたぶんできない

と思います。１回トライしたんですが、すごく難し

くてできませんでした。いろいろやったんですが。

ここでつまづいたという具体的な現象で言うと、

自然河岸だと思っていたんだけど、あまり侵食が進

まないという現象です。最近、河床低下していて二

極化が進んだというようなところがありますね。そ

うすると二極化して、昔、砂州だったところが今は

川岸のようになっていて、自然河岸のようになって

いるんですが、河床変動計算をすると、砂州も一緒

に削れて、河床低下がブワーッと進むという形に

なってしまうんですが、現地に行くともうしっかり

した川岸が垂直に立っていて、そのお陰で河床低下

はすごく進んだけど、今回は破堤を免れたみたいな

ものがあるんですね。こんなのはなかなかできない

なというのがあります。

また、護岸が壊れてどんどん横に侵食していって

どこまで行きますかというのは、かなり数値計算の

ことではトライされるようになってきました。ただ、

礫床河川だとやっぱり交互砂州をしっかり、また複

列砂州をしっかりと予測して、その水当たりがどの

範囲までできるかというところが外力として相当重

要なので、そこはちゃんと予測できるのかというと

ころが、川岸が侵食される範囲がどこまでで、どこ

まで行ってしまうのかということがあって、僕が何

となく思うのは、砂州がしっかりまだそこまで予想

できるのかというところが難しさがあって、川岸の

幅が、侵食される幅がまだまだちょっと難しいのか

なと。それで先ほども言ったような硬くて行かない

というやつ、そこに相乗りしてまた難しくなってい

ると思います。

案外うまく行けそうかなと思ったのは、砂の河川

ですね。局所洗掘、これは砂州がどうのこうのと言

うよりは、湾曲がしっかりしたところだと比較的

オーソドックスな話で、まあまあ行けるのかなとい

うところも出て来たかなと思います。

ではあるところまで洗掘が行ったら川岸が崩れて

堤防まで行くかというところになってくると、今度

は川岸が粘着性とかになってきて、ここがちょっと

ネックになっていると。なかなか粘着性の河岸がバ
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シャッと崩れたら、それをまたさらに持っていかれ

て、一発で堤防が壊れるまで行くのかというところ

まで行くとなると、ここは難しいということになっ

ています。

ですから、総じて言いますと、なかなか河床変動

計算は進んできたところがあるんですが、洗掘深が

どうのこうのだとか、石の川のような粘着性を持っ

ていない川岸ならある程度は予測できるようになっ

てきたが、しかし砂州のところがうまく予測できな

いというようなところと相まって、まだまだ詰める

べきところがあって、そういうところの積み残しの

技術の部分が大きいので、この水位、この出水規模

が何時間続くと川岸が削れて堤防が危なくなるとい

うところまではなかなかまだ行きつけないかなと。

なので、一番最初に申し上げたような、現況のこ

れまでの実績の川岸の侵食を見てまた判断するとい

うところが相当程度有力で、○、×、△それで作れ

るのが頑張れるところかなと考えている次第です。

藤田　今のお話は、ある意味では、安原さんが提示

されたようなアプローチと比較的親和性があるよう

なお考えのように見えたんですけど、そういうこと

でいいでしょうか。

服部　はい、あえて親和性が出すような方向で、も

しやるとしたらそうなるなということでやってみま

した。定量的、まではちょっと行かないけど、河積

みたいにカチカチと組み上げていくのはちょっと難

しいが、でも管理ですからやらなければいけないと、

フレームを作らなければいけないと、安原君のあれ

を全部詰めなければいけないとして、今は国総研に

持ってこられて、どうやって繋げるかと言われたら、

まずそこからやりましょうか、というぐらいの話に

するかなということでちょっと答えさせていただき

ました。

藤田　あまり無理して仲良くしなくてもいいと思う

んですけど（笑）。今の議論は形だけで言うと、私

の「a.計画高水位以下の流水の通常の作用による破

堤氾濫を起こさせない」はどれぐらいできるのかと

いう話を質問させてもらったということにしている

んですが。

であるとすると、一方で、そうは言っても美しい

世界としてはやっぱり、技術が進んで、先ほどの粘

着性の問題もちゃんとしっかり工学的に解明して、

それからどこにどんな地質があるかは第１回にいろ

いろな新しい技術の話がありましたが、ああいうの

をもっと発展させて比較的安価に土質材料の特徴が

分かるような探査技術をやるとか。それで砂州の話

は、それはまさに水理学の一番大事な話の一つなん

だから、それをどんどん専門家にやってもらって。

そうやってちゃんとしかるべきターゲットを、全体

像を示して、こういうところまでぜひやってくださ

いという世界に持って行くという世界は作ってはい

けないでしょうか。

「作ってはいけないのか」という質問は、つまり「そ

れはそれで大事だ」という感じなのか、「いやいや、

● スライド14● スライド13
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難しいんじゃないの」という感じなのか、というこ

とですが。

服部　難しいとは思いますが、私は作りたいと思っ

ています。やっぱり前回の話でも、河道の掘削具合

によって流下能力バランスも将来的に河床変動で変

わってくるといった中で示させていただきました

が、これはあくまでもやっぱり分かりやすい河積の

範囲内の話です。（スライド13、14）

これから思いっきり抜けているのは、ではこの河

床が低下したら流下能力が上がっているかもしれな

いけど、局所洗掘も一緒に深くなっているだろう、

それがひょっとしたら流下能力バランスとしては越

水しにくくなっているから、破堤しやすくなってい

るんじゃないか、という点です。

それが、ひょっとしたら今はすごい水衝部があっ

て、経験的に何とかブロックを投入して何とかセー

フになっているんだけど、そのやり方ではもう担保

できなくなるぐらいひどい洗掘深なのかという判断

も難しくて、ちょっと入っていない。そうすると、

本当はそれを入れないとこういう河床低下を起こし

て上下流バランスが変わったと言っていますが、本

当の変わり方が入っていないという意味において

は、ちょっと不正確だと。

なので、これを本気で体系化し、技術化し導入し

ていくには、今の話は避けて通れないと思ったので、

やっぱりやっていくべきではなかろうかと思ってい

るところです。

藤田　ありきたりの話かもしれないけれど、誰かが

「個々の学術研究はすごく尊いんだけど、こういう

本当のリスク管理をするのにこういう水準を持つ個

別技術が必要だ」とか、「やっぱりこういう地質の

探査技術が必要だ」とか、具体的に提示しないこと

には何となくこの全体が進まないような、当たり前

のことなんだけど、やっぱりちょっとそれ辺りを、

ニーズと言うか、評価技術に一番苦労されている人

がやっぱり一番苦しんでいるわけだから、そういう

人が「こういうのとこういうのが欲しいんだ。これ

ぐらいの水準でないとだめなんだ」ということをも

うちょっと明示しないと、何か進歩しないのかなと

ちょっと思ったので、その辺を少し確認したくてそ

ういう質問をしました。

それで、もっと難しい質問になりますが、浸透破

壊みたいな突発性の最たるものになるのかな。もう

「水防」とかと書いてある状態の話とか、逆に言う

と次の議題にも行ってしまっているんだけど。でも

そうは言っても大変な努力で、やっぱり浸透に対し

て技術化がすごい進んできたと思いますし、調査と

いう位置づけだけど、1995〜1996年か忘れましたが、

そういうものが入ったりとか。やっぱりある進歩は

してきているわけですよね。

それで、より難しいと思いますが、そんな中で同

じ質問を浸透破壊に対してするとしたらどうなるか

と。ちょっと三木大先輩がいらっしゃる前で、非常

にやりにくいかもしれませんが。あまり遠慮せずに

大いに思うところを述べていただければ。

佐々木　私の方の資料に一応載せておりますが、前

回お話をさせていただいた内容に若干補足というこ

とで書いております。

それで「堤防強化の考え方」と書いてあって、こ

れは維持管理、広義の意味では維持管理なのかもし

れません。それで堤防はこれはあえて強化とか書い

たのは、先ほど藤田研究総務官のでポンプの絵があ

りましたね。やっぱり堤防の場合にポンプが壊れて

いくのを維持管理すると言うよりは、最初からポン

プは機能発揮していない初期不良が隠れているとい

う認識の方が大きいのかなという風に考えておりま

して、ここではあえて「強化」と書いております。

まあ、計画高水位を通常の作用に対して耐えるとい

う意味では維持管理の一環かもしれません。

それで「堤防強化の考え方」ということでいくつ

かそういったことを書いております。（スライド15）

それで１つ目は、「定規断面の確保」ということで、

これで進んできたわけですね。経験的にはある程度、

安全性確保ということです。「ある程度」と書いて

ありますが、かなり経験的には確保しているし、矢

部川もある意味でH.W.L.は超えたとか、そういうと
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ころがあって、そんなに悪くはないんですが、当然

ですがこれで全てが安全かと言うと、そうでもない

被害もあるというところです。

２つ目の「被災箇所、変状箇所の強化」が、どう

して来たかと言うと、被災があったら強化して復旧

したとか、破堤にまでは至らない変状に対しても手

当てして強化してきた、ということです。

３つ目の「事前対策（安全性評価、事前強化）」は、

これがいわゆる最近の概略点検から詳細点検でやっ

ていることで、事前で弱点箇所を地形やボーリング

で抽出して、水理学的・地盤工学的な計算とかを噛

まして、それで強化してきたというところです。

それで４つ目の「予兆の把握（維持管理含む）」が、

これはちょっと２番とも微妙なところなんですが、

予兆の把握。維持管理なんかで変状のあったところ

を見つけて、その原因を見て強化してきたというこ

とがあるのかなと思います。

それで私の方でよくお話をさせていただくのは、

やっぱり３つ目を中心に、どうやって事前に弱点箇

所を抽出するかとか、現行より安全性の評価という

のをできないかということです。

これは今のやり方ということで、一連区間を設定

して安全性照査というのを実務的にはやっていま

す。（スライド16、17）その実態としては、弱点箇

所を計算するのは代表断面でやっているんですが、

そこがそもそも抽出できているのか、ということで、

実際抽出できていないことが多いんですね。例えば

矢部川なんかも破堤していますが、そこが詳細点検

で抽出できていたかというと、できていなかった、

ということです。

それと計算の方も、円弧すべりとかいろいろやっ

ていますけれども、これでやると実際に直轄で６割

ぐらいがアウトになるんですが、では本当に直轄の

６割がH.W.L.まで水位が上がったら全部やられてい

るかと言うと、そんなことはなくて、あくまでも発

生の可能性の有無というか、それぐらいの評価で、

本当に破堤につながるかどうかというところまでは

正直、評価はできていないというのが現状かという

風に思っています。

それで、これは矢部川の例でして、これは破堤し

た後に細かく調べると、例えば弱点となった砂層と

いうか、非常に局所的に入っているということで、

事前評価でやるにはこれを見つけなければいけな

● スライド15 ● スライド17

● スライド16
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い。（スライド18） 先ほど安原さんが言った「場の条

件」という話ですが、場の条件としてはここにはこ

ういう非常に局所的に弱層があったということで、

要するにこれを見つけないと評価ができないという

ことで、これはひとつの大きな課題かなと思ってい

ます。

それでこれはまた別のケースでして、これは子吉

川だったと思いますが、（スライド19、20）これも

破堤には至っていないんですが、裏法がすべりまし

たということで、これは被災した後に調べると、や

はり被災区間が局所的に被覆土層が薄いという弱点

箇所であったり、あとは本当にすべった跡を開削す

ると、本当に下に砂層があって、上に薄い粘性土層

があって、恐らくここに浸透水が被圧して、ここで

噴砂と揚圧力ですべったというような事例でして、

こういった非常に局所的な土質の分布というのを把

握しないと、実際にこういうものは評価できないと

いうことが課題としてあります。

このスライドは今言ったことをまとめたもので

す。（スライド21）被害事例からすると本当に局所

的な弱点箇所で発生していますので、やっぱり事前

対策としてやるには、これをどう見つけるか、今日

は佐藤さんがいらっしゃっていますが、こういう地

盤調査の方で、特に延長の長い複雑なところからど

う見つけ出すかというところと、あとは評価法とい

うことでは、先ほどの現在のやり方ですとあくまで

も発生の有無ぐらいですから、本当に破堤に至るも

の、噴砂ぐらいで終わるものというレベルの評価は

できていないというところです。

それと、あとは「既往の出水等では変状は報告さ

れていない」とありますが、安原さんの資料でも「突

発的なものには状態監視で対応」と言うんですが、

● スライド21● スライド19

● スライド20● スライド18



173第４回　河川研究セミナー

例えば状態監視でも「出水中の状態把握」というこ

とで、この破堤箇所というのは事前の点検の中で言

えば、把握可能な変状等は報告されていないですし、

矢部川は特に水防団の方たちがいたんですが、水柱

があるところに落っこちたということで、なかなか水

防活動で対応するというのも難しいところがあるとい

うのが、この事例で突きつけられている課題です。

そういうこともあって、前回ご紹介したのは、例

えば物理探査などを活用して概略的延長の長いとこ

ろについては地質の変化点ぐらいは見つけられない

かということでトライしていて、例えばこういったサ

ウンディングで、これも噴砂があったところなんです

が、細かくサウンディングしたところ、ちょっと違う

層のところは物理探査でも答えが分かっていれば当

たるかなというぐらいのレベルには来ているというと

ころなので、これはもう少しこういう臨床を重ねてい

くのかなと思っています。（スライド22、23）

それとあとは堤防の被害なんですけども、いろい

ろな噴砂ぐらいで終わるものとか、破堤にまで至る

というのは何が違うかとかいろいろ実験とかをやっ

ていて、その条件というのはまだはっきりつかめて

いないところがあります。それについては引き続き

やって、単にアウト、セーフではなくて、どれぐら

いの時間でどこまで進行するかというところまで

持っていきたいなと考えているところで、それを目

指しているところです。（スライド24、25）

ただ、もちろんこれだけが堤防強化の全体像とは

考えていなくて、これも事前対策の一部ですね。当

然、被災したら強化していく、ですし、変状があっ

たら、ということで、もしかしたらこの辺が将来的

な、ちょっと次の話題になってしまうかもしれませ

んが、先ほど言った状態監視で弱点箇所を見つけて

● スライド25● スライド23
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いくような方向に今かなり研究の余地があるのかな

ということで、最近ですと本省さんの方ではモニタ

リング技術の開発とかそういうところにもいろいろ

お金をつけていただいているようでして、こういう

技術の開発というのも今後はあるのかなというよう

に考えているところです。

藤田　例えば矢部川の破堤はH.W.L.を超える超過の

外力が原因なので、それで整理がつくと思いますが、

現象として仮にああいうものがH.W.L.以下で起こる

ことも想定したときに、探査技術も含めた今の技術

でこれは分かるものなんでしょうか。その難しさの

案配を、ちょっと教えていただきたい。

佐々木　難しいと思います。今の技術でアウト、つ

まり「これはダメでしょう」というのは分かると思

います。ただ、その隣の箇所がセーフになるかとい

うと、たぶん分かりません。要するに、安全側に振っ

ているので。

藤田　それは透水性の高い土層の存在が分かったと

したらどうですか。

佐々木　分かったとしたらアウトにはなりますね。

藤田　これぐらいのレベルの土層構造の把握は、

やっぱり相当難しいということ。

佐々木　難しいと思いますね。今の技術では。まあ、

やればできるというか、これは破堤した箇所を調査

したから分かったんですが、それを全河川でできる

かというと、それは現実的ではないので、では物理

探査等でこれぐらい押さえられるのかどうかという

ところの確認をしているところですね。もしかした

らすごいエキスパートの方がやれば見つけられるか

もしれないんですが、やっぱり全国に展開するには

それをなるべく標準化していかないといけませんの

で、その辺は課題かなと思っています。

藤田　私はこの専門家というわけではないので、門

外漢の責任ない発言になってしまうかもしれません

が、ではこういうレベルのものが分かるようになる

ということをひとつの技術水準の要求として、探査

技術に大変努力されている方とのいろいろなコラボ

レーションの中で、やっぱりこういうものをぜひ10

年かけてこの水準を目指そうとか、これぐらいのこ

とが欲しいんだということを、今まで以上に取り組

むというのはどんなものなんですかね。

物理探査を逐次的に進歩させるという努力はもち

ろん大事だと思うんだけれども、一方でやっぱりあ

る水準の判断に使えるものになりたいというニーズ

もすごく重要ですよね。だから、先ほどのニーズと

シーズのマッチングという意味の一つの代表例だと

思いますが、今すぐにできなくても、やっぱり目標

水準はこうなんだということを具体的に示すような

スタイルの協働みたいなことはあるのか、そこにも

難しさがあるのか、その辺をまず佐々木さんとして

はどういう感じなのかを聞きたいと思って。

佐々木　ひとつは、こちら側が要求水準を示し切れ

ていないというところがあると思います。要するに、

今これを計算すればアウトと言ったんですが、では

これが本当にパイピングで壊れるまで予測できるか

というと、それはそういうことはないんですね。こ

れと、その隣の噴砂だけで済んだところと、評価の

上で区別が今のところはできていない。

それはそっちでまたいろいろ検討してさらに進め

ていく必要があるんですが、とはいえ少なくとも前

後で何か違いそうだということぐらいは分かるよう

にしていただきたいというニーズとしてはあって、

まあそれはいずれにしても両者一体となって進んで

いかなければいけないところがあって、評価技術を

やる方は評価技術だけでなく、それを全体として取

り組んでいかなければいけない課題かなと思ってい

ます。

ですから、我々の方も国交省さんからいろいろお

金をいただいてやっているんですが、物理探査学会

の方と一緒になってやっていたり、例えば土木学会

の委員会の枠組みとかを使って、それでいろいろな

調査会社さんたちと一体として研究を進めていきた

いなと思っています。

三木　あまり技術的なことよりも、藤田さんの講演

にだいぶ刺激を受けて、1970年ぐらいから河道、河

積がどんどん伸びて、30年ぐらい伸び続けて、それ
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が40年ぐらいになるとだんだんと頭打ちになってき

ている。ちょうど1968年に飛騨川バスの転落事故が

あって、それで道路の維持点検もどんどんお金がつ

いて、あれはガソリン税がありましたので、防災点

検を５年に１回やって改良・改築を重ねてきて、そ

れが大体2000年ごろに頭打ちになるんですね。あと

はそれまで築いた財産でやりくりしている。あとは、

その後追い対策ですね。災害が起こったら復旧する

という状況になってきている。

それで河川も同じなんですね。先ほどお話があっ

たように、大体1970年ごろ、昭和45年ぐらいから30

年ぐらいどんどん投資が進んで、整備が進んできた

わけです。それで嵩上げして、拡幅して、定規断面

を目指してきて、力技で全国の河川にお金がついた

んですね。その時代がもうそろそろ頭打ちになって

きたのが、ちょうど1995年、1996年ごろで、それか

らはもう今までのような力技でどんどん堤防を強化

できない。

それで出てきたのが性能照査なんですね。これは

当時の河川局長の近藤さんからトップダウンで下り

てきて、要するに今までのように力技で堤防強化に

お金を割けないから、ちゃんとどれぐらいの外力に

耐えるんだという性能照査をきちんとして、弱いと

ころにお金を投資すると。財源の限界が見えてきた

から性能照査というのが始まったんです。

それで今はその性能照査で絞り込みはどれだけで

きているかと言うと、実は絞り込めていない。それ

で、その弱点箇所の絞り込みをもっときちんとして、

もっと維持管理というか、堤防強化のお金を減らそ

うというのが大きい流れなんですね。だから、その

絞り込みに多少調査とかそういうことにお金をかけ

ても、きちんと絞り込めれば全体の補強対策のお金

が減る。減ると言うか、減らざるを得ないので、逆

に言うと絞り込みをきちんとして、それで必要最小

限のところに財源を集中投下する。もうそれしか道

はないと。

一方、道路は予防保全をどうするのかと言うと、

災害復旧と後追い対策しかないと言うと寂しいの

で、最近考えているのはもらい災害、斜面の森林か

らのもらい災害が多いので、道路を守る地域の斜面

の樹木を強くしろと。これは10年、20年、30年単位

で樹木を強くすれば、将来の維持管理も減るし、お

金もかからないし、そういうことをしようというよ

うになってきています。

では、河川には何があるかと。お金がない中で、

そうなるとやっぱり地域防災になってくる。その地

域に住んでいる人と、公助でも限界があるから、自

助共助、あるいは水防活動、先ほど時岡さんが言わ

れたような。それと変状を見つけるのも地域の人と

一体となってやろうよと。国交省の管理者、あるい

は県の管理者がそのコーディネーターだと。地域の

人と一緒になってその地域を守っていこうという方

向にたぶんなるんだろうと。これから財源がますま

す厳しくなると、なっていくだろうと思うんです。

そういうときに、では国が何をするのか、河川管

理者は何をするのと言ったら、地域の人と一緒に

なってこういう技術を使って堤防をこういう風に見

れば弱いところが分かって、こういう補強の仕方が

ある、あるいは、住まい方もあるよと。ここはもう

２線堤なり、あるいは眼鏡堤の大きいのが切れても

いい、切れても、そこで何か遊水池というか、人工

的な氾濫原に住むという覚悟を決めてやるとか、そ

ういうのも地域防災として考えるのも出てくる。

だから何が言いたいかと言うと、そういう歴史的

な、日本が高度成長して今はこういう状況になって

きたという歴史的な背景から、もう技術、あるいは

暮らし方も変化を迫られているわけですよ。そこで

技術がどういう役割を果たせるのかというのはやっ

ぱりよく考えて、藤田さんの問題提起はそういう国

民に対して分かりやすく説明できる理論構築をしっ

かりしようということだから、今日は私もちょっと

そういう刺激を受けて、そういう流れできちんと整

理して戦略を立てていかなければいけないかなと思

いました。

藤田　ありがとうございます。共感をいただいて大

変心強かったと思いました。
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逆に言うと、いいなと勝手に思ってしまったのは、

絞り込みは全く役に立っていないというのは語弊が

あるかもしれないけど、まだ不十分であると、技術

的にまだやることはたくさんあるぞということだそ

うですから。

そうすると佐々木さん、こういうスキームでやる、

ということは別にして、足りないということを見据

えて、両方必要だとおっしゃいましたよね。だから、

安定する方の技術も、それは佐々木さんが専門なの

かな。土研が頑張るのかな。やっぱりそれに見合う

探査技術、自分が頑張れば逆に探査技術を頑張って

いる人に対してもっと高いハードルをという、切磋

琢磨になるわけですよね。そういうことをやれれば

いいですね、というのはいいんだけど、やっぱり一

歩でも「自分のできる範囲でやるぞ」、というよう

なことがあると皆は、そうか、って思ったりするの

かなと。

佐々木　それは……一緒にやっていますので、頑張

ります。

藤田　まだ足りないということを堂々と言っていた

だいたので、だったら１年後には少しでも進歩する、

あと探査技術についてもこういう要求をちゃんと出

したぞと。それに対して佐藤さんとか皆さんがまた

真剣勝負で、もっとはっきりしろと言ってもらえる

と、すごい世界だなということになるのかなと

ちょっと期待したりしております。

議論がもう、私のペーパーで言うと、26ページの

話があるんですが、私の想像を超えて、すでに27ペー

ジの話の議論になってきてしまいました。

それで、ここで言いたかったのは、ワンパターン

ではだめなんじゃないかと。だから今まで先人が築

いたものを、ただ同じ道の延長線上だけではなくて、

そこに限界があるかもしれない、だったら全然違う

切り口のやり方を同時に絡ませてとか、まさに先ほ

どの三木さんの話で言えば、水防的なものをもっと

洗練させて地域と絡めてやるという路線があって、

その一方で探査技術を高めて王道で事前に把握する

方法も頑張る。どちらもすぐに完璧にならないん

だったら、両方をうまく補完するようにやろうとか。

何かそういう全体の戦略みたいなものがなければ

いけないんじゃないかということを改めて思った

し、それに対してさらに大きなストーリー、今、河

川のインフラというのはこういう段階にあって、こ

れから30年ぐらい先の国民へのサービスのことを考

えたら、我々はこういうことにチャレンジしている

んだ、ということをクリアに語れるような、そうい

う話にうまくリンクできるといいなと思ったんです

けども、ここでそういう目で27ページを見たときに、

事前に高精度で分かるというのは、先ほどのやっぱ

り安全性を判断する技術と、それから土質を調べる

技術の両方がしっかりされなければいけないという

佐々木さんの話もありましたし、それから事象最中

の変状ということですよね。

まさに水防もそうなんだけれども、起こっている

ときの情報ということがすごい。だけど残念ながら

リードタイムはない。だけど、それをもうちょっと

活かす方法ってあるんじゃないか。今は非常に情報

技術も進んでいる。だから昔で言うところの事前対

策と水防というのが全く別物であるのではなくて、

２つの間の繋ぎ方をもっと洗練させるようなものを

もっと意識的にやったらいいんじゃないかとか、

ちょっといろいろなことをごちゃごちゃと書いて

ます。

この辺の、今やっている技術は頑張るんだけど、

それでは足りないようなところを、もっと大きく捉

えて、複合的にものを見ていくというそういうよう

な突破口というか、ちょっとその辺を鳥居さん、国

総研としてか、河川研究部長として、少しお考えを

いただければと思います。

鳥居　事前にこの藤田さんのパワーポイントを全員

に配られて、ちょっと藤田さんとも議論していたと

きに、三木さんが言われたような話、私はこのテー

マを与えられたときに、河川の維持管理と付けたと

きに、やっぱり維持管理をどうにかしなければいけ

ないなと思ったんですけども、どうもそれだけでは

なくて河川管理全般の問題として捉えて河川維持管
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理を位置づけないとこの問題は解けないということ

だということで、さすがに違うなという風に思いま

した。

それで一方、そういう意味でちょっと河川管理の

話だけを捉えても、例えばメカニズムを一生懸命に

やっている人間がいる。ある意味でメカニズムを解

明するということは、定量的な評価に繋がっていっ

てそれは説明力を上げていく。それは単なる技術的

な説明を、さらに社会的に説明をしようとしたとき

にも、やっぱり技術的な定量評価がなければ社会に

定量的な提示はできないという中で、やっぱりある

程度進めていかなければいけない技術だと思ってい

ます。

ただ、今までみたいにちょっと遠いところを目指

しているのではなくて、段階的に発展していくとい

うか、PDCAサイクル的に仮説を立てて、それを実

証して、またそれを修正していく、という流れがき

ちんと導入されていかないと、何となく「それがで

きるまで国民に説明できないのか」というような話

になりかねない。やっぱり明日説明する道具を作っ

ていくということで、メカニズムの解明については

チャレンジしていかなければいけないなというよう

に思っています。

一方、やっぱり管理の中心は経験に負っている部

分も多いわけで、そこの部分は改めて重要だなと

思っています。それを経験の部分とさっき言ったメ

カニズムの部分を繋いでいるのが情報の部分で、情

報をどうやってストックして、うまく使っていくか。

メカニズム、あるいは説明するときにもやっぱりエ

ビデンスとファクトとしての情報が必要不可欠で、

それを今までどおりに集めていればいいのか、ある

いは新たな技術を導入しながら集めていくのかとい

うことだと思っています。だから情報戦略としても、

やっぱりある程度の研究を前に進めていく必要があ

るんじゃないかと思っています。そういう意味で、

全体として説明力を高めていくということが、今後

の河川のこの分野の研究の重要なテーマになってい

るんじゃないかなと理解しております。

藤田　ありがとうございます。少し繰り返しになり

ますが、今までのやり方とは違うやり方を全部自分

たちがやる必要はないんだけど、少し横を見ながら

とか、複線的にとか、やっぱり堤防という、これだ

け難しい対象を相手にしているので、そこをもう

ちょっと意図的にと言うか、自然体もいいんだけど、

意図的にやるようなものを。

だから水防で言うと、もうちょっと洗練された水

防だとかね。だけど先人はすごくて、もう全部「水防」

と憂慮しているんですよね。だけど、我々現代の人

間はまだちょっとそれの活かし方が足りないんじゃ

ないかなということを、私も皆さんの話を聞いてい

て改めて感じました。

それでスライド25にちょっと臨床の話をしました

が、先ほどの佐々木さんのプレゼンテーションを少

し利用して言うと、起こったことに対して、これが

悪かったとか、こういう原因だったということは、

病理学的に、病気の症状はたぶん分かる。だけど、

事前に分かったかとか、事前にその病気を治せたか、

というところが意外に弱い、ということなんです

よね。

そこがまさに既に議論に出ましたけれども、そう

いうところで技術の開発の方向性だとかリーダー

シップをとっていかないで、病理学だけに満足して

いると、という橋梁の専門家から聞いたその話を改

めて今、佐々木さんのスライドを見ていて思い出し

て、それで服部さんのところも含めて災害の分析と

か随分やってきていて、完全には臨床まで行ってな

いかもしれないけれど、次に同じことを繰り返さな

いためにこうしなければいけないという、かなり病

気の治し方の話まで踏み込んだナレッジを少しずつ

勉強しているってこともあるので、そういうものを、

まあ、行政の責任の難しい問題もあるんだけれども、

やっぱり「技術的に分かったことを共有して実際の

実務に生かす」という、そこの道筋をもうちょっと

強化して、逆にそういうことで本物になった技術は

本当に使えるはずなので、この点をもう一回強調し

ておきたいなと思いました。その辺で何かありま
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すか。

佐々木　やっぱり事例というのが非常に大切だと

思っていて、やっぱり河川で難しかったのは、破堤

にしたのがなくなってしまうというのが本当に難し

くて、だから中途半端なものの評価というのがやっ

ぱり非常に重要なのかなと。ですから、そういう蓄

積、災害事例の蓄積というのが重要です。特にちょっ

とした変状の情報、それを常にデータベースにス

トックしていく。その流れというのは今後のこうい

う検討には非常に重要になってくるのかなというよ

うに考えております。

藤田　時岡さんに質問になってしまうんですけど、

自分の経験で申しわけないんですが、福島の荒川が

右岸堤が切れたときに、直さないでずっと現場で

待っていてくれたんですよ。夜中の１時ぐらいに着

いたら、皓々と電気がついていて、洗掘で壊れたの

か、侵食なのか、そうしたら見事に護岸の基礎が残っ

ていたんですね。それで、これは下がやられたんじゃ

なくて、やっぱり高流速だという議論ができた。あ

あいう中に、現場の、これはちゃんと解明しないと

次の復旧に進めないという意思が見えたような気が

しました。

　一方で、災害の分析の事例はどこが原因だったの

かというのはなかなか行政の中でも教育が難しい。

それで注意しなければいけないことは多々あるとい

うことは理解しているんだけど、それも十分踏まえ

た上で、やっぱりこういう何が原因で、どう直した

らいいのか、次に何に気をつけなければいけないか

ということを、やっぱり現場の人が日々勉強するよ

うな雰囲気を、国総研とか土研も頑張らなければい

けないんだけど、それを共有化するという意味では

本省の意思がすごく重要だと思うんですけど、どう

でしょうか。

時岡　例えば維持管理とか危機管理の分野では同じ

失敗を繰り返さないと言うか、同じことはしないぞ

というのが非常に大事なんで、そうなるとやっぱり

その前の事例というのが非常に大事になってくるの

で、今は各地方整備局でもそういう事例は共有しま

しょうということに力を入れておりまして、どこそ

この事例を皆さん共有しましょうとか、あそこでこ

ういう対応をしたよというのを共有することにして

います。それで、土研のナレッジデータベースとか、

特に堤防の被災調査は充実していますので、そのあ

たりはデータベースはあるんですが、なかなかのぞ

かないということもありますので、貰ったレポート

は各地整に送ってそれで見ていただく。そういう取

り組みはしているところです。

それで本当はステップのところで行ければいいん

ですが、やっぱり荒川のようにはならずに、やはり

今、被災が起こるとやっぱり速やかに復旧に入って

しまうんですね。この前も補助河川も行かれたとき

にはもう既に大分復旧済で、現場のところは乱れた

状態というところが実際でした。今、災害が起こっ

た後にすぐに対応というところは若干時間があると

いうのはありながらも、やはり原因調査のところは

過年度も連名で必ずその日のうちに堤防調査委員会

を立ち上げて、被災の原因調査の方の準備をしなさ

い、当日、極力行けるようにというところは行って

おります。そのような経験を共有するという意識は

地整とともに持ってはいるのですが、せっかく整備

されたナレッジデータベースとかをうまく活用する

ところが足りないなと、本省としては感じています

ので、そこは取り組んでいきたいと思っています。

藤田　地域の心配と引きかえというのはよくないと

思うので、それは地域によって対応するというので

いいと思いますが、ではその中で工夫がそれぞれで

きるといいなということが改めて思いましたので、

よろしくお願いします。

大分、流れで少し事前のシナリオとは若干ずれた

部分もありましたが、けっこう大事なことを議論さ

せていただいたと思います。それで、今までのお話

をお聞いていただいて、こういう点をぜひ言いたい

という方がいらっしゃったら、この場で手を挙げに

くいと言わずに、ぜひコメントでも、どんな質問で

もけっこうですのでいただければと思いますが、会

場の皆さん、いかがでしょうか。
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質問者１　今日はいろいろな方の話を聞けて勉強に

なりました。最初に藤田さんから、今日の議論の中

で４つの形に分類してという話があって、左半分が

現象とか分かっているパターン、それで右半分があ

まり分かっていないパターンで、それで上の段は定

量的にできそうで、下の段はあまりできないという

ような、そういうような分類があったと思います。

それで、そういう中でフォルトツリーみたいなも

のだと、何となく左半分みたいな、現象的に分かっ

ている部分についてはツリー図にできるけど、右半

分のようなまだよく分かっていないところ、今日は

服部さんとか佐々木さんがその難しいところについ

てご意見を発表していただきました。そういうとこ

ろで、維持管理の話になると、どうしても主体的に

は定期横断とか、今まであって、もう分かっている

ようなことをどう効率的にするかというところが何

となく議論の中心になりがちなんですが、途中から

の議論にもあるように、右半分のよく分かっていな

いところをどうやっていけばいいのか、予算もない

中でどういうように絞り込んでいくか、という風な

目的にも合致していきますので、そういうところが

何となく維持管理と研究は別物みたいな感じで誤解

される方もいますが、そういうところが大事なのか

なと今日は感じました。どうもありがとうございま

した。

藤田　ありがとうございます。人材も含めてそうい

うことを読み取れる人が増えていくという状況を作

るのはすごく大事だと思います。そこになると専門

性とか、人に依存するようなところがあると思いま

すので。だから、そういうことをすごくやっていて

面白い、脚光を浴びるような、そういったことも

ちょっと考えていくのかなということを思いまし

た。ありがとうございました。他にいかがでしょう

か。よろしいですか。

では、すみません、皆さんのご期待にどれぐらい

添えたか分かりませんが、ひとつ。

何か変えればいいというものじゃないけれど、今

までやってきたものの努力はよしとするにしても、

その上で、どこに課題があって、新たに踏み出す方

向がどこにあるのか、ということを常に考えていく

ということのきっかけになればというのが１つであ

ります。

それからもう１つは、やっぱり先ほども言いまし

たように、単一のやり方だけに関心を持つのではな

くて、ちょっと隣を見るとか、複線で見ていてとい

うこと。だから自分の専門はあるんだけれど、隣の

やり方に少し口を出すとか、やっぱりそういうこと

がこの分野でも存在しないと、あまりにもきれいに

「自分はこの分野ですよ」とやってしまうと……。

じゃあ２つの分野を議論し出すと方向性の議論に

なるんですよね。だから、そういうような世界をこ

ういう河川という場でやっているものであればこ

そ、なおさら活性化するということも大事かなと。

すみません、今日はある知見を皆さんに提供する

ということにはならなかったんですが、少しでもも

のを考える展開のヒントになっていたとするならば

大変ありがたいと思っています。

そういう意味で、２時間半ぐらい一緒に考える時

間を共有できたことに感謝申し上げて、それから事

務局の河川財団さん、本当に４回にわたってありが

とうございます。それからパネリストの皆さん、か

なり無理難題を言いましたが。第１回にすごく貴重

な技術的な知見や取り組みを紹介をいただいた永矢

さん、堀内さん、佐藤さんにも感謝申し上げまして、

私の今日の締めのご挨拶とさせていただきます。ど

うもありがとうございました。（拍手）

＜閉会＞

安原　ありがとうございました。それではこれにて

本日のプログラムは全て終了となります。

最後になりますが、今回は今年の全４回の河川研

究セミナーの最終回になりますので、当財団の理事

長の関より閉会の挨拶を申し上げます。

関　河川財団の関でございます。今年度４回目、最

終ということで一言ご挨拶を申し上げたいと思い

ます。
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冒頭にありましたが、河川研究セミナーは実は今

年で４年目になりまして、私も遡ると最初は平成24

年のリスクを意識した技術体系、あるいは津波防災

というようなテーマ、それから平成25年が河道設計、

平成26年が総合土砂管理、そして今年は河川の維持

管理ということで進めてまいりました。そういう中

で、実は去年から途中で会場を大きくしまして、今

日も非常に多くの皆様方に参加いただきました。

しかも分野が行政の皆さん、研究の皆さんから始

まって、測る方、地質の方、あるいは測量、それか

らメーカーの皆さん等々、非常に広範な分野の方々

に参加していただき、本当にありがとうございまし

た。特に藤田研究総務官を初め、国総研、土研の皆様、

それから先ほどご意見をいただいた三木さんを初

め、知見を多くの方と共有という意味でご苦労いた

だいたことに改めて感謝申し上げたいと思います。

この河川研究セミナーを河川財団でやっていると

いう思いというか、狙いの一点について少し話をさ

せていただいて、お礼の挨拶とさせていただきたい

と思います。どこから話すかというのがあるんです

が、実は今、私はSIP（戦略的イノベーション創造

プログラム）の「豪雨・竜巻予測技術の研究開発」

というのをやっておりまして、内閣府の総合科学技

術・イノベーション会議の、年間総額100億円で５

年間やるというもので、いろいろな分野をやってい

るんですが、その中の防災の分野における１つのポ

イントが、いろいろな研究をしてきたけれど、３・

11ではほとんど役に立たなかった、いろいろな研究・

新技術が実際の社会にきちんと実装されていなかっ

た、ということがございます。それを３年、５年と

いうタームでいかに実装していくかという、その豪

雨・竜巻のところを私が責任を持ってやらせていた

だいているわけですけれども、それを河川に置き換

えてみても、実はいろいろな技術が開発され、ある

いは研究が進んでいます。それを河川の管理の現場

の中、体制の中に入れるということが非常に難しい。

情報の世界でも難しいですし、計測する世界でも難

しい。そういうものをどう考えていくかということ

が、ひとつの重要なテーマではないか。それは多く

の分野の方々が、同じ場で、同じ目的を目指して、

ある種の一緒の価値観、フレームの中で議論して作

り上げていくということしか方法論としてはないの

ではないか。そういう意味で、今日も非常に広範な

分野の皆さん方に集まっていただいて一緒に議論す

るということができたということは、次に向けての

第一歩ではないかと思っています。

それから、もう少し河川に置き換えてみると、今

回も非常に観測ということが言われたんですが、も

う１つ言うと、○、×、△の議論がたくさんありま

した。私流に言うと、白、黒、グレーです。それか

ら河川の場合はもう１つある。白・黒・グレーすら

うまく評価できない、というところもあるわけでし

て、社会にそれをきちんと理解してもらうというこ

とも重要なことで、そういう位置づけの中でしない

と、たぶん佐々木さんも大分苦労されたようなんで

すけどね。「どこまで分かればいいのかというのは、

あなた方が言ってくれ。そうしたら、それを目指し

て頑張るぞ」という、社会実装というのはそういう

性格のものだと思っておりまして、そういうことに

向けてこういった場を皆さんに活用していただけれ

ばと思います。

それから、昨年度から河川財団も戦略的維持管理

研究所ということで、広範な分野、広範な技術者、

あるいは広範なテーマの中で全体像を作り上げて、

位置づけを明確にしていくということを通じて少し

お手伝いができればと思っています。

先ほどから佐々木さんと時岡さんのところへ球が

いっぱい飛んでいて、本省で本当にご苦労されてお

りますけれども、そういう皆さん方に少しでも河川

財団としてお手伝いできればと考えておりまして、

来年に向けてもまたいろいろ考えながら、皆さんと

もご相談をしながらまた進めていければと思ってお

ります。

本当に長時間にわたり、眠くならないような内容

にしていただきましたこと、感謝申し上げまして、

最後のご挨拶といたします。本当にありがとうござ
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いました。（拍手）

安原　以上で終了でございます。本日はお忙しい中、

お集まりいただきましてありがとうございました。

今後も来年度に向けましてまた新たなセミナーを実

施してまいりますので、ご期待のほどよろしくお願

いします。

（了）
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